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はじめに 

 

ASEAN 地域には、我が国企業が多く進出しているだけでなく、今後の進出を表明、検

討している企業も多く、我が国の経済的なパートナーとして重要な地域であるが、アクセ

スできる情報が限られており、知的財産制度、特に意匠制度に関する情報を得ることが困

難との指摘がある。また、意匠制度の整備が進んでおらず、整備されている場合であって

も、意匠審査基準等の整備が十分でない国や、人的リソース不足により審査が遅れている

国等があり、結果として我が国企業が模倣等の被害を防げない状況にあるとの指摘もあり、

当該地域における円滑で安定した意匠権取得に向けた支援が求められている。 

海外での円滑な意匠権取得の支援の一環として、我が国は現在、意匠の国際登録に関す

るハーグ協定のジュネーブ改正協定への加盟に向けて検討を進めているところ、我が国の

加盟にあたっては、同協定が国際事務局に対する一つの手続により複数の加盟国における

意匠権の取得や一括管理を可能とするため、我が国企業が製品展開を行うより多くの国の

加盟が我が国意匠制度利用者から期待されている。 

ASEAN 諸国のうち、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟する国は現在シンガポー

ルのみであるところ、ASEAN は、2011 年 8 月に決議した ASEAN 知的財産権行動計画

2011-2015 において、2015 年までに ASEAN 加盟国のうちの 7 カ国以上がハーグ協定に

加盟することを目標に掲げており、ASEAN 諸国におけるハーグ協定加盟の機運が高まっ

ている。 

これらの状況を受け、本調査研究では、我が国の意匠制度利用者に ASEAN の意匠登録

制度に関する情報を提供するとともに、我が国特許庁が ASEAN 諸国に対し行っている協

力を深化させ、また、ASEAN 諸国のハーグ協定加盟を加速させるための基礎資料として、

ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態の調査を行った。 

このプロジェクトに協力していただいた各国の特許庁担当者、アドバイスをいただいた

方々に感謝の意を表するとともに、本調査研究結果が、今後の ASEAN 諸国との協力関係

を深化させる施策を立案するための基礎資料として活用されれば幸甚である。 

 

平成 25 年 2 月 28 日 

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 
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Ⅰ． 調査の概要  

 

１．調査の背景・目的 

ASEAN 地域には既に我が国企業が多数進出しているだけでなく、今後の進出

を検討している企業も多い。また、地域の経済的発展とともに、域内の経済統

合が進められていることから市場としての期待も大きく、我が国の経済的パー

トナーとして重要な地域である。しかし、ウェブサイト等を通じてアクセスで

きる情報が限られており、知的財産制度、特に意匠制度に関する情報を得るこ

とが困難との指摘がある。 

 また、既に ASEAN 地域で知的財産活動を行っている企業からは、特に意匠

制度の整備が進んでおらず、制度が整備されていても意匠審査基準や運用ガイ

ドラインの整備が十分でない国や、運用に割ける人的リソースの不足により審

査が遅れている国などがあり、結果として模倣等の被害を防ぐことができない

状況にあるとの指摘があり、日本国特許庁からの当該地域における円滑で安定

した意匠権取得に向けた支援が求められている。 

 さらに、我が国は現在、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改

正協定への加盟に向けた検討を進めているところであるが、同協定は国際事務

局に対する一つの手続により協定に加盟している複数の国における意匠権の取

得やその一括管理を可能とするものであるため、我が国企業が製品展開を行う

より多くの国が加盟することが我が国意匠制度利用者から期待されている。 

 ASEAN 諸国は、我が国意匠制度利用者がハーグ協定のジュネーブ改正協定へ

の加盟を特に強く求めている国・地域の一つであり、ASEAN 諸国のうち、ハー

グ協定のジュネーブ改正協定に加盟する国は現在シンガポールのみであるとこ

ろ、ASEAN は、2011 年 8 月に決議した ASEAN 知的財産権行動計画 2011-2015

において、2015 年までに ASEAN 加盟国のうちの 7 カ国以上のハーグ協定加盟

を目標に掲げており、ASEAN 諸国におけるハーグ協定加盟の機運が高まってい

るところである。ASEAN 諸国には、タイ、ベトナム等、実体審査を行っている

国も含まれており、我が国同様の加盟に向けた課題を有していることも考えら

れるところ、我が国のこれまでの検討を踏まえて各国の課題を整理することは、

ASEAN 諸国の同協定への加盟促進につながることが期待される。 

そこで、本調査研究では、まず、ASEAN 諸国の意匠制度及びその運用実態を

把握すべく、情報を収集して整理する。この調査結果は、当地域において意匠

権を取得する我が国意匠制度利用者にとって有益な情報を提供する効果が期待

される。また、この調査結果は、我が国特許庁がこれまで ASEAN 諸国に対し

行ってきた、意匠登録制度の基盤整備や効率的な意匠の実体審査に関する人材

育成や審査に関する協力を今後さらに深化させる施策を立案するための基礎資

料としても有用であろう。さらに、本調査研究では、調査結果をもとに ASEAN

各国のハーグ協定加盟にあたっての課題について分析する。この分析結果は、

ASEAN 諸国のハーグ協定加盟を支援するための基礎資料となり、今後の

ASEAN 諸国のハーグ協定加盟の促進に寄与することが期待される。 
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２．調査対象  

 ASEAN 加盟国、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポール、

フィリピン、ラオス、ブルネイ、カンボジア、ミャンマーを調査対象とした。 

 

３．調査項目  

 調査対象各国の意匠登録制度及びその運用に関し、以下の項目を調査した。 

（１）法令等整備状況 

 意匠登録制度に関する法律・政令等及び意匠を保護する関連法令、登録制度

の所管部局及びその人的体制、審査官向けの意匠審査基準・ガイドライン、出

願人向けガイドライン及び主要な判決等、制度の枠組み及び運用に関する情報 

 

（２）意匠制度の所管部局 

 各国の意匠制度の所管部局の組織図 

 

（３）統計情報 

 直近 5 年の意匠登録出願件数及び登録件数、審査にかかる期間及び審査通知

及び最終処分の内訳、審判請求数、審判請求理由、行政不服訴訟及び民事訴訟

数等、出願、審査及び意匠権に関する統計情報 

 

（４）意匠登録制度の枠組み 

 意匠保護の対象、意匠権の期間及び権利の効力範囲、使用する意匠分類、出

願日認定要件、優先権、新規性の喪失の例外規定（グレースピリオド）、登録

要件、無効理由、第三者による情報提供制度、出願公開制度、公開繰延又は秘

密意匠制度、権利付与前の異議申立制度、権利付与後の異議申立制度及び無効

審判制度、拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度等、意匠保護の枠組み

に関する情報 

 出願のための手続及び用いることができる言語、翻訳文提出要件、優先権を

主張するための手続、出願後登録まで、及び登録後権利を維持するために支払

う手数料等、意匠登録を受けるため、及び意匠権を維持するための手続及びこ

れに関連する情報 

 

（５）審査業務内容 

 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等）、登録前に行う意匠審査の範

囲、分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した分

類が不適切な場合の業務等）、審査順の定め方、登録前に知財官庁が行う審査

等の内容及び不登録事由、知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願

人による不備の治癒、権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する

情報 

 さらに、先行意匠調査を行っている官庁について、先行意匠調査の対象範囲

（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公知文献等）、先行意匠を調査する
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ために用いるシステム、先行意匠調査にかける期間、検索等の業務の外注の実

施の有無等の情報 

 

（６）その他意匠制度の運用等に関する情報 

 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法、審査官を育成するための研

修、意匠制度に関する海外知的財産庁との会合、意匠登録性に関する外国から

の物的支援及び研修等の提供、その他意匠制度に関し海外の機関から受けてい

る支援（交通費支援等）、今後の外国からの支援の強化を望むこと、模倣品対

策に関する国内関係部署との連携（税関・警察）、意匠登録制度の利用促進や

活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説明会、研修、各種料金の減免・補

助金等)に関する情報 

 

（７）意匠権に係る判例について 

 各国の判例や拒絶事例等について、得られた情報 

 

（８）参考文献 

 各国の調査に当たり参考とした文献資料 

 

４．調査方法・報告書 

（１）各国調査結果 

各国意匠制度・運用について、下記の文献調査、アンケート調査、ヒアリン

グ調査を実施し、調査内容を各国別に報告書としてまとめた。 

＜文献調査＞  

 書籍、論文、及びインターネット情報等を利用して、各項目に関する情報を

収集し、整理した。 

 整理に当たり、現地語での資料はそのまま日本語に翻訳、英語で入手できる

資料は英語資料の翻訳を使用し、日本国特許庁が日本語の仮訳を作成・公表し

ている資料はその仮訳文書を使用した。 

＜アンケート調査＞  

 庁担当者に提示して頂いたアンケートを郵送及び電子メール又はファクシミ

リ送信にて調査対象各国知的財産権担当官庁へ送付し、回収したアンケートか

ら得られた結果を日本語に翻訳して取りまとめた。 

＜ヒアリング調査＞  

 文献調査結果及びアンケート調査結果から、出願処理件数、実体審査制度・

異議申立制度の有無等を考慮し、タイ、ベトナム、インドネシア及びマレーシ

アを選択し、現地知的財産権担当官庁を訪問し、文献調査・アンケートによる

調査結果では判然としない事項について調査を行った。 

 

（２）ハーグ協定ジュネーブ改正協定に向けた各国別検討課題 

 各国の法制度について、ハーグ協定ジュネーブアクトとの整合性状況及び加
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盟するために検討を要する項目について整理し、既加盟国であるシンガポール

を除いた 9 カ国に関しては英語及び各国の公用語で作成した。  

 

 

（３）参考資料 

 本調査研究で収集した法律、規則、基準等のうち、公表できるものについて

仮訳を資料編に掲載した。 
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Ⅱ． 調査結果 

 

１． タイ 

 

（１） 法令等整備状況 

タイの意匠登録制度に関する法令等として、以下の法律と省令、及び

ガイドラインが提供されている。 

(i) 法律 

 特許法1（B.E.2542(1999 年)3 月 21 日法律(第 3 号)により改正された

B.E.2522 (1979 年)3 月 11 日法律、1999 年 9 月 27 日施行） 

 特許、小特許、意匠を律する基本となる法律であり、発明に関する「発

明特許」が主体として扱われ、意匠は「意匠特許」として扱われる。意

匠特有の条項以外は発明特許の条項が準用されている。 

 

(ii) 規則・政令等 

 特許規則2（省令、1992 年第 19 号(1992 年 9 月 28 日公布)、1999 年第

21 号(1999 年 9 月 24 日公布)、1999 年第 22 号(1999 年 9 月 24 日公布)、

1999 年第 23 号(1999 年 9 月 24 日公布) 、1999 年第 24 号(1999 年 9 月

24日公布)、1999年第 25号(1999年 9月 24日公布)、1999年第 26号(1999

年 9 月 24 日公布)1999 年第 27 号(1999 年 9 月 24 日公布)） 

 特許法と同様に、特許、小特許、意匠を管理する規則である。特許法

と同様、「発明特許」が主体として扱われ、意匠特有の条項以外は発明特

許の条項が準用されている。各規則が扱う主要内容は、19 号が登録証や

ライセンス証の再発行、21 号が願書・図面等の要件、22 号は予備審査・

出願公告・実体審査、23 号は料金、24 号は職務発明の報酬、25 号はラ

イセンス（通常実施権）、26 号はライセンス（専用実施権）、27 号は特許

又は請求の範囲の放棄である。 

 

(iii) 基準・ガイドライン等 

 意匠特許出願の手引き3（資料編 1-1） 

主に出願人に向けたガイドラインであり、ウェブサイトで公開されて

いる（タイ語、資料編に仮訳を収録）。特許法の概要、意匠の定義、意匠

                                                   
1 特許庁外国産業財産権制度情報 タイ特許法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
2 特許庁外国産業財産権制度情報 タイ特許規則  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
3 タイ特許庁（DIP）ウェブサイト

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Manual_The_application_design.

pdf（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  

http://www.jpo.go.jp/cgi/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Manual_The_application_design.pdf
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権、保護期間等の制度概要や、申請方法、出願に必要な書類、手数料の

支払い方法、願書記入要領、譲渡証の作成方法、代理人による出願の場

合の委任状、優先権書類、公認博覧会での展示情報の記載方法、公開繰

り延べ申請、物品の種類(分類)、意匠にかかる物品の名称、請求の範囲、

意匠の表現としての図面への要求事項、同写真への要求事項、模様の表

示方法等、手続に関する事項が説明されており、事例研究として各種の

登録事例、補正を求めた例の解説も掲載されている。また、意匠審査の

概要説明、先行意匠の検索方法、審査内容の詳細説明（意匠の物品性、

公序良俗規、意匠の名称の説明、請求範囲の制限についての解説、新規

性の解説、事例研究として各種の登録・拒絶例、判例）等についても記

載されている。 

この他、願書の様式4（資料編 1-2）、審査フロー図5（資料編 1-3）、料

金表6（資料編 1-4）があり、本報告書の資料編に仮訳を収録した。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 タイ知的財産局（Department of Intellectual Property: DIP） 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php 

 

 下記の組織図7の意匠課（Design Office）が意匠担当部署となる。 

                                                   
4 DIP ウェブサイト

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_down

load&gid=54&Itemid=353（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
5 DIP ウェブサイト

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=

1077&Itemid=205（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
6 DIP ウェブサイト

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=

176&Itemid=206（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
7 DIP ウェブサイト

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&

sectionid=17&id=105&Itemid=184（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=54&Itemid=353
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=205
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=206
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=17&id=105&Itemid=184


7 

 

 

（３） 統計情報 

 DIP ウェブサイト上の統計データ及びアンケートの回答から得られた

統計情報は以下のとおりである8。 

 

(i)直近 5 年の意匠登録出願件数9 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 3,521 3,820 3,873 3,614 3,789 

うち海外からの出願件数  988 1,085 702 966 1,276 

うち日本からの出願件数  408 507 283 399 595 

 

                                                   
8 これ以外のアンケートによる統計データ調査項目に関してはデータが無いとのことで、数字

が得られなかった。  
9 DIP ウェブサイト  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view

&gid=191&Itemid=81（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=191&Itemid=81
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直近 5 年の意匠登録件数10 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 876 1,219 1,164 1,332 1,253 

うち海外からの登録件数  332 500 455 491 576 

うち日本からの登録件数  115 174 222 168 222 

 

(ii)審査等に要する期間11 （2011 年のデータ） 

 審査全体に要する期間：18 月      

 出願から方式審査を完了するまでの平均期間：10 月 

 出願から出願公告までの平均期間：20 月 

 出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：18 月  

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 特許法において、『「意匠」とは、製品に特別な外観を与え、工業製品

又は手工芸製品に対する型として役立つ線又は色の形態又は構成をい

う』と規定されている（法 3 条）。 

 また、保護の対象として、「手工芸意匠を含む新しい工業意匠」とされ

ている（法 56 条）。定義上、アイコン、GUI（グラフィカル・ユーザー・

インターフェイス）、タイプフェイス、ピクトグラフ（絵文字）、シンボ

ルマークは保護対象とはならない12が、画像意匠の登録事例もあるようで

ある13。 

 部分意匠制度はなく、破線・点線による表現も認められない14が、動

的意匠は認められる15。 

 

                                                   
10 DIP ウェブサイト  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view

&gid=191&Itemid=81（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
11 アンケート調査結果 日本の実務者によれば、出願から登録までに 5-7 年を要することもあ

ったとの情報もある。『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012

年 3 月）p.167 によれば、3-5 年を要するとのこと。  
12 『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』（（社）日本国際工業所有権保護協会、2001

年 3 月）p.132 
13 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年 3 月）p.166 
14 『意匠特許出願の手引き』p.25、3.1 作図で図面を表わす場合  
15 『意匠特許出願の手引き』p.32、特殊な意匠の形態 1.使用によって形状形態が変化する意

匠 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=191&Itemid=81
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(ii) 審査フロー図 

 審査の流れを示すフロー図を以下に示す16。 

  

 

(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類が使用される（版は不明）17。独自の意匠分類は存在しな

い18。 

 

(iv) 出願 

 願書に記載を要する項目として、法 59 条、規則 21 号 17 条から 23

条に以下が規定されている。 

 意匠の表現物（保護を求める製品全ての特徴を示す写真又は図面） 

 意匠に係る物品の名称 

 明確かつ正確な請求の範囲（1 つの出願に 1 つの請求の範囲） 

                                                   
16 DIP ウェブサイト  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=

1077&Itemid=205（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日） 
17 『意匠特許出願の手引き』p.20、願書記入要領(I) 同 pp.54-56 意匠特許出願書の審査  
18 アンケート調査結果  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=205
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 出願人の住所、氏名・創作者の住所、氏名（出願人と異なる場合） 

 意匠の表現物の数 

 ロカルノ分類のクラス 

 意匠の説明（100 語以内、記載は任意） 

 出願人が署名し、公証人が証明した委任状（代理人がいる場合） 

 譲渡人と譲受人が署名した譲渡証（出願人が創作者でない場合） 

 

出願書類はタイ語で印刷又はタイプされたものが認められる（規則 21

号 23 条で準用する同規則 12 条）。提出すべき書類が外国語の場合、タイ

語の翻訳文とともに提出することが求められる（法 65 条で準用する法

27 条）。 

タイの居住者でない出願人は、DIP 長官から登録を受けた代理人を任

命しなければならない（規則 21 号 13 条）。代理に係る委任状又はその証

明書が外国語である場合、タイ語の翻訳文に加え、その翻訳文が正確で

あることの翻訳者及び代理人による認証の添付が必要となる（規則 21 号

15 条）。 

 

また、外国において既に出願された意匠を出願する場合、請求の範囲

及び意匠の説明を外国語のままで出願することができるが、タイ語によ

る請求の範囲及び意匠の説明を出願から 90 日以内に提出することを求

められ、期間内に提出しない場合は、かかるタイ語の書類を提出する日

をもって出願を行ったものとみなされる（規則 21 号 23 条で準用する同

規則 12 条）。 

さらに、外国で既に出願している場合は以下の事項についても記載し

なければならない（法 27 条、規則 21 号 23 条で準用する同規則 9 条）。 

 出願日 

 出願番号 

 出願に国際分類が記載されている場合は、そのクラス 

 出願した国及び官庁の名称 

 審査請求日、及び審査請求をした国及び官庁の名称 

 審査請求に対する報告又は通知を受領しているときは、その審査結

果 

 出願状況、及び既に登録されているときは、登録番号 

 

 「意匠に係る物品の名称」欄には、物品の使用目的に合致した名

称を記載する。物品の利点、性質、素材及び商業上の名称を記載し

てはならない。19 

 「請求の範囲欄」には、意匠で重要な内容となっているいずれか

                                                   
19 『意匠特許出願の手引き』pp.21-23、願書記入要領(J) 
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の特徴について記載しなければならない。形状のみならず模様につ

いても単独で保護を請求することができる20。 

 

なお、出願様式には出願公告を出願人の指定日以降に実施することを

要請できる日付を記入できる項目がある21。 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

意匠の表現物の数を限定する規定はないが、前記、(iv)出願で述べたよ

うに、表現物の数は明記しなければならない。又、表現としては写真又

は図面に限られ、見本による出願は認められない（規則 21号 19条 1項）。

なお、表現物は白黒を基本とし、意匠が色彩の保護を求めるときは表示

にも色彩を施すこととなっている（同 2 項）。 

図面の提出要件としては、正投影図法の 6 面図及び斜視図を提出する

旨が規定されているが、反対側の面が同一形状の場合、一面だけを表示

することとなっている。コンピュータ・グラフィックスで作図された図

面を認められ、実線の使用、陰の使用、長尺物の中間省略や透明物の表

現方法が規定されている。形態が変化する場合、形態が変化した状態を

表現する場合は、変化した状態の全体をあらわさなければならない。分

離する部分を有する場合、組み合わせた状態の物品全体の図をあらわさ

なければならない22。 

また、写真で意匠を表現する場合、光線や影が入らないこと、物品の 6

面及び全体形状（斜視図）を写すこと、A4 サイズとすること、A4 サイ

ズより小さい場合は A4 サイズの紙面に貼り付けた上、透明ビニルのラミ

ネートをかけることなどが求められている23。 

立体物の模様をあらわす場合は、6 面図及び斜視図を基本とするが、

平面に広げられる衣服の場合は正面図と背面図の 2 図で足りる24。布状

物品で模様が四方に繰り返し連続する場合、四隅に囲み印を付し、繰り

返し連続する模様の部分を示すこととされている25。 

  

(vi) 優先権 

 外国での出願から 6 月以内の出願について、出願と同時、又は出願公

告より前に申請することにより優先権を主張することができる（法 60 条

の 2）26。 

優先権を主張する場合、願書への外国での出願日、出願番号、国際分

                                                   
20 『意匠特許出願の手引き』p.24、(2)特許請求の範囲  
21 『意匠特許出願の手引き』p.19、願書記入要領(G) 
22 『意匠特許出願の手引き』pp.25-35、3.1 作図で図面を表わす場合  
23 『意匠特許出願の手引き』pp.36-39、3.2 写真で図面を表現する場合  
24 『意匠特許出願の手引き』pp.40-41、4.1 立体である物品上の模様  
25 『意匠特許出願の手引き』p.42、4.2 布状物品の模様  
26 『意匠特許出願の手引き』p.18、願書記入要領(E) 
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類、出願国名及び官庁の名称、審査請求日及び請求した国名・官庁の名

称、審査結果、出願状況、特許番号が求められる（規則 21 号 23 条で準

用する同規則 9 条）。また、出願書類に、最初に出願した外国の特許事務

当局が正当性を認証した明細書の写し、及び外国で出願書類を提出した

日の日付を証明する証明書を、出願と同時又は公告日前に追加すること

が必要とされる27。 

 

(vii) 登録要件 

  意匠の定義に該当すること（法 3 条及び法 56 条） 

  工業上利用可能性（法 3 条及び法 56 条） 

  新規性を有すること（法 56 条） 

以下の意匠は新規性を有するとは認められない（法 57 条）。 

(1) 出願前に，国内で他人に広く知られ又は使用されていた意匠 

(2) 出願前に，国内外で文書又は印刷刊行物において開示又は記述され

ていた意匠 

(3) 出願前に法 28 条を準用する法 65 条に基づき公告（→（４）(ix）参

照）されていた意匠 

(4) (1)，(2)又は(3)の意匠と外観が非常に似ているため模倣とされる意匠 

  公序良俗に反する意匠、勅令に定められた意匠に該当しないこと（法

58 条）。 

  一意匠一出願（法 60 条）。 

規則 23 号第 2 条（料金表）に「同一の意匠について同時に行われた

10 以上の意匠特許出願に対する割引料金が設定されている。ここでいう

「同一」は「主要な特徴が同一」との意味であり（同表欄外注釈）、細部

の異なる変形・派生意匠を同時に出願すると、割引料金が適用される。

ただし、その際も意匠ごとの出願が必要とされる。 

 

組物を認める制度はなく、実際にセットで使用又は販売される物品で

あっても、使用目的が異なれば、別々に出願する必要がある28。 

 

また、複数の者が同じ創作を別々になし，それぞれが出願を行ったと

きは，最初に出願した者に意匠権が付与される（法 65 条で準用する法

16 条）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 タイ国内で開催された公認の博覧会のみを対象とし、当該博覧会の開

催日初日から 12 月以内の出願について、開催日初日に出願を行ったとみ
                                                   
27 『意匠特許出願の手引き』p.18、願書記入要領(E) 
28 『意匠特許出願の手引き』pp.50-52 物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）

と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 5 
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なすことが規定されている（法 65 条で準用する法 19 条）。 

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合、公表した意匠の

写真とともに、展示を始まった日を記載し、公衆の場にさらされた旨を

認める主催者側の証明書を提出することが必要とされる29。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 出願の予備審査（→（５）(ii）参照）を経て方式要件の不備が発見さ

れなかった場合、公告（公開）手数料の納付後に当該出願が公告される

（法 65 条で準用する 28 条、規則 22 号 10 条）。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 法令上明確な規定はないが、運用上、出願時の出願申請書類に公告希

望日を記入することにより出願公告の繰り延べを申請できる30。これは、

元々は早期公開の求めを想定したものであるが、公告を求める時期につ

いて上限は定められていない31。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

出願公告後、出願人ではなく自己が特許付与を受ける資格を有すると

思料する者、又はその出願が特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で

準用する法 10 条）、職務発明（同 11 条）若しくは出願人適格（同 14 条）

の規定に合致していないと思料する者は、何人も出願公告の日から 90 日

以内に異議を申し立てることができる（法 65 条で準用する法 31 条）。法

56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新規性）についても異議申立を

することができる（規則 22 号 11 条）。 

異議申立後、異議申立通知が出願人に送付され、90 日以内に出願人か

ら答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。

異議申立通知及び答弁書には、その主張を裏付ける証拠を付さなければ

ならない。（法 65 条で準用する 31 条）。異議申立があった場合、審査が

行われる。異議申立手続において異議申立人及び出願人は、根拠を裏付

けるために証拠を提出し又は追加の陳述を行うことができる（法 65 条で

準用する法 32 条）。 

異議申立以外の情報提供制度は法令等には見当たらないが、出願公告

後、何人も当該出願に関する証拠を提出することができる。申請書には

出願番号を明記し、証拠書類を添付する必要があるほかは、特定の様式

はない32。 

                                                   
29 『意匠特許出願の手引き』p.19、願書記入要領(F) 
30 同上  
31 ヒアリング調査結果  
32 特許庁「タイにおける優先審査、早期審査及び情報提供制度の運用実態について」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm（最終訪問日 2013

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm
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異議申立後の審査の結果は、出願人及び異議申立人に通知される（法

61 条、法 65 条で準用する法 32 条）。 

 

(xii) 審査請求制度、優先審査 

法令では、出願公告後、出願人は審査請求をする必要があり、所定期

間内に請求がない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。審査

請求期間は、出願公告後 5 年以内又は異議申立及び審判請求されている

場合はその最終決定後 1 年以内のいずれか遅く満了する期間である（法

65 条で準用する法 29 条）、となっているが、特許出願手続に関するガイ

ドライン33及びヒアリング調査結果によれば、運用上審査請求は不要であ

り、方式審査を終えた全出願について実体審査（→（５）(v）参照）が

行われる。 

また、出願公告から最終処分までの間、第三者が当該出願の意匠を出

願人の同意なく実施していた場合、当該出願を他の出願に優先して審査

することを申請することができる。申請書には出願番号と申請理由を明

記する必要がある以外は、特定の様式はない34。 

 

(xiii) 登録手続・登録に要する費用 

出願の実体審査を経て審査官が拒絶の理由はないと認め、かつ異議申

立がなかったか又は異議申立はあったが本発明は出願人に帰属するもの

であると長官が決定した場合には、出願人に意匠特許の指令が通知され、

60 日以内に登録手数料を支払うことにより、手数料支払後 15 日以内に

意匠権が付与される（法 65 条で準用する法 33 条）。 

登録までに要する費用としては、出願料として 250 タイバーツ（THB）
35、登録されるまでにさらに公告手数料として 250THB 、登録手数料と

して 500THB の費用が必要。初年度から 5 年目までの維持料金は出願・

登録料金に含まれるが、5 年目以降は年単位で料金が設定されている36。 

なお、意匠の登録は公報として公告されないので、第三者の意匠が登

録されたか否か確認できない点については注意が必要である。 

 

 

                                                                                                                                                               

年 2 月 25 日）  

及びアンケート調査結果  
33 DIP ウェブサイト、特許・小特許の出願、5.発明特許・小特許出願の審査請求

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=

166&Itemid=205&lang=en（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
34 特許庁「タイにおける優先審査、早期審査及び情報提供制度の運用実態について」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm（最終訪問日 2013

年 2 月 25 日）  
35 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1THB=約 2.75 円  
36 料金表、アンケート調査結果  

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=205&lang=en
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(xiv) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠権の存続期間は、出願日又は優先権主張があった場合は優先日か

ら 10 年と定められている。ただし、出願が裁判所に係属している期間は

含まれない（法 62 条、60 条の 2）。 

 特許権者以外の何人も、調査研究を目的とする意匠の使用を除き，製

品の製造において特許意匠を使用する権利、又は特許意匠を具現した製

品を販売し、販売のため所持し、販売のため供給し若しくは輸入する権

利を有さない（法 63 条）。 

 意匠特許の付与前になされた前記法 63 条に反する行為は，意匠権者の

権利を侵害しない。ただし、既に公告がなされた係属中の出願の意匠に

関する行為であり、かかる行為をする者から意匠出願がなされているこ

とを知っている又は当該意匠について特許出願がなされたことにつき書

面による通知を受けている場合、出願人は，侵害人から損害賠償を受け

る権利を有する。かかる損害賠償に関する訴訟は，意匠登録後に裁判所

に提起しなければならない。（法 62 の 2 条） 

権利の効力範囲は、意匠の名称、意匠の表現物と請求の範囲に基づき

定められる37が、模倣とみなされる意匠は登録されないこと（法 57 条 4

号）から意匠権は類似する意匠に及ぶと考えられる。 

 

(xv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

 意匠の定義・工業上利用可能性・新規性（法 56 条）、公序良俗等（法

58 条）、特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で準用する法 10 条）、

職務発明（同 11 条）又は出願人適格（同 14 条）に違反して付与された

意匠特許は無効とされる（法 64 条）。 

無効事由を有する意匠特許の取消を求める場合は、裁判所へ請求する

必要がある（法 64 条）。 

 

(xvi) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 拒絶査定に対する審判は、決定の受領後 60 日以内であれば特許委員会

に対して請求することができる（法 72 条）。特許委員会の決定に対し不

服がある場合は、決定の通知の受領から 60 日以内に裁判所に提訴できる

（法 74 条）。 

 

(xvii) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 記載に不備がある場合には出願人に通知し、補正を要求する38。 

 

                                                   
37 『意匠特許出願の手引き』p.66、3.1 意匠の重要な内容の審査方法  
38 「法に従えば補正が認められない場合は拒絶することになっているが、運用として何度かや

り取りをして通過させるようにしている。約 60％の出願が補正を求められる。」（ヒアリ

ング調査結果）  
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（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載が手続要件に合致しているかを審査する審査官は意匠分類

を付与する業務も担当しており、4 名の審査官が配置されている。また、

実体要件（新規性のみ対象）を担当する審査官は 7 名が配置されている。

タイではデザインを学んだ者が意匠審査官になっている39。 

 なお、登録の可否の通知は長官名で行われる。 

 

(ii) 予備審査の内容 

 公告前の審査として予備審査が実施されるが、これは単なる方式審査

ではなく、図法の確認や意匠の明確さなども審査される。 

 予備審査の審査事項は以下のとおりである（規則 22 号 3 条）。 

(1) 願書，請求，意匠の表示，意匠の説明及びその他の提出物(もしあれ

ば)が，法 59 条に基づいて公布される省令（すなわち規則 21 号 17 条～

23 条）に準拠していること。（→（４）(iv）及び(v)参照） 

(2) 当該意匠が，法 58 条に基づく意匠（公序良俗等）でないこと。 

(3) 出願人が，法 65 条で準用する 10 条（特許を受ける権利の譲渡・承

継）、法 11 条（職務発明）、14 条（出願人適格）又は 15 条第 1 段落若し

くは第 2 段落（共同出願、場合に応じ）に基づいて特許を出願する権利

を有していること。 

(4) 出願人が，法 65 条で準用する 16 条（先願）に基づいて特許の付与

を受ける権利を有していること。 

 

 上記(1)については、例えば、意匠に係る物品の名称と図面に表現され

ている物品の使用目的とが合致していない場合、意匠に係る物品の名称

等の補正が求められる40。また、複数の物品の名称が意匠に係る物品の

名称欄に併記されている場合は分割が求められる41。ただし、タイでは

意匠の分割は出願日が維持されない42。（1)の要件を満たさないと判断し

た場合、審査官は出願人に所定期間内に出願を補正するよう要求する

（規則 22 号 5 条）。 

また、上記(2)及び(3)の要件を満たさないと判断した場合、審査官は

出願を拒絶する。この拒絶に先立って、出願人に対し質問又は出願の補

正を指示することができる（規則 22 号 6 条）。出願を拒絶する場合、か

かる拒絶があった日から 15 日以内に出願人に当該決定を通知するとと

                                                   
39 アンケート調査結果  
40 『意匠特許出願の手引き』pp.44-48、物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）

と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 1-3 
41 『意匠特許出願の手引き』pp.50-52、物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）

と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 5 
42 ヒアリング調査結果  
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もに、DIP 内に当該決定を掲示して公告する（法 65 条で準用する法 28

条、規則 22 号 9 条）。 

 

出願の予備審査を経て方式要件の不備が発見されなかった場合、公告

手数料の納付後に当該出願が公告される（法 65 条で準用する法 28 条、

規則 22 号 10 条）。（→（４）(ix）参照） 

  

出願公告後、出願人ではなく自己が特許付与を受ける資格を有すると

思料する者、又はその出願が特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で

準用する法 10 条）、職務発明（同 11 条）若しくは出願人適格（同 14 条）

の規定に合致していないと思料する者は、何人も出願公告の日から 90 日

以内に異議を申し立てることができる（法 65 条で準用する法 31 条）。法

56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新規性）についても異議申立を

することができる（規則 22 号 11 条）。出願がこれらの規定に合致しない

場合、審査官は出願を拒絶しなければならない（法 61 条、法 65 条で準

用する法 34 条）。その通知は、出願人及び異議申立人に送付される（法

61 条、法 65 条で準用する法 32 条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 出願書類に意匠分類の記載を求める欄があるが、審査官が予備審査に

おいて分類を付与するので出願人は必ずしも記載しなくてよい。また、

実体審査で他の分類にあてられた物品に関連付けるかもしれないが、そ

の場合はこれに従う43。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 基本的に特許庁の受領した順となる44。 

 

(v) 実体審査の内容 

 出願公告後、出願人から審査請求がされた場合又は法 56 条違反を理由

に異議申立があった場合、法 56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新

規性）に関する実体審査が行われる（規則 22 号 11 条）。 

審査官は、刊行物や印刷物に既に公開された意匠が存在しないかどう

かを調べる45。既存の意匠と形状が類似していても、意匠に係る物品の使

用目的が異なる場合は、新規性ありと判断される46。実体審査にて、先行

                                                   
43 『意匠特許出願の手引き』p.20、願書記入要領(I)、  
44 ヒアリング調査結果  
45 『意匠特許出願の手引き』p.62、意匠特許出願書の審査  
46 『意匠特許出願の手引き』p.66, pp.78-79、3.新規の意匠であるか  3.1.1 物品意匠を表す名

称及び事例研究 6 
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意匠との比較の結果、類似性があるとして出願が拒絶された事例が「意

匠特許出願の手引き」に掲載されている47。 

また、出願公告後、出願が一意匠一出願の原則（法 60 条）に違反して

いないかについても審査が行われる（規則 22 号 12 条）。もし違反があっ

た場合、審査官はその出願を複数の出願に分割するよう出願人に通知を

する（規則 22 号 12 条で準用する同規則 8 条）。 

審査官が拒絶の理由はないと認め、かつ異議申立がなかったか又は異

議申立はあったが本発明は出願人に帰属するものであると長官が決定し

たとき、その出願人に意匠特許の登録の指令が通知される（法 65 条で準

用する法 33 条）。（→（４）(xii）参照） 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 出願人は出願を補正することができる（法 20 条）。また、出願の対象

である意匠が、特許性を欠いていると思われる場合、担当官は長官に拒

絶すべく審査報告書を提出する。 

長官は拒絶に先立って出願人に補正するよう指示することができる

（規則 22 号 6 条）。 

出願人が補正を要求した場合、審査官はその補正が一定の要件又は省

令に準拠しているか否かを審査する（規則 22 号 7 条）。 

長官が、担当官の提出した審査報告書に基づいて、出願が法の規定に

準拠しないと判断し、出願を拒絶する場合、担当官は、当該決定を出願

人に通知し、DIP 内の出入り自由な場所に少なくとも 30 日間当該決定を

掲示して公告する（規則 22 号 9 条）。 

審査の結果が特許性を欠く場合、法令としては、担当官は長官に審査

報告書を提出し、長官が拒絶するか補正を求めるかを決定することが規

定されているが、実際の運用では、担当官が何度か繰り返し補正を求め

て、不備の治癒を図っている。この間、出願日の繰り下げは行わない48。 

 なお、出願の約 60％の案件が予備審査において修正を求められている
49。 

 

(vii) 権利の有効性を確認する制度又はサーチレポートの作成の有無に関す

る情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

きはない。先行意匠の調査において確認された、意匠の登録の可否に直

接かかわらない先行意匠を参考情報として提供するサービスはある50。 

                                                   
47 『意匠特許出願の手引き』p.72-74、3.新規の意匠であるか  事例研究 1-3 
48 ヒアリング調査結果  
49 ヒアリング調査結果 
50 アンケート調査結果  
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(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 先行意匠調査のための専用のシステムを持っており51、自国の先願・登

録意匠、USPTO、IP Australia の IPDL を先行意匠調査対象としている
52。また、意匠特許出願の手引きには WIPO のデータベースの検索結果

も掲載されている53。先行意匠調査を外注等はしておらず、また、先行意

匠調査の実施のための外部の有料データベースとの契約はしていない54。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 80 件の意匠に対し 3 月程度かけて先行意匠調査をする55。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 新任の審査官に対して 3 月のトレーニングを実施している。また、審

査官同士の議論なども行われている56。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 不定期に庁内研修を行っている57。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 二国間の協力はない58。 

 

(iv) 意匠登録性に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 WIPO 等のセミナーに参加している59。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 JPO からのセミナー、援助はとても助かっている60。2011 年に USPTO

が意匠に関するセミナーを開催した61。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

                                                   
51 『意匠特許出願の手引き』p.66、3.新規の意匠であるか、及びアンケート調査結果  
52 アンケート調査結果  
53 『意匠特許出願の手引き』pp.57-60、物品意匠の登録付与審査 1.既存の作品の検索  
54 アンケート調査結果  
55 アンケート調査結果  
56 ヒアリング調査結果  
57 アンケート調査結果  
58 ヒアリング調査結果  
59 ヒアリング調査結果  
60 ヒアリング調査結果  
61 アンケート調査結果  
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 連携を行っている（詳細は不明）62。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 特許ワークショップにより意匠出願及びその応用について説明してい

る。料金の減免措置としては、大学は申請により費用免除となる63。また、

10 件以上の同時出願や 5 年目以降の維持料金を一括払いすると料金の減

額措置を受けられる64。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

 アンケート調査、ヒアリング調査に対し、適当な判例が紹介されなか

ったので審査における拒絶事例を紹介する65。 

 

意匠特許出願番号：0502002423 

先行意匠：US Des.358,931 

「糸巻」の意匠出願に対し、各部のサイズ、比率が異なる US 特許の

先行意匠が検索され、拒絶査定となった。 

＜結果＞ 

 本意匠出願は円形の円筒部の両端に円板が取り付けられた糸巻であ

る；このため既存の意匠製品と類似である。相違点は、本意匠は円板の

中央部に大きな孔があり、円板の内端にいくつかの切込みがあることで

あり、対する既存製品には小さな孔があり、切込みはない。開示された

意匠製品の形状がほぼ類似であることは明らかである。 

 1979 年特許法第 57 条(4)に基づき、既存製品に類似であり、新規な意

匠製品であるとは認められない。 

 これにより、本意匠出願の拒絶を認める。 

 

両者の相違点、類似点が下表のように検討された。 

＜相違点＞ 

4.1.1 本意匠製品の円形の孔の口径は、糸巻部に対してより大きいが、既

存製品では小さい。 

4.1.2 本意匠出願の糸巻部の長さは既存製品に比べ短い。 

4.1.3 本意匠製品の円筒部と円板部の接合部には切込みがあるが、既存製

品にはない。 

                                                   
62 アンケート調査結果  
63 アンケート調査結果  
64 料金表  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=

176&Itemid=206（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）  
65 S&I International 井口雅文弁理士の紹介による。  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=206
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＜類似点＞ 

4.2.1 糸巻の形状は同じである。 

4.2.2 円形の円筒部の形状は同じである。 

4.2.3 両端に同様の円形の板が取り付けられている。 

4.2.4 両端の円形の板はそれぞれ同じ直径であり、同じ厚さである。 

4.2.5 円形の板の中央に同様に孔が空いている。 

 

（８） 参考文献 

(i) 特許法（B.E.2542(1999 年)3 月 21 日法律(第 3 号)により改正された

B.E.2522(1979 年)3 月 11 日法律 1999 年 9 月 27 日施行）1999 年 9 月

27 日施行） 

 

(ii) 特許規則（省令、1992 年第 19 号(1992 年 9 月 28 日公布)、1999 年第

21 号(1999 年 9 月 24 日公布)、1999 年第 22 号(1999 年 9 月 24 日公布)、

1999 年第 23 号(1999 年 9 月 24 日公布) 、1999 年第 24 号(1999 年 9 月

24日公布)、1999 年第 25号(1999年 9月 24日公布)、1999 年第 26号(1999

年 9 月 24 日公布)1999 年第 27 号(1999 年 9 月 24 日公布)） 

 

(iii) 意匠特許出願の手引き（ คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์） 

 

(iv) 特許・小特許の出願（Application for the Patent/Petty Patent） 

 

(v) 『各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運

用に関する状況調査研究報告書』(社)日本国際知的財産保護協会、2008

年 3 月 

 

(vi) 『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』（社）日本国際工業所有権

保護協会、2001 年 3 月 
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２． ベトナム 

 

（１） 法令等整備状況 

ベトナムの意匠制度に関する法令として以下の 1 つの法律、7 つの政

令・省令、審査基準、及び出願人向け解説等が提供されている。 

(i) 法律 

 知的財産法66 2009 年 6 月 19 日裁可の法律 36/2009/QH12 号（2010 年

1 月 1 日施行） 

 この法律は著作権から特許、意匠、半導体集積回路の回路配置、商標、

商号、地理的表示さらに営業秘密まで知的財産全般を扱っている。ただ

し、各条文が各分野に関して扱う形式となっており、各所に分散された

条文となっている。 

 

(ii) 規則・政令等 

 産業財産権に関する政令67政府第 103/2006/ND-CP 号（2006 年 10 月 21

日施行）及びその改正政令68（以下、「改正政令 103/2006」という。）（資

料編 2-1） 

 この政令は、その部分的改正政令とともに権利の確立、主体、譲渡な

ど産業財産活動の促進措置に関する知的財産法の細則及び施行ガイドラ

インとなっている。 

 権利保護と知財管理に関する政令69政府第 105/2006/ND-CP 号（2006 年

10 月 21 日施行）及びその改正政令70（以下、「改正政令 105/2006」と

いう。）（資料編 2-2） 

                                                   
66 特許庁外国産業財産権制度情報 ベトナム知的財産法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
67 特許庁外国産業財産権制度情報 ベトナム産業財産権に関する政令  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日） 
68 ベトナム政府 122/2010/ND-CP 政府が工業意匠についての知的財産法の数箇条を実行

案内及び詳細規定する 2006 年 9 月 22 日付政令 No．103／2006／NĐ-CP の数箇条を修正、

補足する。  

http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/B38157C35271F6CB4725783

200349214/$FILE/Nghi%20dinh%20103%20sua%20doi.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 15

日）  
69 特許庁外国産業財産権制度情報 ベトナム権利保護と知財管理に関する政令  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
70 ベトナム政府 119/2010/ND-CP 知的財産所有権利保護に関する知的財産所有法と知的

財産所有に関する国家管理の若干の条項を詳細に規定し、その実行を案内する政府の 2006

年 9 月 22 日付の第 105/2006/ ND-CP 号政令の若干の条項を修正、補充する。  

http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/B38157C35271F6CB4725783

200349214/$FILE/Nghi%20dinh%20105%20sua%20doi.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 15

日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/B38157C35271F6CB4725783200349214/$FILE/Nghi%20dinh%20103%20sua%20doi.pdf
http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/B38157C35271F6CB4725783200349214/$FILE/Nghi%20dinh%20105%20sua%20doi.pdf
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 この政令は、その部分的改正政令とともに知的財産権の保護に関する

知的財産法の細則、施行ガイドラインとなっており、侵害、損害の判定、

行政上の救済措置などを扱っている。 

 産業財産権の行政罰に関する政令71 政府第 106/2006/ND-CP 号（2006 年

10 月 21 日施行） 

 この政令は産業財産に関する行政上の違反行為、罰則の形態、罰則手

続等を規定している。 

 産業財産権に関する省令72科学技術省第 01/2007/TT-BKHCN 号（2007 年

2 月 14 日公布）及びその改正省令73（以下、「改正省令 01/2007」とい

う。）（資料編 2-3） 

 この省令は、その部分的改正省令とともに、実務的施行ガイドライン

を提供しており、意匠の図面のサイズなども規定されている。 

 

(iii) 基準・ガイドライン等 

 工業意匠登録願書審査基準74（2009 年 12 月 8 日公布）（資料編 2-4） 

 法令、政令、省令に基づき、工業意匠願書の方式審査、実体審査に関

して、実施基準を設定している。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向けの資料として願書様式75（資料編 2-5）、検索申請書様式76（資

                                                   
71 特許庁外国産業財産権制度情報 ベトナム産業財産の行政罰に関する政令  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
72 特許庁外国産業財産権制度情報 ベトナム産業財産権に関する省令  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日） 
73 NOIP ウェブサイト ベトナム科学技術省 18/2011/TT-BKHCN 2010 年 7 月 31 日付省

令 13/2010/ TT-BKHCN 号により修正、補足された 2007 年 2 月 14 日付省令 01/2007/ 

TT-BKHCN 号の一部条項の修正、補足及び 2009 年 3 月 27 日付省令 04/2009/ TT-BKHCN

号により修正、補足された 2008 年 2 月 25 日付省令 01/2008/ TT-BKHCN 号の一部条項の

修正、補足

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/652FAE0F463311D0472579020012

12C6/$FILE/TTu18ng%C3%A0y22.7.2011.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 15 日）  
74 NOIP ウェブサイト 科学技術省国家知的財産庁  工業意匠登録願書審査基準、但し本基準

は政令 122/2010 による政令 103/2006 の改正、政令 119/2010 による政令 105/2006 の改正、

省令 18/2011 による省令 01/2007 の改正が反映されていない。

http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwSelectImageResourceUrl/E3727A63E67F5

AD7472576980032AA46/$FILE/Quy%20che%20tham%20dinh%20KDCN.pdf（最終訪問日

2013 年 1 月 15 日）  
75 NOIP ウェブサイト

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/91BD2461CFC409AC47

25766E0023EB91/$FILE/TK%20dang%20ky%20KDCN.doc（最終訪問日 2013 年 1 月 15

日）  
76 NOIP ウェブサイト

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip

/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=471D03C583F9D8354725767B00

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/652FAE0F463311D047257902001212C6/$FILE/TTu18ng%C3%A0y22.7.2011.pdf
http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwSelectImageResourceUrl/E3727A63E67F5AD7472576980032AA46/$FILE/Quy%20che%20tham%20dinh%20KDCN.pdf
http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/91BD2461CFC409AC4725766E0023EB91/$FILE/TK%20dang%20ky%20KDCN.doc
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=471D03C583F9D8354725767B00224805
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料編 2-6）、出願に必要な書類77（資料編 2-7）、願書記載方法ガイドライ

ン78（資料編 2-8）、審査フロー及び説明79（資料編 2-9）、審査フロー図80

（資料編 2-10）、補正・分割・変更等81（資料編 2-11）、料金表82（資料

編 2-12）があり、資料編に仮訳を収録した。以下の本文中でも一部を紹

介する。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 ベトナム国家知的財産庁（National Office of Intellectual Property: 

NOIP） 

http://www.noip.gov.vn/ 

 

 NOIP の組織図は公開されていない。 

 NOIP の意匠担当部署は意匠課（Industrial Design Division）である。 

 意匠課内の詳細は以下の通りである83。 

意匠部 

・部長 

 ・二次元意匠グループ 5 名の意匠審査官 

 ・三次元意匠グループ 5 名の意匠審査官 

 ・事務官 

 

 

                                                                                                                                                               

224805（最終訪問日 2013 年 1 月 15 日）  
77 NOIP ウェブサイト

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/%28agntDisplayC

ontent%29?OpenAgent&UNID=130234BF514886A347257770000A00D3（最終訪問日

2013 年 1 月 15 日）  
78 NOIP ウェブサイト

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/91BD2461CFC409AC47

25766E0023EB91/$FILE/Huongdan%20Tokhai%20KDCN.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

15 日）  
79 NOIP ウェブサイト

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisp layC

ontent%29?OpenAgent&UNID=DD54FE67CD78ECE4472576C500396CA3（最終訪問日

2013 年 1 月 15 日）  
80 NOIP ウェブサイト

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/60F2F83D9D8A046C47

25766E0030557F/$FILE/TrinhtuTDdonKDCN.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 15 日）  
81 NOIP ウェブサイト  

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisplayC

ontent%29?OpenAgent&UNID=4EAA194F853AF7554725767F002C01B0（最終訪問日

2013 年 1 月 15 日）  
82 NOIP ウェブサイト

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisplayC

ontent%29?OpenAgent&UNID=DDE50F853EE776974725767F002B4103（最終訪問日

2013 年 1 月 15 日）  
83 アンケート調査結果  

http://www.noip.gov.vn/
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=471D03C583F9D8354725767B00224805
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=130234BF514886A347257770000A00D3
http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/91BD2461CFC409AC4725766E0023EB91/$FILE/Huongdan%20Tokhai%20KDCN.pdf
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=DD54FE67CD78ECE4472576C500396CA3
http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/60F2F83D9D8A046C4725766E0030557F/$FILE/TrinhtuTDdonKDCN.pdf
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=4EAA194F853AF7554725767F002C01B0
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=DDE50F853EE776974725767F002B4103
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（３） 統計情報84 

(i)直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 1,908 1,753 1,899 1,730 1,861 

うち海外からの出願件数  571 657 457 524 661 

うち日本からの出願件数  139 257 115 170 324 

 

(ii)直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 1,387 1,321 1,352 1,093 702 

うち海外からの登録件数  431 541 363 360 253 

うち日本からの登録件数  121 216 104 129 134 

 

(iii)分類別意匠登録出願件数 

意匠分類別出願件数 

（ロカルノ分類） 
2007 2008 2009 2010 2011 

01 食料品 4 4 4 4 13 

02 衣料品及び小間物類 61 79 173 88 86 

03 旅行用品，ケース，パラソル及

び身の回り品，他で明記されていな

いもの 

16 7 35 10 21 

04 ブラシ製品 24 15 24 25 14 

05 繊維製品，人造及び天然のシー

ツ材料 

1 1 1 1 4 

06 家具 220 159 161 140 106 

07 家庭用品，他で明記されていな

いもの 

40 61 41 60 67 

08 工具及び金物類 24 30 23 32 39 

09 商品の輸送又は処理のための

パッケージ及び容器 

647 537 613 592 552 

10 時計，携帯時計及びその他の計

測器具，検査器具及び信号器具 

16 13 23 19 18 

11 装飾用品 6 17 13 16 24 

12 輸送又は引き揚げの手段 154 176 95 97 126 

13 電気の発電，供給又は変流のた

めの器具 

33 47 29 41 51 

14 記録，通信又は情報検索の機器  53 64 55 61 94 

                                                   
84 アンケート調査結果  
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15 機械，他で明記されていないも

の 

59 41 55 41 90 

16 写真撮影機器，映画撮影機器及

び光学機器 

1 6 4 4 1 

17 楽器 1 0 0 0 0 

18 印刷機械及びオフィス用機械 1 16 7 12 13 

19 文房具及びオフィス機器，画家

の材料及び教材 

186 153 178 120 146 

20 販売及び広告機器，表示具 9 8 15 7 6 

21 ゲーム，玩具，テント及びスポ

ーツ用品 

30 26 37 33 38 

22 武器，火薬製品，狩猟，漁猟及

び害獣駆除のための物品 

2 3 12 5 4 

23 流体供給装置，衛生用，暖房用，

換気用及び空調用の機器，固体燃料 

117 61 68 96 139 

24 医療器具及び実験室用器具 22 25 9 20 16 

25 建築ユニット及び建設部材 57 33 115 120 102 

26 照明機器 78 121 69 50 70 

27 煙草及び喫煙者の消耗品 2 2 2 7 2 

28 医薬品及び化粧品，化粧用品及

び化粧道具 

30 40 8 17 18 

29 火災防止用，事故防止用及び救

助用の装置及び器具 

2 0 2 1 1 

30 動物の世話及び扱い用の物品 0 1 0 0 1 

31 飲食物を調理するための機械

及び器具，他で明記されていないも

の 

2 4 3 2 2 

32 グラフィックシンボル，ロゴ，

表面模様及び装飾 

0 0 0 0 0 

 

(iii)上位出願人氏名（企業名） 

上位出願人氏名 2007 

1 Saigon Kimdan Rubber JSC 114 

2 Hoa Phat Furniture JSC 19 

3 Thien Long Manufacturing and Trading JSC 18 

4 Xuan Loc Tho Co., Ltd. 16 

5 Lilama 69-3 JSC 15 
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上位出願人氏名 2008 

1 Saigon Kimdan Rubber JSC 45 

2 Bao Dang Co., Ltd. 42 

3 Saigon Com Thach Co., Ltd. 14 

4 ESP Co., Ltd. 13 

5 Dai Dong Tien JSC 12 

 

上位出願人氏名 2009 

1 A Chau Shoe Private Company 125 

2 Saigon Kimdan Rubber JSC 43 

3 Duy Tan Plastic Manufacturing JSC 23 

4 Thanh Dat Pharmaceutical Co., Ltd. 19 

5 Dai Dong Tien JSC 16 

 

上位出願人氏名 2010 

1 Dai Dong Tien JSC 38 

2 Saigon Kimdan Rubber JSC 31 

3 Binh Minh Steel Co., Ltd. 29 

4 A Chau Shoe Private Company 29 

5 Tri Phat Manufacturing and Trading Co., Ltd. 15 

 

上位出願人氏名 2011 

1 Dai Dong Tien JSC 32 

2 Eurowindow JSC 31 

3 Xuan Lan 727 Cosmetics Co., Ltd. 25 

4 Thien Long Group JSC 14 

5 Saigon Kimdan Rubber JSC 13 

 

(iv)審査結果 

a)  一次審査結果の内訳（2011 年） 

登録査定     1,128 件（60％） 

拒絶理由通知     472 件（23％） 

拒絶査定      313 件（15％） 

その他        48 件（ 2％） 

 

b)  最終処分別内訳（2011 年） 

  登録 1,145 件（56％） 拒絶 313 件（15％） 
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（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 知的財産法において『工業意匠とは、形状、線、寸法、色彩、又はそ

れらの組み合わせにより表現された製品の外観である』と規定されてい

る（知的財産法第 4 条）。 

 意匠審査基準によれば、具体的な製品に適用され、外形は普通の目で

観察して認識されるものであり、工業的又は手工業的方法で生産され、

明確な構成と機能を持ち、独立に流通されるもの、とされている85。この

ため部分意匠は認められない。 

しかし、部品の意匠は認められており（改正省令 01/2007 規則 33.6i)）、

参考図面では点線による表示、写真や CAD 図面では色分け等により、全

体の中の部品の位置を表示することが許される。ただし、参考図面であ

り、Disclaim はできない86。 

 

                                                   
85 工業意匠審査基準第 10 条  
86 ヒアリング調査結果  
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(ii) 審査フロー図 

 以下に工業意匠出願の審査フロー図87を示す。 

 

                                                   
87 NOIP ウェブサイト

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/60F2F83D9D8A046C47

25766E0030557F/$FILE/TrinhtuTDdonKDCN.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 15 日）  

http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/60F2F83D9D8A046C4725766E0030557F/$FILE/TrinhtuTDdonKDCN.pdf
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(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 8 版）が使用される。独自の意匠分類は存在しない。
88  

願書へのロカルノ分類の記載が求められるが、出願人が分類しない場

合又はその分類が正しくない場合には、国家知的財産庁が分類を付与し、

出願人は規定上の分類付与の手数料を納付しなければならない（改正省

令 01/2007 規則 33.4）。 

 

(iv) 出願 

 出願には以下に示す工業意匠登録申請書（改正省令 01/2007規則 33.4）、

工業意匠明細書（改正省令 01/2007 規則 33.5）、一揃いの写真又は図面、

手数料納付の領収書が必要とされる（知的財産法第 103 条）89。申請書

は 2 部提出することが求められている（改正省令 01/2007 規則 33.4）。 

(1) 工業意匠登録申請書（以下、「願書」という。）に記載が必要な事項

は以下のとおり。 

a) 工業意匠の名称：工業意匠に係る製品の名称 

b) 国際分類：記載しない場合は分類付与手数料を納入 

  c) 出願人：氏名、住所、電話番号、ファックス番号、E メールアド

レス、創作者である場合のチェック、複数出願人のチェック 

  d) 代理人：（いない場合は空欄）「法定代理人・委任された法務事務

所・委任された個人」の三択チェック、氏名、住所、電話番号、

ファックス番号、E メールアドレス 

  e) 創作者：氏名、国籍、住所、電話番号、ファックス番号、E メー

ルアドレス、複数創作者のチェック 

  f) 出願人／代理人の署名 

  g) 優先権：「ベトナム出願・パリ条約出願・その他出願」の三択チ

ェック、出願番号、出願日、出願国 

  h) 費用、手数料：意匠対象の製品の数、意匠の数、公開手数料、2

図目以降の図面の公開手数料（×図面数）、優先権手数料、検索手

数料（×製品数／意匠数）、審査手数料（×製品数／意匠数）、郵

送又は振込証明書 

  i) 願書添付資料チェックリスト： 

・最小限書類：申請書（ページ数、部数）（2 部提出が必要）、明

細書（言語、ページ数）、写真／図面（数、部数）、料金納付書の

謄本 

・その他の添付書類：委任状（言語）「ベトナム語版・原本・写し」

のチェックリスト（写しの場合、後日原本の提出が必要））、優先

                                                   
88 アンケート調査結果  
89 様式 03-KDCN（翻訳文を資料編に添付した。）  
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権証明資料（「原出願書類の写し・優先権譲渡書」のチェックリス

ト）、登録権認証書類（譲渡証など） 

 

(2) 工業意匠明細書は以下の内容を含む必要がある。 

a) 工業意匠の名称： 

 工業意匠に係る製品の名前であり、広告性、記号、注釈、及び商業

的表示を含有しない通用の言葉で表示する。 

 

b) 工業意匠使用分野： 

工業意匠に係る製品の具体的な使用分野であり、その製品の用途を

明確化するもの。 

 

c) 最も類似する工業意匠： 

 願書に記載する同一の製品にかかる工業意匠と最も相違点が少な

く、出願日又は優先日（当該願書が優先権主張を含む場合）の前に広

く知られていた工業意匠を明示する。その際、最も類似する当該工業

意匠を開示する情報源を指摘する。 

 

d) 写真又は図面のリスト： 

工業意匠の写真、立体図、6 面図、断面図などを写真、図面の記入

順に列挙する。 

 

e) 工業意匠に関する説明 

①保護請求の工業意匠の本質を完全に開示し、上記 c) に規定する

最も類似する工業意匠とは異なる新規な意匠の特徴とともに、当

該工業意匠の本質を表す意匠的特徴を適切に示す。 

②保護請求の工業意匠の意匠的特徴は、次の順序で記述されなけれ

ばならない：輪郭、線の特徴、輪郭及び･又は線の特徴間の相関、

色彩特徴（もしあれば）。 

③使用状態が異なる製品の場合（例：蓋のある、又は畳める製品な

ど）に、相違形態における製品の工業意匠を記述しなければなら

ない。 

④工業意匠が複数のバリエーションで構成される場合、基本となる

バリエーション（願書の最初に記述されたバリエーション）の顕

著な特徴を残りのバリエーションとの比較において明示しなけれ

ばならない。 

⑤工業意匠が製品セットの意匠である場合には、そのセットの製品

別の意匠を記述しなければならない。 

 

g) 工業意匠保護範囲 
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願書において写真又は図面で示され、既知の類似工業意匠と比較し

て新規で顕著な意匠的特徴を含め、保護請求の工業意匠の本質、及び

当該工業意匠の産業財産権の範囲を特定するのに必要かつ十分な意

匠的特徴を完全に列挙しなければならない。 

 

 願書が規定された最小限書類を含む場合に出願日、出願番号が認定さ

れる（改正省令 01/2007 規則 12.2）。 

 最小限書類とは、①願書（ページ数、部数を明記）（2 部提出が必要）、

②明細書（言語、ページ数を明記）、③写真／図面（数、部数を明記）、

料金納付書の謄本である（改正省令 01/2007 規則 7.1）90。 

 出願申請書類は次の書類を除きベトナム語での提出が必要となる（改

正省令 01/2007 規則 7.2）。ベトナム語以外の言語で提出できる書類は委

任状、登録権認証書類（譲渡証など）、優先権証明資料、優先権主張の基

礎となる先の出願の申請書謄本であるが、ベトナム語の翻訳を提出する

か、又は提出を求められる可能性がある（改正省令 01/2007 規則 7.3、

7.4）。 

 最小限書類以外のその他の書類及びベトナム語訳に関する提出期限を

定めた条項は見当たらないが、方式審査で書類が確認されるので、方式

審査が実施されるまでには提出が必要と解される。なお、本式審査は出

願から 1 月以内に実施される（知的財産法第 119 条）。 

 

 また、単一性の要件を満たす必要があり、下記の場合は単一性がある

と認められる（知的財産法第 101 条、改正省令 01/2007 規則 33.2）。 

a)  一の製品の意匠の保護を請求する場合 

b) 一組の複数製品の意匠の保護を請求するものであって、各製品に、

それぞれ意匠がある場合 

c)  一の製品の意匠の保護を請求するものであって、当該意匠の一

又は複数のバリエーションを伴うものである場合 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

出願人は、工業意匠の写真又は図面を 5 部提出しなければならない。

写真又は図面は、当該分野に関する平均水準の知識のある者がその工業

意匠の本質を特定できる程度に保護請求の工業意匠の特徴を表現し、か

つ下記の従ったものであることが必要である（改正省令 01/2007 規則

33.6）。 

a)  写真又は図面は、明瞭で、明確に描かなければならない；図面

は、実線で表示しなければならない；写真又は図面の背景は、単

一色で、工業意匠と対称をなすものでなければならない。写真又

                                                   
90 願書様式  
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は図面には、保護請求の工業意匠に係る製品だけを表示しなけれ

ばならない（その他の製品を添付しない）。 

b)  写真又は図面は、同じ縮尺で、工業意匠を表示しなければなら

ない。写真又は図面の工業意匠のサイズは、90mm x 120mm より

小さくてはならず、190mm x 277mm より大きくてはならない。 

c)  写真又は図面は、決められた方向から、立体図、正面図、背面

図、左側面図、右側面図、平面図、底面図の順序で工業意匠を表

示しなければならない。図は、正面で表示されなければならない。 

d)  対称の図のある工業意匠の場合には、写真又は図面には、対称

の図が要らないが、明細部分に属する写真又は図面の列挙部分に

それを明確化しなければならない。 

e)  展開可能な工業意匠（例：箱、包装など）の場合には、工業意

匠の参照図は、展開された状態の工業意匠の写真又は図面で代替

することができる。 

g)  工業意匠の複雑さに応じて、保護請求の工業意匠の際だった特

徴を十分に表示するため、その他の角度からの写真、立体図、部

分の断面、拡大図、製品の組立部品の写真などが必要となる可能

性がある。 

h)  使用状態の異なる各製品（例：蓋のある、又は畳める製品）の

場合には、異なる状態の製品の工業意匠の写真又は図面を提出し

なければならない。 

i)  完成品の部品の工業意匠の場合には、完成品の部品の設置、使

用の位置を表示する写真又は図面を有しなければならない。 

k)  工業意匠の各バリエーションについては、それぞれについて本

規則の規定に従い十分に表示する写真又は図面を提出しなければ

ならない。 

l)  製品セットの場合には、本規則の規定に従い、製品セットの立

体図、及びそのセットの各製品の写真又は図面を提出しなければ

ならない。 

 

必要とされる意匠の図面等の数を規定する条項は見られないが、願書

には図面等の数の記載が求められるため、表現に対する要件として実質

的に 7 図が求められる（改正省令 01/2007 規則 33.6）91。完成品の部品

の意匠の場合、部品の位置を表示する必要があるとされるが、どのよう

な手法を用いるべきかの記述は見られなかった。 

 

 

(vi) 優先権 

                                                   
91 アンケート調査結果  
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 最初の出願がベトナムにおいてなされた場合又はパリ条約締約国で

なされた場合、先の出願から 6 月以内にされた出願については、優先権

を主張することができる。単一の意匠出願に対して、複数の異なる先の

出願に基づく優先権を主張することもできる（知的財産法第 91 条）。優

先権の主張は先の出願から 6 月以内の出願について認められる。 

優先権を主張するためには願書に優先権の主張を明記し、先の出願の

登録申請を受理した機関の認証を受けた登録申請書の謄本の提出が求め

られる（改正政令 103/2006 ガイドライン第 10 条）。 

 

(vii) 登録要件 

 登録され、保護されるための要件は基本として、新規性、創作性、工

業上利用可能性が求められる（知的財産法第 63 条）。 

・新規性：出願日又は優先日前に、ベトナム国内又は国外において、使

用により又は書面での説明その他何らかの形態により既に開示されて

いる他の意匠と著しく異なる場合に、出願意匠は新規であると認められ

る。目立ちにくくかつ記憶しにくい特徴及び両意匠を全体として識別す

るのに役立つことができない特徴においてのみ異なる場合、両意匠は相

互に著しく異なるとは認められない。 

・創作性：出願日又は優先日前に、ベトナム国内又は国外において、使

用により又は書面若しくは口頭での説明その他何らかの形態の手段に

より既に公然と開示された工業意匠に基づいて、それが当該技術の熟練

者により容易に創作できないものである場合、出願意匠は創作性を有す

ると認められる。 

・工業上利用可能性：工業的又は手工業的方法による、意匠を具体化し

た外観を有する製品の大量生産のひな形として役立つことができる場

合、出願意匠は産業上の利用可能性があると認められる。 

 

また、公序良俗規定があり、国防に有害なものは保護されず（知的財

産法第 8 条）、技術的特徴のみにより決定されるもの、建造物の外観、製

品の使用中に見えないものも保護されない（知的財産法第 64 条）。 

また、意匠審査基準に登録除外対象に関して詳細な記載がある92。 

  

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

秘密保持義務を持つ限られた者にのみ知られた場合、又は、意匠出願

が公開又は展示の日から 6 月以内に行われた場合であり、それが権利者

の許可なしの場合、権利者による学術的発表の場合、及び公認の博覧会

での展示の場合、新規性喪失の例外と認められる（知的財産法第 65 条）。

この例外規定の適用の求める場合は願書の「追加資料」にチェックし、

                                                   
92 工業意匠審査基準第 32 条  
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証拠資料を添付することになる。 

  

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 意匠の出願が方式上有効であるとして受理された日から 2 月以内に公

開される（知的財産法第 110 条）。 

意匠出願が公開された日から保護の付与に関する決定の日まで、何人

も権利の付与又は拒絶に関して、NOIPに意見を提示する権利を有する。

書面様式での提示、資料の添付、情報の出所の明示が必要とされる（知

的財産法第 112 条）。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 出願された意匠の公開を繰り延べる制度はない93。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

前記(ix)で述べたように、出願の権利付与前に NOIP に意見を提示する

権利を有する（知的財産法第 112 条）。 

意見の対象は、登録権、優先権、保護要件等であり、第三者による意

見書は意匠出願の処理過程における情報源とみなされる（改正省令

01/2007 規則 6.1）。 

NOIP は意見を文書で受けた時から 1 月以内に出願人にその意見を通

知し、通知日から 1 月の期限を設定して文書で応答するよう通知する。

NOIP は、出願人の応答意見を受けた後、必要に応じて第三者に対応意

見を通知し、通知日から最大 1 月の期限を設定し、第三者に対応意見に

応答するよう求める。NOIP は、各関係者により提供された証拠、論拠

及び申請書の資料に基づき、出願人及び第三者の意見を処理する（改正

省令 01/2007 規則 6.2）。 

NOIP は、第三者の意見に根拠がないと判断する場合、出願人にその

意見を通知する必要はないが、第三者に対しては拒絶の理由を明確にし

て、意見書の拒絶を通知する（改正省令 01/2007 規則 6.3）。 

NOIP は、第三者の意見が登録権に関連し、第三者の意見に根拠があ

るか否かを判定できない場合、裁判所に提訴できるように第三者に通知

する。NOIP が通知書を発出した時から 1 ヶ月以内に、第三者が裁判所

に提訴したことについて、NOIP に通知しない場合、NOIP は、第三者が

意見を撤回したものと判断する。NOIP が上記の期限内に第三者から通

知書を受けた場合、NOIP は申請書の処理を中止し、裁判所の紛争解決

結果を待機する。裁判所の解決結果の受領後、申請書の処理がその結果

に基づいて行われる（改正省令 01/2007 規則 6.4）。 

NOIP は、必要に応じて、かつ両当事者の請求があれば、第三者と出

                                                   
93 アンケート調査結果  
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願人との直接対話を組織し、異議のある問題を明確化する（改正省令

01/2007 規則 6.5）。 

出願人が第三者の異議に応答する期間は、NOIP が関連の手続を行う

期間に計上しないものとする（改正省令 01/2007 規則 6.6）。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

出願された意匠が保護要件を満たすと判断された場合、その結論、特

許付与料金、特許付与決定の公開料金、登録料金を記した特許付与予定

の通知書が発送される。これに従い、1 月以内に料金を納付すると特許

が付与される94。 

出願時に出願料 180,000 ベトナムドン（VND） 95、公開基本費用

120,000VND 及び追加図面 2 図目以降の１図当たり 60,000VND、検索費

用 120,000VND、審査費用 300,000VND、登録時に付与費 120,000VND、

基本登録料 120,000VND 及び追加図面 2 図目以降の１図当たり

60,000VND、公告基本費用 120,000VND 及び追加図面 2 図目以降の１図

当たり 60,000VND の支払いが必要となる96。 

   

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

意匠権は登録日に発生し、その存続期間は出願日から 5 年であり、5

年単位で 2 回の更新が認められている（知的財産法第 93 条）。 

権利の効力範囲について直接に規定する条項は見当たらないが、権利

の侵害行為として「殆ど異ならない他の工業意匠を実施すること」を挙

げており、類似物にまで及ぶものと解される（知的財産法第 126 条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立制度、無効審判制度 

 出願人が権利を有さなかった場合、保護証書が登録要件を満たさなか

った場合、如何なる組織又は個人も NOIP に保護証書を無効とすること

を請求でき、その期間は全保護期間に亘る。保護証書の一部の意匠のみ

が登録要件を満たさなかった場合は，その一部のみが無効となる（知的

財産法第 96 条）。 

 権利付与後の保護証書の無効を求めるためには様式 04-CDHBよる「保

護証書効力の消滅又は無効の請求申請書」に必要書類を添えて NOIP に

提出する必要がある（改正省令 01/2007 規則 21.2）。 

 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

                                                   
94 工業意匠審査基準第 52 条  
95 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1,000VND=約 4.03 円  
96 アンケート調査結果  
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 方式審査、実体審査の拒絶査定に対して異論がある場合は不服を申し

立てることができる審判請求制度がある（知的財産法第 109 条、第 117

条）。NOIP により発行された決定又は通知に対し二回に渡り NOIP に審

判を請求ができ、又は裁判所に訴えを提起することができる（改正政令

103/2006 第 14 条）。 

 審判請求は様式 05-KNで作成される審判請求申請書の提出により行わ

れる（改正省令 01/2007 規則 22.2）。 

 一回目の審判請求期間は通知を受け取ってから 90 日間であり、NOIP

は請求を受け取ってから 10 日以内に受理又は拒絶の通知を発信する（改

正政令 103/2006 第 14 条）。NOIP は審判請求が受理された場合、1 月以

内に証拠を示して解決する（拒絶を確定する）。1 月以内に証拠を示すこ

とができなければ審判請求者の意見に基づき拒絶が撤回される（改正省

令 01/2007 規則 22.6）。 

 二回目の審判請求期間は通知を受け取ってから 30 日間であり（改正政

令 103/2006 第 14 条）、NOIP 側の対応は一回目と同様である（改正省令

01/2006 規則 22.6）。 

 出願人は審判の決定に不服がある場合、裁判所に訴えを起こすことが

できる（改正政令 103/2006 第 14 条）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 知的財産法に出願を処理する期限を規定する条項があり、出願日から

1 月以内に方式審査、出願の公開日から 7 月以内に実体審査することが

定められている（知的財産法第 119 条）。 

 

  

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

審査官を技術的背景のある者とそうでない者に二分し、技術的背景の

ない審査官には比較的判断の容易な平面的な意匠を担当させ、技術的背

景のある審査官にはより高度な立体的な意匠を担当させている97。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 方式審査では以下の内容が実施される98が、個々の内容は審査基準に示

されている99。 

1. 願書に付すべき資料の検査 

2. 願書に付される資料の説明形式に関する諸要求の検査 

3. 申請書出願人、出願人の確認 

                                                   
97 ヒアリング調査結果 
98 工業意匠審査基準第 3 条  
99 工業意匠審査基準第 4 条－第 24 条  
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4. 申請書出願人の合法的な登録権の評価 

5. 出願方法に関する適切性の評価 

6. 申請書出願人の代理人を通じて願書を提出する場合の委任状の検査 

7. 工業意匠独占権発給要請に対する登録者の適合性の評価 

8. 登録対象の透明性の評価 

9. 願書の単一性に関する初歩的な評価 

10. 優先権の評価 

11. 費用と手数料の検査 

12. 工業意匠分類コードの確認 

13. 出願日の確認 

14. 願書が規定どおりの書類であるかという結論を出す。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 分類の付与は方式審査で確認される。出願人が付与しなかったり、付

与が不正確であったりした場合、出願人に付与費用が課される（改正省

令 01/2007 規則 33.4）100。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 審査順は受け付けた順であるが、前記 (i)で述べたように平面意匠と立

体意匠とに分けられ、審査官に渡される101。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査では以下の内容が実施される102。 

a) 願書に記載される対象の本質を表す書類の内容をチェックすること。 

b)  願書に記載される対象の本質を分析すること。 

c) 願書に記載される対象は除外対象範囲に属していないかどうか確認

すること。 

d) 願書に記載される意匠の工業上利用可能性を評価すること。 

e) 既存のデータベースに基づいて、願書に記載される意匠を評価する

こと。 

g) 願書に記載される意匠の新規性について結論を出すこと。 

h) 願書に記載される意匠の創造性を評価すること。 

i) 願書に記載される意匠は最先に出願されたものかチェックすること。 

j) 願書の単一性を評価すること。 

k) 願書に記載される工業意匠の保護可能性の結論を出すこと。 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

                                                   
100 工業意匠審査基準第 23 条  
101 ヒアリング調査結果  
102 工業意匠審査基準第 28 条 



39 

癒 

 方式審査で出願人等の氏名、住所等が規定に沿わないが、出願人等の

確認に影響を与えないもの、文面の作成に通用語でない言葉を使用した

もの等の小さな欠陥は実体審査終了までの期間内に補正が求められる 103。 

 出願人適格や代理人適格、工業意匠の登録対象適合性、意匠の表現の

適格性、優先権の適合性、手数料等に欠陥が認められる場合、出願人に

欠陥が通知され、1 月程度の期間内に、優先権確認資料としての願書謄

本の写本の不足の場合には欠陥が認められる場合は 3 月程度の期間内に

欠陥の克服が求められる104。 

実体審査で欠陥があると判断された場合、出願人に補正を求める通知

がなされ、意匠の表示に対する要件、除外対象でないことの確認、公序

良俗規定の確認等に欠陥が認められると出願人に補正を求める通知がな

され、2 月以内の欠陥の克服又は反対意見の提出が求められる。工業上

の利用可能性の評価、検索による類似意匠との比較、第三者意見の検討

等による新規性の評価、創作性の評価、優先権情報の初出出願の適格性、

出願の一貫性評価等により保護要件を満たさない可能性があるとされた

場合、出願人に通知され、2 月以内の意見書の提出が求められる105。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

きはない106。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 願書記載の工業意匠の分類データ、類似品・関連製品の分類データに

基づいた検索、インターネットによる検索（Google Image, Yahoo Image)、

世界の知的財産機関ホームページの検索が規定されている107。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 先行意匠を調査するためのシステムを持っており108、2-5 件の意匠に 2

日程度かけて先行意匠調査をする。この期間内に 2-5 件程度の先行意匠

を確認する 109。また、外部のデータベース（Design Finder of Orbit 

Questel）と契約している110。 

                                                   
103 工業意匠審査基準第 15 条  
104 工業意匠審査基準第 18 条 
105 工業意匠審査基準第 48 条  
106 アンケート調査結果  
107 工業意匠審査基準第 38 条 
108 アンケート調査結果  
109 アンケート調査結果  
110 アンケート調査結果  



40 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 検索・審査に関して、しばしば円卓議論により経験を共有している。

品質管理のために ISO を導入しているが、形式的なものであり、審査内

容まで管理できるシステムではない111。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 審査官に対する庁内での研修は入庁時のみ実施している。JPO の実施

する研修には審査官を派遣しているが、人数が限られる112。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 タイの工業会に NOIP のシステムを紹介するなどした。ラオス、カン

ボジアとも交流があるが、これは部長クラスの交流。もともとベトナム

の意匠システムは旧ソ連のシステムに倣って構成されたものであり、ロ

シアとの交流もある113。 

 意匠に関して、他国の知財庁と定期的な会合を持ちたいと思っている。

ASEAN で定期会議を提案したが、今のところ何も決まっていない114。 

 

(iv) 意匠登録性に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

JPO、SIPO、KIPO には審査官を派遣し、研修を受けるなどの協力を

得ている115。WIPO、JPO、USPTO、IPAustralia、SIPO、KIPO から

審査員研修の支援を受けている116。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 WIPO が企画する研修では滞在費などの支援がある117。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 模 倣 品 対 策 な ど の Enforcement は 別 の 機 関 VIPRI(Vietnam 

Intellectual Property Institute)の所管となる。NOIP は VIPRI の市場管

理部門から意見を求められる。2010 年には 74 件、11 年には 54 件、今

年はこれまでに 26 件の意見聴取があった。今年の数が少ないのは経済の

停滞のためと考えている118。 

 侵害製品の取り締まりのために NOIP と科学技術省監査局、市場監督

                                                   
111 ヒアリング調査結果  
112 ヒアリング調査結果  
113 ヒアリング調査結果  
114 アンケート調査結果  
115 ヒアリング調査結果  
116 アンケート調査結果  
117 ヒアリング調査結果  
118 ヒアリング調査結果  
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局、経済警察、税関の間に協力がある119。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 行っていない120。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

 適切な判例が見当たらなかったので、ECAP II 資料121に紹介された意

匠の拒絶査定が不服申立により登録査定となった例を示す。 

 

不服申立番号： KN-2003-00129（2003 年 3 月 20 日） 

意匠名： ビール樽（barrel of beer） 

出願番号： 3-2001-00317 

出願人： Heineken Technical Services B.V.(NL) 

 

拒絶理由： 新規性欠如 

不服申立理由： 先行意匠とはプルタブ、注ぎ口が全く異なる 

 

結論： 

拒絶を取消し、保護の名称の付与を認める。 

「barrel of beer」の意匠は簡単に認知でき、先行意匠とは十分に異なる。 

 

（８） 参考文献 

(i) 知的財産法（2005 年 11 月 29 日裁可の法律第 50/2005/QH11 号（2006

年 7 月 1 日施行）を改正した 2009 年 6 月 19 日裁可の法律 36/2009/QH12 

号、Order No. 12/2009/L-CTN） 

 

(ii) 産業財産に関する知的財産法の細則及び施行ガイドラインの政令 103 号、

第 103/2006/ND-CP 号 

 

(iii) 政令 103 号の改正、Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp 、第 122/2010/ND-CP 号 

 

                                                   
119 アンケート調査結果  
120 アンケート調査結果  
121 Appeals relating to the establishment of industrial property rights over industrial 

design, Luu Duc Thanh, NOIP 

http://www.ecap-project.org/archive/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/Vietnam

/litigation_dec07/EN_Appeal_on_Industrial_designs.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 18 日） 

http://www.ecap-project.org/archive/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/Vietnam/litigation_dec07/EN_Appeal_on_Industrial_designs.pdf
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(iv) 知的財産権保護及び知的財産国家管理に関する知的財産法の条項の細

則及び施行ガイドラインの政令 105 号、第 105/2006/ND-CP 号 

 

(v) 政令 105 号の改正、Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ、第 119/2010/ND-CP

号 

 

(vi) 産業財産に関する行政上の罰則措置政令 106 号 

 

(vii) 産業財産権に関する知的財産法の一部条項を詳細に規定し、その施行ガ

イ ド ラ イ ン を 提 供 す る 政 府 の 2006 年 9 月 22 日 付 政 令 第

103/2006/ND-CP 号 の 施 行 ガ イ ド ラ イ ン を 提 供 す る 省 令 、 第

01/2007/TT-BKHCN 号 

 

(viii) 省令第 01/2007/TT-BKHCN 号の改正、Thông tư 18/2011/TT-BKHCN 

Ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 

01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009、第

18/2011/TT-BKHCN 号 

 

(ix) 工業意匠登録願書審査基準、Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng 

công nghiệp 

 

(x) 「各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運

用に関する状況調査研究報告書」(社)日本国際知的財産保護協会、2008

年 3 月 
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３． インドネシア  

 

（１） 法令等整備状況 

インドネシアの意匠制度に関する法令等として、以下の法律、規則、

審査基準、及び出願人向け解説等が提供されている。 

(i) 法律 

 意匠法122（2000 年 12 月 20 日法律第 31 号、2001 年 6 月 14 日施行） 

 意匠に関する事項を規定する独立した法律である。また、以下の解説

が提供されている。 

 意匠法解説123（資料編 3-2） 

 

(ii) 規則・政令等 

 意匠規則124（2005 年規則第 1 号）（資料編 3-1） 

 意匠に関する規則を規定する独立した政令である。また、以下の解説

が提供されている。 

 意匠規則解説125（資料編 3-3） 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 意匠審査基準（DGIPR 提供、非公開） 

 「はじめに」では、意匠の定義から始まり、審査では何が行われるか、

審査が必要な理由、誰がどのように行うか等が解説されている。「A.意匠

の予備審査」では、その内容として「物理的審査（方式審査）」、「明確性

及び単一性」、「分類付与の審査」「公序良俗規定」等が解説されている。

「B.意匠の調査」では、調査対象として「登録された出願」「処理中の出

願」「一般の刊行物」「各国の意匠データベース」が挙げられている。「C.

意匠の実体審査」では、「類似性」「同一性」について、例示を用いた詳

細な解説がなされている。 

                                                   
122 特許庁外国産業財産権制度情報 インドネシア意匠法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
123 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 

TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI（意匠法解説）

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNzoiZD0yMDAwKzAmZj11dTMxL

TIwMDBwamwuaHRtIjs=（最終訪問日 2012 年 8 月 1 日）  
124 インドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブサイト PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI （イン

ドネシア意匠規則 2005 年第 1 号）（インドネシア意匠規則 2005 年第 1 号）  

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/uu_pp/ppdi_1_2005.pdf 
125 インドネシア知的財産総局（DGIPR）ウェブサイト、上記意匠規則の後半に添付されてい

る  

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/uu_pp/ppdi_1_2005.pdf（最終訪問

日 2013 年 1 月 21 日） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/uu_pp/ppdi_1_2005.pdf
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/uu_pp/ppdi_1_2005.pdf
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNzoiZD0yMDAwKzAmZj11dTMxLTIwMDBwamwuaHRtIjs=
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(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向けの資料として、願書様式126（資料編 3-5）、審査フロー図127

（資料編 3-6）、料金表128（資料編 3-7）があり、本報告書の資料編に仮

訳を収録したが、以下の本文でも一部を紹介する。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 インドネシア知的財産権総局（Directorate General of Intellectual 

Property Rights: DGIPR） 

http://www.dgip.go.id/ 

 下記組織図129の意匠部（Direktorat DI(Desing Industry)）が担当部署

となる。 

 

 

（３） 統計情報130 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 4,473 3,866 4,201 4,047 4,196 

うち海外からの出願件数  4,244 1,000 600 1,060 1,458 

うち日本からの出願件数  （不明） （不明） （不明） （不明） 387 

 

 

                                                   
126 DGIPR ウェブサイト

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/formulir_di.pdf（最終訪問日 2013

年 1 月 21 日）  
127 DGIPR ウェブサイト

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/flowchart_di.pdf（最終訪問日 2013

年 1 月 21 日）  
128 DGIPR ウェブサイト http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/tarif_di.pdf

（最終訪問日 2013 年 1 月 21 日）  
129 DGIPR ウェブサイト http://www.dgip.go.id/tentang-kami/profil-pimpinan-djhki（最終訪

問日 2013 年 1 月 21 日）  
130 アンケート調査回答による。これ以外のアンケートによる統計データ調査項目に関しては

データが無いとのことで、数字が得られなかった。  

http://www.dgip.go.id/
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/formulir_di.pdf
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/flowchart_di.pdf
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/tarif_di.pdf
http://www.dgip.go.id/tentang-kami/profil-pimpinan-djhki
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(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 978 1423 2045 4538 5367 

うち海外からの登録件数  （不明） （不明） （不明） （不明） （不明） 

うち日本からの登録件数  （不明） （不明） （不明） （不明） （不明） 

 

(iii) 審査等に要する期間（2012 年のデータ） 

  審査全体に要する期間：6 月      

  出願から方式審査を完了するまでの平均期間：3 月 

  出願から出願公告までの平均期間：3 月 

  出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：12 月 

  出願から公報発行までの平均期間：13 月 

 

(iv) 審査結果最終処分内訳（2011 年データ） 

登録 5367 件、 拒絶 620 件 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠法において『「意匠」とは、形状、輪郭又は立体若しくは平面形状

における線又は色彩からなる構図若しくは線及び色彩又はそれらの組み

合わせに関する創作であって、美的価値を有し、立体又は平面図形に実

現可能で、製品、物品、工業製品又は手工芸品の生産に使用されるもの

である』と規定されている（意匠法第 1 条(1)）。 

 意匠審査基準では、「形状」は意匠の複雑な線の単なる外形線又は外形、

「輪郭」は意匠における複雑な形状又は組み合わされた形状、「線及び／

又は色彩の構図」は、意匠の表面に適用される模様（ここで、模様は色

彩のない模様又は色彩のパターンのみからなる）と説明されている131。 

 

 物品又は製品の一部に関して意匠の定義に明確に言及されていないた

め、部分意匠制度の有無は不明確であるが、保護を受けようとする部分

を実線で、保護を求めない部分を点線で描き分けることは可能である（意

匠規則第 6 条(1)(g)）。 

 

(ii) 審査フロー図 

 以下に意匠出願の審査フロー図132を示す。ここでは公開の後、異議申

し立てのあった意匠のみが実体審査の対象となるフローとなっているが、

                                                   
131 意匠審査基準 C.3.(1)意匠の定義の更なる説明  
132 DGIPR ウェブサイト

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/flowchart_di.pdf（最終訪問日 2013

年 1 月 21 日）  

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/flowchart_di.pdf
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運用としてすべての意匠について実体審査が行われている133。 

 

 

(iii) 使用する意匠分類 

 ロカルノ分類（第 9 版）が使用される。独自の意匠分類は存在しない。
134 

 

(iv) 出願  

出願様式135への記載事項は以下のとおりであり、これらの内容はイン

ドネシア語での記載が求められる（意匠法第 11 条）。また、4 部の謄本

の提出（意匠規則第 4 条(1)）及び出願に係る意匠が出願人若しくは創作

                                                   
133 ヒアリング調査結果  
134 アンケート調査結果  
135 DGIPR ウェブサイト

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/formulir_di.pdf（最終訪問日 2013

年 1 月 21 日） 

http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/formulir_di.pdf
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者の所有するものであることを陳述する公印若しくは公証人の認証のあ

る陳述書（以下の「権利者宣言」）の提出が求められる（意匠規則第 5 条

(1)）。 

 出願人：氏名、国籍、住所、電話／FAX、納税者番号 

 代理人：氏名、住所、法人名、代理人番号、メールアドレス、電話

／FAX 

 意匠の名称 

 創作者の氏名及び国籍 

 優先権主張の有無 

有りの場合：国名、優先日、優先権番号 

 意匠の分類（ロカルノ分類） 

 以下の同封資料の有無チェックリスト 

・委任状 

・譲渡証 

・権利者宣言 

・優先書類及びその翻訳文 

・優先権を伴う意匠の書類（出願書類）及びその翻訳文 

・その他（詳細記載） 

 以下の資料の謄本 3 部 

  ・意匠の説明又は図面の説明 

意匠の説明には、保護を受けようとする意匠の説明及び当該意

匠を付した物品又は製品の説明を含める（意匠規則第 6 条）。 

  ・見本 

  ・図面又は写真（番号記載） 

 出願人の署名 

 

出願人がインドネシア国外に居住する場合は、インドネシアに居所を

持つ代理人を通じての出願が求められ（意匠法第 14 条）、委任状の提出

が必要となる（意匠規則第 5 条(2)(b)）。 

 

意匠の説明には、保護を受けようとする意匠の説明及び当該意匠を付

した物品又は製品の説明を含めることとなっており（意匠規則第 6 条(3)）、

具体的には、以下の事項を含める（意匠規則解説第 6 条(3)）。 

(1) 保護を受けようとする意匠の部分を明らかにする解説又は陳述 

(2) 新規性を伴う意匠の部分を明らかにする解説又は陳述 

(3) 意匠の物品又は製品について、意匠の物品又は製品への用途の範囲

を説明する陳述。意匠は、製品及び物品そのものではないが、意匠

の保護の範囲を限定するために出願した意匠が付される製品又は物

品に関連するもの。 
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また、複数の意匠であっても、意匠の単一性を有するか同一クラスに

属するのであれば、一の出願として出願することができる（意匠法第 13

条）。ここでいうクラスとはロカルノ分類のクラスを指し、また、例えば

一組のカップとティーポットは一の意匠とされる（意匠法解説第 13 条）。 

 

出願日は、出願人が以下の要件を満たし、出願書類が受理された日と

される（意匠法第 18 条、意匠規則 11 条）。 

(1) 出願様式の謄本 4 部への必要事項の記入 

(2) 出願意匠の図面等及びその説明の謄本 3 部の添付 

(3) 出願料の支払い 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

 表現手法に関して、A4 サイズの白紙（100g/m2 から 200g/m2）を使

用すること、連続番号を付すること、図面の外観を説明する情報を伴う

こと、上部の余白は 2.5cm・下部左右の余白は 2cm とすること、保護を

求めない部分は点線で示すこと、図面データを記録したフロッピーディ

スクを添付してもよいこと等が意匠規則第 6 条(1)に規定されている。 

動的意匠はいくつかの変化のバリエーションを表示して示すことが認

められる136 。 

法令等に図面の必要枚数や図法などを規定する条項は見当たらないが、

意匠審査基準には図面として「一組の図面（正投影図法）及び追加の参

照図／参考図」が示されており、「追加の参考図」には斜視図が例示され

ている。また、色彩及び影を用いた場合、意匠の説明に記述を求めてい

る。また、ジグザグ符号を用いて中央部を省略し、端部を描く手法を紹

介している137 。 

写真は白黒が望ましいが、カラー写真も要件が満たされていれば可と

している。インスタント写真は長期保存の観点から不可としている。写

真のコピーは明瞭であれば受付けられる。背景や影は削除すべきとして

いる。A4 サイズであればそのまま使用できるが、それより小さい場合は

A4 サイズの紙に貼り付けることを求めている138。 

 

(vi) 優先権 

 外国での出願が受理されてから 6 月以内にされた出願については、優

先権を主張することできる(意匠法第 16 条)。 

優先権を主張して出願を行う場合、優先権書類として外国での先の出

願の出願書類の認証謄本が必須であり、また、すでに権利が付与されて

いる場合は意匠権の認証謄本、及び当該意匠が新規であることを判断す

                                                   
136 意匠審査基準 A.意匠の予備審査 2.物理的審査  
137 意匠審査基準 A.意匠の予備審査 2.物理的審査 a.図面 
138 意匠審査基準 A.意匠の予備審査 2.物理的審査 b.写真 
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るためのその他の書類の謄本を求められる可能性がある（意匠法第 17

条）。外国語の書類は、優先権出願期限から 3 月以内にインドネシア語の

翻訳文の提出が必要となる(意匠法第 16 条)。 

 

(vii) 登録要件 

方式要件（→（５）（ii））に加え、実体審査では、①意匠の新規性、②

法規・公序良俗・宗教又は道徳に違反する事項、③出願の単一性、④意

匠の表現の明瞭性について審査が行われる（意匠規則第 24 条）（→（５）

（v））。 

新規性については、出願日又は優先権主張がある場合は優先日の前に

インドネシア国内外において公表された意匠と同一でない場合に、新規

性があるものと認められる（意匠法第 2 条）。本規定における「同一」に

ついてインドネシア最高裁判所は、「実質的に同一」と解されると判示し

た（→（７）意匠権に係る判例について）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 インドネシア国内または国外での公の又は公とみなされる博覧会にお

いての展示又は教育、研究、開発目的での創作者による国内での試験的

使用が新規性喪失の例外として認められる（意匠法第 3 条）。公の博覧会

とは政府主催の博覧会、公とみなされる博覧会とは政府の認定又は承認

得ている民間主催博覧会である（意匠法解説第 3 条）。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

方式審査（→（５）（ii））の後、意匠法第 4 条（公序良俗）及び同第

11 条（願書及び図面等の提出・記載要件、手数料）並びに意匠規則第４

条（願書及び図面等の提出・記載要件）及び同第 9 条（優先権）に規定

する要件を満たす出願は、出願日から 3 月以内に公告される（意匠法第

25 条、意匠規則第 16 条）。 

公告から 3 月の間、何人も実体的な事由の異議を申立てることができ

る（意匠法第 26 条(1)及び(2)、意匠規則第 16 条(1)及び第 17 条(1)）。こ

れ以外の情報提供に関する規定は見当たらなかった。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

公開の時期は、出願時に出願人の請求により出願日又は優先日から 12

月を超えない範囲で延期を請求することができる(意匠法第 25 条(4)、(5))。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

方式審査終了後の公告後 3 月の間、何人も実体的な事由の異議を申立

てることができる（意匠法第 26 条(1)及び(2) 、意匠規則第 16 条(1)及び

第 17 条(1)）。異議申立は明確な理由を陳述し、書面により DGIPR に申
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し立てる（意匠規則第 16 条(2)）。 

異議の申立があった場合、その異義が出願人に通知され、出願人は当

該通知の送付日から 3 月以内に答弁することができる（意匠法第 26 条(3)

及び(4)）。また、申立があったときは、審査官による実体審査（→（５）

（v））が行われる（同条(5)）。異議及び答弁は当該出願の登録又は拒絶の

審査における参考資料として提供される（同条(6)）。異議を認めるか否か

の決定は、公告終了日から 6 月以内に下される（同条(7)）。したがって、

DGIPR はこの期間内に実体審査を完了させる必要がある139。その決定は、

出願人又は代理人に対して当該決定の日から 30 日以内に書面で通知さ

れる（同条(8)）。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 異議申立による又は運用による実体審査で拒絶理由が見つからなかっ

た場合、あるいは実体審査で拒絶理由が通知され、通知から 30 日以内に

補正がなされ、DGIPR の補正の受領から 30 日以内に補正が拒絶されな

かった場合、DGIPR は意匠登録証を交付し、権利を付与する。意匠登録

証は出願日から有効とする（意匠法第 29 条、意匠規則第 25、26、29 条）。 

 登録までに要する費用としては、出願時に 600,000 インドネシアルピ

ア（IDR）140、登録時に登録証交付手数料 100,000IDR を支払うことと

されている141。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

意匠権の存続期間は出願日から 10 年である（意匠法第 5 条）。 

意匠権者は、自ら所有する意匠を実施する排他的権利を有し、他の者

が承認を得ずに意匠権が付与された意匠の製品を製造、使用、販売、輸

入，輸出及び／又は頒布することを禁止する権利を有するが、当該意匠

の使用が研究及び教育を目的とし，意匠権者の利益を損わない場合は、

除外される（意匠法第 9 条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立制度、無効審判制度 

 登録意匠の取消訴訟は、新規性、現行の法規、公序良俗規定に反する

場合、利害関係者による商務裁判所への訴訟が可能であるが、異議申立

てあるいは無効審判制度は法令に見当たらなかった（意匠法第 38 条）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 方式審査にて要件を満たさない場合、出願人へ不備が通知され、通知

                                                   
139 意匠審査基準 ii.はじめに e.いつそしてどのくらいの期間、実体審査が行われるか？  
140 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1,000IDR=約 8.74 円  
141 アンケート調査結果、料金表  
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の送付日から 3 月以内の補正が求められる。この期間は、出願人の請求

に基づいて最長 1 月延長できる。（意匠法第 19 条、意匠法解説第 19 条）。

期間内に不備が解消されなかった場合、出願は取り下げられたものとみ

なされたことが通知される(意匠法第 20 条)。この通知に対して、通知を

受けた日から 30 日以内の不服申し立てが可能である（意匠法第 24 条(3)）。

不服申立てが認められなかった場合、商務裁判所に訴訟を提起すること

ができる（意匠法第 24 条(5)）。 

 公告期間中の異議申立てによって又は運用として実施される実体審査

において拒絶された場合、出願人は不服を申し立てることができ、また、

不服申し立てが認められなかった場合、商務裁判所に訴訟を提起するこ

とができる（意匠法第 28 条）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続き 

 特になし。 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載が手続要件に合致しているかどうかの審査官は専門の担当

者が 3 名、意匠分類を付与、管理している専門の審査官は 10 名、実体審

査を担当する審査官は 12 名となっている。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 意匠法第 4 条（公序良俗）、第 11 条（願書及び図面等の提出・記載要

件、手数料）、第 13 条（単一性）、第 14 条（外国出願人の場合の国内代

理人の委任等），第 15 条，第 16 条及び第 17 条（優先権）に関する方式

審査が行われる（意匠法第 19 条、第 20 条及び第 24 条(1)）。 

意匠規則によれば、方式審査は出願日から 30 日以内に実施されること

となっており、物理的審査、方式要件及び意匠の開示の明瞭性を含む、

意匠規則第 4 条（願書及び図面等の提出・記載要件）ないし同第 9 条（優

先権）についての審査が行われることとされている（意匠規則 11 条）。 

ここでいう「物理的審査」とは、形式、種類、大きさ及び出願に添付

されている図面の添付など、出願の物理的な質に関連するその他の事項

の審査をいう。また、「方式要件」の審査とは、願書、意匠の図面、意匠

の説明及びその他の出願関連書類など備わっていなければならない出願

の審査をいう。「意匠の開示の明瞭性」の審査とは、出願した意匠の範囲

に関する審査をいい、意匠法第 1 条(1)に規定されている意匠の定義、同

第 13 条に規定されている出願の単一性、同第 4 条（公序良俗等）の審査

を含む（以上、意匠法規則解説 11 条）。 

審査官が不備を発見した場合は、出願日から 30 日以内に出願人又はそ

の代理人に通知をする。出願人又はその代理人は、通知の発送日から 3
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ヶ月以内に応答しなければならない。応答は出願人又は代理人からの申

請により 1 月まで延長できる。（意匠法第 19 条、意匠規則第 11、12、13

条）。単一性の審査において、複数の意匠が見られた場合、分割を求める

通知が出され、出願人が期間内に分割を行わなかった場合、審査官は、

出願に最も関連のある分類の出願についてのみ審査を行う（意匠規則第

13 条）。 

意匠法第 4 条（公序良俗等）について不備がある場合は、拒絶をする

旨が出願人に通知され、出願人は通知を受けた日から 30 日以内に不服を

申し立てなければならない（意匠法第 24 条）。 

 

方式審査の後、意匠法第 4 条（公序良俗）及び同第 11 条（願書及び図

面等の提出・記載要件、手数料）並びに意匠規則第４条（願書及び図面

等の提出・記載要件）及び同第 9 条（優先権）に規定する要件を満たす

出願は、出願日から 3 月以内に公告される（意匠法第 25 条、意匠規則第

16 条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 方式審査における「意匠の開示の明瞭性」の審査時に、分類付与も行

われる（意匠規則第 12 条(5)）。 

 意匠の分類は以下の流れで決定される（意匠審査基準 A.予備審査 

４．分類）。 

1. 意匠の製品名／名称が意匠の表現と適合していることを確認する（適

合していない場合、最も適した名称を決定する。 

2. 分類の決定 

a. 決定した名称に基づき、ロカルノ分類の物品のリストで同義語を

調査する。 

b. 物品の名称が広すぎる場合、種類及び機能により、より詳細な他

の名称に変更して調査する。 

c. 出願人による名称がロカルノ分類の名称に似ている場合、変更し

てもよい。 

d. 審査官が、物品が何であるかを結論付けたとき、分類及び副分類

のリストを使用してインデックス付けがされる。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 （法令上は）異議の申し立てられた案件のみ実体審査対象となるが、

その審査は受付順で行われる142。 

 

                                                   
142 ヒアリング調査結果  
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(v) 実体審査等の内容 

 現行の法制では、出願公告後に実体的な事由の異議申立があった場合

に実体審査が行われることになっているが（意匠法第 26 条(5)）、現在

DGIPR では異議の有無にかかわらず全ての出願に対し実体審査を行う

運用がなされている143。 

 意匠法解説によると、意匠法第 26 条(5)でいう実体審査とは、意匠法

法第 2 条（新規性）及び第 4 条（公序良俗等）に基づく出願の審査であ

って、出願された意匠の新規性という側面を既存の基準を用いて判断す

ることをいう。実体審査は、該当する業務を行うために特別に訓練を受

け、任命される専門家である審査官により行われる。意匠分野の審査官

及び他の知的財産分野の審査官は、専門知識の特性及び一定の業務範囲

に基づき、専門職員としての身分が与えられる（意匠法解説第 26 条(5)）。 

 実体審査は、①意匠の新規性、②法規・公序良俗・宗教又は道徳に違

反する事項、③出願の単一性、④意匠の表現の明瞭性について行われる

（意匠規則第 24 条）。 

 全件実体審査を運用で行っていることについて、ヒアリングで確認し

たところ、以前、無審査で登録された意匠に関して問題が続発し、その

後局長の指示で全件について審査を実施すようになったが、法令・規則

は改訂されておらず、運用で実施しているとの回答があった144。 

  

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 出願人又はその代理人は、出願から登録が付与されるまで間、出願し

た意匠の範囲を拡大しない場合は、出願に対し修正又は補正を行うこと

ができる。修正又は補正によりその範囲が拡大される場合、その修正又

は補正は認められない（意匠規則第 20 条）。 

 方式審査で出願書類や優先権書類に不備が見つかった場合、出願人又

は代理人に不備が通知され、通知の発送日から 3 月以内に不備に対する

応答を求められる。応答は出願人又は代理人からの申請により 1 月まで

延長できる。期限内に応答が得られない場合、出願が取り下げられたも

のとみなされ、手数料の払い戻しはされない（意匠規則第 11 条）。 

 また、方式審査において意匠の説明、図面又は出願の単一性を含む図

面の説明の明瞭性が欠如している場合は、出願から 30 日以内に出願人又

は代理人に通知され、通知の発送から 3 月以内に補正が求められる。こ

の場合も申請により 1 月の延長が認められる。応答されない場合又は補

正によっても明瞭性の欠如が解消されない場合、出願が取り下げられた

ものとみなされ、手数料の払い戻しはされない（意匠規則第 12 条）。 

                                                   
143 ヒアリング調査結果  
144 ヒアリング調査結果  
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 方式審査において、一以上の意匠が見られた場合は、出願の日から 30

日以内に出願の分割を求める通知がなされ、通知の送付日から 3 月以内

に出願を分割しなければならない。この期限は申請により 1 月まで延長

が可能である。期限までに出願の分割が行われない場合、出願に最も関

連のある分類の出願についてのみ審査が行われる(意匠規則第 13 条)。 

 実体審査において、現行の法規、公共の秩序、宗教又は道徳に違反す

る事項を含むことが判明した場合、出願は拒絶され、出願人又は代理人

に通知される。この拒絶の通知の発送から 30 日以内であれば修正を行う

ことができる。総局は修正を受領した日から遅くとも 30 日以内に修正を

承認するか又は拒絶するかの決定を下し、修正を認める場合は出願手続

きが継続される（意匠規則第 25 条）。しかし、実際には拒絶に対する出

願人の対応は反対意見を提出することだけであり、DGIPR は修正を受付

けていない145。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

はない。また、先行意匠の調査において確認された、意匠の登録の可否

に直接関わらない先行意匠を参考情報として提供するサービスもない146。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 意匠規則においては、「対応する分類においてこれまでに出願された意

匠の公表について調査を行い、出願を審査・比較する。」と規定されてい

る（意匠規則第 24 条(3)）。 

先行意匠調査の対象は、インドネシアの登録意匠、処理中の先願、一

般の刊行物、海外の知的財産庁データベース（AU、EU、US、WIPO、

シンガポール、香港）である147。 

 ただし、先行意匠調査のための専用のシステムは有さず、また、外部

のデータベースとの契約は行っていない148。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 先行意匠調査にかける時間、調査対象意匠件数などの質問に対しては

回答が得られなかった149。 

 

                                                   
145 ヒアリング調査結果  
146 アンケート調査結果  
147 意匠審査基準 B.意匠の調査 2.調査の資料及び調査における他のいずれかの事項、アン

ケート調査結果  
148 アンケート調査結果  
149 アンケート調査結果  
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（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 審査官のトレーニング、審査官同士のディスカッションなどを行って

いる150。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

基礎及び上級意匠審査研修、知財一般研修及び国内外特定意匠研修151 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 今のところ二国間の協力はない152。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 WIPO、JPO 等からの能力強化支援153。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 韓国から、キャパシティ・ビルディングに係る支援が始まったところ

である154。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 一つは実施差止め命令に関するもの155。権利侵害された権利者は警察

又は裁判所へ行く。DGIPR は法廷での証人になる156。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 DGIPR 及び/又は他の機関、関係者と共に実施される157。特に中小企

業に対して登録費用の減額、中小企業は出願・登録費用が大企業の半額

に設定されている158。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

 アンケート調査、ヒアリング調査に対し DGIPR から適当な判例の紹介が

なかったので、外国産業財産権制度セミナー、2011 年 11 月で紹介された例

                                                   
150 ヒアリング調査結果  
151 アンケート調査結果  
152 ヒアリング調査結果  
153 アンケート調査結果  
154 ヒアリング調査結果  
155 アンケート調査結果  
156 ヒアリング調査結果  
157 アンケート調査結果  
158 アンケート調査結果、料金表  
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を示す159。 

なお、本判決については JETRO 模倣対策マニュアル・インドネシア編160

に詳細が紹介されている。 

 

 判決番号： 022K/N/HaKI/2005 

判決日： 2005 年 10 月 24 日 

原告（上告人）： 本田技研工業株式会社 

被告（被上告人）： PT.ANGLO SAMA PERTAMA MOTOR、知的財産

総局 

 

 原告が登録意匠 ID0000109、ID0000106 を取得しているところ、被告が

自身の新聞広告により公開した後に出願した意匠により登録意匠

ID0006493 を取得した。被告のリアコンビネーションランプは原告のもの

と酷似していた。原告は既に公知となっている意匠を出願した被告企業及び

その意匠登録を認めた知的財産総局（DGIPR)を提訴した。 

 スラバヤ商務裁判所で「新聞広告と登録意匠は細部が異なる」として原告

敗訴判決が下されたが、原告はこれを不服として上告し、最高裁判所は

TRIPS 協定第 25 条第 1 項を引き合いにして「意匠の『同一』とは『実質的

同一』である」として、原告逆転勝訴の判決が下った。 

 

（８）参考文献 

(i) 意匠法（2000 年 12 月 20 日法律第 31 号制定） 

 

(ii) 意匠規則、PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN 

INDUSTRI 

 

(iii) 意匠法解説、PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 

 

(iv) 意匠規則解説、PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 

                                                   
159 『インドネシアの知的財産権制度と模倣対策』（2011 年 1 月、ハキンダ・インターナショ

ナル山本芳栄）http://iprsupport-jpo.go.jp/joho/pdf/Indonesia-IPsystem2010.pdf（最終訪

問日 2013 年 1 月 22 日）  
160 『模倣対策マニュアル・インドネシア編』（2008 年 3 月）添付資料 10、p.108 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/indonesia1.pdf（最終訪

問日 2013 年 1 月 22 日） 

http://iprsupport-jpo.go.jp/joho/pdf/Indonesia-IPsystem2010.pdf
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/indonesia1.pdf
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TENTANG DESAIN INDUSTRI 

 

(v) 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年 3

月 30 日） 
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４． マレーシア  

 

（１） 法令等整備状況 

マレーシアの意匠制度に関する法令として、以下の法律、規則、出願

人向け資料が提供されている。 

(i) 法律 

 意匠法161（2002 年法律 A1140 により改正された 1996 年 12 月 1 日法律

552 2003 年 3 月 3 日施行） 

意匠に関する事項を規定する独立した法律である。 

 

(ii) 規則・政令等 

 意匠規則162（1999 年 7 月 14 日 PU(A)351 改正 1999 年 9 月 1 日施行） 

意匠に関する規則を規定する独立した政令である。 

 意匠（改正）規則 2012163（2012 年 1 月 26 日 KPDN(BUU)(PU2)26/5/19; 

PN(PU2) 588/III 2012 年 2 月 15 日施行）（資料編 4-1） 

上記意匠規則の修正規則であり、主に電子出願に対応する条項を付加

した内容となっている。意匠規則に対する修正箇所のみの記載となって

いる。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 意匠審査基準等は公開されていない164。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向け資料として、願書記載方法ガイドライン165（資料編 4-2）、

願書様式166（資料編 4-3）、出願ガイドライン167（資料編 4-4）、審査フロ

                                                   
161 特許庁外国産業財産権制度情報 マレーシア意匠法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
162 特許庁外国産業財産権制度情報 マレーシア意匠規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日） 
163 マレーシア知的財産公社（MyIPO）ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/22956/idreg2012bi.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 23 日） 
164 アンケート調査結果  
165 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/35314/id-guidlines-13022012.pdf（最終訪問

日 2013 年 1 月 23 日）  
166 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents//10180/35314/ID1.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 23

日）  
167 MyIPO ウェブサイト  

http://www.utem.edu.my/crim/download/5industrialdesigns.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/22956/idreg2012bi.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/35314/id-guidlines-13022012.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents//10180/35314/ID1.pdf
http://www.utem.edu.my/crim/download/5industrialdesigns.pdf
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ー図168（資料編 4-5）、料金表（出願等）169（資料編 4-6）、料金表（更新

等）170（資料編 4-7）があり、本報告書の資料編に仮訳を添付した。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 マ レ ー シ ア 知 的 財 産 公 社 （ Malaysia Intellectual Property 

Corporation: MyIPO） 

http://www.myipo.gov.my/home 

  

下記組織図171の意匠課（Industrial Designs Division）が担当部署と

なる。 

 

                                                   
168 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta（最終訪問日 2013 年 1 月 23 日）  
169 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/ID_FORMS_%26_FEES%20%28new%

29.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 23 日）  
170 MyIPO ウェブサイト  

http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/NEW_FEES%20for%20registered%20

id%20%28ATTACH%20TO%20EFFECTIVE%20DATE%29.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日） 
171 MyIPO セブサイト http://www.myipo.gov.my/carta-organisasi（最終訪問日 2013 年 1 月

23 日）  

http://www.myipo.gov.my/home
http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta
http://www.myipo.gov.my/carta-organisasi
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/ID_FORMS_%26_FEES%20%28new%29.pdf
http://www.myipo.gov.my/documents/10180/30034/NEW_FEES%20for%20registered%20id%20%28ATTACH%20TO%20EFFECTIVE%20DATE%29.pdf
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 意匠課内の詳細組織図を示す172。 

Director

MOHD. FAIIZUDIN MOHD. SHARUJI

Section Formality

Officer

Section Search & Examination 

TEH NORLEZA BINTI ZAKARIA 
Officer

OfficerOfficerOfficer Officer

Assistant 
Officer

Assistant 
Officer

Assistant 
Officer

Clerk

ClerkClerk ClerkClerkClerk

 
 

（３） 統計情報173 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願数 1,920 1,702 1,465 1,677 1,871 

うち海外からの出願数  1,146 1,072 766 940 1,128 

うち日本からの出願数* （不明） 351 （不明） 264 393 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録数 1,673 1,483 1,594 1,598 1,641 

うち海外からの登録数  1,076 903 1,067 850 927 

うち日本からの登録数* （不明） 252 （不明） 240 321 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠法第 3 条において、「意匠」の定義がなされており、  

『「意匠」とは，工業的方法又は手段により物品に適用される形状，輪

郭，模様又は装飾の特徴であって，完成した物品において視覚に訴え，

                                                   
172 アンケート調査結果  
173 アンケート調査結果、「うち日本からの出願数」及び「うち日本からの出願数」（＊）の

み WIPO 統計 これ以外のアンケートによる統計データ調査項目に関してはデータが無い

とのことで、数字が得られなかった。  
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視覚によって判断されるものをいう。ただし，次に掲げるものを含ま

ない。 

(a) 構成の方法若しくは原理 

(b) 物品の形状若しくは輪郭の特徴であって， 

(i) 当該物品が果たすべき機能によってのみ決定付けられるもの，

又は 

(ii) 意匠の創作者が，当該物品がその不可分の一部を構成すること

を意図している他の物品の外観に依存するもの』 

とされ、物品に適用されるものとしており、機能のみによるものを除外

している。 

 また、「物品」についても定義されており、  

 『「物品」とは，何らかの製造物品又は手工芸品をいい，それらの一部

も，個別に作成され販売される場合は，「物品」に含める。ただし，

2000 年集積回路配置法にいう集積回路若しくは集積回路の一部，又

は当該集積回路を作成するために使用されるマスクは含めない。［法

律 A1077 第 2 条による改正］』（意匠法第 3 条） 

とされ、上記の意匠の定義と併せて、「個別に作成され販売され」ない部

分意匠は認められない。 

 「物品」が基礎となっており、アイコン、GUI（グラフィカル・ユー

ザー・インターフェイス）等は保護対象とはならないものと推測されて

いたが174、アンケート調査ではグラフィックシンボル及びアイコンも保

護対象とされているとの回答が得られた175。 

 ただし、ヒアリング調査ではシンボルマークは商標として、物品を離

れた模様（パターン）は意匠としてではなく著作物として保護される、

とのことであった176。 

 

 物品又は製品の一部に関して意匠の定義に明確に言及されていないた

め、部分意匠制度の有無は不明確であるが、保護されるべき部分を実線

でで描き、その他の残りの部分を点線で示す、又は保護されるべき部分

を色のついたインキで囲む、ことは可能である177。 

                                                   
174 『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』（（社）日本国際工業所有権保護協会、2001

年 3 月）p.124 
175 アンケート調査結果  
176 ヒアリング調査結果  
177 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
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(ii) 審査フロー図 

 以下に意匠出願の審査フロー図178を示す。 

 

 

(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 8 版179）が使用される（意匠（修正）規則 7）。独自

の意匠分類は存在しない180。 

 

 

                                                   
178 MyIPO ウェブサイト http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta（最終訪問日 2013

年 1 月 23 日）  
179 アンケート調査に対する回答は得られなかったが、MyIPO ウェブサイト掲載の分類表には、

「14-04 SCREEN DISPLAYS AND ICONS」が存在しているため、第 8 版が使用されてい

ると推定できる。http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-klasifikasi（最終訪問日 2013

年 1 月 23 日）  
180 アンケート調査結果  

http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-carta
http://www.myipo.gov.my/web/guest/reka-klasifikasi
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(iv) 出願 

出願日は、出願人が特定でき、所定数の意匠の表示が提出され、所定

の手数料が納付される日とされている（意匠法第 16 条）。 

出願人が創作者である場合はその旨の陳述書、出願人が創作者でない

場合は登録に対する出願人の権利を正当化する陳述書を添付する（意匠

規則 6）。 

出願はマレー語又は英語で記載することとされ、それ以外の言語の書

類には登録官が満足する形での証明がなされた（認証）翻訳文の添付が

求められる（意匠（修正）規則 6）。 

出願様式への記載事項を以下に示す。 

 出願人氏名、住所 

 創作者氏名、住所 

 代理人氏名、住所（該当する場合、さらに Form ID 10 の提出が必

要） 

 意匠を適用する特定の物品又は組物の名称 

 ロカルノ分類のクラス及びサブクラス 

 図の数及び公報に掲載する図 

 複数出願の場合、登録を求める意匠の数 

 関連意匠番号（意匠法第 23 条、意匠規則 17 の下に出願する場合） 

 優先権主張（意匠法第 17 条の下に出願する場合） 

   ・出願国 

   ・出願日 

   ・優先権出願の名前が本出願と異なる場合、その出願人名 

 分割出願（意匠法第 20 条の下に分割された出願の場合、先の出願

の情報） 

   ・意匠番号 

   ・出願日 

 宣誓書 

   ・出願人／代理人署名 

   ・日付 

 マレーシア国内での連絡先電話番号 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

意匠出願ガイドラインでは意匠の表現を 6 部提出することとなってい

る181が、意匠（修正）規則 10 により 1 部の提出に変更されている。 

 書類は A4 サイズの強靭な紙を使用し、片面のみの記載、ひび割れ・し

わ・折り目が無いこと、左側余白を 3cm 残すことが規定され、写真又は

図面の大きさは 12.5cm×9cm が指定されている。また、見本のサイズは

                                                   
181 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
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20cm の立方体以下とされる（意匠（修正）規則 10）。 

物品の定義から部分意匠制度はないが、意匠出願ガイドによれば「保

護されるべき部分を実線で描き、その他の部分を点線で示す、又はその

部分を色のついたインキで囲む」手法が解説されており、この手法を使

用する場合は「放棄（Disclaimer）」の陳述が必要としている182。 

 

(vi) 優先権 

 外国での最初の出願から 6 月以内にされた出願については、優先権を

主張することができる。出願時に先の出願がなされた官庁により認証さ

れた先の出願の謄本を提出する必要がある（意匠法第 17 条）。 

先の出願の出願日、出願番号、国際意匠分類による分類番号及び小分

類番号、国名、官庁を明記する。出願時に国際意匠分類番号が付与され

ていなかった場合はその事実を宣言において陳述し、分類番号の付与が

あり次第伝達する。認証謄本の提出は登録官による請求から 3 月以内。

先の出願がマレー語又は英語以外の場合は上記登録官の請求から 6 月以

内にマレー語又は英語の認証翻訳文を提出する（意匠規則 14）。 

 

(vii) 登録要件 

登録出願が方式要件（意匠法第 21 条）を満たしている場合は登録され、

出願人に登録書が交付される（意匠法第 22 条）。 

 意匠法第 21 条にいう方式要件とは意匠規則 3 から 14 までの要件であ

り（意匠規則 19）、規定の手数料、出願様式、出願人の権利を正当化す

る陳述書、マレー語・英語以外の書類についての翻訳文、分類の表示、

意匠の表示、新規性の陳述、優先権書類及びその翻訳文が含まれる。 

 また、国王又は国家元首の肖像、国家・州・都市・町・協会・法人・

機関・人の紋章、記章、騎士勲章、旗飾りの複製が意匠として表現され

る場合、承諾を与える権限を有する公人その他の使用に対する承諾が提

出されないとき拒絶する、との規定がある（意匠（修正）規則 16）。 

 法令としては上記要件が満たされると登録となるが、運用としてマレ

ーシア国内に登録された意匠を対象とした新規性（意匠法第 12 条）に関

する実体審査が行われている。実体審査は新規性のみを対象とし、先行

意匠調査はマレーシア国内の登録意匠と公知資料（出願人により提出さ

れた先行意匠）が対象とされる183。 

マレーシアの意匠登録制度における新規性は国内公知であり、当該出願

の優先日前に、当該意匠が、又は関係する取引において一般的に使用さ

れる、重要でない細部若しくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠

が、 

                                                   
182 意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド  
183 ヒアリング調査結果  
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(a) マレーシアの何れかの場所で公衆に開示されていた場合、又は 

(b) 他の出願人によりなされたマレーシアでの出願であって、より早

い優先日を有する他の意匠登録出願の内容であった場合において，そ

の内容が当該他の出願に基づき付与された登録に含まれていたとき 

当該意匠は、新規性を有しているとは認められない（意匠法第 12 条）。 

 

 また、ロカルノ分類の同一のクラス、又は同一の組物若しくは同一の

物品構成にかかわる場合、2 以上の意匠を同一の出願に含めることがで

きる（意匠法第 15 条）。 

 『「組物」とは，数個の物品であって，同一の一般的特徴を有し，かつ，

一括販売を常態とし又は一括使用を意図するものであり，各個に適用さ

れる意匠が，他の物品すべて若しくはその何れかに対して，同一である

か又は重要でない細部若しくは関連する取引において通常使用される特

徴においてのみ異なるものをいう。』とされる（意匠法第 3 条）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 登録出願日前 6 月以内に、公式又は公認の博覧会に展示された場合、

又は出願人以外の他人による不法行為により開示された場合、新規性喪

失とはみなさない（意匠法第 12 条）。 

 これらの事実は出願時に出願に伴う陳述書にて提出するか、書面で登

録官に通知する必要がある（意匠規則 13）。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 出願は、方式要件を満たしていると判断された場合、登録簿に記載し

て登録され、意匠登録証が交付され、官報に公告される（意匠法第 22 条）。

ヒアリング調査では、登録出願は出願から 2 週間で公告される184。 

 第三者による情報提供制度、異議申立制度に関する条項は見当たらな

い。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 公開を繰り延べる制度はない185。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 権利付与前の異議申立制度に関する条項は見当たらない。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 前記(vii)の要件が満たされ、運用による新規性が確認されると登録官

                                                   
184 ヒアリング調査結果  
185 アンケート調査結果  
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は登録簿に記載して意匠を登録し、意匠登録証を出願人に交付して、官

報に公告する（意匠法第 22 条）。 

 登録出願費用は書面出願では 500 マレーシア・リンギット（MRY）、

電子出願では 480MYR、図面 1 枚当たり 200MYR の公告費用（書面、電

子出願共通）が必要となる。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠権は出願日に効力が生じたとみなされ、出願日から 5 年間存続し、

更新申請と更新料の納付により各 5 年間の期間を 2 期にわたり延長する

ことができる（意匠法第 25 条）。 

 意匠権者は、登録意匠が適用されている何らかの物品を、販売若しく

は賃貸のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のために製造

若しくは輸入し、又は販売若しくは賃貸し、又は販売若しくは賃貸の申

出若しくは陳列をする排他権を有する（意匠法第 32 条(1)）。 

 意匠権の侵害となるのは以下の場合である（意匠法第 33 条）。 

(a) 当該意匠又はその不正又は明白な模倣（any fraudulent or obvious 

imitation）を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合  

(b) 当該意匠又はその不正又は明白な模倣が所有者のライセンス又は同

意なしにマレーシア外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取

引若しくは事業目的での使用のためにマレーシアに輸入する場合  

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立制度、無効審判制度 

 権利付与後の異議申立制度に関する条項は見当たらない。無効に関し

ては裁判所に訴訟を提起する必要がある（意匠法第 27 条）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 方式審査にて出願が方式要件を満たさないと決定された場合、登録官

は出願人に通知し、出願を補正する機会を与える。期限内に出願人が方

式要件を満たしている旨を登録官に納得させることができない場合、又

は方式要件を満たすように出願を補正することができない場合、出願は

拒絶される(意匠法第 21 条)。応答の期限は通知後 3 月とする(意匠規則

19)。 

登録官の決定又は命令に不服のある場合、裁判所に上訴することがで

きる（意匠法第 46 条）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続き 

 意匠が何れかの物品に関してい登録されていて、その意匠所有者がそ

の意匠の同一性に大きく影響するほどではない変更を加えた意匠を登

録する場合、先の登録は拒絶理由とはならない。ただし、この場合、後

に登録された意匠の存続期間は、先の意匠の存続期間又は延長期間を超
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えないものとされる（意匠法第 23 条）。同一出願人による先願の意匠が

本願意匠に類似する場合に先願規定の例外となる点やそれによって登

録された意匠権の存続期間に制限がかかる点で、我が国の関連意匠制度

との共通点がみられる。 

  

マレーシアの意匠法には権利侵害対する刑事罰が規定されておらず、

意匠権の侵害に対して刑事的救済を求めることはできない186。 

 分類の付与は出願人が記載する。もし出願人の記載した分類と意匠と

がそぐわない場合、出願人にその旨伝えるが、修正するか否かは出願人

に任せられる187。 

 登録後の権利についての処理はすべて裁判所で行われる188。 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載が手続要件に合致しているかどうかの審査官は専門の担当

者が 4 名、新規性調査を担当する審査官が 5 名となっている189。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

方式要件（意匠法第 21 条）について審査が行われる。方式要件とは意

匠規則 3 から 14 までの要件であり（意匠規則 19）、規定の手数料、出願

様式、出願人の権利を正当化する陳述書、マレー語・英語以外の書類に

ついての翻訳文、分類の表示、意匠の表示、新規性の陳述、優先権書類

及びその翻訳文が含まれる。 

 また、国王又は国家元首の肖像、国家・州・都市・町・協会・法人・

機関・人の紋章、記章、騎士勲章、旗飾りの複製が意匠として表現され

る場合、承諾を与える権限を有する公人その他の使用に対する承諾が提

出されないとき拒絶する、との規定がある（意匠（修正）規則 16）。 

 なお、現行法制上、登録前に行われる意匠審査の範囲は方式要件のみ

であるが、（４）(ii)で示した意匠登録手順のフロー図によれば新規性の

調査が行われ、その対象範囲はマレーシア国内の登録意匠となる190。 

 方式審査及び新規性調査を経て、出願に不備がないと認められた場合

は登録され、出願人に登録証が交付される（意匠法第 22 条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

                                                   
186 『各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運用に関する状況調

査研究報告書』（（社）日本国際知的財産保護協会、2008 年 3 月）p.192 
187 ヒアリング調査結果  
188 アンケート調査結果  
189 アンケート調査結果  
190 ヒアリング調査結果  
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分類が不適切な場合の業務等） 

 分類の付与は出願人に任され、審査官が不適切な分類に気づいても出

願人に通知されるのみであり、分類が補正されるか否かは出願人に任さ

れている191。これが拒絶理由となるかどうかは不明である。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 審査の順番は受付順となる192。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 前記(ii)で述べたように、運用で実施される実体審査として、マレーシ

ア国内に登録された意匠を対象とした新規性調査が行われる193。 

 また、国王等の肖像、国家等の紋章等は、使用の承諾書の有無が審査

される（意匠（修正）規則 16）。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 （３）(xv)で述べたが、方式審査にて出願が方式要件を満たさないと決

定された場合、出願人は通知を受け、3 月以内に補正の提出を求められ

る(意匠法第 21 条、意匠規則 19)。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

はない。また、先行意匠の調査において確認された、意匠の登録の可否

に直接関わらない先行意匠を参考情報として提供するサービスもない194。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 ii)でも述べたように、新規性調査の対象範囲はマレーシア国内に登録

された意匠及び出願人により提出された先行意匠とされる195。 

 先行意匠調査のための専用のシステムを持っており、外部のデータベ

ースとの契約は行っていない196。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 3-5 件の調査に約 1 日を要する197。 

                                                   
191 ヒアリング調査結果  
192 ヒアリング調査結果  
193 ヒアリング調査結果  
194 アンケート調査結果  
195 ヒアリング調査結果  
196 アンケート調査結果  
197 アンケート調査結果  
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（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 審査官に対して研修を行っている198。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 知財一般の検討会199。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 ラオスとは技術的な交流がある200。WIPO の常設委員会に参加してい

る201。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 特に支援は受けていない。JPO からはハーグ協定に向けて支援を受け

たい202。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 WIPO の研修に参加している203。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 意匠に関する模倣品対策などについて、他の機関との協力はない204。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 普及活動は行っている205。電子出願には書面出願に対して割引がある
206。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

アンケート回答に開示されなかったため APAA（Asian Patent 

Attorneys Association）に掲載されたマレーシアの意匠に関する判例を

紹介する207。 

                                                   
198 ヒアリング調査結果  
199 アンケート調査結果  
200 ヒアリング調査結果  
201 アンケート調査結果  
202 ヒアリング調査結果  
203 アンケート調査結果  
204 ヒアリング調査結果  
205 アンケート調査結果  
206 料金表 
207 Asian Patent Attorneys Association, Industrial Designs Committee, Malaysia Country 

Report, 

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_59th_council_meeting_Manila/DesignsCommittee

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_59th_council_meeting_Manila/DesignsCommittee
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Arensi-Marley (M) Sdn. Bhd. v Middy Industries Sdn. Bhd. [2011] 5 

CLJ 355 

 控訴人：Arensi-Marley(M) Sdn. Bhd. 

 被控訴人：Middy Industries Sdn. Bhd. 

 

 控訴人はマレーシアにおける雨樋の大手メーカーであり、被控訴人が

2001 年に出願し取得した雨樋の登録意匠 MY 01-00372208に対して控訴

人の製造・販売してきた雨樋に比べて新規性が無く取り消されるべきで

あるとして起こした裁判 Arensi-Marley (M) Sdn. Bhd. v Middy 

Industries Sdn. Bhd. [2004] 4 MLJ 46209において主張が認められず敗

訴した（判決番号：RAYUAN SIVIL NO: W-02-971-2003）が、これを

不服として控訴裁判所に控訴したが、控訴裁判所は原判決を支持して控

訴棄却とした。 

原判決では控訴人の雨樋にくらべて被控訴人の雨樋の意匠は、「1. 両

端が閉じられていない。2. ３面に長手方向のリブが形成されている」こ

とにより細部が異なるとして被控訴人の意匠の新規性を認めた。 

控訴審では控訴人は原判決を不服として被控訴人の登録意匠の取消を

意匠法 24 条に基づいて控訴したが、棄却理由の一つとして取消を求める

のであれば同 27 条(1)基づくべきであったとして手続上の問題も指摘し

た。 

 

（８）参考文献 

(i)意匠法（2002 年法律 A1140 により改正された 1996 年 12 月 1 日法律 552 

2003 年 3 月 3 日施行） 

 

(ii)意匠規則（1999 年 7 月 14 日 PU(A)351 改正 1999 年 9 月 1 日施行） 

 

(iii)意匠（修正）規則 2012、Industrial Designs Regulations (Amendment) 

2012 

 

(iv)願書記載方法ガイドライン、GUIDELINES TO FILL ID FORM 1 

 

(v)出願ガイドライン、Industrial Designs System in Malaysia 

 

                                                                                                                                                               

Reports2011/2-MALAYSIA-DesignsCommitteeReport2011.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

25 日）  
208 マレーシア知的財産公社（MyIPO）登録意匠検索により検索

https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
209 DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA, RAYUAN SIVIL NO: W-02-971-2003, 

http://johor.kehakiman.megablox.net/directory/judgment/file/Judgment%20W-02-971-20

03.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  

https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm
http://johor.kehakiman.megablox.net/directory/judgment/file/Judgment%20W-02-971-2003.pdf
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(vi)『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』（（社）日本国際工業所有権

保護協会、2001 年 3 月） 

 

(vii)『各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運

用に関する状況調査研究報告書』（（社）日本国際知的財産保護協会、2008

年 3 月） 
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５． シンガポール  

 

（１） 法令等整備状況 

シンガポールの意匠制度に関する法令等として、以下の法律、規則、政令、

及びガイドラインが提供されている。 

(i) 法律 

 意匠法210（2004 年法律 No.44 により改正、2005 年 1 月 1 日施行） 

意匠に関する事項を規定する独立した法律である。 

 

(ii) 規則・政令等 

 意匠規則211（2005 年 S556 改正、2005 年 9 月 1 日施行、「意匠規則 2000

年 S504、2002 年改正」にさらに改正を加えたもの） 

意匠に関する事項の詳細を規定する独立した規則となっている。 

 改正意匠規則212（2011 年 S587 改正、2011 年 12 月 1 日施行） 

意匠に関する料金を改定したもの。 

 意匠（国際登録）規則213（2005 年 S177、2005 年 4 月 17 日施行）（資

料編 5-1） 

意匠の国際登録に関する独立した規則であり、国際登録意匠の保護、

ライセンス等の取引の届け出及び登録、審査等が規定されている。 

 意匠の表現実務指令214（2005 年 No.2、2005 年 9 月 1 日施行）（資料編

5-2） 

   意匠の表現は図又は写真であること、意匠の異なる視野は最大 10 図

とすること、視野のサイズは 3cmx3cm～13cmx15cm とすること、電子

出願でない場合の表現は 1 組を添付することが規定されている。  

                                                   
210 特許庁外国産業財産権制度情報 シンガポール意匠法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
211 特許庁外国産業財産権制度情報 シンガポール意匠規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
212 シンガポール政府検事総長室（AGC(Attorney-General’s Chambers Singapore)）ウェブサ

イト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22663e

5d75-3236-4861-a705-46c82b602fe1%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20Tr

ansactionTime%3A20120604000000;rec=0（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
213 AGC ウェブサイト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A04171a2

e-3e55-4a8f-855b-b55aaced7e18%20Depth%3A0%20ValidTime%3A17%2F04%2F2005%2

0TransactionTime%3A31%2F03%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes（最終訪

問日 2013 年 1 月 25 日）  
214 シンガポール特許庁（IPOS）ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/rd_pdNo2of2005.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 25 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/rd_pdNo2of2005.pdf
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22663e5d75-3236-4861-a705-46c82b602fe1%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20TransactionTime%3A20120604000000;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A04171a2e-3e55-4a8f-855b-b55aaced7e18%20Depth%3A0%20ValidTime%3A17%2F04%2F2005%20TransactionTime%3A31%2F03%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
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 著作権法第 63 章第 10 節215第 73 条、第 74 条 

著作権法と意匠法との調整規定が記載されている。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 職員、審査官向けの審査基準、ガイドラインは文書として提供されて

いないが、アンケート調査の回答によると出願の運用に関するマニュア

ルがコンピューターシステムで提供されている。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向け資料として、出願ガイドライン216（資料編 5-3）、図面ガイ

ドライン217（資料編 5-4）、願書様式218、願書記載方法ガイドライン219（資

料編 5-5）が提供されており、英語版資料について資料編に仮訳を収録し

た。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 シンガポール知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore: 

IPOS） 

http://www.ipos.gov.sg/ 

 

                                                   
215 AGC ウェブサイト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=15f53b9a-6c0a-4a3b-a038-1

37548c717d5;page=0;query=DocId%3Ae20124e1-6616-4dc5-865f-c83553293ed3%20%20

Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#P1III-P210-.（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
216 IPOS ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
217 IPOS ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistere

ddesign/Registereddesignsresources/GuidelinesforSubmittingRepresentations.aspx（最

終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
218 特許庁、外国産業財産権侵害対策等支援事業、出願料金・書式、シンガポール

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf（最終訪問日

2013 年 1 月 25 日） 
219 IPOS ウェブサイト  

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/FillingUpFormD3v2.pdf（最終訪問

日 2013 年 1 月 25 日） 

http://www.ipos.gov.sg/
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p
http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/FillingUpFormD3v2.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistereddesign/Registereddesignsresources/GuidelinesforSubmittingRepresentations.aspx
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 下記組織図220の Registries Group 中の Regitry of Designs（意匠登録

課） が意匠担当部門となる。 

 

 

（３） 統計情報221 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 1,482 1,305 1,161 1,357 1,551 

うち海外からの出願件数  970 951 640 814 890 

うち日本からの出願件数  232 286 184 263 389 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 1,537 1,327 1,251 1,203 1,541 

うち海外からの登録件数  1,028 936 720 722 930 

うち日本からの登録件数  246 287 203 214 381 

                                                   
220 IPOS ウェブサイト http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
221 アンケート調査結果  

http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx
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(iii) 上位出願人氏名（企業名） 

順位 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

2 Nokia 

Corporation (FI) 

Apple Inc. (US) Soo Kee 

Jewellery (SG) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

3 SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Toyota Jidosha 

Kabushiki 

Kaisha (JP) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Victaulic 

Company (US) 

Soo Kee 

Jewellery (SG) 

4 Koninklijke 

Philips 

Electronics NV 

(NL) 

Amorepacific 

Corporation 

(KR) 

SC Auto 

Industries (S) 

Pte Ltd (SG) 

Soo Kee 

Jewellery (SG) 

Elecom Co,  Ltd 

(JP) 

5 Toyota Jidosha 

Kabushiki 

Kaisha (JP) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Sony Ericsson 

Mobile 

Communications 

AB (SE) 

Love & Co. (SG) Love & Co. (SG) 

 

(iv) 審査等に要する期間 

出願は受理された後、登録証が発行され、出願から 2 月以内に順に公

開される。 

 

(v) 審判請求 

 意匠に関する審判請求は、無効審判、拒絶査定不服審判、その他の審

判を含め、過去 5 年間には例がない。 

 

(vi) 意匠権に関する訴訟 

 行政不服訴訟： 0 件 （2011 年のデータ） 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠法の意匠の定義によると、『工業上の方法により物品に適用された

形状、輪郭、模様又は装飾の特徴をいう』とされ、『構造についての方法

又は原理』が除外され、さらに『機能によってのみ特定される場合』『別
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の物品の外観によって決められる場合』『別の物品に接続して、別の物品

の中又は周り又はこれに対して配置して、機能を果たす場合』が除外さ

れている（意匠法第 2 条）。 

 また、物品の定義として『製造品をいい、物品の一部で、別個に製造

及び販売されるもの』及び『組物』としている（意匠法第 2 条）。 

 このことから「部分意匠」「部品」は認められないと解されるが、実体

審査が行われないため、部品と思われる登録例222も存在する。また、ガ

イドラインによれば点線・破線を使用して disclaim する部分を表示する

ことは認められている223。 

 公序良俗既定があり、これに反するものは登録できない（意匠法第 6

条）。 

 GUI(Graphical User Interface)、アイコン等が保護されるか、とのア

ンケート調査の質問に対し、上記意匠法第 2 条の定義に該当するならば

保護される、との回答を得た。 

 無審査であるため、画面上の表示（アイコン等）に関して、登録例は

存在するが登録の有効性については疑問があるとされている224。 

                                                   
222 D2011/192/G シンガポール登録意匠

http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/designSearch_Servlet?Ops=GetDesignDetails

&DN=D%2020110019200G&W=YES（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
223 図面ガイドライン 図面等の表示  
224 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年 3 月）p.140 

http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/designSearch_Servlet?Ops=GetDesignDetails&DN=D%2020110019200G&W=YES
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(ii) 審査フロー図 

 シンガポールの意匠出願のフロー図225は以下のとおりである。 

 

 

 

 

(iii) 使用される意匠分類 

 意匠規則に分類表が添付されており（意匠規則 附則 3）、ロカルノ分

                                                   
225 IPOS ウェブサイト、意匠出願ガイドライン

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf
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類に準じた独自分類とのこと226。出願ガイドラインではロカルノ分類と

同じ 32 のクラス及びそのサブクラスからなる分類とされている227。 

 

(iv) 出願 

法令等に出願日の認定要件は明確に規定されていないが、出願ガイド

ラインでは「完全な出願が所定の手数料を添えて提出された場合、意匠

番号及び出願日が付与される」と解説されている228。 

方式要件は意匠規則 27 に規定されており、紋章・名称等の出願には同

意書が求められ（意匠規則 10、11）、出願様式の使用（意匠規則 13）、意

匠の表現に関する規定（意匠規則 14）、新規性の陳述の添付（意匠規則

15）、新規性喪失の例外規定（意匠法第 8 条）適用の陳述の願書への記載

（意匠規則 17）、関連する先の意匠（意匠法第 10 条）適用の陳述の願書

への記載（意匠規則 18）、優先権主張の詳細の添付が求められる。  

 

出願様式 D3229による記載項目は以下の通りである。 

 意匠の数（複数意匠出願の場合） 

 追加シートの数（願書用紙を追加する場合） 

1. 参照番号（任意） 

2. 意匠番号（意匠登録局が記入する） 

3. 分類（必須、クラス及びサブクラス） 

4. 組物の物品数（該当する場合） 

5. 物品の名称（必須） 

6. 出願人の権利（創作者であるか否か） 

7. 出願人の詳細（名前、住所、電話番号、FAX 番号、法人／個人、国

籍、州（該当する場合）） 

8. 意匠の表現、新規性の陳述（付属書類 A として提出する） 

9. 優先権主張（該当する場合、優先権主張国、優先日） 

10. 優先権主張（該当する場合、譲渡などが行われた場合の譲渡証など） 

11. 関連する意匠（該当する場合） 

12. 開示（該当する場合、背信による開示、博覧会での開示など） 

13. 代理人（名前、連絡先住所、電話番号、FAX 番号） 

14. 宣誓書（署名） 

附則書類 A 

 意匠の表現（必須、10 図まで提出可） 

                                                   
226 アンケート調査結果  
227 出願ガイドライン 「分類」  
228 出願ガイドライン 「出願日」  
229 特許庁、外国産業財産権侵害対策等支援事業、出願料金・書式、シンガポールによる

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf（最終訪問日

2013 年 1 月 25 日） 

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf
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 新規性の陳述 

 

英語での出願が求められ、英語以外の書類には英語の翻訳が必要とな

る（意匠規則 3A(2)）。 

出願ガイドラインに「新規性の陳述書」に関する解説があり、「出願人

が新規とみなし権利の請求を希望する意匠の特徴を説明する」としてい

る。また、数字や文字などが含まれる場合、これらについて権利を放棄

する旨の記述も含められる。 

 

(v) 意匠の表現及び表現手法 

意匠の表現は複製に適した図面又は写真により、意匠の異なる図面の

最大数は 10 図であり、図面の寸法は 3cmx3cm から 13cmx15cm の範囲

とされ、また、書類出願には一組の表現が提出されなければならない230。

織物に適用する二次元の意匠の場合は見本（Samples）を添付できるが、

明確なサイズ等の規定は無く、受領を拒否される可能性もある（意匠規

則 20）。また、「登録官が要求しない限り、いかなる見本（Specimens）

も提出してはならない」（意匠規則 21）との条項もある231。 

 また、意匠の表現は鮮明であり、複写に適した写真又は図面であるこ

と、書類出願の場合は A4 用紙に貼付すること、写真はつや消し仕上げで

コントラストのはっきりした背景を使うこと、無関係の物品を排除する

こと、電子出願の場合は JPEG 形式とすること等が求められている232。 

 また、斜視図を付属書類 A として提出すること（この付属書類 A の図

面が公報に掲載される）、十分な数の図面として正面図、背面図、右側面

図、左側面図、平面図、底面図などが含まれていること等が求められて

いる233。 

 組物の場合、付属書類 A の図面に組物中のすべての物品が図示されて

いることが求められている234。 

 電子出願の場合、ファイルのサイズは最大 1 メガバイトであり、線図

の解像度は最低 200dpi、写真の解像度は最低 150dpi とされている235。 

 図面等への番号表示、「斜視図」等の文言は含まれないこと、物品の一

部の部品にのみ適用される意匠を保護しようとする場合は、その物品の

一部の部品を実線で特定し、保護を請求しない部分について点線又は波

線で示すことを認めている236。 

 

                                                   
230 意匠指令 2005 年 2 号 
231 「Sample」と「Specimen」の使い分けが不明  
232 図面ガイドライン 表現の態様  
233 図面ガイドライン 表現の各種図面 
234 図面ガイドライン 図面の数  
235 図面ガイドライン 図面の寸法  
236 図面ガイドライン 図面等の表示  
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(vi) 優先権 

 条約国（パリ条約加盟国又は世界貿易機関加盟国）において行われた

最初の出願から 6 月以内のシンガポールへの出願に対して優先権を主張

することができる（意匠法第 12 条）。 

 優先権主張のために願書に記載が必要な情報は以下の通りである（意

匠規則 19）。 

  優先権出願のなされた国又は地域 

  優先権出願の提出された日付 

  意匠に係る物品が所属する分類 

  優先権出願が複数の物品に対して行われた場合、優先権を主張する物

品 

  優先権出願の登録機関又は所轄官庁が発行する次の証明書（登録官が

求めた場合） 

1. 優先権出願の出願日 

2. 登録機関又は所轄官庁の国又は地域 

3. 意匠の表示 

4. 優先権主張が網羅する物品 

5. これらの証明書が英語でない場合、英語による認証翻訳文 

優先権主張する場合、願書の第 9 項、10 項に所定の事項を記載し、証

明書等を添付する。 

 

(vii) 登録要件 

新規である意匠は、その出願において明記される物品に関して登録す

ることができる。出願意匠が、(a) 先の出願の履行において同一の又は

その他の物品に関して登録された意匠、又は(b) 最初に述べた出願の日

付の前に同一の又はその他の物品に関してシンガポール又は他の場所

で公表された意匠と同一の場合は、又は重要でない細部において若しく

は取引上普通に用いられる変形としての特徴においてのみ当該意匠と

異なる場合、新規とであるとは認められない（意匠法第 5 条）。 

また、公序良俗に反する意匠（意匠法第 6 条）、コンピュータ・プログ

ラム等（意匠法第 7 条）も登録できない。 

また、意匠の定義に関する規定から、機能のみによる特定される意匠

も除外される（意匠法第 2 条）。 

しかし、実体審査は行われないため、（iv）で述べた方式要件が満たさ

れ、出願手数料が納付されれば登録となり（意匠法第 11 条）、登録官は、

登録簿に記載し、所有者に登録証を発行し、登録の通知及び意匠の表示

を官報に公告する（意匠法第 18 条）。 

登録から除外される意匠として、彫刻品（複製のためのひな型は除く）、

記念銘板、メダル、メダリオン（円形浮彫）、本のカバーやカード、カレ

ンダーなどの文学的又は芸術的性質の印刷物が挙げられている（意匠規
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則 9）。 

 

(viii)  新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 次の場合の開示については新規性を喪失したとはしないことが意匠法

第 8 条に規定されている。 

  所有者による第三者への開示で、その第三者による善意に反する開示 

  第三者による善意に反する開示 

  登録を意図した織物の意匠の場合の最初の秘密の注文の受領 

  所有者による政府省庁への意匠の伝達、又はその結果なされた事項 

  所有者の同意を得た公式博覧会での展示（この場合は博覧会の開会後

6 月以内に出願されること） 

本規定の適用を申請する場合、願書に次の事項を陳述する。 

  意匠法第 8 条のいずれに関する主張であるか（選択肢）  

  開示の状況及び関連する日付 

  博覧会の場合、名称と開催地、開幕日、最初の開示日 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

出願は方式要件を満たせば登録され、公告される(意匠法第 18 条)。 

第三者による情報提供を受付けるサービスはない237。 

安全保障条項があり、国防目的に関連する意匠は公告されない(意匠法

第 29 条)。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 公開を繰り延べる制度はない238。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 権利付与前の異議申立制度はない239。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

方式要件が満たされ、出願手数料が納付されれば登録となる（意匠法

第 11 条）。登録官は、登録簿に記載し、所有者に登録証を発行し、登録

の通知及び意匠の表示を官報に公告する（意匠法第 18 条）。 

出願費用は電子出願で 250 シンガポール・ドル（SGD）240、書面出願

で 270SGD、公告、登録費用についての別途費用はかからない。 

 

                                                   
237 アンケート調査結果  
238 アンケート調査結果  
239 アンケート調査結果  
240 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1SGD=約 68.8 円 
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(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 登録の存続期間は、登録日から 5 年であり、第 2 期及び第 3 期の 5 年

間ずつ延長することができる（意匠法第 21 条(1)(2)）。 

意匠権者は、登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠が適用され

た物品を、(a) 販売又は賃貸のため又は取引又は事業の目的で使用するた

めに、シンガポールにおいて製造し、又はシンガポールへ輸入する排他

的権利、又は(b) シンガポールにおいて販売し、賃貸し又は販売若しくは

賃貸のための申出若しくは陳列をする排他的権利を有する。即ち、意匠

権は、登録意匠と実質的に同一とみなされる意匠の実施に及ぶ（意匠法

第 30 条(1)）。 

意匠権は、登録が有効な間に、意匠権者の同意を得ていない者が以下

の行為をした場合に侵害される（意匠法第 30 条(2)）。 

(a) 前記排他的権利である何かを行うこと、 

(b) 登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠が適用された物品をシ

ンガポール又はその他の場所で製造することができるようにするために

何らかの物を製造すること、 

(c) 組み立てられた物品に関して行われていれば、その意匠の侵害を構成

するであろうキットに関して何かを行うこと、又は 

(d) 組み立てられた物品が登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠

であれば、キットをシンガポール又はその他の場所で製造又は組み立て

ることができるようにするために何かを行うこと 

ここで「キット」とは，物品に組み立てられることを意図した構成部

品の完全な又は実質的に完全なセットを意味する（意匠法第 30 条(3)）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

  意匠が新規でなかった場合、著作権のある芸術作品に関しての意匠

であった場合、期間が満了していた場合、利害関係人は登録官又は裁判

所に取消を申請できる（意匠法第 27 条）。 

 登録官に取消を申請する場合は様式 D13 を用い、申請を行う理由の陳

述書を添付する（意匠規則 40）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

登録官が方式要件を満たしていないとする場合、書面による出願人に

通知される。通知の送達から 3 月以内に、書面による陳述、聴聞の申請、

訂正の申請ができるが、また応答期間の延長も申請できる。出願人が登

録官の決定に対し上訴を望む場合は、決定の日から 1 月以内に決定理由

を述べるように請求する。登録官は請求日から 2 月以内に決定理由を出

願人に送付する(意匠規則 27)。 

登録官の決定又は命令は、裁判所へ上訴することができ、審理は非公

開で行われる（意匠法第 62 条）。 
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(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 意匠の産業上の利用に関して意匠規則 12 に次の規定がある。 

『(1)意匠法第 9 条の適用上，意匠は次の場合に産業上利用されたものと

する。 

(a)販売又は賃貸の目的で，50 個超過の三次元の複製品が作成された

場合 

(b)販売又は賃貸の目的で，長さ単位で製造されている一又は複数の物

品において三次元で複製された場合 

(c)次の製造用に使用されている型(plate)として複製された場合 

(i)販売又は賃貸の目的での 50 個超過の三次元の複製品，又は 

(ii)販売又は賃貸の目的での三次元による一又は複数の物品  

(2)(1)の適用上，三次元による二以上の複製品で，同一の一般的性質を

有し，かつ，一緒に使用することを意図したものは，単一の複製品で

ある。』 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 審査業務体制は公開されていない。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 方式審査のみが実施され、登録可能性、優先権主張の正当性、意匠の

表示の妥当性などは何れも考慮されない（意匠法第 19 条）。 

 方式審査の内容としては、意匠の表現が所定のサイズ及び品質である

か、分類が正確であるか、新規性の陳述書が記載されているかが確認さ

れる241。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 分類は出願人によって付与され、方式審査で審査官によって確認され

るが、付与が不適切であった場合の対応についての記載は見当たらなか

った。しかし、審査官によって確認されれば、補正が求められるものと

考えられる。 

 

(iv) 審査順の定め方 

審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査は実施されない。 

                                                   
241 出願ガイドライン 方式審査  
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(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 方式審査で不備が確認された場合、出願人に通知され、意見書又は補

正により不備が解消されれば登録となる。不備が解消されない場合は拒

絶となるが、登録官への上訴、又は裁判所への上訴が可能である（意匠

規則 27、意匠法第 62 条）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 権利の有効性を評価する手続き、又はサーチレポートの作成はない242。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 先行意匠調査は実施されない（意匠法第 19 条）。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 先行意匠調査は実施されない（意匠法第 19 条）。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 審査官は意匠に重点を置いた知財法に関連した教育と研修に参加する
243。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 新人の審査官は法と運用に関しての研修を受ける244。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 海外知的財産庁との会議は、派遣されたものがシンガポールを訪問し

たときに行われる245。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 海外からの支援に関して回答は得られなかった246。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 海外からの支援に関して回答は得られなかった247。 

                                                   
242 アンケート調査結果  
243 アンケート調査結果  
244 アンケート調査結果  
245 アンケート調査結果  
246 アンケート調査結果  
247 アンケート調査結果  
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(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 特に連携は行っていない248。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 このような取り組みは行っていない249。電子出願は書類出願に対して

割引料金になっている（意匠規則 附則 1）。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

 アンケート調査の回答に例示されなかったので、JETRO 模倣対策マニ

ュアル250に挙げられている事例を以下に示す。 

(i) Hunter Manufacturing Pte Ltd 対  Soundtex Switchgear & 

Engineering Pte Ltd 事件  

Hunter Manufacturing Pte Ltd 他 対  Soundtex Switchgear & 

Engineering Pte Ltd 他事件の控訴審、［1999 年］3SLR(R)1108 では、

意匠のある特徴が機能に決定づけられ、それ以外の特徴は決定づけられ

ていない場合であっても、意匠は登録可能であるという提案を示してい

る。登録意匠は電気メーターボックスの意匠であった。当時、意匠が「人

目を引くもの」でなければならない（すなわち、形状又は輪郭に識別力

があり、「見る人の注意を引くよう計算された」ものであること）とい

うことが、付加的な登録基準であった。この要件は現在撤廃されている。

控訴裁判所は、意匠が登録可能であると判断した。意匠は「人目を引く

もの」という基準を満たし、「機能性の例外」に陥ってもいないが、そ

の理由はその形状および輪郭、モジュラー部分と流線型の調和が、機能

に決定づけられただけのものではないからである。 

 

(ii) Nagashima Electronic Engineering Pte Ltd 対 APH Trading Pte Ltd 

事件  

Nagashima Electronic Engineering Pte Ltd 対 APH Trading Pte 

Ltd 事件、［2005 年］2SLR(R)641 は、機能性の適用と「合致の必要

性 (must-match)」の例外について説明している。登録意匠は電気アイソ

レータの意匠であった。高等裁判所は、(1)意匠が新規ではなく、既存の

意匠と異なるのが、取引上一般的に使用される変更点であって、意匠の

重要でない細部又は特徴のみであったこと、(2)電気アイソレータの形状

                                                   
248 アンケート調査結果  
249 アンケート調査結果  
250 『模倣対策マニュアル   シンガポール編』（日本貿易振興機構（ジェトロ）2012 年 3 月）、

p.36 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

25 日） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf
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又は輪郭の特徴が、実施する必要のある機能に決定づけられるだけのも

のだったこと（「機能性の例外」）（なおこれは、一定の国際基準、業

界基準又は管理基準を遵守することを求められているものである）、 (3)

いずれの物品もその機能を果たすように、電気アイソレータの形状又は

輪郭の特徴が、電気アイソレータを別の物品に接続することを可能にす

るか、別の物品の内部、周辺又は接触して配置することを可能にするも

のであって（「合致の必要性  (must-match) の例外」）、その結果外箱

および表面カバーにはめ込むために電気アイソレータがそのような形状

を取らざるを得なかったことを理由として、意匠に登録性がないと判断

した。 

 

（８）参考文献 

(i) 意匠法（2004 年法律 No.44 により改正、2005 年 1 月 1 日施行） 

 

(ii) 意匠規則（2005 年 S556 改正、2005 年 9 月 1 日施行、「意匠規則 2000

年 S504、2002 年改正」にさらに改正を加えたもの） 

 

(iii) 意匠国際登録規則（2005 年 S177、2005 年 4 月 17 日施行） 

 

(iv) 意匠指令（2005 年 No.2、2005 年 9 月 1 日施行） 

 

(v) 出願ガイドライン 

 

(vi) 図面ガイドライン 

 

(vii) 願書記載方法ガイドライン 

 

(viii) 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年

3 月 30 日） 

 

(ix) 『模倣対策マニュアル   シンガポール編』（日本貿易振興機構（ジェト

ロ）2012 年 3 月） 
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６． フィリピン  

 

（１） 法令等整備状況 

フィリピンの知的財産制度に関する法令として以下の 1 つの法律、3 つの

規則、及び出願人向けの資料が提供されている。    

(i) 法律 

 知的財産法251（2008 年法律第 9502 号により改正された法律第 8293 号 

2008 年 7 月 4 日施行） 

 特許、実用新案、意匠、商標を扱う法令である。分野ごとにまとめて

扱われているが、共通部分は主となる特許の条文を準用する形となって

いる。 

 

(ii) 規則・政令等 

 知的財産施行規則252（特許・実用新案・意匠に関する施行規則 改正：

2011 年 4 月 20 日）（資料編 6-1） 

 知的財産法と同様に分野ごとにまとめて扱われている。 

 知的所有権に係わる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則 253

（2010 年 12 月 6 日公布） 

 知的財産全般に亘る訴訟・裁判に関する規則である。 

 当事者系手続に関する規則254（標章，特許，実用新案及び意匠の取消申

請，標章登録への異議申立，強制ライセンス許諾 1998 年 10 月 2 日公

布） 

 特許、実用新案、意匠、商標に関する知的財産庁への、当事者系の不

                                                   
251 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 知的財産法（特許庁収録翻訳文では第 13 章

（第 112 条から第 120 条まで）は「意匠及び集積回路の回路配置」とされ、両分野の併記

となっているが、現行版では意匠の条項のみ扱われ、集積回路の回路配置に関する条項は削

除されている。）。  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  

意匠に関する法律条文は特許庁収録の知的財産法では第 13 章「意匠及び集積回路の回路配

置」となっているが、IPPHL 掲載の IP Code では第 13 章「意匠」となっており、「集積回

路の回路配置」に関する条項が記載されていない。本報告では現地法律文書に従い「集積回

路の回路配置」に関する条項・記述は除いて引用する。  

http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartII.pdf 
252 THE REVISED IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS FOR PATENTS, 

UTILITY MODELS AND INDUSTRIAL DESIGNS 

http://ipophil.gov.ph/whatsnewfile/d9ce6efe_THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTI

LITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.PDF（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  
253 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 行政不服申立に関する規則（最終訪問日

2012 年 8 月 1 日）http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 
254 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 当事者系手続に関する規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartII.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://ipophil.gov.ph/whatsnewfile/d9ce6efe_THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.PDF
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服申立及び裁判所への上訴に関する規則である。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 審査官向け意匠審査基準は作成中255であり、現在のことろ提供されて

いない。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向けガイドラインはウェブ非公開であり、本調査研究に提供さ

れなかった256。願書様式257（資料編 6-2）、審査フロー図258（資料編 6-3）、

審査フロー図解説259（資料編 6-4）、料金表260（資料編 6-5）があり、資

料編に仮訳を収録したが、以下の本文でも一部を紹介する。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 フ ィ リ ピ ン 知 的 財 産 庁 （ Intellectual Property Office of the 

Philippines: IPOPHL） 

http://www.ipophil.gov.ph/ 

 

下記、組織図261の特許局（Bereau of Patents）の下部組織となる 意

匠・集積回路審査部が担当部署となる。 

                                                   
255 アンケート調査結果  
256 Industrial Desing Kit、フィリピン知的財産庁（IPOPHL）より表紙のみ提供された。  
257 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf

（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
258 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日）  
259 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/index.php/design/application-process-flow-chart（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  
260 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=30（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日） 
261 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/index.php/vision-mission/organizational-structure（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/
http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf
http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22
http://www.ipophil.gov.ph/index.php/design/application-process-flow-chart
http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=30
http://www.ipophil.gov.ph/index.php/vision-mission/organizational-structure
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（３） 統計情報262 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 920 1,113 810 845 1,112 

うち海外からの出願件数  526 615 322 410 651 

うち日本からの出願件数  137 216 75 106 197 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 1,333 1,214 796 960 596 

うち海外からの登録件数 865 721 388 318 326 

うち日本からの登録件数 274 242 118 74 114 

 

(iii) 分類別意匠登録出願件数 

意匠分類別出願 

件数 

（ロカルノ分類） 

2007 2008 2009 2010 2011 

01 食料品 28 70 42 14 49 

02 衣料品及び小間物類 648 1,224 441 279 207 

03 旅行用品，ケース，パラソル

及び身の回り品，他で明記されて

いないもの 

90 145 80 60 55 

04 ブラシ製品 20 105 95 130 145 

                                                   
262 アンケート調査結果  
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05 繊維製品，人造及び天然のシ

ーツ材料 

32 80 120 128 80 

06 家具 1,890 1,665 1,245 960 495 

07 家庭用品，他で明記されてい

ないもの 

1,400 1,030 770 730 470 

08 工具及び金物類 180 156 132 168 192 

09 商品の輸送又は処理のため

のパッケージ及び容器 

2,948 3,487 1,518 2,112 891 

10 時計，携帯時計及びその他の

計測器具，検査器具及び信号器具  

176 96 128 256 64 

11 装飾用品 42 315 154 42 7 

12 輸送又は引き揚げの手段 3,024 5,454 2,286 972 972 

13 電気の発電，供給又は変流の

ための器具 

215 235 275 145 95 

14 記録，通信又は情報検索の機

器 

115 370 190 180 125 

15 機械，他で明記されていない

もの 

290 280 430 100 70 

16 写真撮影機器，映画撮影機器

及び光学機器 

72 8 0 32 32 

17 楽器 35 14 14 0 35 

18 印刷機械及びオフィス用機

械 

12 30 0 6 0 

19 文房具及びオフィス機器，画

家の材料及び教材 

189 171 171 234 45 

20 販売及び広告機器，表示具 28 188 188 44 0 

21 ゲーム，玩具，テント及びス

ポーツ用品 

90 315 220 120 45 

22 武器，火薬製品，狩猟，漁猟

及び害獣駆除のための物品 

16 16 8 0 0 

23 流体供給装置，衛生用，暖房

用，換気用及び空調用の機器，固

体燃料 

791 1,022 630 266 182 

24 医療器具及び実験室用器具 276 540 84 144 138 

25 建築ユニット及び建設部材 366 528 546 306 174 

26 照明機器 1,504 888 392 432 208 

27 煙草及び喫煙者の消耗品 112 104 56 48 32 

28 医薬品及び化粧品，化粧用品

及び化粧道具 

210 174 252 174 42 
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29 火災防止用，事故防止用及び

救助用の装置及び器具 

15 0 6 3 0 

30 動物の世話及び扱い用の物

品 

0 0 11 44 99 

31 飲食物を調理するための機

械及び器具，他で明記されていな

いもの 

14 6 4 4 2 

32 グラフィックシンボル，ロ

ゴ，表面模様及び装飾 

262 194 268 258 500 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 知的財産法第 112 条、知的財産規則 1500 によれば、意匠は、線若し

くは色彩からなる構図又は形状であり、美的及び装飾的効果をもたらす

立体的形状である。ただし、構図又は形状は工業品又は手工業品に特別

な外観を与え、模様として機能するものでなければならない。工業品に

は製造品又はそれを含む一部であって、個別に製造及び販売できるもの

を含む、と定義されている。 

 ロカルノ分類のサブクラスに属する意匠は、2 以上の意匠が 1 出願で

認められる。また、組物の意匠も認められる（知的財産法第 115 条、知

的財産規則 1515）。 

 アンケート調査結果では、GUI(Graphical Use Interface)、アイコン

は保護されるが、タイプフェイス、ピクトグラム（絵文字）、シンボルマ

ーク、模様（模様のみの権利）は保護されないとされる。しかし、同結

果によると複数製品の組み合わせ（組物）も保護されないと回答されて

いる。 

 意匠の定義からすると部分意匠は認められないと解されるが、クレー

ムされていない周囲の構造を破線で表すことは認められている（知的財

産規則 1514.2）。 

 

(ii) 審査フロー図 

 以下に審査のフローを示す263。 

                                                   
263 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22
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(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 9 版）が使用される（知的財産規則 1613 で準用さ

れる 701）。独自の意匠分類は存在しない。264 

 

(iv) 出願 

出願が要件を満たしていれば受理された日が、満たしていなければ誤

りが訂正された日が出願日とされる（知的財産法第 116 条）。 

出願書類はフィリピン語又は英語での作成が求められ、書面出願及び

電子出願が可能であり、以下の項目を含める（知的財産規則 1510）。 

 意匠登録願書 

・ 意匠の名称 

・ 出願人：創作者であるかのチェック、氏名、住所、電話、FAX、

                                                   
264 アンケート調査結果  
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メールアドレス、国籍、居住国 

・ 創作者：出願人であるかのチェック、氏名、住所、電話、FAX、

メールアドレス、国籍、居住国 

・ 代理人又は共通の代表者（通知の宛先）：氏名、住所、電話、FAX、

メールアドレス 

・ 優先権主張：先願国、出願日、出願番号 

・ 出願人又は代理人の署名 

・ チェックリスト：願書、明細書、請求の範囲、図面の各枚数及び

合計枚数、公告時に要約に掲載を希望する図番号 

・ 添付書類チェックリスト（以下の書類の添付の有無）：公証委任

状、包括委任状謄本、優先権書類、手数料納付の小切手、その他

の書類 

 明細書 

・ 名称 

・ 図面の簡単な説明 

・ 意匠の特性・特徴の説明 

・ 請求の範囲 

 意匠の図面 

 書面で提出する場合、登録願書以外の書類は 4 部提出する。 

 また、使用する用紙は A4 サイズ、光沢のない白紙、上下左右に余白、

通し番号による頁番号の記載が求められる（知的財産規則 1603）。 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

［意匠の図面に関する特別な要件（陰影、写真、色彩の使用）］ 

図面は実用新案及び意匠の図面のために本規則に規定された共通規則

に従って作成し，また，意匠の図面は，物品の外観を完全に開示するた

めに十分な数の図を具備しなければならない。表示された表面の特徴又

は輪郭を示すために，表面の陰影を適切に使用しなければならない。 

出願人は，本規則により規定されている図面の所定の様式に代えて，

意匠の写真を提出することができる。ただし，当該写真は本規則で指定

する用紙に印刷し，対応する写真に最も近い用紙に黒で図形番号を付す

ことを条件とする。 

意匠の重要な特徴が使用されているか又は使用しようとしている色彩

である場合は，適用されている色彩を実際に図面に再現することができ

る。そうでない場合は，その色彩が用いられる物品の主な部分を指定し

た上で，クレームされた色彩の名称を挙げる陳述をしなければならない。

（知的財産規則 1514） 

 

［意匠の図形表示の要件（CAD による図面）］ 

墨による製図の代わりのコンピュータ製図 (CAD)等による意匠の図形
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表示は，これが本規則，特に意匠の図面に関する特別な要件について満

たすことを条件に，受理することができる。（知的財産規則 1514.1） 

 

［意匠の図面への破線の使用］ 

図面の開示においてクレームされていない周囲の構造は、必要に応じ

て破線のみにより示すことができる。破線が使用される場合は、クレー

ムされている意匠と交差させてはならず、また、クレームされている意

匠の描写に用いられている線よりも濃いものであってはならない。周辺

構造を示す破線がクレームされている意匠の表示と交差又は交錯する場

合は、その説明図を別個の図として含めなければならない。（知的財産規

則 1514.2） 

 

知的財産規則 1608 に知的財産規則 413、414.1 から 414.15 に規定さ

れている公式な図面の提示に係る規定が意匠に準用されるとしており、

以下に示す。 

［図面の一般的要件］ 

(a) 図面は，出願人が署名しなければならず，又は出願人の代理人が出願

人の名称を図面に署名することができる。図面は，クレームの対象であ

る発明のあらゆる特徴を示さなければならない。図面は、複数の図で構

成し、発明の完全な理解の助けとなるように発明の全ての特徴を示すこ

とができ，各図には連続番号を付し，表現する対象を簡単に説明しなけ

ればならない。 

(b) （略） 

(c) 各図の各要素は，図の他の各要素と適正な割合にする。ただし，別の

割合を使用することが図を明確にするために不可欠である場合は，この

限りでない。 

(d) 発明の同じ部分が図面中の１以上の図に存在する場合は，必ず同じ文

字で示し，別の部分を示すために同じ文字を使用してはならない。（知的

財産規則 1608 で準用される 413） 

 

［図面への最適化についての統一基準］ 

各図面原本は，発明の十分かつ明確な視覚化についての統一基準にで

きる限り近付けなければならず，発明者，庁及び公衆のために最良の結

果をもたらす目的で，技術図面作成の標準要件に従わなければならない。 

従って，以下の規則を厳格に実施するものとし，規則からの逸脱は，

出願審査を確実に遅らせることになる。（知的財産規則 1608 で準用され

る 414.1） 

 

［用紙及びインク］ 

図面は，滑らかで，光沢がなく，墨による消去や修正ができる十分な
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厚みと耐久性のある白紙で作成しなければならない。図面に均質の線を

引くために，墨又は同質物のみ使用することができる。 線及びその他の

要素を隠すための白色顔料の使用は，認めない。（知的財産規則 1608 で

準用される 414.2） 

 

［紙の大きさ及び余白］ 

 図面は，正確に 29.7cm×21cm すなわち A4 判の大きさの紙に作成す

る。最小の余白は，次の通りとする。 

上方：2.5cm、左方：2.5cm、右方：1.5cm、下方：1cm  

図面，図の番号，参照番号及び署名は，余白で囲まれたスペースに収

めなければならない。用紙の短い辺の一方をその上方とみなし，その仮

想線から下向きに 3cm 以上を，名称，番号及び日付よりなる標題のため

に空白にしておく。（知的財産規則 1608 で準用される 414.3） 

 

［文字及び黒の線］ 

 すべての図面は，複製が十分なものとなり得るように，製図器具を使

用して作成しなければならない。図面は，色づけせずに，耐久性があり，

黒色で，十分な濃さがあり、統一的な厚みのある，明確な線を用いて作

成する。すべての線及び文字(署名を含む)は，黒色でなければならない。 

この指示は，すべての線(きわめて細いものを含む)，陰影及び断面図の切

断面を示す線に適用される。すべての線は，整った，鮮明かつ均質な線

でなければならず，また，細過ぎたり詰まり過ぎたりしてはならない。

面に陰影を施すときは，陰影部の輪郭に縁取り線を施さない。断面は，

斜め線の網掛けで示し，これが参照記号及び引き出し線の明確な読み取

りを妨げてはならない。断面又は表面の陰影は，黒く塗りつぶしてはな

らない。フリーハンドの図面は，可能な限り避ける。（知的財産規則 1608

で準用される 414.4） 

 

［線の数は可能が限り少なくし、陰影はなるべく又はまったく使用しな

い］ 

図面は，明瞭に徹するように，可能な限り少ない線で作成しなければ

ならない。本条規則を遵守することにより，縮小後の図面の効果が大幅

に向上する。陰影は(断面図の場合を除いて)予備的なものとして使用し，

他の方法でも描画することができる場合は使用しない。切断面は，破線

又は点線により全体図に示すものとする。また断面図の番号に対応する

番号で指定しなければならない。物体の陰影部には太線を使用するもの

とするが，図面が煩雑になり参照文字が不明瞭になる場合はこの限りで

ない。図面の作成においては，光の位置は，常に左上隅から 45 度の角度

で射し込むものと想定する。（知的財産規則 1608 で準用される 414.5） 
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［図面の縮尺；図面の提示］ 

図面の縮尺は，詰まり過ぎることなく発明の各図を明確かつ十分に示

すのに十分な大きさでなければならない。一枚の用紙に十分に収まらな

い場合は，二枚以上の用紙を使用することができるが，用紙の枚数は，

必要最小限の枚数よりも多くしてはならない。 

同じ図面の用紙には，複数の図を含めることができる。二枚以上の用

紙に含まれる図が，事実上単一の完全な図を形成する場合は，複数の用

紙に含まれる図は，各用紙に掲載される図のいずれの部分も隠すことな

く完全な図にまとめることができるよう配置する。 

図面の縮尺及びその実施図の特性は，３分の２の大きさに直線を縮尺

して写真により複製したものでも，すべての詳細を問題なく識別するこ

とができるものとする。 

例外的な場合には，図面上に縮尺が示されていれば，図により表示す

るものとする。（知的財産規則 1608 で準用される 414.6） 

 

［参照文字及び数字］ 

異なる図には連続番号を付す。参照文字及び数字は，記入方法に注意

しなければならない。高さは，なるべく 32mm 以上とし，10.6mm への

縮小に耐えられるようにする。十分な余地があるときは，これより大幅

に大きくしてもよい。参照文字及び数字は，図面の密接したかつ複雑な

部分の完全な理解を妨げないように配置するものとし，線と交差又は交

錯することが殆どないようにする。一定の部分の周囲にまとめて表示す

る必要がある場合は，余地があるときは若干の距離をおいて配置し，参

照する部分と線で結ぶ。陰影が施された面には配置しないものとする。

これを避けることができない場合は，文字が入る陰影の部分を白抜きに

して，図面とは別の独立した部分であることがわかるようにする。図面

に記載される数字，基準線は全て簡潔かつ明確なものにする。角括弧，

丸括弧又は引用符は，数字及び文字と関連しては使用しない。（知的財産

規則 1608 で準用される 414.7） 

 

［署名の位置］ 

出願人の氏名及び署名又はその正式の権限を付与された代理人の氏名

及び署名は，各用紙の右下端の仮想余白内に記載するものとし，如何な

る場合も，図面に掛かってはならない。（知的財産規則 1608 で準用され

る 414.8） 

 

［図面用紙における大きな図の位置］ 

各図は，無駄な余白を作らずに，相互から明確に離して１以上の用紙

に縦長に配置するのが望ましい。図が縦長に配置されない場合，例えば，

発明を適切に例示するために用紙の幅より大きな図が必要な場合は，図
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の上部が用紙の左側に来るように横書で表示する。（知的財産規則 1608

で準用される 414.9） 

 

［フローシート及び図表］ 

（略）（知的財産規則 1608 で準用される 414.10） 

 

［IPOPHL 電子公報の図面要件］ 

原則として，各発明について一つの図のみを IPOPHL 電子公報に表示

することができる。図面の図は，発明の内容又はその具体的な改良点を

示すものを選択しなければならない。この目的のため，図は，審査官の

判断により，斜視図，平面図，側面図又は断面図にする。（知的財産規則

1608 で準用される 414.11） 

 

［参照記号］ 

（略）（知的財産規則 1608 で準用される 414.12） 

 

［写真］ 

(a) （略） 

(b) （略） 

(c) 当該写真が受理されるためには，写真業界で一般に認められている

次の特性を有する印画紙，すなわち表面が滑らかで，白無地の印画紙に

焼き付けた写真，又は適切な寸法の感熱紙又は少なくとも材料 20

（substance 20）のボンド紙に印刷された写真。（知的財産規則 1608 で

準用される 414.13） 

 

［図面に記載してはならないもの］ 

代理人のスタンプ又は広告若しくは宛先は，図面に記載してはならな

い。（知的財産規則 1608 で準用される 414.14） 

 

［前記の規則に従わない図面は条件付きで受理される］ 

前記の規則に従って作成していない図面は，発明を十分に例示してい

るときは審査の目的で認められるが，この場合は，出願が許可される前

に図面を訂正するか又は新しい図面を提出しなければならない。 

出願人は，図面を作成するために技量を有する製図者を採用すること

が望ましい。（知的財産規則 1608 で準用される 414.15） 

 

(vi) 優先権 

 対応する外国出願の最先の出願日から 6 月以内の出願について、優先

権の主張が認められる（知的財産規則 1602）。 

 対応する外国出願の出願国、出願日、出願番号のほか、出願がなされ
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た官庁によって作成された英語の調査報告の写し、引用された関連書類

の複写などの提出が求められる（知的財産規則 1606）。 

 

(vii) 登録要件 

 新規性又は創作性のある意匠が保護を受け（知的財産法第 113.1 条）、

技術的若しくは機能的考慮により特定される意匠、公序良俗に反する意

匠は保護されない（知的財産法第 113.2 条、知的財産規則 1501）。これ

らの要件が満たされれば登録されるとされている（知的財産法第 117 条）

が、実体審査は行われないため、方式要件が満たされれば登録される（知

的財産規則 1505）。 

知的財産規則 1703 によれば、30 日の公告期間の経過後、登録に不利

な情報を受領しなかった場合、庁は意匠の登録を認め、通知する、とし

ている。 

 新規性に関しては世界公知を採っている（知的財産法第 119 条で準用

される第 23 条）265。 

 また、新規性の程度として、通常の観察者が先行意匠と誤解する可能

性のある些細な点のみで先行意匠と異なる意匠は、新規とは見なさい（知

的財産規則 1503）とされる。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

出願日又は優先日前 6 月の間の、創作者による開示、創作者の出願に

よるが開示されるべきでなかった開示又は第三者による冒認出願による

開示の場合、新規性喪失とはみなされない（知的財産法第 119 条で準用

される第 25 条、知的財産規則 1503） 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

出願は方式要件を満たせば登録され、公告される（知的財産法第 117

条）。 

知的財産規則 1703 によれば、30 日の公告期間の経過後、登録に不利

な情報を受領しなかった場合、庁は意匠の登録を認め、通知する、とし

ている。 

意匠出願は登録公告後、30 日間の間、第三者からの反対意見を受付け

る。反対意見は、宣誓供述人の個人情報及び事情並びに登録に異議を申

し立てる理由を述べる陳述書の形式で提出しなければならず、証拠によ

り立証されている必要がある（知的財産規則 1701）。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

                                                   
265 ここで第 119 条の原文（翻訳文でも）では「準用される第 21 条」とされているが、条文

の表題から第 23 条の誤記と思われる。  
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法令等に規定は見当たらないが、アンケート調査の回答によると、運

用により、出願人の希望する公開日を出願申請書に記載することにより

公開日を指定できる制度があり、指定できる日付にも制限はない。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

意匠出願は登録公告後、30 日間の間、第三者からの反対意見を不利な

情報として受付ける。反対意見は、宣誓供述人の個人情報及び事情並び

に登録に異議を申し立てる理由を述べる陳述書の形式で提出しなければ

ならず、関連先行意匠を引用した証拠により立証されている必要がある。

IPOPHL は、前記の要件を満たさない提出物は考慮に入れない。これに

加えて、利害関係人は、出願，登録手続及び登録制度全般の理解を深め

るため、IPOPHL での協議を請求することができる。このために、当該

関係者は、請求から 30 日以内で協議に応じることのできる日の候補を 3

日指定する。IPOPHL は、協議の請求の受領を確認し、提出された不利

な情報に係る追加情報又は説明を請求することができる。協議後 10 日以

内に、利害関係人は、新しい情報を含めるため、宣誓陳述書の形式によ

り、補足的に不利な情報を提出することができる。不利な情報はすべて

出願人に送付され、出願人は、通知の郵送日から 30 日以内にそれらにつ

いて見解を述べることができる。提出された不利な情報のコピー及びそ

れについての出願人の見解は、対象となる出願の包袋の一部を構成する。 

当該実用新案及び意匠の出願の登録性を決定する際は、本規則に基づ

き提出された不利な情報のみが考慮される。IPOPHL は、実用新案及び

意匠の出願に関する IPOPHL の決定について、不利な情報の提出者に対

して通知する（知的財産規則 1701）。 

局長は、意匠を登録するか否かを決定する。局長は、出願人に対し、

登録性要件を満たすように出願の補正を指示することもできる。このた

めに、局長は、職権によって登録性に関する報告を発行することもでき

る。補正出願は、本規則に基づき、登録前に再公告される。 

局長が実用新案又は意匠の登録を拒絶又は却下する場合は、出願人は、

知的財産法第 7.1 条(b)及び本規則第 13 部に基づき、当該決定について長

官に不服申立をすることができる。局長の決定又は命令の再審理の申立

は認められない。 

局長が、実用新案又は意匠の登録を認めた場合は、利害関係人は、実

用新案については知的財産法第 109.4 条、意匠については知的財産法第

120 条、両当事者系手続に関する規則に基づき、取消申請を法務局に提

出することができる。実用新案又は意匠を認める局長の決定について長

官に不服申立をすることができる（知的財産規則 1702）。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 出願が本規則に定められているすべての登録性の方式要件を満たし，
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庁が 30 日の公告期間の経過後に関係コミュニティから不利な情報を受

領しなかった場合は，庁は，実用新案又は意匠の登録を認め，出願人及

び関係コミュニティにその旨を通知する（知的財産規則 1703）。 

 登録に要する費用は出願時に必要な 3,030 フィリピンペソ（PHP）266の

みである。なお、総資産が 1,000,000PHP 未満の小規模事業者の場合、

費用は半額となる267。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠登録の存続期間は、出願から 5 年とされ、更新料の納付により 5

年ごと 2 回の更新が可能である。先行意匠と誤解する可能性があるよう

な些細な点のみで異なる意匠は新規とはみなさない（知的財産規則

1503）とされるので、効力は類似まで及ぶものと推測される。 

権利の制限事項として私的・非商業的規模又は非商業的目的（ただし、

権利者の経済的利益を重大に害さない場合）での使用、科学又は教育目

的での使用を除外している（知的財産法第 119条で準用される第 72条）。

さらに、安全保障上必要な場合、国家又はその許可を得た第三者が使用

すること認めている（知的財産法第 119 条で準用される第 74 条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

 意匠がその定義（知的財産法第 112 条）及び実体的要件（知的財産法

第 113 条）を満たしていない場合、内容が新規でない場合、意匠の内容

が当初出願の範囲を超える場合、何人も意匠の登録の取消を知的財産庁

法務局長に申請することができる（知的財産規則 1520）としている。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 意匠出願の方式審査が終了すると、報告が出願人に送付される（知的

財産規則 1506）。審査官による処分が出願人に不利であった場合、処分

に応答した上で、補正して又は補正せずに再審査及び再審理を請求する

ことができる（知的財産規則 1507 で準用される知的財産規則 911）。再

審査及び再審理は 2回まで、同じ手続きで可能である（知的財産規則 1507

で準用される知的財産規則 912）。2 回目の再審査若しくは再審理で審査

が確定するが、審査官の拒絶に不服がある場合、局長（Director）に対

して不服申立を行うことができる（知的財産規則 1507 で準用される知的

財産規則 913）。局長の決定に対し不服のある場合は長官に不服申立てを

することができる（知的財産規則 1702）。 

さらに、長官の決定に対し不服のある場合は裁判所規則に基づいて上訴

裁判所への上訴が可能である（知的財産規則 1311）。 

                                                   
266 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1PHP=約 2.05 円 
267 アンケート調査結果、料金表  
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(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 意匠登録の審査に関しては方式審査のみが実施されるが、出願人又は

利害関係人(当該意匠に関して訴訟が係属している場合は，司法及び準司

法機関を含む)は、所定の手数料を納付して、登録意匠の登録性に関する

報告書を請求することができる（知的財産規則 1505、1901）。（→（５）

（vii）） 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当は 5 名、

これらの審査官は意匠分類の付与・管理を兼任している268。 

 新規性・独創性等の実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）。 

 意匠を登録するか否かは局長が決定する（知的財産規則 1702）。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）ため、方式要件のみが

審査される。 

 方式審査の内容は以下の方式要件が考慮される（知的財産規則 1506）。 

a. 登録できない意匠に該当するものの一つであること 

b. 意匠登録願書の内容 

c. 条約に基づく優先権主張を伴う場合は、優先権書類（優先権を伴う

出願番号、出願日、出願国） 

d. 出願人が創作者でない場合は、権原を示す証拠 

e. 該当する場合は、譲渡証 

f. 全ての手数料の納付 

g. 出願人の署名 

h. 創作者の特定 

i. 説明書（独特な特徴）の内容 

j. 公式な図面 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 出願人は願書様式に分類の記載を求められない269。 

 方式要件を順守した出願は分類が付与される（知的財産規則 1613 によ

り準用される知的財産規則 700） 

 

                                                   
268 アンケート調査結果  
269 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf

（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf
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(iv) 審査順の定め方 

 審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 意匠出願の方式審査が終了すると、方式審査に関する報告書が出願人

に送付される（知的財産規則 1506）。審査官による処分が出願人に不利

であった場合、処分に応答した上で、補正して又は補正せずに再審査及

び再審理を請求することができる（知的財産規則 1507 で準用される知的

財産規則 911）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 出願人は、その意匠の新規性又は独創性に関する IPOPHL の決定から

の利益を享受するために、その意匠権を行使する前に、所定の手数料を

納付して、登録意匠の登録性に関する報告書を請求することができる（知

的財産規則 1505、1901）。また、利害関係人(当該意匠に関して訴訟が係

属している場合は，司法及び準司法機関を含む)も、所定の手数料を納付

して、登録意匠の登録性に関する報告書を請求することができる（知的

財産規則 1901）。 

この報告書には，請求人が登録意匠の請求の範囲の新規性に関する有

効性を判断する助けとなるように、関連の先行意匠書類の引用及び関連

の程度に関する適切な表示が含まれる。また、報告書には先行意匠調査

の範囲が示され、既知の又はフィリピンで他人が実施している関連先行

意匠、意匠出願の出願日又は優先日の前に世界において配布されている

印刷物で説明されているもの又は世界において電気通信回線を通して公

衆の利用に供されているものが含まれる。既知の又は実施されている先

行意匠の場合には，宣誓供述書により裏付けがされる。 

当該報告書が意匠出願の公告前に発行された場合は、出願ととともに

公告される。当該意匠出願の公告前にこの報告書が発行された場合、そ

れが公告されたか否かを問わず、出願人又は利害関係人は、事後の報告

書に、従前の報告の発行後に提起又は発見されたその他の情報又は文献

を含めるよう請求することができる（以上、知的財産規則 1902）。 

この報告書は、所定の手数料全額の納付書を付した請求の受領から 2

月以内に作成される（知的財産規則 1903）。 
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(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 登録性に関する報告書の調査範囲には、既知の又はフィリピンで他人

が実施している関連先行意匠、当該意匠出願の出願日又は優先日の前に

世界において配布されている印刷物で説明されているもの又は電気通信

回線を通して公衆の利用に供されているものが含まれる（知的財産規則

1902）。 

  

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 登録意匠の登録性に関する報告書は、所定の手数料全額の納付書を付

した請求の受領から 2 月以内に作成される（知的財産規則 1903）。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 業務内容に関する品質管理体制・手法についての情報は得られなかっ

た。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

WIPO、USPTO、JICA、KOICA の開催するセミナー、研修への出席。

庁内での特定分野のエキスパートによるセミナー、IP 庁主催のエコーセ

ミナー、製造会社のプラント訪問など270。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 海外知財庁との会合は行っていない271。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 海外からの支援は特に受けていない272。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 海外からの支援は特に受けていない273。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 警察、NBI（国家捜査局）、税関等の機関と協力がある274。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

                                                   
270 アンケート調査結果  
271 アンケート調査結果  
272 アンケート調査結果  
273 アンケート調査結果  
274 アンケート調査結果  
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明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 利用促進等の取り組みは行っているが、詳細は不明275。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

   意匠の表現に関する判例は得られなかった。 

 

（８） 参考文献 

(i) 知的財産法（2008 年法律第 9502 号により改正された法律第 8293 号、

2008 年 7 月 4 日施行） 

 

(ii) 知的財産施行規則（特許・実用新案・意匠に関する施行規則、改正：2011

年 4 月 20 日） 

 

(iii) 知的所有権に係る法律の違反に対する行政不服申立に関する規則（2010

年 12 月 6 日公布） 

 

(iv) 当事者系手続に関する規則（標章、特許、実用新案及び意匠の取消申請、

標章登録への異議申立、強制ライセンス許諾）（1998 年 10 月 2 日公布） 

                                                   
275 アンケート調査結果  
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７． ラオス 

 

（１） 法令等整備状況 

ラオスへのアンケート調査の回答によると、意匠制度に関する法令等とし

て、以下の 2 つの法律、3 つの規則・政令等があるが、最新の法律、追加さ

れた省令は WIPO LEX 上でも公開されておらず、入手することができなか

った。 

このため、以下の調査は改正前の法律及びアンケート調査の回答に基づい

て実施したものである。 

 

(i) 法律 

 知的財産法276（2008 年 1 月 14 日公布 2008 年 4 月 14 日施行）（改正

前） 

 知的財産全般を扱う基礎となる法律。産業財産権（特許、小特許、意

匠、商標、集積回路、原産地、営業秘密）、植物品種、著作権が扱われて

おり、保護されるべき内容が規定されている。意匠について、実体審査

が行われると規定されている。 

 知的財産に関する法律 2011（改正法） 

 情報がなく、詳細は不明である。 

 

(ii) 規則・政令等 

 特許、小特許及び工業意匠に関する首相令277（2002 年 1 月 17 日施行）

（資料編 7-1 に） 

 特許、小特許、工業意匠に関する登録出願、侵害に対する措置、が規

定されている（以下、政令という）。ただし、本政令では意匠に関する実

体審査が規定されておらず、方式審査のみで登録されるとなっており、

本政令が有効であるのか、不明である。仮訳を資料編に収録した。 

 特許、小特許及び工業意匠に関する首相令施行規則278（2003 年 2 月 18

日施行）（資料編 7-2） 

 特許、小特許、工業意匠の登録出願の手続を定める規則であり、上記

2002 年首相令に基づいている（以下、施行規則という）。本規則では、

上記の政令と同様、意匠は方式審査のみで登録されるとなっている。仮

訳を資料編に収録した。 

                                                   
276 特許庁外国産業財産権制度情報 ラオス特許法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（2012 年 8 月 3

日）  
277 Decree No. 01/PM of Prime Minister on Patent, Petty Patent and Industrial Designs  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5787（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
278 Regulation No. 22/STEA-PMO on the Implementation of Decree on Patent, Petty 

Patent and Industrial Designs http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5926（最

終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5787
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5926
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 工業意匠に関する知的財産法実施細則（0755･MOST） 

 情報がなく、詳細は不明である。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 意匠審査マニュアル 

 情報がなく、詳細は不明である。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 提供されていない279。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 ラオス知的財産及び標準化・計量局（Department of Industrial 

Property, Standardization and Metrology: DISM） 

http://www.stea.la.wipo.net/index.html 

 

(i) 組織図280 

 

(ii) 組織体制281 

 願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当は 3 名

                                                   
279 アンケート調査結果  
280 アンケート調査結果  
281 アンケート調査結果  

http://www.stea.la.wipo.net/index.html
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おり、分類付与業務も担当している。新規性等の実体的要件の審査の担

当は 2 名だが、いずれも手続要件の審査を兼任している。  

 

 

（３） 統計情報282 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 27 19 19 25 23 

うち海外からの出願件数  23 19 16 21 22 

うち日本からの出願件数  15 14 9 16 20 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 11 3 34 3  

うち海外からの登録件数  11  34 3  

うち日本からの登録件数  3  25   

 

(iii) 分類別意匠登録出願数 

意匠分類別 

出願件数 

（ロカルノ分類） 

2007 2008 2009 2010 2011 

01 食料品      

02 衣料品及び小間物類   3 1  

03 旅行用品，ケース，パラソル

及び身の回り品，他で明記されて

いないもの 

     

04 ブラシ製品      

05 繊維製品，人造及び天然のシ

ーツ材料 

     

06 家具   1   

07 家庭用品，他で明記されてい

ないもの 

     

08 工具及び金物類      

09 商品の輸送又は処理のため

のパッケージ及び容器 

  6   

10 時計，携帯時計及びその他の

計測器具，検査器具及び信号器具  

     

                                                   
282 アンケート調査結果  
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11 装飾用品      

12 輸送又は引き揚げの手段 10  18 2  

13 電気の発電，供給又は変流の

ための器具 

1  1   

14 記録，通信又は情報検索の機

器 

     

15 機械，他で明記されていない

もの 

  3   

16 写真撮影機器，映画撮影機器

及び光学機器 

     

17 楽器  3    

18 印刷機械及びオフィス用機

械 

     

19 文房具及びオフィス機器，画

家の材料及び教材 

     

20 販売及び広告機器，表示具      

21 ゲーム，玩具，テント及びス

ポーツ用品 

     

22 武器，火薬製品，狩猟，漁猟

及び害獣駆除のための物品 

     

23 流体供給装置，衛生用，暖房

用，換気用及び空調用の機器，固

体燃料 

     

24 医療器具及び実験室用器具      

25 建築ユニット及び建設部材   1   

26 照明機器   1   

27 煙草及び喫煙者の消耗品      

28 医薬品及び化粧品，化粧用品

及び化粧道具 

     

29 火災防止用，事故防止用及び

救助用の装置及び器具 

     

30 動物の世話及び扱い用の物

品 

     

31 飲食物を調理するための機

械及び器具，他で明記されていな

いもの 

     

32 グラフィックシンボル，ロ

ゴ，表面模様及び装飾 
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(iv) 上位出願人氏名（企業名） 

No.- Names of Top 5 applicants 2007 

01 HONDA MOTOR CO., LTD 8 

02 UNI-CHARM CORPORATION 6 

03 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 4 

04 MAGIC CYCLE INDUSTRIAL CO., LTD 3 

05 DR. HONGKAD SOUVANNAVONG 2 

 

No.- Names of Top 5 applicants 2008 

01 HONDA MOTOR CO., LTD 12 

02 V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL)  2 

LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD 2 

KUNIAKI TAKAMATSU 2 

05 MAHAPHAN FIBRE-CEMENT PUBLIC CO., LTD.  1 

 

No.- Names of Top 5 applicants 2009 

01 HONDA MOTOR CO., LTD 9 

02 MAHAPHAN FIBRE-CEMENT PUBLIC CO., LTD. 3 

03 LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD 2 

04 THE SIAM KUBOTA INDUSTRY CO., LTD 1 

FRANS SEGHERS 1 

 

No.- Names of Top 5 applicants 2010 

01 HONDA MOTOR CO., LTD 14 

02 Petroleum trading Lao Co., LTD 3 

03 LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD 2 

CANAL+DISTRIBUTION 2 

04 THE SIAM KUBOTA INDUSTRY CO., LTD 1 

ORION CORPORATION 1 

Bavaria N.V. 1 

 

No.- Names of Top 5 applicants 2011 

01 HONDA MOTOR CO., LTD 18 

02 Yeyang Naoyingyang 01 

MR. CHAIYA SURIYAPORNPUN 01 

KUBOTA CORPORATION 01 

CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO., LTD 01 
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(v) 審査等に要する期間（2004 年から 2012 年のデータ） 

 審査全体に要する期間：6 月 

 出願から方式審査を完了するまでの平均期間：3 月 

 出願から出願公告までの平均期間：12 月 

 出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：3 月 

 出願から公報発行までの平均期間：12 月 

 

(vi) 審査結果 

一次審査結果の内訳（2012 年） 

登録査定      （1 件） 

拒絶理由通知     （1 件） 

拒絶査定     （1 件） 

 

拒絶理由通知の理由別内訳 

願書の記載   （1 件） 

図面等意匠の表現が  （1 件） 

公序良俗等   （1 件） 

新規性、創作性等  （1 件） 

 

(vii) 審判請求 

 これまで意匠に関して審判請求はない。 

 

(viii) 意匠権に関する訴訟 

これまで意匠権に関する訴訟は起きていない。 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 知的財産法第 3 条には「意匠は生産される製品の模様や形状で、形、

デザイン、図、色等から構成される」と定義されている。 

 また、特許・小特許・意匠政令第 28 条には「本政令の適用上、「工業

意匠」とは、線、色彩もしくは立体的形状（線ないし色を伴うか否かを

問わない）の組合せであって、工業製品もしくは手工芸品の模様として

用いるか、それら製造物に特別な外観を与えるために用いることが可能

であり、視覚に訴え、視覚的に判別されるものをいう」との定義がある。  

 登録可能な意匠の要件として、ラオス国内又は世界の他国で出願日又

は優先日以前に、出版物に公開されておらず、又は他のいかなる方法で

も使用され明示されていないもの、としている（知的財産法第 15 条）。 

 倫理若しくは公の秩序に反する意匠は登録されない（特許・小特許・

意匠政令第 30 条）。 

 GUI、アイコン、タイプフェイス、ピクトグラム（絵文字）、シンボル
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マーク、模様（物品につけるための模様のみの権利化）、組物はすべて保

護される283が、規定する条文は知的財産法第 15 条（2011 年改正法）と

のことで、内容の確認はできなかった。 

 

(ii) 審査フロー図 

 審査フロー図は提供されなかった。 

 

(iii) 使用する意匠分類 

ロカルノ分類（第 8 版）が使用される（施行規則第 20 条）。独自の意

匠分類は存在しない。284 

 

(iv) 出願 

意匠出願に必要な書類は以下の通りであり、出願人が外国人の場合、

英語又はラオス語での出願が受付けられる（知的財産法第 31 条）。 

 意匠登録の出願書 

 委任状 

 製品のために使用し、意匠を具体的に表す図形、写真、又は線の組

み合わせ 

 意匠見本 

 優先権を証明する書類 

 出願手数料支払いの領収証 

 また、出願書類について、施行規則第 20 条によると、委任状は、出

願人が創作者でない場合に必要とされ、意匠の見本が受付けられるのは、

意匠が平面である場合に限られる。 

 出願書類は同じ国際意匠分類に属する複数の意匠に利用できるが、そ

の場合、個々の意匠ごとに出願書類を別個に提出する必要がある。別個

の出願の一つが原本とみなされ、他の出願については関連文書のコピー

を用いることができるが、原本となる文書が添付される場合、出願番号

及び出願日が当該文書に明記されていなければならない（施行規則第 21

条）。 

 出願日の特定は、出願書、意匠の写真と図面、出願手数料の領収書が

適正であれば出願日が公布される（知的財産法第 36 条）。 

 また、外国に所在する個人又は組織の場合、ラオス国内の代理人の使

用が求められている（知的財産法第 27 条）。 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

施行規則第 20 条に、出願書類に含まれるものとして、図面、写真若し

                                                   
283 アンケート調査結果  
284 アンケート調査結果  
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くは線画、意匠が平面の場合は意匠の見本も提出可能とされる。 

 

(vi) 優先権 

 外国での出願から 6 月以内の出願について優先日が認められる（知的

財産法第 29 条）。優先権を主張するためには、外国で認証を受けた先の

出願のコピーを添付する（施行規則第 23 条）。 

 

(vii) 登録要件 

 世界公知の下の新規性が求められ、ラオス国内又は世界の他国で、出

願日又は優先日以前に、出版物に公開されておらず、又は他のいかなる

方法でも使用され明示されていない意匠を新規とみなす、とされている

（知的財産法第 15 条）。 

 登録できない意匠として、外観がその技術上の結果から生じたにすぎ

ないもの、社会秩序や国の伝統に反する意匠、が挙げられている（知的

財産法第 22 条）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 ラオスの法令・規則には新規性喪失の例外規定は見当たらなかった。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 施行規則第 24 条では、出願審査の終了後、施行規則第 20 条（方式要

件）の条件を満たしていれば、登録局は登録の結果を公開し、6 月以内

に証明書を出願人あてに発行するとしている。 

 これに従えば、登録されるまで公開されず、登録前の第三者による情

報提供の機会はない。 

 知的財産法では、発明・考案に関する公開が規定されているが、意匠

に関しては、審査した後、法律の要件に従った適正なものと判断された

場合、登録証を発行し、登録簿に記録し、公報に掲載する、としている

（知的財産法第 42 条）。 

 また、第三者による情報提供に関する条項は見当たらない。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 願書提出の時点で、出願日若しくは優先日から 12 月を超えない期間の

意匠公開の繰り延べが認められる。公開が延期されている間、訴訟を提

起する権利は与えられない（政令第 32 条）。 

 知的財産法では公開が規定されておらず、公開の繰り延べの規定も見

当たらない。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 意匠出願は登録されるまで公開されないため、権利付与前の異議申立
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制度はない。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 施行規則によれば、審査終了後の証明書の発行の外、登録の手続に関

する条項は見当たらない。 

 出願から登録までに必要とされる費用は、出願時の 600,000 ラオス・

キップ（LAK）285であり、登録時に別途費用は要さないとされる286。た

だし、費用について、施行規則には米国ドル表示で記載され、5 年分の

年金 100USD（年あたり 20USD）、出願手数料 10USD、審査手数料 10USD

とされている（施行規則第 37 条）。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠権の存続期間は出願日から 15 年とされ、権利を維持するためには

5 年ごとに 5 年分の登録料を前納しなければならない（知的財産法第 48

条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

 登録が無効となる場合として、期限が終了した場合、更新しなかった

場合、納付金が支払われなかった場合、が挙げられている（知的財産法

第 43 条）。この条文には「利用されなかった場合」も挙げられているが、

意匠への適用はない。 

 これ以外に無効、取消、又は異議申立の理由とされる条項は見当たら

ないが、登録要件に反するものは無効理由があるものと考えられる。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 出願審査の終了後、出願が登録要件を満たしている場合、登録局は登

録の結果を公開して、6 月以内に工業意匠証明書を出願人宛てに発行し、

出願を拒絶する場合、登録局はその旨の決定を出願人に通告する（施工

規則第 24 条）。しかし、拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度に

関する条項は見当たらない。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

方式審査、実体審査の詳細に関する条項は、公開されている法令等に

は見当たらない。 

 アンケート調査への回答によると先行意匠調査は省令第 0755 号の

26.2 条に規定されているとあり、提供されていない改正された省令に詳

細が記載されている可能性がある。 

                                                   
285 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1LAK=約 0.01 円  
286 アンケート調査結果  
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（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当は 3 名

おり、分類付与業務も担当している。新規性等の実体的要件の審査の担

当は 2 名だが、いずれも手続要件の審査を兼任している。  

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 知的財産法第 40 条によると、登録局で方式審査の後、意匠の実体審査

を行う、と規定されており、また、本調査のアンケートの回答でもラオ

スでは実体審査を行っているとの回答があった。 

しかし、知的財産法に実体審査の内容は規定されておらず、また、施

行規則においてはで第 20 条の登録要件が審査され、登録となる（施行規

則第 24 条）とされているが、同条では実体審査の内容等に触れられてお

らず、実体審査の内容については明確でない。 

  

なお、施行規則第 20 条は出願書類の内容として、 

(1) 出願書 

(2) 特定の製品について使用される工業意匠を具体的に示した図面、写

真もしくは線画。 

(3) 工業意匠の見本（出願される工業意匠が平面である場合） 

(4) 出願人が創作者でない場合、出願書に委任状を添えることを要する。 

としており、さらにロカルノ分類（最新版）の同一クラス、組物若しく

は複合製品であれば、多意匠一出願が可能であること、出願日若しくは

優先日から 12 月を超えない期間で公開の延期を請求できること、意匠証

明書の発行前であれば出願を取り下げることができること、が規定され

ている。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 法令等に分類付与に関する条項は見当たらなかったが、アンケート調

査結果によれば審査官が付与している。 

 

(iv) 審査順の定め方 

 審査順の定め方に関して情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査の詳細に関する情報は得られなかったが、その定義から新規

性が審査されるものと考えられる。 

  

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治
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癒 

 方式審査の後、出願書類が不十分である場合、登録局は出願人に対し

通知し、60 日以内の補正を求める（知的財産法第 37 条）。 

 意匠登録出願の補正は、意匠の所有者が登録局に請求した場合に認め

られ、申請書、委任状（代理人を通じてなされる場合）、料金の受領証を

提出する（施行規則第 29 条）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 権利の有効性調査に関する条項は法令等に見当たらなかったが、アン

ケート調査では、登録された意匠について、請求等により権利の有効性

を評価する手続きがある、との回答があった287。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 先行意匠調査のための専用のシステムは持っていない288。先行意匠調

査の対象範囲は、自国の登録意匠、諸外国の登録意匠（いかなる国も含

む）、カタログ・雑誌・書籍、インターネット上の情報とされる289。先行

意匠調査の外注は行っておらず、また、先行意匠調査のための外部の有

料データベースとの契約も行っていない290。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

1 件の先行意匠調査に 2 週間程度の時間を要し、この間に 20 件程度の

先行意匠が調査される291。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 業務内容の品質管理体制・手法に関する情報は得られなかった。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 技術と能力を改善するために審査官に対して庁内及び海外での研修を

行う292。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 海外の知財庁と合同会議を開催している。主に WIPO により提供され

                                                   
287 アンケート調査結果  
288 アンケート調査結果  
289 アンケート調査結果  
290 アンケート調査結果  
291 アンケート調査結果  
292 アンケート調査結果  
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る293。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 WIPO から支援を受けている294。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 特になし。 

  

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 税関、経済警察との連携を行っている295。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 セミナー、会合、検討会を開催している296。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

これまで意匠に関する訴訟は起きていない297。 

 

（８） 参考文献 

(i) 知的財産法（2008 年 1 月 14 日公布、2008 年 4 月 14 日施行） 

 

(ii) 特許、小特許及び工業意匠に関する首相令施行規則（2001 年 1 月 17 日

公布、2003 年 2 月 18 日施行） 

 

(iii) 特許・小特許・意匠政令（2002 年 1 月 17 日公布、2002 年 1 月 17 日

施行） 

 

                                                   
293 アンケート調査結果  
294 アンケート調査結果  
295 アンケート調査結果  
296 アンケート調査結果  
297 アンケート調査結果  
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８． ブルネイ 

 

（１） 法令等整備状況 

ブルネイの意匠制度に関する法令として以下の 2 つの政令が提供されて

いる。 

(i) 政令・省令 

 1999 年緊急（意匠）令298（2000 年 1 月 29 日施行） 

 意匠に関する事項を規定する独立した政令である（以下、意匠令とい

う）。 

 2000 年意匠規則299（2000 年 4 月 25 日施行） 

 意匠に関する事項の詳細を規定する独立した規則となっている（以下、

意匠規則という）。 

 

(ii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 提供されていない。 

 

(iii) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向け資料として、出願ガイドライン300（資料編 8-1）、願書様式
301（資料編 8-2）、図面・新規性の宣誓の注釈302（資料編 8-3）、審査フロ

ー図303（資料編 8-4）、料金表304（資料編 8-5）が提供されており、資料

編に仮訳を収録したが、以下の本文でも一部を紹介する。 

                                                   
298 Emergency (Industrial Designs) Order, 1999、WIPO Lex よりダウンロード可能。  

原文では「Representation」とあるところ、特許庁より提供された訳文「緊急（意匠）令」

では「表示見本」と訳されているが、ここでは「見本(specimen)」との混同を避けるために

「表現」と記す。  

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BN（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
299 Industrial Designs Rules, 2000、WIPO Lex よりダウンロード可能

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BN（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日） 
300 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design

%20docs%20-%20Applicants%20Guide.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
301 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Appli cation%20for%2

0Registration%20of%20Designs%20D1.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
302 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design

%20docs%20-%20Notes%20on%20Representation%20and%20Statement%20of%20Novelt

y.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
303 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design

%20docs%20-%20Flowchart%20of%20Design%20Application.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 28 日）  
304 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design

%20docs%20-%20Fee%20Schedule.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日） 

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BN
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BN
http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design%20docs%20-%20Applicants%20Guide.pdf
http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Application%20for%20Registration%20of%20Designs%20D1.pdf
http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design%20docs%20-%20Notes%20on%20Representation%20and%20Statement%20of%20Novelty.pdf
http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design%20docs%20-%20Flowchart%20of%20Design%20Application.pdf
http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design%20docs%20-%20Fee%20Schedule.pdf
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（２） 意匠登録制度の所管部局 

ブルネイ検事総長室知的財産部（ Intellectual Property Division, 

Attorney General ’s Chambers (AGC）：IPD） 

http://www.agc.gov.bn/ 

 

全体の組織図は提供されていないが、意匠部門の組織図305を以下に示

す。 

 

 

（３） 統計情報306 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 9 17 31 12 20 

うち海外からの出願件数  9 14 25 12 15 

うち日本からの出願件数  2   1 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 9 17 31 12 20 

うち海外からの登録件数  9 14 25 12 15 

うち日本からの登録件数   2   1 

 

                                                   
305 アンケート調査結果  
306 アンケート調査結果  
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(iii) 分類別意匠登録出願数 

意匠分類別 

出願件数 

（ロカルノ分類） 

2007 2008 2009 2010 2011 

01 食料品      

02 衣料品及び小間物類  1    

03 旅行用品，ケース，パラソル

及び身の回り品，他で明記されて

いないもの 

     

04 ブラシ製品      

05 繊維製品，人造及び天然のシ

ーツ材料 

    1 

06 家具 3 2   1 

07 家庭用品，他で明記されてい

ないもの 

   2  

08 工具及び金物類  2    

09 商品の輸送又は処理のため

のパッケージ及び容器 

5  1 3 2 

10 時計，携帯時計及びその他の

計測器具，検査器具及び信号器具  

  1   

11 装飾用品      

12 輸送又は引き揚げの手段  7 22 1 10 

13 電気の発電，供給又は変流の

ための器具 

 1    

14 記録，通信又は情報検索の機

器 

 2    

15 機械，他で明記されていない

もの 

     

16 写真撮影機器，映画撮影機器

及び光学機器 

     

17 楽器      

18 印刷機械及びオフィス用機

械 

     

19 文房具及びオフィス機器，画

家の材料及び教材 

     

20 販売及び広告機器，表示具      

21 ゲーム，玩具，テント及びス

ポーツ用品 

 1 1 1 1 

22 武器，火薬製品，狩猟，漁猟    2  
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及び害獣駆除のための物品 

23 流体供給装置，衛生用，暖房

用，換気用及び空調用の機器，固

体燃料 

     

24 医療器具及び実験室用器具 1     

25 建築ユニット及び建設部材   4  1 

26 照明機器   1  3 

27 煙草及び喫煙者の消耗品      

28 医薬品及び化粧品，化粧用品

及び化粧道具 

2   3  

29 火災防止用，事故防止用及び

救助用の装置及び器具 

     

30 動物の世話及び扱い用の物

品 

     

31 飲食物を調理するための機

械及び器具，他で明記されていな

いもの 

    1 

32 グラフィックシンボル，ロ

ゴ，表面模様及び装飾 

     

 

 

 

(iv) 上位出願人氏名（企業名） 

Names of top 5 applicants 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Perusahaan Otomobil Nasional 

Sdn. Bhd 

 7 22  9 

2 Ferrari S.P. A   2 2 2 2 

3 Shell Brands International AG  4     

4 MIMOS Berhad  2 2   

5 OSIM International  3     

 

(v) 審査等に要する期間（2012 年のデータ） 

 審査全体に要する期間：1～3 日 

 出願から方式審査を完了するまでの平均期間：3～5 日 

 出願から出願公告までの平均期間：1 月 

 出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：N/A 

 出願から公報発行までの平均期間：1～2 月 

（実体審査は実施されない） 
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(vi) 審査結果 

一次審査結果の内訳（2000-2012 年） 

登録査定      （151 件） 

拒絶理由通知     （0 件） 

拒絶査定     （0 件） 

 

拒絶理由通知の理由別内訳 

願書の記載   （0 件） 

図面等意匠の表現が  （0 件） 

公序良俗等   （0 件） 

新規性、創作性等  （0 件） 

 

最終処分内訳 

  登録 （151 件） 拒絶 （0 件）（2000-2012 年のデータ） 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠令第 2 条において、「意匠」とは、工業的に生産された物品に適用

される形状、形態、模様又は装飾の特徴であって、視覚によって判断さ

れる特徴をいう。ただし、建築の方法・原理、機能のみによって決まる

もの、他の物品の不可分の一部であって、他の物品の外観に依存するも

の、が除外されると定義されている。 

 世界公知の下で新規なものが保護の対象となる（意匠令第 9 条）が、

物品の外観が重要でないもの（意匠令第 10 条）、公序良俗に反するもの

（意匠令第 11 条）は登録されない。 

 また、先に開示された意匠から、重要でない細部又は普通に使用され

る変形のみに特徴のある意匠は新規ではないとされる（意匠令第 9 条(2)）。 

 美術作品に関する規定があり、著作権者の承諾を得て出願される場合、

出願以前に工業的に適用された物品の販売等が著作権者の承諾を得てな

されていなければ、新規性が無いとはみなされない（意匠令第 13 条）。

ここで、工業的に適用されるとは個数が 50 個を超える物品の製造、又は

手作りでない一定以上の枚数の衣類・一定以上の長さの織物が作られる

こととされている（意匠規則 5）。 

 「登録から除外される意匠」が規定されており、彫刻作品（工業的に

量産するための型、模型は除く）、壁飾り、メダル、メダリオン、文学的

又は美術的性質の印刷物（本の表紙、カレンダー等）は登録されない（意

匠規則 4）。 

 また、GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）、アイコン、

タイプフェイス、ピクトグラフ（絵文字）、シンボルマーク、模様（物品
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につけるための模様のみの権利化）は保護対象とはならないとされる307。 

 

(ii) 審査フロー図 

 審査の流れを示すフロー図を以下に示す308。 

  

(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 7 版）が使用される（意匠規則 2）。独自の意匠分類

は存在しない。309 

 

(iv) 出願 

出願日は以下の書類が提出され、所定の手数料が納付されたとき、と

される（意匠令第 16 条）310。 

a. 意匠登録の願書 

b. 複製に適した意匠の表示見本 

c. 意匠が新規性を有する旨の陳述 

d. 出願人の名称及び宛先 

e. 出願人が意匠創作者でない場合は，意匠に関する出願人の権利を説

明する陳述 

f. 書類送達のためのブルネイにおける宛先 

                                                   
307 アンケート調査結果  
308 ブルネイ政府電子サービスウェブサイト

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design

%20docs%20-%20Flowchart%20of%20Design%20Application.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 28 日）  
309 アンケート調査結果  
310 意匠令第 16 条では、原文でも確認したが、この項で示した a～c までの書類となっている。

しかし、文面から見て a～g までの誤りと考えられる。  

http://www.gov.bn/en/Services/Documents/Business%20(Generals)/Industrial%20Design%20docs%20-%20Flowchart%20of%20Design%20Application.pdf
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g. 規則によって求められるその他の情報，書類又は事項 

 

 願書様式により記載を求められる事項は、以下の通りである。 

1. 出願人の整理番号 

2. ロカルノ分類：クラス、サブクラス 

3. 出願人の詳細：氏名、住所、電話、FAX、法人の種類（国名） 

4. 申請する意匠の数 

5. 組物の場合、物品数 

6. 物品の説明 

7. 意匠令第 12 条の新規性喪失の例外規定を適用する場合 

 第 12 条(1)（内密の開示）のどの規定に該当するかの選択肢：(a)

～(d) 

(a) 所有者による他人への 12 月以内の開示であって、他人による

善意に反する状況での開示 

(b) 所有者以外の者による 12 月以内の善意に反する開示 

(c) 登録を求める織物の場合での、商品の最初で内密の受注 

(d) 所有者による 12月以内の政府関係者への意匠の伝達であって、

伝達による利点を考慮するためのもの 

 内密の開示に関連する日付及び開示の詳細の記述 

 第 12 条(2)（展覧会）の場合、展覧会の名称・開催地、開催初日

の日付、意匠を開示した日付 

8. 図面 

9. 出願人が創作者でない場合の出願人の権利の説明 

10. 意匠令第 18 条の優先権主張の場合：国名、出願日 

11. 上記優先権出願の出願人が本様式の第 3 項の出願人と異なる場合、

当該出願人に権利を譲る旨の譲渡書の詳細（出願時に不明の場合、

出願から 3 月以内に提出） 

12. 意匠令第 14 条の関連意匠の場合、先の出願の出願番号又は登録番号 

13. 意匠令第 23 条(3)の分割出願の場合、関連する先の出願について：出

願番号、出願日 

14. 代理人名（該当する場合）、住所、電話、FAX 

15. 申立：出願人又は代理人の氏名、職務権限、日付、署名 

  

書類が英語以外で書かれたものは、登録官の納得する検認のある英語

の翻訳文の提出が求めらる（意匠規則 56）。 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

出願に含まれる意匠の表現は、図面又は写真とすることができ、

160mm×160mm の寸法としなければならず、表示の一辺が 30mm 以上

でなければならない。組物に適用されることを意図する意匠の登録につ
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いての出願がなされる場合は、出願は，組物に含まれる各々の相異なる

物品に適用される意匠を表示しなければならない。出願には、現物に正

確に対応する 6 点の意匠の表現を添えなければならない（意匠規則 7）。 

 

(vi) 優先権 

 外国での先の出願から 6 月以内になされた出願については、優先権を

主張することができる（意匠令第 17 条）。 

 優先権主張するためには優先権陳述書の提出が必要であり、先の出願

の提出国・地域、出願日・出願番号、意匠の表現及び物品を検認する当

該国の管轄機関の交付した証明書を添付しなければならない（意匠令第

18 条、意匠規則 11）。 

 

(vii) 登録要件 

出願書類が意匠令第 16 条の規定通りであれば出願日が付与され、登録

官は意匠令の要件及び方式要件を満たすかを審査し、不備があると確認

した場合、出願人に通知し、不備を訂正する機会を与え、不備の訂正が

指定の期間内になされない場合、出願は拒絶される（意匠令第 25 条）。 

 上記、意匠令第 25 条に基づく審査によって出願が方式要件を満たすも

のと認められた場合、所定の手数料の納付があれば登録され、公報での

告知によって登録の事実を公表し、意匠の表現を公告する。登録の公告

及び意匠の公告は、出願時又は公告の準備が完了する日前までに出願人

の請求があれば、出願日又は優先日から 12 月を超えない期間延期される

（意匠令第 26 条）。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 他人による善意に反した開示について、以下の 4 つの場合が想定され、

新規性喪失の例外が適用される。 

a. 所有者による他人への 12 月以内の開示であって、他人による善意に

反する状況での開示 

b. 所有者以外の者による 12 月以内の善意に反する開示 

c. 登録を求める織物の場合での、商品の最初で内密の受注 

d. 所有者による 12 月以内の政府関係者への意匠の伝達であって、伝達

による利点を考慮するためのもの（意匠令第 12 条(1)）。 

 公認国際博覧会での所有者の承諾を得た 6 月以内の展示、又は前記展

示後に所有者の承諾なく展示されること、又は展示の結果公開されるこ

と、に関して新規性喪失の例外が適用される（意匠令第 12 条(2)）。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

登録官の審査によって出願が方式要件を満たすものと認められた場合、

意匠は登録され、公報に公告（公開）される。公開繰り延べの請求があ
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れば、繰り延べ期間の後に公告（公開）される（意匠令第 26 条）。 

何人も、その登録時に意匠が新規性を有さなかった、又はその他の理

由で登録することができないものであったことを裁判所へ申請すること

ができる（意匠法第 45 条）とされる。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 登録の公告及び意匠の公告は、出願時、又は公告の準備が完了する日

前の何れかの時に出願人の請求があれば、出願日後又は優先権が主張さ

れている場合は出願の優先日後、12 月を超えない期間延長される（意匠

令第 26 条(2)）。 

 この場合、登録官は、延期の旨、並びに出願日、延期が請求された期

間及びその他の所定事項を表示して登録所有者を特定する情報を公告す

る（意匠令第 26 条(3)）。 

 延期の期間満了時に登録意匠は公告される（意匠令第 26 条(4)）。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

出願は登録の権利付与後に公告（公開）されるため、権利付与前の異

議申立制度はない。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 登録官の審査によって出願が方式要件を満たすものと認められた場合、

意匠は登録され、公報に公告（公開）される。 

登録までに要する費用としては、出願時に、組物でない場合 300 ブル

ネイ・ドル（BND）311、組物の場合 500BND、登録時に公告費用として

500BND を支払うこととなる312。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

出願日から 5 年であり、5 年を単位として 2 度の更新が可能である（意

匠令第 29 条）。 

 意匠登録の権利範囲として、その意匠と実質的に異ならない意匠まで

及ぶとしており、その意匠が適用された物品について、製造、販売・賃

貸・事業目的での使用のための輸入、若しくはその目的のための申出又

は披露が対象とされ、権利の授受も含めている（意匠令第 31 条(1)、(2)）。 

 権利の制限として、研究目的、私的家庭用途、教育目的、評価・分析

目的、等が除外されている（意匠令第 31 条(3)）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

                                                   
311 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1BND=約 68.8 円  
312 アンケート調査結果、料金表  
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 公序良俗に違反している場合（意匠法第 44 条）、登録時に新規性を有

さなかった又はその他の理由で登録することができないものであった場

合（意匠法第 45 条）、又は所有者として登録を受ける権利を有さないも

のであった場合（意匠法第 46 条）、何人かの申請によって裁判所から取

消の命令を受ける可能性がある。 

 権利付与後の異議、無効申請は裁判所への申請が必要となる。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 登録官の決定に対し、不服がある場合は裁判所へ上訴することができ

（意匠令第 58 条(1)）、審理は裁判官室で行われる（意匠令第 58 条(2)）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続き 

 出願の補正による分割に関して、補正の結果、出願の範囲が拡大する

場合、補正することはできない（意匠令第 23 条(2)）が、補正が原意匠

から 1 又は 2 以上の意匠を排除する効果を有する場合は、原出願の係属

中何時でも、そのように排除された意匠の更なる登録出願をすることが

でき（意匠令第 23 条(3)）、新たな出願は先の出願の出願日を有するもの

とみなされる（意匠令第 23 条(4)）。 

 また、審査は方式審査のみが実施されるが、出願を一見して新規性を

有さない又はその他の理由で登録することができない場合は拒絶され

る（意匠令第 27 条(1)）。 

 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当者は 1

名であり、分類付与・管理も兼任している。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 意匠審査は方式要件のみが審査される（意匠令第 26 条(1)）。登録官は、

意匠の登録可能性、出願人が出願において主張されている優先権を受け

る権利を有するか否か、又は意匠が出願において適正に表示されている

か否か、についての疑問を考慮又は配慮する義務を負わない（意匠令第

28 条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 分類は出願人によってなされ、審査官によって確認されるが、不適切

な場合の処理に関して情報は得られなかった。 
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(iv) 審査順の定め方 

 審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査は実施されない。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 方式要件に関する不備があることを登録官が確認した場合、書面によ

り出願人に通知され、3 月以内の補正が求められる（意匠規則 22）。 

 不備が解消されない場合、登録官は出願を拒絶する（意匠令第 25 条(3)）。 

 登録官の決定に不満がある場合、裁判所へ上訴することができる（意

匠令第 58 条(1)）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

きがあるとされる313が、法令等に関連する条項は見当たらない。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 職権による先行意匠調査は実施されない。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

職権による先行意匠調査は実施されない。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 業務内容に関する品質管理体制・手法に関する情報は得られなかった。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 審査官は WIPO 及び USPTO による研修に参加する314。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 ASEAN 知財協力 WG（AWGIPC) 

 ECAP-3、Phase2 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

                                                   
313 アンケート調査結果  
314 アンケート調査結果  
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 外国からの物的支援は特に受けていない315。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 外国からの物的支援は特に受けていない316。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 模倣品対策に関する情報は得られなかった。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 利用促進等に関する取り組みは行っているとのことだが、詳細につい

ての回答は得られなかった317。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

これまでブルネイでは行政不服訴訟、民事訴訟の事案は発生していな

い318。 

 

（８） 参考文献 

(i) 緊急（意匠）令 1999 年（2000 年 1 月 29 日施行） 

 

(ii) 意匠規則 2000 年（2000 年 4 月 25 日施行） 

 

(iii) 出願ガイドライン 

 

(iv) 図面・新規性の宣誓の注釈 

                                                   
315 アンケート調査結果  
316 アンケート調査結果  
317 アンケート調査結果  
318 アンケート調査結果  
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９． カンボジア  

 

（１） 法令等整備状況 

カンボジアの意匠制度に関する法令として、以下の 1 つの法律、1 つの規

則と願書様式が提供されている。 

(i) 法律 

 2002 年特許法319（2003 年 1 月 22 日署名） 

 特許、実用新案、意匠を律する法律である。共通する条項は基本とな

る特許の条文が準用されている（以下、特許法という）。 

 

(ii) 規則・政令等 

 工業意匠規則320（工業意匠の登録手続に関する宣言、署名日不明）（資

料編 9-1） 

 意匠の登録に係る手続を規定する独立した規則となっている（以下、

意匠規則という。）。資料編に仮訳文を収録した。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 提供されていない。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 願書様式（Form No.1 ID）321（資料編 9-2）のみが提供されている。

資料編に仮訳を収録した。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 カンボジア知的財産庁（Department of Industrial Property: DIP） 

http://www.moc.gov.kh/ 

 

                                                   
319 特許庁外国産業財産権制度情報 カンボジア特許法（特実意）（2002 年 11 月 28 日国民議

会により採択され，2002 年 12 月 31 日上院により批准され，2003 年 1 月 22 日プノンペン

地区王宮で署名された特許，実用新案証及び意匠に関する法律）  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 5 日）  
320 KenFoxLaw 特許事務所（ベトナム、このサイトで公開されている）

http://kenfoxlaw.com/resources/laos-legal-documents/laos-ip-law/doc_details/157-regula

tion-no-707-mimedipprk-on-industrial-design-final-revised-06-june-07.html（最終訪問日

2013 年 2 月 1 日）  
321 カンボジア知的財産庁提供、ウェブサイトに公開されていない。 

http://www.moc.gov.kh/
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://kenfoxlaw.com/resources/laos-legal-documents/laos-ip-law/doc_details/157-regulation-no-707-mimedipprk-on-industrial-design-final-revised-06-june-07.html
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全体の組織図 322を以下に示す。意匠担当部署は意匠部（ Industrial 

Design Office)となる。 

 

 

 

（３） 統計情報323 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 23 34 31 42 47 

うち海外からの出願件数  19 29 27 35 47 

うち日本からの出願件数  15 18 14 16 19 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 不明 41 24 40 40 

うち海外からの登録件数  不明 31 19 不明 不明 

うち日本からの登録件数  不明 不明 不明 不明 不明 

 

(iii) 審査等に要する期間 

 審査全体に要する期間：6 月 

 出願から方式審査を完了するまでの平均期間：3 月 

 出願から出願公開までの平均期間：N/A 

 出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：6 月 

 出願から公報発行までの平均期間：6 月 

 

(iv) 審判請求 

 2007 年から現在まで、審判請求の実績はない。 

 

                                                   
322 アンケート調査結果  
323 アンケート調査結果  
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(v) 意匠権に関する訴訟 

 カンボジアではこれまで意匠権に関する訴訟の事例はない。 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 特許法第 89 条に意匠の定義があり、「本法の適用上、線若しくは色彩

の何らかの組合せ，又は何らかの立体形態，又は何らかの素材は，線又

は色彩に関連するか否かに拘らず，意匠であるとみなされる。ただし，

当該組合せ，形態，又は素材が工業製品若しくは手工芸品に特別の外観

を与えるものであり，工業製品若しくは手工芸品について模様として使

用でき，また，視覚に訴え，かつ，視覚により判断されることを条件と

する。」と規定している。 

 また、機能のみから成る意匠は保護されない（特許法第 90 条）。 

 登録可能な意匠として新規であること（特許法第 91 条）とし、また公

序良俗規定がある（特許法第 93 条）。 

 

 GUI(Graphical User Itnerface）、アイコン、タイプフェイス、プ区と

グラム、シンボルマーク、模様（模様のみの権利）が意匠として保護さ

れるかとの問いに対し、回答は得られなかった。 

 

 また、法令等に規定は見当たらないが、保護を求めない部分を点線で

表示する等の Disclaim に関する陳述書を出願書類に含めることができ

る。（後出(iv)出願で説明する願書添付書類の 8.チェックリスト(4)一定の

開示を考慮しないよう求める陳述書）324。 

 

                                                   
324 アンケート調査結果  
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(ii) 審査フロー図325 

 審査の流れを示すフロー図を以下に示す。

 

                                                   
325 アンケート調査結果 「実体審査の実施に関して、明確な規定がないため、フロー図では

『場合により実施』としてある」とのコメントが付されていた。  
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(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（版は不明）を採用している（意匠規則 4）。独自の意匠

分類は存在しない326。 

 

(iv) 出願 

 意匠登録出願は、願書並びに図面、写真又は意匠を組み入れる物品そ

の他の適切な表現物、並びに当該意匠の使用が予定される製品の種類の

指定を含めることとされ、意匠が平面の場合は物品の見本の添付ができ

る（特許法第 95 条）。 

 出願人が創作者でない場合、出願人の権利を正当化する陳述書の添付

が求められる（特許法第 96 条）。 

 2 以上の意匠が、ロカルノ分類の同一クラスであるか、又は物品の同

一の組物若しくは組合せに関係する場合、複数意匠を一の出願に含める

ことができる（特許法第 97 条）。 

出願の受領時に、出願人の身元を確認できる表示、及び意匠を組み入

れる物品の図形表示を含むことを要件として、受領日が出願日とされる

（特許法第 101 条）。 

登録出願に必要な書類は、願書（様式 No.1ID）、物品の図面、写真又

はグラフィック表現、意匠が使用される製品の種類の表示、所定の手数

料であり、願書には、出願人の名前、住所、国籍、居所、署名が必要と

される。また、出願人が創作者である場合、その旨、そうでない場合は、

創作者の名前、住所、出願人の権利の根拠の記載が必要である。代理人

が出願を行う場合は、その旨の記載、代理人の名前、住所の記載が必要

となる。意匠の公開の延期を請求する場合は請求する延期期間を記載す

る（意匠規則 5）。 

出願は基本的にクメール語での記載が求められるが、英語でも出願で

きる。ただし、英語の場合は 6 月以内にクメール語の翻訳の提出が求め

られる（意匠規則 7）。 

 

意匠登録願書様式 1327の記載内容は以下のとおり。 

1. 意匠の名称 

2. 出願人：創作者であるか否かのチェック、氏名、住所、電話、メー

ルアドレス、国籍、居住国 

3. 創作者／設計者：出願人でもあるか否かのチェック、氏名、住所、

国籍、居住国 

4. 代理人：氏名、住所（郵便番号も含めて）、電話、FAX、メールアド

レス 

                                                   
326 アンケート調査結果  
327 Industrial Design Application Form in English、Form No. 1 DI（Web 非公開）  
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5. 意匠の表現、見本：出願の添付資料の 3 択チェック 

・グラフィック表現（4 部）  

・意匠の見本（1 部）  

・図面又はトレース図（4 部） 

6. 製品の説明 

7. 優先権主張：先の出願をした国又は特許庁、出願日、出願番号、分

類 

先の出願の認証謄本の 2 択チェック 

・本出願に添付 

・本出願の提出日より 3 月以内に提出予定 

8. チェックリスト 

願書に含まれるもの 

(1) 願書 枚数 

(2) 図面 枚数 

(3) 写真／グラフィック表現 枚数 

(4) 見本 枚数 

合計枚数 

公開時に要約に記入を望む図番号 

添付する資料にチェック 

(1) 個別の公証委任状／代理人選任届 

(2) 包括委任状の謄本 

(3) 出願人の権利を正当化する陳述書 

(4) 一定の開示を考慮しないよう求める陳述書328 

(5) 優先権書類 

(6) 先の出願の認証謄本 

(7) 優先権の基礎となる先の出願の英語翻訳文 

(8) 手数料納付の受領証 

(9) その他の書類（具体的に記入） 

9. 公開繰り延べ請求の有無 2 択チェック：する、しない  

請求する場合の繰り延べ期間 

10. 出願人又は代理人の署名：署名、日付（署名の下に氏名の印字） 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

意匠規則 6 に以下の規定がある。 

グラフィック表現及び見本の数とサイズは以下の通りとする。 

1. 出願には以下を添付する。 

(a) 意匠が平面の場合は 4 部のグラフィック表現、又は 4 部の図面若

                                                   
328 この項は部分意匠に係る点線・破線での表示を disclaim することの陳述（アンケート調査

結果、追加質問で確認した）  
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しくはトレース図。 

(b) 意匠が立体の場合は、意匠の異なる面ごとの 4 部のグラフィック

表現、又は 4 部の図面又はトレース図。 

(c) 印刷時の寸法が、17cm×26.2cm を超えないこと。 

2. 見本は 20cm×20cm×20cm を超えない寸法とする。意匠のグラフィ

ック表現、図面、トレース図は 10cm×20cm を超えないこと。これ

らの表現、図面、トレース図は、4 枚の A4 サイズの厚紙に貼付する。

図面及びトレース図には黒インクを使用する。 

 

(vi) 優先権 

 パリ条約加盟国又は世界貿易機関の構成国における出願人又はその前

権限者が行った 1 又は複数の出願について優先権の主張を主張すること

ができる（特許法第 100 条で準用される第 27 条）。 

 優先権を主張する場合は、それを提出した当局による認証謄本の提出

が求められる（特許法第 100 条で準用される第 28 条） 

 優先権の主張には出願時に以下の内容を含むことが求められる。 

(a) 先の出願の提出日 

(b) 先の出願の番号 

(c) 先の出願の国際意匠分類 

(d) 先の出願を提出した国、地域又は国際出願を行った場合は指定国 

(e) 先の出願が地域的又は国際的な出願の場合、出願を行った知財庁 

（意匠規則 11-1）。 

 提出時に出願の番号が不明の場合、優先日から 3 月以内に番号を提出

する必要がある（意匠規則 11-2）。 

 提出時に国際意匠分類が割り当てられていない場合、優先権の主張に

この事実を記載し、割り当てられ次第、連絡する必要がある（意匠規則

11-3）。 

 出願人は、意匠登録前であれば何時でも、優先権主張の内容を修正す

ることができる（意匠規則 11-4）。 

 先の出願の認証謄本の提出期間は、登録官の指示した日から 3 月以内

とし、また、既に別の出願において提出済みの場合、その別の出願に言

及することで指示への応答とすることができる（意匠規則 11-5）。 

 先の出願がクメール語以外の言語で行われた場合、登録官が指示した

日から 6 月以内に、先の出願のクメール語訳を提出する必要がある（意

匠規則 11-6）。 

 

(vii) 登録要件 

 出願が、出願人の身元を確認できる表示及び意匠を組み入れる物品の

必要とされる表現物を含む場合、受領日が出願日として認定される（特

許法第 101 条）。 
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審査官は、願書記載内容、図面・写真が適切であるか（特許法第 95 条）、

出願人の権利を正当化する陳述書が添付されているか（特許法第 96 条）、

手数料の納付がされているか（特許法第 130 条）、さらに意匠の定義に関

する要件を満たしているか、技術的なもののみによる意匠であるか否か、

公序良俗に反しないか（特許法 93 条）について審査を行う（特許法第

102 条）。 

 アンケート調査の回答によると、実体審査に関して「審査は一部の出

願に対して行われる」の項にチェックがあるが、他方「我々は方式審査

のみ行う」との回答もある。また、法令等に実体審査に関する条項は見

当たらない。 

 前記(ii)の審査フロー図によると、実体審査は場合によって行われると

され、任意の案件に対して実施されるものと推測される。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 世界公知の下の新規性を規定し、出願日又は優先権主張があった場合

は優先日より前の 12 月以内の開示について、出願人、前権利者又は第三

者による濫用、又はその結果としての開示を含め、新規性喪失の例外と

規定している（特許法第 92 条）。 

 なお、新規性喪失の例外規定の適用を求める場合の願書への記載、必

要とされる証拠資料などに関する規定は見当たらない。 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

 登録官が、前記(vii)に述べた登録要件が満たされていると認める場合、

意匠は登録され、公開の繰り延べ請求があれば、繰り延べ期間の満了時

に、登録官は登録意匠を公告（公開）する（特許法第 103 条、第 104 条）。 

如何なる利害関係人も意匠登録の無効を管轄裁判所に請求することが

できる（特許法第 110 条）。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 登録となったときに出願日から又は優先権主張があった場合は優先日

から 12 月を超えない期間に限り、出願が登録となったとき場合の公告を

繰り延べる旨の請求を、出願時に、出願に含めることができる（特許法

第 98 条）。 

 公告繰延請求が行われた場合は，意匠の表現及び出願に関するファイ

ルは何れも公衆の閲覧に供されない。この場合、登録官は，意匠の公告

繰延べについての言及並びに登録所有者を特定し、かつ、出願日、繰延

べが請求されている期間の長さ、及びその他所定の明細を表示する情報

を公告する。繰延期間の満了時に、登録意匠が公告される（特許法 104

条）。 

公告の繰延べ期間中の登録意匠を基礎とする訴訟の提起は，登録簿及
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び出願に関するファイルに含まれる情報が訴訟の相手方に伝達されて

いることを条件とする（特許法 104 条）。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 権利付与前に意匠出願が公開される制度はないので、権利付与前の異

議申立制度はない。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 登録官が、前記(vii)に述べた登録要件が満たされていると認める場合、

意匠は登録され、公開の繰り延べ請求があれば、繰り延べ期間の満了時

に、登録官は登録意匠を公告する（特許法第 103 条、第 104 条）。 

費用に関して、意匠登録に関する手数料は、経済財務相と鉱工業エネ

ルギー省の合同布告で規定する（特許法第 130 条、意匠規則 26）とされ

ているが、アンケート調査の回答によると「現在、公式な料金がない」

とされ、料金に関する情報は得られなかった。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

意匠の登録は、出願日から 5 年間有効であり、5 年ごとの 2 回まで更

新することができる。更新手数料の滞納については，第 130 条にいう所

定の割増手数料を納付すれば 6 月の猶予期間が認められる（特許法第 109

条）。 

意匠権者以外の者による登録意匠の実施は，登録所有者の同意を必要

とし（特許法 105 条）、登録意匠の「実施」とは，意匠を組み入れた物

品の製造，販売又は輸入をいう（特許法 106 条）。 

意匠権者は，その同意なしに実施して意匠を侵害した者又は侵害が起

こる虞を生じさせる行為をなした者に対して訴訟を提起する権利を有

する（特許法 108 条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

如何なる利害関係人も意匠登録の無効を管轄裁判所に請求することが

できる（特許法第 110 条）。登録要件を満たしていないことが立証された

とき、又は意匠の登録所有者が創作者又はその権原承継人でないとき、

管轄裁判所は登録意匠を無効とする（特許法第 111 条）。管轄裁判所が無

効とした意匠は、当該意匠の登録日から無効とみなされる（特許法第 112

条）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

意匠の登録，又は当該付与若しくは登録の出願の拒絶については、如

何なる利害当事者も、これを管轄裁判所に対する不服申立の対象とする

ことができ、当該不服申立は当該決定の日から 3 月以内に行わなければ
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ならない（特許法第 124 条）。 

 

(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続き 

 登録意匠又はそれについての出願に関するライセンス契約は、登録官

に提出されなければならず、登録官はその内容については秘密保持する

が、それを登録し、かつ、それへの言及を公開する。ライセンス契約は、

当該登録が行われるまで、第三者に対して効力を有さない（特許法第 115

条）。 

 出願人の通常の居所又は主たる営業所がカンボジア王国外にある場

合は、カンボジア報告内に居住し、かつ、開業している代理人により代

理され、かつ、所定の要件を満たさなければならない（特許法第 116 条）。 

 産業担当省は、1 は特許及び実用新案，並びに他の 1 は意匠について

の 2 の別個の登録簿を維持する。本法において規定されたすべての登録

は，前記登録簿に行われる（特許法第 118 条）。 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当は 3 名

であり、その中 1 名が意匠分類の付与、管理及び実体的要件の審査の担

当を兼任している329。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 出願が、出願人の身元を確認できる表示及び意匠を組み入れる物品の

必要とされる表現物を含む場合、受領日が出願日として認定される。こ

の要件を満たしていないと登録官が認める場合、登録官は、出願人に必

要な訂正を提出するよう求め、当該必要な訂正の受領日を出願日として

認定する。ただし，如何なる訂正もされないときは，出願は行われなか

ったものとして取り扱われる。（特許法第 101 条）。 

 出願日認定後に登録官が行う審査項目は特許法 102 条に規定されてい

るが、意匠規則 14（方式審査）に審査手順が以下のように詳細に規定さ

れている。特許法第 91 条で規定される新規性が審査対象とはされていな

い。 

(1) 登録官は、出願が特許法第 95 条を満たしているか否かを審査する。 

 特許法第 95 条：願書記載内容及び添付される図面、写真、見本に関

する要件。 

(2) 特許法第 101 条及び第 34 条に定める修正提出の指示は、書面により、

修正箇所を明記し、指示から 2 月以内に提出するよう求める。  

 特許法第 101 条：出願人の身元を確認できる表示、意匠の表現を含

                                                   
329 アンケート調査結果  
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むこととする条件。 

 特許法第 34 条：出願に含まれていない図面に言及している場合の対

応。 

(3) 登録官は出願日を認定したら、出願人に書面で通知する。法律第 101

条及び第 34 条に基づき、出願が提出されていないものとして扱う場

合は、出願人に対し書面で具体的な理由を通知する。 

(4) 特許法第 89 条、第 90 条、第 93 条、第 95 条、第 96 条及び関連する

規則に定める条件が満たされていないと判断した場合、登録官は出願

人に対し、2 月以内に所定の手数料とともに必要な修正を提出するよ

う書面で指示する。出願人が瑕疵を是正する指示に従わない場合、又

は修正を提出したが、前記の条件が満たされていないと判断される場

合、登録官は出願を拒絶し、出願人に対して理由を書面で通知する。 

 特許法第 89 条：意匠の定義。 

 特許法第 90 条：機能のみによる意匠の除外規定。 

 特許法第 93 条：公序良俗規定。 

 特許法第 95 条：願書記載内容及び添付される図面、写真、見本に関

する要件。 

 特許法第 96 条：出願人の権利を正当化する陳述。 

(5) 出願が拒絶されても、出願日は引き続き有効で、影響はないものとす

る。 

(6) 登録官は、出願を認める又は拒絶する決定を書面で出願人に通知する

が、認める決定の場合は、出願人に対して登録・公開の手数料を、通

知日から 1 カ月以内に納付するよう求める。  

  

 登録官が、出願が上記の要件を満たしていると認めた場合，当該出願

意匠を登録して、公告し、出願人に意匠の登録証を交付するための手続

を進める。そうでない場合は，登録官は出願を拒絶する（特許法第 103

条）。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 願書への分類の記載は、優先権を求める場合の先の出願にのみ求めら

れているため、分類付与は審査官によりなされるものと考えられる。 

 

(iv) 審査順の定め方 

審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

前記（４）(ii)に示したフロー図にあるように、実体審査は全数ではな

く任意の案件に対して実施されるが、審査の内容を規定した条項は見当
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たらなかった。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 出願が、規定を満たさないと判断された場合、登録官は出願人に対し、

2 月以内に所定の手数料とともに必要な訂正を提出するよう書面で指示

する。出願人が指示に従わない場合、又は修正を提出したが、条件が満

たされていないと判断される場合、出願は拒絶され、出願人に対して理

由を書面で通知する（意匠規則 14(4)）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続

はない330。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

先行意匠調査は実施されない。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

先行意匠調査は実施されない。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 業務内容に関する品質管理体制・手法に関する情報は得られなかった。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 審査官に対する研修に関する情報は得られなかった。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合331 

 IPAustralia 及び MyIPO 主催のワークショップ 

 ASEAN と USPOT 主催の意匠審査ワークショップ 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 海外からの支援は特に受けていない332。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 海外からの支援は特に受けていない333。 

                                                   
330 アンケート調査結果  
331 アンケート調査結果  
332 アンケート調査結果  
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(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 経済警察、税関、CAMCONTROL334と協力するが、これまでのところ

侵害例はない335。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 意匠制度の利用促進や活用支援に関する取り組みに関する情報は得ら

れなかった。 

 

（７） 参考文献 

(i) 特許法（特実意）（ 2002 年 11 月 28 日国民議会により採択され，2002

年 12 月 31 日上院により批准され，2003 年 1 月 22 日プノンペン地区

王宮で署名された特許，実用新案証及び意匠に関する法律） 

 

(ii) 工業意匠規則（工業意匠の登録手続に関する宣言、署名日不明） 

                                                                                                                                                               
333 アンケート調査結果  
334 The Cambodia Import-Export Inspection and Fraud Repression Directorate-General 

http://www.camcontrol.gov.kh/（最終訪問日 2013 年 2 月 1 日） 
335 アンケート調査結果  

http://www.camcontrol.gov.kh/
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１０．ミャンマー  

 

現在のところ、ミャンマーには意匠制度を管理する法令は制定されておら

ず、また、アンケート調査も回答されず、情報が得られなかった。 
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Ⅲ． ハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた ASEAN 諸国の課題 

 

 「Ⅱ．調査結果」を基に、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員

会における日本のハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下、「ジュネーブ改正協

定」という。）加盟に向けた検討項目336を参照して、以下の項目について、ASEAN

諸国のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題の検討を行った。 

 

１．タイ 

１．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

タイは一意匠一出願制度としており（特許法第 60 条）、法制度を改正して複

数意匠一括出願を認めるようにするか、又はハーグ協定のジュネーブ改正協定

第 13 条（意匠の単一性に関する特別要件）に基づいて、複数意匠一括出願を認

めない旨の宣言をするかを検討する必要がある。 

 複数意匠一括出願を認める場合、同一出願内の意匠間で創作者が異なる場合

や、同一出願のうち一部の意匠に拒絶理由が存在し、一部の意匠に拒絶理由が

存在しない場合の拒絶理由を有さない意匠の取り扱いを検討する必要があるだ

ろう。また出願様式、出願費用、記録するデータベースの構造なども変更を検

討する必要があるだろう。 

 

１．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 タイでは出願後、方式審査（予備審査）の後に第 3 者による異議申立を受け

付けるために意匠登録出願が公開される（特許法第 65条で準用される第 31条）。

法律・規則には出願の公開繰り延べに関連する条項は見られないが、アンケー

                                                   
336 産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_seido_menu.htm  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_seido_menu.htm
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ト調査に対する回答では、出願の公開日は出願時に出願人が指定できる運用を

行っており、その期間にも特に制限がないという（この運用は DIP の通知（ア

ナウンスメント）によるものである）。そのため、例えば出願日の 30 月後を公

開日として指定することも可能である。国際出願の公開繰り延べを担保するた

め、現在の法令に関連する条項を加えることを検討し、DIP におけるそのよう

な出願に対する運用を検討する必要があるだろう。 

 

１．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 タイでは先行意匠調査を伴う実体審査が、予備審査に合格した後の 90 日間の

異議申立のための公開の後に実行される（特許法第 61 条）。そのため、タイは

共通規則 18(1)(b)に基づく宣言を行う資格があるだろう。DIP のアンケート調

査の回答では、実体審査に平均 18 カ月を要している（2011 年）。したがって、

上記期間のために 12 カ月を適用する宣言を行うこととともに、審査の効率化等

により、この期間内での処理を可能とするための体制作りを検討する必要があ

るだろう。 

 

１．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記１．３で述べたような状況を考慮すると、国際公開までの実体審査の期

間を十分に確保するため、国際事務局に対し、国際登録の秘密の写しの受理を

希望することを通報するかどうかを検討することが必要であろう。 
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１．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 タイでは特許法第 65 条で準用される第 19 条に「新規性喪失の例外規定」が

ある。国内出願に対する手続をどのように国際出願に対応させるか、手続自体

を見直して検討する必要があるだろう。 

 

１．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

現行、タイには部分意匠制度が無く、点線・破線による表現も認められてい

ない（意匠特許出願の手引き 3.1）ので、そのような出願への対応を検討する必

要があるだろう。 

 

１．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 現行、タイには関連意匠制度は無いが、この規定は関連意匠制度を有する締

約国にのみ影響するものであり、調査の範囲で特段の課題は発見されなかった。 

 

１．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

タイでは、基本的に 7 図（正背面図、左右側面図、平底面図及び斜視図）を

提出しなければならないとされているおり、その幾つかが同じであれば省略す

ることを認めている（意匠特許出願の手引き 3.1）。そのため、出願時提出しな

ければならない図の数が６以内となるよう検討する必要があるだろう。また、

アンケート調査の回答によれば、図の番号を「図 1、図 2・・・」のように表記
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することとしており、「1.1、1.2・・・」や「1-1、1-2・・・」を認めていない。

複数意匠一括出願（１．１参照）を認めるとした場合、図の番号の表記につい

て検討を要する可能性がある。 

 

１．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 タイでは意匠の請求の範囲の記載が必要とされており（特許法第 59 条(3)）、

また、出願に 100 語以内の簡潔な説明が含まれても良い（特許規則省令第 21

号第 20 条）としている。 

 簡潔な説明及び請求の範囲の記載が現行のタイの意匠特許制度の要件である

場合、タイは宣言を行うか、又は現在の規定を改めるかの検討が必要であろう。  

 

１．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰り

延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に代

えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、国

際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書又は見本を伴う国際

登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

タイの意匠制度では見本による意匠の表現を認めていない（特許規則省令第

21 号第 19 条）ため、第 11 条(1)(b)に基づく宣言を行わない場合（これにより

タイが意匠の公開の繰り延べを規定することになる）、タイは見本を受け付ける

必要がある。そのため、タイは見本を受け付けるか、国際登録の写しの受理を

希望することを通報するかどうかを検討する必要があるだろう。 

 

１．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 タイの法令によると出願は創作者の名前でなされることが要求されている。

出願人が創作者でない場合、出願時に譲渡証明書の添付が必要である（特許法

第 65 条で準用される第 10 条）。そのため、タイは、出願が創作者の名前でなれ

なければならないという要件を通報するか、制度を改正するかを検討する必要
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があるだろう。 

 

１．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 タイの意匠制度では、公開前に予備審査が実施され、公開後に実体審査が行

われる。さらに、予備審査では、方式要件に加え、図面の一貫性などの実体的

な要素も審査される。ジュネーブ改正協定では方式審査は国際事務局により実

施されるため、タイは意匠審査の手続を改正する必要があるだろう。 

 

１．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 タイの意匠特許登録簿には排他的又は非排他的ライセンスを記載することと

なっている（特許規則 26 号第 2 条）。しかし、国際登録簿にライセンス情報は

記載されない。そのためタイはこれらのライセンス情報をどのように扱うかに

ついて検討するか、又はライセンスに関する規定を改正する必要があるだろう。 

 

１．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 タイでは出願日から 10 年と規定されている（特許法第 62 条）。このためタイ

は、少なくとも存続期間を延ばす必要がある。 

 

１．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言
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により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 タイでは、DIP は職権による新規性の審査を含む実体審査が行われる。現在

出願時に 250 バーツ、登録されるまでにさらに 750 バーツ、また、それ以降も

権利維持のために手数料を要する（割引料金になる初年度一括払いも選択でき

る）こととなっている（特許規則第 23 号第 2 条）。そのため、タイは個別指定

手数料を宣言するか否かと、ジュネーブ改正協定に規定される更新制を適用す

る際の更新料について検討する必要があるだろう。 

 

１．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 タイは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必要があ

るだろう。 

 

１．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(1)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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２．ベトナム  

２．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

ベトナムでは「単一の共通独創性を表現し、かつ、当該工業意匠と著しく異

ならない変形を伴う工業意匠」は一つの工業意匠として請求することができる

（知的財産法 101 条）。しかし、ハーグ協定でいう「同一メインクラス」は上記

定義より広い範囲の意匠を一つの出願に含むことができることから、第 13 条

（意匠の単一性についての特別要件）に従い複数意匠一括出願を認める範囲を

ベトナムの運用に合わせ制限するよう宣言をするか、又は一出願に含めること

ができる複数の意匠の範囲をロカルノ分類のメインクラスまで範囲を拡大する

か対応の検討する必要があるだろう。 

 

２．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 ベトナムでは意匠登録出願が出願の受理から 2 カ月で公開され、登録意匠が

登録日から 2 カ月で公報に掲載される（知的財産法第 110 条）。 

公開繰り延べ制度に関して、ベトナムには公開を繰り延べる制度はないので、

本制度を導入するべく意匠登録制度を改定するか、適用除外の宣言を行うかを

検討する必要があるだろう。 

また、上記のどちらを選択した場合でも、国際公開の時期は一般に国際登録

から 6 カ月である（共通規則 17(1)）ため、上述の現在のベトナムの公開の時期

と異なっており、これらをどう調和させるかもあわせて検討する必要があるだ

ろう。 

 

２．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、
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締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 ベトナムでは、方式審査を通過した出願について、公開に続く 2 カ月の異議

申立期間が経過した後、先行意匠の検索を含めた実体審査が行われる（知的財

産法第 112 条及び第 114 条）ため、上記共通規則 18(1)(b)に基づく宣言を行う

ことができるだろう。ベトナムでの実体審査に要する期間についての情報は得

られなかったが、本宣言により拒絶通報期間を 12 カ月とする必要性について検

討するべきであろう。 

 

２．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記２．３で述べた状況を考慮すると、国際公開までの実体審査の期間を十

分に確保するため、国際事務局に対し、国際登録の秘密の写しの受理を希望す

ることを通報するかどうかを検討する必要があるだろう。 

 

２．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 ベトナムには新規性喪失の例外規定（知的財産法第 65 条）がある。国内出願

に対して要求される手続を国際出願に対してどのように適用するか、手続の見

直しを含めて検討する必要があるだろう。 

 

２．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな
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いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

ベトナムの現行法令には「部分意匠」を保護する規定はなく、保護を求めな

い部分を点線・破線によって表現することも認められていない（省令規則

33.6(a)）。このような出願に対する対応を検討する必要があるだろう。  

 

２．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 ベトナムの現行法令には関連意匠制度がない。しかし、上記規定はすでに関

連意匠制度を有する締約国にのみ影響するものであるので、この項目にはベト

ナムのジュネーブ改正協定に加盟する際、特段の課題とはならないものと思料

する。 

 

２．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 ベトナムでは 7 図（正背面図、左右側面図、平底面図及び斜視図）の提出が

求められており、必要がある場合は追加の図（断面図や拡大図）の提出が求め

られる。さらに、表現物のサイズはジュネーブ改正協定のそれと異なる（省令

規則 33.6）。このため、ジュネーブ改正協定の要件とどのように整合を図るか、

検討する必要があるだろう。 

 

２．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 ベトナムでは意匠の説明が開示要件に含まれている（知的財産法第 103 条）。
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ベトナムが意匠の説明を国際出願での必須要件とするのであれば、第 5 条

(2)(b)(ii)に基づく宣言による通報を検討する必要があるだろう。 

 

２．１０ 見本による意匠の表現 

 ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰

り延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に

代えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、

国際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う

国際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

現在のベトナムの意匠制度では見本による意匠の表現を認めていない（知的

財産法第 108 条(1)(b)）ため、第 11 条(1)(b)に基づく宣言をしない場合（これに

よりベトナムは公開の繰り延べを適用することになる）、ベトナムは見本を許容

する必要がある。このため、ベトナムは見本を許容するか、又は国際登録の写

しの受理を希望することを通報しないか、を検討する必要があるだろう。 

 

２．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 ベトナムでは出願は創作者の名前で提出される必要があり（知的財産法第 100

条(1)(d)）、出願人と創作者が異なる場合、出願人は創作者から出願人への譲渡

証を添付する必要がある。このため、ベトナムは、出願が創作者の名前で提出

されるべき要件を通報するか、国内のこの要件を改めるか、を検討する必要が

あるだろう。 

 

２．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 本調査研究において、ジュネーブ改正協定の方式審査を適用することに関し

て、特段の課題は発見されなかった。 

 

２．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 ベトナムでは意匠登録簿にライセンス情報等を記録する必要がある（知的財
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産法第 149 条）が国際登録簿にはライセンスに関する情報がない。ベトナムは

ライセンス情報をどのように扱うかについて検討するか、又はライセンスに関

する規定を改正する必要があるだろう。 

 

２．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 ベトナムの法令では、意匠の権利期間は、最初の期間が出願から 5 年で、そ

の後 5 年毎に 2 回の更新が認められる（知的財産法第 93 条(4)）ので、現行制

度の権利期間でもハーグ協定の要求を満たしていると考えられる。 

 

２．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。、実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

ベトナムでは NOIP が職権による新規性の審査を含む実体審査を行っている。

出願料として 180,000 ドン及び 2 図目以降の１図当たり 60,000 ドン、検索

120,000 ドン、審査 300,000 ドン等と定められている（アンケート調査結果）。

また、ハーグ協定同様の 5 年毎の更新制を採っているが、電子データの有無や

追加図面あたりの費用などの手数料が細かく規定されている（意匠料金表）。そ

のため、ベトナムは個別指定手数料を宣言するかどうか、検討する必要がある

だろう。 

 

２．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 



154 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 ベトナムは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必要

があるだろう。 

 

２．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(1)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。
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３．インドネシア  

３．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

インドネシア法令は、ジュネーブ改正協定と同様に、同分類に属する複数の

意匠からなる出願を認めている（意匠法第 13 条）。 

同一出願内の意匠間で創作者が異なる場合や、同一出願のうち一部の意匠に

拒絶理由が存在する場合の取り扱い、出願様式、記録するデータベースの構造

等に問題がなければ、この制度はインドネシアのジュネーブ改正協定加盟に向

けての障壁とはならないものと思料する。 

 

３．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで出願の公開を繰り延べ

ることができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 インドネシアでは出願日又は優先日から 12 カ月までの公開繰り延べを認め

ている（意匠法第 25 条(4)、(5)）ので、公開繰り延べ期間が 30 カ月以下である

ことをジュネーブ改正協定第 11 条(1)(a)に基づき宣言するか、公開繰り延べを

認める期間をジュネーブ改正協定に合わせて延長するかを検討する必要がある

だろう。 

 

３．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 インドネシアでは、予備審査を通過した出願は、公開後、異議申立のための 3
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ケ月が経過した後（意匠法第 26 条）、法令に明確な規定はないが、先行意匠検

索による実体審査が行われる。DGIPR のアンケート調査の回答で、2012 年の

実体審査に要した平均期間は 12 カ月であり、このため、意匠法令に実体審査に

関する条項を追加すること、及び、上記期間を宣言により 12 カ月とすること、

この期間内に実体審査が完了するように審査の効率を改善すること、を検討す

る必要があるだろう。 

 

３．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記３．３で述べた状況を考慮すると、国際公開前に実体審査が完了する期

間を確保できるように、国際登録の秘密の写しの受理を希望することを国際事

務局に通報するかどうかを検討する必要があるだろう。 

 

３．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 インドネシアには新規性喪失の例外規定がある（意匠法第 3 条）。国内出願に

要求される手続をどのように国際出願に対して適用するかを検討する必要があ

るだろう。 

 

３．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 インドネシアでは、保護を求めない部分を点線で示しても良い（意匠規則

6(1)(g)）。 
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したがって、点線又は破線の使用は、インドネシアがジュネーブ改正協定に加

盟するに際しての障壁とはならないものと思料する。 

 

３．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 インドネシアには関連意匠制度がないが、この規定はすでに関連意匠制度を

有する締約国にのみ影響するものであるので、この規定はインドネシアがジュ

ネーブ改正協定に加盟するに際しての障壁とはならないものと思料する。 

 

３．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 本調査研究の範囲で、上記要件はインドネシアがジュネーブ改正協定に加盟

するに際しての障壁とはならないものと思料する。 

 

３．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 インドネシアでは意匠の説明が開示要件に含まれている（意匠法第 11 条、第

18 条）。 

インドネシアが意匠の説明を国際出願の必須要件とするのであれば、第 5 条

(2)(b)(ii)に基づく宣言による通報を検討する必要があるだろう。 

 

３．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰り

延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に代

えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、国
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際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う国

際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

 インドネシアの現行制度では見本による意匠の表現認めている（意匠法第 11

条(4)(a)）。 

インドネシアが第 11 条(1)(b)に基づく宣言を行わない場合（これはインドネシ

アが公開繰り延べを認めることになる）、インドネシアが見本を受け入れること

になるが、このことは、インドネシアがジュネーブ改正協定に加盟するに際し

ての障壁とはならないものと思料する。 

 

３．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 インドネシアの法令は、出願が創作者以外の者によって提出される場合、出

願人が権利を有することを証明する資料が必要である（意匠法第 11 条(6)）。出

願人が創作者ではない場合、出願人は創作者から出願人への譲渡証を添付する

必要がある。このため、インドネシアは出願を創作者の名前で提出する要件を

通報するか、国内制度を改正するか、について検討する必要があるだろう。 

 

３．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 本調査研究の範囲で、インドネシアがジュネーブ改正協定加盟するに際して

の特段の問題は発見されなかった。 

 

３．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 インドネシアの意匠登録簿はライセンス契約の登録を求めており（意匠法第

36 条）、契約の登録が無い場合、契約は無効とされる可能性がある。しかし、

国際登録簿にはライセンス情報の記録はない。インドネシアはライセンス情報

の管理をどうするか、又はライセンスに関する規定を改正するか、を検討する

必要があるだろう。 

 

３．１４ 存続期間 
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 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 インドネシアの法令では、保護の存続期間は出願日から 10 年である（意匠法

第 5 条）ため、改正により少なくとも存続期間を延長する必要があるだろう。  

 

３．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 インドネシアの法令では第三者の異議申立により審査が行われると規定して

いるが、本調査研究によれば、運用として、第三者の異議申立が無くても、DGIPR

は審査を実施している。出願に関する費用は、出願時に 600,000 ルピア、登録

時に 100,000 ルピアを支払うこととなっている（料金表）。更新制及びそれに沿

った料金システムの適用について検討する必要あるだろう。インドネシアが個

別指定手数料の宣言を行う場合、インドネシアは運用で実施している職権によ

る実体審査に合致するように法改正を検討する必要があるだろう。 

 

３．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 インドネシアは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、について
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検討する必要があるだろう。 

 

３．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(4)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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４．マレーシア  

４．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

 マレーシアの法令は、同一分類に属する複数の意匠が一件の出願を構成する

ことを認めており（意匠法第 15 条）、ジュネーブ改正協定と同様である。同一

出願内の意匠間で創作者が異なる場合や、同一出願のうち一部の意匠に拒絶理

由が存在する場合の取り扱い、出願様式、記録するデータベースの構造の点で

問題がなければ、マレーシアのジュネーブ改正協定加盟に際しての障壁とはな

らないものと思料する。 

 

４．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 マレーシアでは公開を繰り延べる制度が無いので本制度を導入するべく制度

を改正するか、適用除外の宣言を行うかを検討する必要があるだろう。 

 

４．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 MyIPO からのアンケート調査及びヒアリング調査の回答によれば、マレーシ

アでは、法令に規定はないが、運用として方式審査の後に出願全件に対する先

行意匠調査とともに新規性の審査が行われている。しかし、その先行意匠調査

の範囲は、基本的にマレーシア国内の登録意匠の範囲であることから、マレー
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シアが第 1 条(xvii)に基づく実体審査国と認められ、共通規則 18(1)(b)に基づく

拒絶通報期間の延長を宣言する根拠とできるか国際事務局と議論する必要があ

る可能性がある。 

 

４．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記４．３の状況を考慮し、国際登録の秘密の写しの受理を希望することに

ついて、国際登録前に実体審査のための十分な期間を確保するために、国際事

務局に通報するか、検討する必要があるだろう。 

 

４．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 マレーシアには新規性喪失の例外が意匠法第 12 条に規定されている。国内出

願に要求される手続を国際出願に対してどのように適用するか、その手続につ

いて検討する必要があるだろう。 

 

４．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 マレーシアでは、物品の特定の部分にのみ保護が適用される場合、保護を求

めない部分を点線で表示することが認められている（意匠出願ガイドライン

3.0(g)）。したがって、点線又は破線の使用はマレーシアがジュネーブ改正協定

に加盟する際の障害とはならないものと思われるが、法令又は規則に規定する

ことについても検討の余地があるだろう。 
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４．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 マレーシアでは関連意匠制度に類似した制度がある（意匠法第 23 条）。この

条項に基づいて登録された意匠の登録期間は本意匠の登録期間又は更新期間を

超えることはできない。この制度の国際出願への適用、及び国際出願同士の場

合、国際出願と国内出願の場合への適用について検討する必要があるだろう。 

 

４．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 マレーシアの現行制度では、ジュネーブ改正協定と、写真又は図面の大きさ

に対する要求が異なっており（意匠出願ガイドライン 3.0）、上記の要求とジュ

ネーブ改正協定との関係について検討する必要があるだろう。 

 

４．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 マレーシアでは意匠の説明が開示要件に含まれていない（意匠規則）ことか

ら、当該要件がジュネーブ改正協定に加盟する際の障壁とはならないものと思

われる。 

 

４．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰り

延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に代

えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、国

際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う国

際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 
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 マレーシアには見本に関する規定があり（意匠規則 10(3)）、登録官は見本を

図面又は写真と代替することを要求できるとされている（意匠規則 10(4)）。見

本のサイズは各辺 20cm の立方体以内とされている。マレーシアが第 11 条(1)(b)

に基づく宣言を行わない場合（これはマレーシアが意匠の公開の繰り延べを規

定することになる）、マレーシアは見本を受け入れる必要があるが、見本のサイ

ズに関する要件を見直す必要がある。また、マレーシアは、見本を図面や写真

による表現と代替することを要求することを見直すことについて検討する必要

があるだろう。 

 

４．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 マレーシアは、出願人と創作者が同一の場合はそのような陳述書、異なる場

合は出願人の権利を正当化する陳述書の提出を求めている（意匠規則 5(3)）。こ

の点について、マレーシアは、出願は創作者の名前で提出されなければならな

いという要件を通報するか、又は国内制度の要求を改正するか、について検討

する必要があるだろう。 

 

４．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 マレーシアの方式審査項目と国際事務局の方式審査の内容を調整することが

考えられるが、本調査研究で確認した範囲で、マレーシアのジュネーブ改正協

定に加盟する際の、特段の課題は発見されなかった。 

 

４．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 マレーシアではライセンス契約は登録簿に記録することになっており（意匠

法第 30 条）、これに記録されないライセンス契約は効力を認められない。しか

し、国際登録簿はライセンス情報をもたないため、ライセンス契約の情報をど

のように取り込み登録簿に記録するか、又はライセンスに関する規定を見直す

か、検討する必要があるだろう。 
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４．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 マレーシアの法令では、登録された意匠は 5 年間有効であり、5 年ごとに 2

回に亘る更新が可能である（意匠法第 25 条）ので、ジュネーブ改正協定と一致

している。 

 

４．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 マレーシアでは、書面での出願であれば 500 リンギット（MYR)、電子出願の

場合は 480MYR、及び図面あたり 200MYR の公告料が必要で、登録料は求めて

おらず、別途更新料が定められている。上記４．３で述べたとおり、実体審査

国と判断されるかが明確ではないが、方式審査国であればレベル 1、実体審査国

と判断されれば上記に従いレベル 2 又は 3 を選択すること及び個別指定手数料

について検討する必要があるだろう。 

 

４．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 
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 マレーシアは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必

要があるだろう。 

 

４．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(4)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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５．シンガポール  

 

シンガポールは既にハーグ協定のジュネーブ改正協定の加盟国であり、その

制度は既にハーグ協定のジュネーブ改正協定と調和している。
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６．フィリピン  

６．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

 フィリピンでも同様の制度を採用している（IP 法第 115 条）が、「同一の中

分類（サブクラス）に属する」ことを条件としているため、認める分類の範囲

を拡張することを検討する必要がある。 

 

６．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 IPOPHL のアンケート調査の回答によると、法令等に規定はないが、運用に

より、出願人の希望する公開日を出願申請書に記載することにより公開日を指

定できる制度があり、指定できる日付にも制限は無い。このため、例えば出願

日の 30 カ月後を公開日として指定することも可能である。国際出願における公

開繰り延べのため、現在の法令に特定の条項を追加するか、また、IPOPHL へ

の出願をどのように扱うか、検討する必要があるだろう。 

  

６．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 フィリピンでは実体審査を行っていないが（規則 1505）、公開された意匠出

願に対し、公開から 30 日の間、異議申立を受け付けている（規則 1701）。フィ

リピンが上記共通規則 18(1)(b)に基づく宣言を行う意思がある場合、IPOPHL
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が権利の付与について第三者からの異議申立を受け付ける期間を法により規定

している官庁として認められるかどうか、国際事務局との議論が必要であろう。

どちらの場合でも、IPOPHL は、国際事務局が行う方式審査以外の要件につい

て、6 カ月又は 12 カ月の審査期間の間に完了できるか、確認することが必要で

あろう。 

 

６．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記６．３で述べたように、フィリピンでは実体審査は行われない（規則

1505）。制度を改正して実体審査を適用しない限り、又は国際事務局から国際登

録を受理してから登録までの過程に 6 カ月以上を要しない限り、秘密の写しの

受理を希望する必要性は低いものと思われる。 

 

６．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

フィリピンには新規性喪失の例外規定（規則 1503）があることから、国内出

願に対する手続をどのように国際出願に対応させるか、検討する必要があるだ

ろう。 

 

６．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 フィリピンでは、権利を求めない周囲の構造を図面にあらわす場合、破線で

示すことが規定されている（規則 1514.2）。このため、点線又は破線の使用は、
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フィリピンがジュネーブ改正協定に加盟する際の障壁とはならないものと思わ

れる。 

 

６．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 現行のフィリピンの法令・規則には関連意匠制度がないが、この規定は関連

意匠制度を有する締約国にのみ影響するものであるので、フィリピンがジュネ

ーブ改正協定に加盟する際の障害とはならないものと思われる。 

 

６．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

上記要件は、フィリピンの現行制度（規則 1514）の範囲内であるので、フィ

リピンがジュネーブ改正協定に加盟する際の障害とはならないものと思われる。 

 

６．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 フィリピンでは意匠の説明及び請求の範囲が開示要件に含まれている（規則

1510）。フィリピンが意匠の説明及び／又は請求の範囲を国際出願の必須の要件

とする場合、第 5 条(2)(b)に基づき、宣言することにより通報する必要があるだ

ろう。 

 

６．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰り

延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に代

えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、国
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際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う国

際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

 フィリピンでは図面又は写真による意匠の表現物の提出が必須であり、物品

の見本は付属物としてのみ受領されると規定されている（IP 法第 114 条）こと

から、フィリピンが第 11 条(1)(b)に基づく宣言を行わない場合（これによりフ

ィリピンが意匠の公開の繰り延べを規定することになる）、フィリピンは見本を

受け付けることが必要になる。そのため、フィリピンは見本を受け付けるか又

は国際登録の写しの受理を希望することを通報するかどうか、を検討する必要

があるだろう。 

 

６．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 フィリピンでは出願時には譲渡証明書の提出は求められてはいないが、出願

人が創作者でない場合、意匠の権限を示す陳述を求めている（規則 1510）。そ

のため、フィリピンは第 5 条(2)(b)(i)に基づく宣言（出願に関する必須要件：意

匠の創作者の同一性）を行い、出願が創作者の名前で提出されなければならな

い要件を通報するか、国内制度の要件を改正することを検討する必要があるだ

ろう。 

 

６．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 ジュネーブ改正協定の方式審査で確認される事項とフィリピンの法令での確

認事項の差を確認し、必要に応じて調整を要する可能性はあるが、本調査研究

を通じて、ジュネーブ改正協定の方式審査をフィリピンの法令に適用すること

に特段の課題は発見されなかった。 

 

６．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 フィリピンの現行制度ではライセンス情報や質権情報を記録しなければなら

ない規定は見られなかった。しかし、アンケート調査の回答では現在ライセン

ス情報等を記録するデータベースを有しているとされ、同データベースに記録
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する情報をどのように入手するか検討する必要があるだろう。 

 

６．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 フィリピンでの存続期間は、出願から 5 年であり、5 年ごとに 2 回更新して

最大 15 年であるから（IP 法第 118 条）、ジュネーブ改正協定に適合している。 

 

６．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 フィリピンでは実体審査を行っていない（規則 1505）。フィリピンが実体審

査を行わない限り指定手数料はレベル 1 となる。また、5 年毎の更新制を採っ

ており（IP 法第 118 条）フィリピンのジュネーブ改正協定に加盟する際の特段

の課題はないものと思われる。 

 

６．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 フィリピンは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必
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要があるだろう。 

 

６．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(4)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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７．ラオス  

 ラオスからのアンケート調査の回答によると知的財産法（2008 年施行）は改

正され、現在は知的財産に関する法律 2011 が適用され、また、他の法令、意匠

に関する知的財産法の実施についての大臣決定第 0755/MOST が追加されてい

るとの情報であった。しかし、これらの法令は WIPO LEX 上でも公開されてお

らず、またその原文も入手することができなかった。したがって、以下は改正

前の法令を基にした、ラオスがジュネーブ改正協定に加盟する際の課題につい

て検討した項目である。 

 

７．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

 ラオスにも同様の制度があり（規則第 20 条）、複数意匠を一の出願で行うこ

とが可能である。しかし、個々の意匠ごとに出願書類のコピーを提出すること

を求めており（規則第 21 条）、国際出願への対応を検討する必要があるだろう。  

 

７．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを提

供している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 ラオスでは出願日又は優先日から 12 カ月までの公開繰り延べを認めている

（規則第 20 条）。そのため、第 11 条(1)(a)の下で繰り延べ期間が 30 カ月より短

いことを宣言するか、繰り延べを可能とする期間をハーグ協定に合わせて延長

するかを検討する必要があるだろう。 

 

７．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、
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この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 ラオスでは先行意匠調査とともに実体審査を行っており（知的財産法第 40

条）、アンケート調査に対する回答で、審査に要する平均期間が 6 カ月とのこと

であった。最近の DISM に対する意匠出願件数が年間約 20 件と少ない状況であ

るが、ラオスがジュネーブ改正協定に加盟すると、出願の容易さから出願数の

増加が予想される。そのため、本宣言により拒絶通報期間を 12 カ月とすること、

また実体審査の効率を改善して上記期間内に実体審査が完了できるようにする

ことを検討する必要があるだろう。 

 

７．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記７．３で述べた状況の下、国際公開前に、実体審査に充てられる時間を

確保するために、国際登録の秘密の写しの受理を希望する旨の通報をするべき

か、検討する必要があるだろう。 

 

７．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

  

 ラオスの法令には新規性喪失の例外に関する規定は見られなかったが、同国

がパリ条約の加盟国であることを鑑みると、少なくとも同条約の範囲で新規性

喪失の例外があると認められ、国際出願に対しても同様の扱いができるよう、

適用条件等を検討する必要があるだろう。 

 

７．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな
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いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 ラオスの知的財産法（2008 年施行）には部分意匠制度に関する規定は見られ

ないが、アンケート調査では部分意匠制度があるとの回答があった。しかし、

部分意匠を線の種類を使い分けるかとの問いには規定なしとの回答であった。

点線又は破線の使用を法令又は規則として提供することを検討する必要がある

だろう。 

 

７．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 ラオスの法令には明記されていないが、アンケート調査の回答では関連意匠

制度があるとのことであった。もし存在するならば、国際出願同士又は国内に

出願された意匠との関連をどのように扱うか、検討する必要があるだろう。も

し存在しないならば、この項目に関して、ラオスがジュネーブ改正協定に加盟

する際に、特段の課題はない。 

 

７．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 ラオスの法令・規則には図面の要件等は明記されておらず、ラオスのジュネ

ーブ改正協定に加盟する際の特段の課題は発見されなかった。 

 

７．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 ラオスの法令・規則には意匠出願書類に意匠の説明又は請求の範囲を要件と
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するか否かの明確な規定は見られず、ラオスのジュネーブ改正協定加盟する際

の特段の課題は発見されなかった。 

 

７．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定のみに関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の

繰り延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付

の替りに、意匠の見本を添付してもよい（共通規則 10）。締約国官庁は国際事

務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う国際登

録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

ラオスからのアンケート回答によると、現在のラオスの意匠制度では見本に

よる意匠の表現を認めていないとなっているが、法令・規則では認められる（知

的財産法第 31 条）。公開繰り延べの要求を伴う見本を含む国際出願（７．２参

照）の取り扱いを検討する必要がある。ラオスが第 11 条(1)(b)の宣言を行わな

い場合（それは公開の繰り延べを規定することを意味するが）、ラオスは見本を

受け入れる必要がある。そのため、ラオスは見本を受け入れるか、そして官庁

が国際登録の写しの受理を希望することを通報するかどうか、を検討する必要

があるだろう。 

 

７．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 ラオスの法令・規則には出願時の譲渡証明書を必要とする規定は見られない

が、出願人が創作者でない場合、出願書類に委任状を添えることを求めている

（規則第 20 条）。ジュネーブ改正協定では国際出願は委任状を要求していない。

ラオスは委任状の要求を検討する必要があるだろう。 

 

７．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 月で公開さ

れる（第 8 条、第 10 条）。 

 

 ラオスの法令・規則には方式審査の詳細に関する規定は見られず、本調査に

おいてこの課題を検討することはできなかった。 

 

７．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 
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 ラオスの法令・規則には登録簿の詳細に関する規定はみられなかったが、ア

ンケート調査への回答では現在ライセンス情報等を記録するデータベースを有

しているとの回答があった。データベースのための情報をどのように入手する

かについて検討する必要があるだろう。 

 

７．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 ラオスでの存続期間は 15 年で、5 年ごとの更新となっており（知的財産法第

48 条）、ジュネーブ改正協定に一致している。  

 

７．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 ラオスの法令ではラオス知財庁（DIMS：Department of Industrial Property, 

Standardisation and Metrology）は職権による新規性を含む実体審査を実施し

ている。出願料は 600,000LAK で、最初の 5 年間の維持費を含み、更新手数料

も 5 年ごとに課される制度となっている。ラオスは実体審査国なので、個別指

定手数料を宣言するかを検討するとともに、ジュネーブ改正協定で示される更

新手数料の構成を検討する必要があるだろう。 

 

７．１６ 出願人による自身の締約国指定の効果 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、



179 

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 ラオスは第 14 条(3)の下に宣言による通報を行うか、検討する必要があるだ

ろう。 

 

７．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(4)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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８．ブルネイ  

８．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

 ブルネイでもジュネーブ改正協定と同様の制度を設けており、調査の範囲で

ブルネイのジュネーブ改正協定に加盟する際の、特段の課題は発見されなかっ

た。 

 

８．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 ブルネイでは出願日又は優先日から 12 カ月まで公告を繰り延べることがで

きる（緊急（意匠）令第 26 条）。そのため、ブルネイは第 11 条(1)(a)に基づく

宣言により公開繰り延べ期間が 30 カ月未満であることを通報するか、又はジュ

ネーブ改正協定に適合して延長するかを検討する必要があるだろう。 

 

８．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 ブルネイでは実体審査を行っておらず（緊急（意匠）令第 26 条）、また、ア

ンケート調査の回答によると最近の審査にかかる期間は短期間である。このこ

とから、本事項について、調査の範囲で特段の問題は発見されなかった。しか

し、ブルネイがジュネーブ改正協定に加盟すると、出願がさらに容易になって、

出願数が急増することも考えられるので、その場合、対策を講じる必要が生じ
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る可能性もあるだろう。 

 

８．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記８．３で述べたように、最近のブルネイの審査期間が比較的短期間であ

ることから、秘密の写しの受理を宣言する必要性は低いものと思われる。 

 

８．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 ブルネイでは公認国際博覧会での開示について博覧会の開会から 6 カ月以内

の出願、及び善意に反する所有権者以外の者による開示については開示から 12

カ月以内の出願に対して新規性喪失の例外を認めている（緊急（意匠）令第 12

条）。 

 公認国際博覧会での開示については国際出願様式に記載欄があり問題ないが、

善意に反する所有権者以外の者による開示については記載する欄がないため、

所有権者以外の者による開示に関する情報をどのようにして入手し、国内出願

と同等の扱いとするか、検討する必要があるだろう。 

 

８．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 ブルネイの法令には部分意匠制度がなく、保護を求めない部分を点線又は破

線で表示することを認める条項も無い（審査基準は提供されていない）。そのた

め、このような出願にどのように対応するか、検討する必要があるだろう。 
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８．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 ブルネイでは関連意匠制度といくつかの共通点を持つ条項がある（緊急（意

匠）令第 14 条）。この条項の下に登録された意匠は本意匠の存続期間を超える

ことはできない。この制度をどのように国際出願に適用するか、国際出願同士

又は国際出願と国内のみに出願された意匠との関連をどのように扱うか、検討

する必要があるだろう。 

 

８．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 本調査研究の範囲では、ブルネイの図面等の要件（意匠規則第 7 条）はジュ

ネーブ改正協定と同様であり、特段の課題は発見されなかった。 

 

８．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 ブルネイでは出願書類への添付書類として「物品を特定する陳述」が求めら

れている（意匠規則 6）が、本項の宣言により得られる意匠の簡潔な説明で代替・

対応できるか検討する必要があるだろう。 

 また、現在添付書類としてさらに求められる「新規性の陳述」について（緊

急（意匠）令第 15 条）、国際意匠出願の場合どのように扱うか対応を検討する

必要があるだろう。 

 

８．１０ 見本による意匠の表現 

ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰り

延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に代
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えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、国

際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う国

際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

 ブルネイの法令では見本による意匠の表現を認めていない（意匠規則 7）ため、

ブルネイが第 11 条(1)(b)に基づく宣言を行わない場合（これはブルネイが公開

繰り延べ制度を規定することになる）、ブルネイは見本を受け付ける必要がある

ことになる。そのため、ブルネイは見本を受け付けるか、又は国際登録の写し

の受理を希望することを通報するかどうか、を検討する必要があるだろう。 

 

８．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 ブルネイの法令では出願人が創作者と異なる場合、出願人の意匠に関する権

利を説明する陳述が必要である（意匠規則 6）ので、この陳述が国際出願の譲渡

証で代替できるかを検討する必要があるだろう。この点に関して、ブルネイは

出願が創作者の名前でなされなければならないことの要求を通報するか、国内

の制度の要求を改正するか、検討する必要があるだろう。 

 

８．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 本調査研究を通じて、ジュネーブ改正協定をブルネイの法令に適用すること

に関して、特段の課題は発見されなかった。 

 

８．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

ブルネイの法令では登録簿にライセンス情報、抵当などの意匠取引情報を記

録することになっている（緊急（意匠）令第 34 条、意匠規則 25）。しかし、国

際登録簿にはライセンスに関する情報はない。ブルネイはライセンス情報をど

のように管理するか、又はライセンスに関する規定を改正するか、検討する必

要があるだろう。 

 

８．１４ 存続期間 
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 ジュネーブ改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 ブルネイの法令では登録の存続期間は出願日から 5 年とし、5 年ずつ 2 回の

延長が認められており（緊急（意匠）令第 29 条）、ジュネーブ改正協定に適合

している。 

 

８．１５ 国際出願・登録手数料 

 ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

 ブルネイでは実体審査は実施されない（緊急（意匠）令第 26 条）。ブルネイ

が実体審査を実施しない限り、指定手数料としてレベル 1 が適用される。5 年

ごとの更新制となっており（緊急（意匠）令第 29 条）、調査の範囲で特段の課

題は発見されなかった。 

 

８．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、

異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 ブルネイは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必要

があるだろう。 
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８．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについては、出願人の利便性等を考慮しながら、第 4 条(4)に規定され

たいずれの選択をするか、検討する必要があるだろう。 
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９．カンボジア  

９．１ 複数意匠一括出願制度 

 ジュネーブ改正協定ではロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する

意匠であれば、一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている（第 5

条（4）、規則 7(3)(v)、(7)）。締約国は、第 13 条(1) （意匠の単一性に関する特

別要件）に基づいて宣言を行うことにより、同じ出願の対象とできる意匠とし

て、意匠の単一性、製品の単一性もしくは使用の単一性の要件に合致すること、

又は同一の組み（set）若しくは品目の構成に属すること、又は一の独立かつ区

別性のある意匠のみが単一の出願において出願できることを要求することがで

きる。 

 

 カンボジアの法律にもジュネーブ改正協定と同様の制度がある（特許・実用

新案・工業意匠に関する法律第 97 条）。したがって、カンボジアがジュネーブ

改正協定に加盟するために、この項目に関する特段の課題は、調査の範囲にお

いて発見されなかった。 

 

９．２ 公開繰り延べ制度 

 ジュネーブ改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規

定している場合、国際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先

権が主張されている場合は優先日から最大 30 カ月まで公開を繰り延べること

ができる（第 11 条、第 16 規則）。 

 

 カンボジアの法律では、出願日又は優先日から 12 カ月までの公開繰り延べを

認めている（特許・実用新案・工業意匠に関する法律第 98 条）。したがって、

第 11 条(1)(a)に基づいて、ジュネーブ改正協定に適合する 30 ヶ月以内の範囲で

繰り延べ期間を延長するか、現状が 30 ヶ月以内であることを通報することを宣

言するか、について検討する必要があるだろう。 

 

９．３ 拒絶通報期間 

 ジュネーブ改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶

を国際事務局へ通報できる期間は、原則として国際登録から 6 カ月間である。

通報には拒絶理由の基礎となるすべての根拠を挙げなければならない。しかし、

締約国が実体審査をしているか又は法令により異議申立を認めている場合、宣

言によりこの期間を 6カ月に代えて 12カ月にすることができる。当該締約国は、

この期間内に国際出願の実体審査又は異議申立の審査を完了し、その決定を国

際事務局に通報しなければならない。（第 12 条、第 18 規則） 

 

 新規性についての実体審査は、カンボジアでは行われていない（特許・実用

新案・工業意匠に関する法律第 103 条）。質問に対する回答によると、現在、方

式審査に平均約 6 ヶ月を要している。しかし、カンボジアがジュネーブ改正協
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定に加盟すれば、出願をする利便性が向上するため、出願件数が増加する可能

性がある。このことを考慮すると、カンボジア特許庁（DIP)は、国際事務局に

よる方式審査を含めて 6 ヶ月以内に自国の方式審査を完了できるか否かをチェ

ックする必要があるだろう。 

 

９．４ 秘密の写しの受理 

 ジュネーブ改正協定では、国際登録の効果の拒絶は締約国官庁より国際事務

局へ定められた期間内に通報されなければならない（１．３参照）。国際事務局

への通報により締約国が国際登録の秘密の写しの受理を希望した場合は、同国

を指定する意匠出願について国際登録後直ちに秘密の写しを受理することがで

きる（第 10 条）。 

 秘密の写しの受理の通報により指定国官庁は国際公開前に実体審査を開始す

ることができる。もし、出願人が国際公開前に出願を取り下げ、又は、指定を

取り下げた場合、秘密の写しを基にした実体審査は無駄になる。一方、この通

報をしない場合、写しは国際公開後に配布されることになるため、指定国官庁

は国際公開後に実体審査を始めることとなる。 

 

 上記９．３で言及したように、新規性についての実体審査は、カンボジアで

は行われていないが、現在、方式審査に平均 6 ヶ月を要している。カンボジア

特許庁(DIP)における方式審査の効率が向上することを考慮すると、国際事務局

における国際登録の秘密の資料の写しを受領する希望を通報するかどうかにつ

いて、検討する必要があるだろう。 

 

９．５ 新規性喪失の例外規定 

 ジュネーブ改正協定には「新規性喪失の例外」に関する明確な条項はないが、

国際登録は、各指定締約国において、その締約国の法令に基づき意匠の保護の

付与を求める正規になされた出願と少なくとも同一の効果を有する（第 14 条

(1)）。 

 

 カンボジアでは特許・実用新案・工業意匠に関する法律第 92 条に「新規性喪

失の例外」に関する規定がある。国内出願に対して要求される手続をどのよう

に国際出願に適用するかについて、手続のレビューをして検討する必要がある

だろう。 

 

９．６ 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「部分意匠」を保護する明確な条項はな

いが、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を、説明及び／又

は点線又は破線により示すことができる（共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節）。 

 

 カンボジアの特許・実用新案・工業意匠に関する法律には物品の部分を意匠
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として認める制度に関する規定はない。しかし、出願の願書に「一定の開示を

考慮しないよう求める陳述書」を添付することを認めており（意匠登録願書様

式 1 号，No.8 の項目４）、質問に対する特許庁(DIP)からの回答によると、それ

は、物品の部分を意匠として認めるためのディスクレーマー（disclaimer)とし

て機能している。したがって、ジュネーブ改正協定に適合させるために、どの

ようにこの陳述書を修正するかについて検討する必要があるだろう。 

 

９．７ 関連意匠制度 

 ジュネーブ改正協定には、いわゆる「関連意匠制度」に関する条項が 2012 年

1 月より追加され、同制度を有する指定締約国は、基本出願、基本登録又は基本

意匠の参照番号を記入した国際出願を認めることができるようになった（実施

細則第 407 節）。 

 

 カンボジアの現在の法律は、関連意匠制度を有していない。ジュネーブ改正

協定は、関連意匠制度を有する国にのみ影響するので、この項目に関して、カ

ンボジアがジュネーブ改正協定に加盟するために検討する課題はない。 

 

９．８ 図面等の提出要件 

 ジュネーブ改正協定において締約国は、その出願が二次元の意匠又は製品の

場合は 1 図より多く、三次元の製品の場合は 6 図より多くの図を要求すること

はできない（第 9 規則）。 

個々の図のサイズや番号の付け方も実施細則により規定されている（実施細

則第 401 節～406 節）。 

 

 これまでの調査に関する限り、カンボジアには意匠の表現に関する要件につ

いての詳細な情報はほとんどない。したがって、上記の要件について、ジュネ

ーブ改正協定に関する特段の課題は発見されなかった。 

 

９．９ 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 

ジュネーブ改正協定では、意匠の複製物又は意匠の独自の特徴についての簡

潔な説明を、意匠を特定する要素として含むことを要求する場合、及び権利と

して請求する範囲の記載を要求する場合、国際事務局にその旨を宣言する必要

がある（第 5 条(2)(b)(ii)、(iii)）。締約国が意匠の簡潔な説明や請求の範囲を求

めない場合でも、出願人の選択により、国際出願に簡易な説明を含むことがで

きる（共通規則 7(5)）。説明が 100 語を超える場合、追加の料金が課せられる。 

 

 カンボジアの法令は、意匠の説明や請求の範囲を要求していないので（工業

意匠規則）、これまでの調査に関する限り、ジュネーブ改正協定に加盟する際の

特段の課題は発見されなかった。 
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９．１０ 見本による意匠の表現 

 ジュネーブ改正協定に関する国際出願は、二次元の意匠に関して公開の繰

り延べが請求されている場合、共通規則 9 で参照される意匠の複製物の添付に

代えて、意匠の見本を添付することができる（共通規則 10）。締約国官庁は、

国際事務局に対し、官庁が国際出願に関連のある声明、文書、又は見本を伴う

国際登録の写しの受理を希望する旨を通報することができる（第 10 条(5)）。 

 

 カンボジアの法令は、意匠が二次元の場合、工業意匠出願の表現として見本

を許容している（特許・実用新案・工業意匠に関する法律第 95 条）。したがっ

て、９．２における公開繰り延べ制度を維持又は拡張する場合、ジュネーブ改

正協定に適合した見本のサイズをどのようにするかなど、見本に対する要件を

検討する必要があるだろう。 

 

９．１１ 創作者名での出願書類提出要件 

 ジュネーブ改正協定では、意匠の保護を求める出願が意匠の創作者の氏名に

おいてされることを締約国の法令が要求する場合、その締約国は宣言によりそ

の旨及びその要件に従った手続を通報することができる（共通規則 8）。 

 

 カンボジアの法令は、出願は工業意匠の創作者の氏名で提出することを求め

ている。もし、出願人が創作者でない場合、出願人は創作者から出願人への譲

渡証書を添付しなければならない（特許・実用新案・工業意匠に関する法律第

96 条）。したがって、カンボジアにおいては、国内の法制度の要件を変更する

か、出願が創作者の氏名で提出されるべきことを通報することを検討する必要

があるだろう。 

 

９．１２ 方式審査 

 ジュネーブ改正協定では、国際事務局は国際出願の方式要件を審査する。方

式要件が満たされる場合、国際出願は登録され、国際登録日から 6 カ月で公開

される（第 8 条、第 10 条）。 

 

 これまでの調査に関する限り、ジュネーブ改正協定の方式審査をカンボジア

の制度に適用することに特段の課題は発見されなかった。 

 

９．１３ 国際登録簿・ライセンス情報 

ジュネーブ改正協定では、意匠の国際登録は国際事務局が管理する国際登録

簿に記録されるが、ライセンス情報、質権情報などは記録されない（第 16 条）。 

 

 カンボジアの法令は、ライセンス契約の情報は意匠登録簿に記録することを

求めている（特許・実用新案・工業意匠に関する法律第 115 条及び第 118 条）。

しかし、国際登録簿は、ライセンスに関する情報を有していない。したがって、
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カンボジアにおいては、ライセンス情報を取り扱う方法について検討するか、

ライセンスに関する規定を改正することについて検討する必要があるだろう。 

 

９．１４ 存続期間 

 ジュネーブ改正協定では存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国

の国内法が規定する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定

している（第 17 条）。 

 

 カンボジアの法令は、最初の登録の存続期間を出願日から 5 年として、さら

に 5 年ずつ 2 回の延長を認めている（特許・実用新案・工業意匠に関する法律

第 109 条）。これは、ジュネーブ改正協定に適合するものである。  

 

９．１５ 国際出願・登録手数料 

ジュネーブ改正協定では、国際出願料は(i)基本手数料、(ii)指定手数料、及び

(iii)公開手数料で構成される（追加の費用を要する場合もある）。基本手数料及

び公開手数料は、国際出願に含まれる意匠の数、ページ数、説明の語数で決定

される。指定手数料だけは指定する国によって決まる。実体審査を実施してい

ない官庁の締約国の指定手数料はレベル 1、新規性以外の内容について実体審査

を実施している官庁の締約国の指定手数料はレベル 2、職権により又は第三者に

よる異議申立てに従い行う新規性に関する実体審査を含め、実体審査を行う官

庁の締約国の指定手数料はレベル 3 としている（第 7 条、共通規則 12）。審査

官庁は宣言により標準指定手数料を個別指定手数料と置き換えることができる

が、自国で徴収している料金を超えてはならない。さらに、審査官庁は、宣言

により、個別指定手数料を 2 分し、初めの部分を国際出願時の支払いとし、後

の部分を関連締約国の法に従って決定される後日の支払いとすることができる

（第 1 条(xvii)、第 7 条、共通規則 12）。 

 

カンボジアにおいては、実体審査は行われていないので（特許・実用新案・

工業意匠に関する法律第 103 条）、指定手数料として指定手数料レベル 1 が適用

される。5 年ごとの登録の更新が規定されているので（特許・実用新案・工業意

匠に関する法律第 109 条）、これまでの調査の範囲では、特段の課題は発見され

なかった。  

 

９．１６ 国際出願における自己指定 

 官庁が審査官庁である締約国が出願人の居所を置く締約国である場合に、そ

の締約国は、宣言により、その締約国を指定することが効果を持たないことを

事務局長に通報することができる（第 14 条(3)(a)）。 

 第 14 条(3)に基づく宣言がなされない場合、出願人は、出願人の選択により、

意匠を直接に国内出願するか又は国際事務局経由の国際出願として出願するか

を選択することができ、結果として同じ意匠について、等価な二つの出願が、
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異なる言語及び様式で存在することが可能となる。 

 

 カンボジアは第 14 条(3)に基づく宣言をして通報を行うか否か、検討する必

要があるだろう。 

 

９．１７ 仲介官庁 

 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の

官庁を通じて出願することができる（第 4 条(1)(a)）。しかし、いずれの締約国

も、宣言により、当該締約国の官庁を通じて国際出願をすることができない旨

を、事務局長に通報することができる（第 4 条(1)(b)）。 

 官庁が、第 4 条(1)(b)に基づく宣言せず、出願人がその官庁を通じて間接的に

出願することを可能とする場合、官庁は国際事務局に通報し、その出願に係る

手数料を徴収して国際事務局へ転送することができる（共通規則 27(2)(b)）。 

 

 これらについて、ユーザーの利便性等を考慮し、いずれを選択するか検討す

る必要があるだろう。 
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１０．ミャンマー  

 

 現在、ミャンマーには意匠登録制度がないため、ハーグ協定のジュネーブ改

正協定加盟に向けては、法制度の整備について検討する必要があるだろう。 
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(1979) As Amended by the
Patent Act (No. 2) B.E
2535 (1992) and the
Patent Act (No. 3) B.E.
2542 (1999)

Law on Intellectual Propert
(No. 50/2005/QH11)
amended by Law No.
36/2009/Qh12 on June
19, 2009

LAW OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER
31 YEAR 2000
REGARDING INDUSTRIAL
DESIGNS

Industrial Designs Act 552
1996 amended by Act
A1140 INDUSTRIAL
DESIGNS (AMENDMENT)
ACT 2002

REGISTERED DESIGNS
ACT (CHAPTER 266)
(Original Enactment: Act
25 of 2000)

Intellectual Property Code
of the Philippines (Republic
Act No. 8293)

Law on Intellectual
Property 2011
（特許庁資料から改定が
あったものと思われる）

Emergency (Insustrial
Designs) Order, 1999

Law on Patents, Utility
Models and Industrial
Designs (2003)

（２）政省令

Ministerial Regulations No.
21 - 27 of 1999 (B.E.
2542) Issued under the
Patent Act B.E. 2522 As
Amend by the Act (No.2)
B.E. 2535 (1992) and the
Paten Act (No.3) B.E. 2542
(1999)

- Decree No.
103/2006/ND-CP
- Decree No.
122/2010/ND-CP
- Decree No.
105/2006/ND-CP
- Decree No.
119/2010/ND-CP
- Circular No.
01/2007/TT-BKHCN
- Circular No.
01/2008/TT-BKHCN

欄外に詳細を記載した　*)

Government Regulation No.
1 of 2005 regarding the
Implementation of Law No.
31 of 2000 regarding
Industrial Design. State
Gazette of 2005, No. 1.

- Industrial Designs
Regulations 1999
- Industrial Designs
(Amendment) Regulations
2012

- No. S 556 REGISTERED
DESIGNS (AMENDMENT)
RULES 2005
- No. S 587 Registered
Designs (Amendment)
Rules 2011
- No. S 177 REGISTERED
DESIGNS
(INTERNATIONAL
REGISTRATION) RULES
2005
- PRACTICE DIRECTION
NO. 2 OF 2005
REPRESENTATIONS OF
DESIGNS

- Copyright Act Chapter
63 Division 10

- THE REVISED
IMPLEMENTING RULES
AND REGULATIONS FOR
PATENTS, UTILITY
MODELS AND
INDUSTRIAL DESIGNS
April 20, 2011
- RULES &
REGULATIONS ON
ADMINISTRATIVE
COMPLAINTS  FOR
VIOLATION OF LAW
INVOLVING
INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS
December 6, 2010
- REGULATIONS ON
INTER PARTES
PROCEEDINGS (Petitions
for Cancellations of a
Mark, Patent, Utility Model,
Industrial Design,

- Regulation No.
322/STEA-PMO on the
Implementation of Decree
on Patent, Petty Patent
and Industrial Designs
- Decree No. 01/PM of
Prime Minister on Patent,
Petty Patent and Industrial
Designs

追加
-Ministerial Decision No.
0755/MOST on the
Implementation of IP Law
regarding Industrial
Designs

 Industrial Designs Rules,
2000

なし

（３）職員向け基準・ガイドライン等
Guideline for Design
Registration, 2011.

2009年12月8日発効の審
査基準「工業意匠登録願
書審査規制（知的財産所
有局局長の2009年12月8
日付けの2381/QD-SHTT
号決定に付けて公布す

Manual for Examination N/A
出願の運用処理に関する
マニュアルがコンピュータ・
システムで提供されている

審査官向けマニュアルは
準備中であり、未完成

意匠審査マニュアル
（特許庁資料に無い）

(Internal manual for staff) N/A

（４）出願人向けガイドライン・願書記載案
内等

Guideline for Design
Registration, 2011.

NOIPウェブサイトに出願人
向け願書記載情報を掲載
している。

一般向けの公開できるガイ
ドラインはない

- Industrial Design System
in Malaysia
- Guidelines to fill ID
FORM1

IPOSウェブサイトに主な電
子出願様式のガイドが提
供されている。

一般向け出願様式記入ガ
イドが提供されている。

なし

Industrial Designs Leaflet –
What is an Industrial
Design?
Industrial Designs’ Guide
for Applicants

N/A

意匠権の有無に関わらず、出願から一定
期間（　　月）が経った段階で公表される

✓
3月

✓
0.5月

意匠権の設定前に一旦公表し、異議申
立の受付等のための一定期間（　　月）経
過後に意匠権が発生

✓
6月

✓
1月

意匠権の設定を公表と同時又は公表以
前に行い、公表された時点で意匠権は既
に発生

✓ ✓ ✓

出願人の手続等により、登録前を含め早
期に意匠を公開する制度

✓

早期審査は受け付けられ、
早期審査の結果、早期公
開される
早期公開だけの求めは受
け付けられない

✓

出願人の手続等により、登録や公開の時
期を一定期間（　　月）遅らせる手続

✓（任意、出願人が出願時
に公開希望日を記入する）

✓（12月）
✓（任意、出願人が出願時
に公開希望日を記入する）

✓（12月） ✓（12月）

✓（最大12月）
アンケートではN/Aとされて
いたが、法98条に規定が
ある

ロカルノ国際意匠分類　　（第　　　　　版） ロカルノ分類　（不明） ロカルノ分類（Ver.8） ロカルノ分類（Ver.9） ロカルノ分類　（不明） ロカルノ分類（Ver. 9) ロカルノ分類（Ver. 8) ロカルノ分類（Ver.7) ロカルノ分類　（不明）
独自分類（名称　　　）　分類肢数（
）

ロカルノ分類を基礎とした
独自分類

意匠分類は特に用いていない

する　・　しない する する する する しない しない する しない しない

登録された意匠について、請求等により
権利の有効性を評価する手続

✓ ✓ ✓ ない

要件を満たす意匠に対する出願人等の
手続により、審査処理を早くする手続

✓ ✓ ✓ ない

先行意匠の調査において確認された、意
匠の登録の可否に直接関わらない先行
意匠を参考情報として提供するサービス

✓ ✓ ✓ ✓

第三者による、公開された意匠について
の先行意匠等の情報を受け付けるサー
ビス

✓ ✓ ✓

一定期間内の自ら公開した意匠につい
て、新規性等の拒絶理由とはしない制度

✓（12月のグレースピリオ
ド）

✓（6月のグレースピリオド） ✓（6月のグレースピリオド） ✓（6月のグレースピリオド） ✓（6月のグレースピリオド） ✓（6月のグレースピリオド）
✓（12月又は6月のグレー
スピリオド）

✓（12月のグレースピリオ
ド）

N/A

　各国意匠制度概括表・アンケート調査結果-1

Q3出願の意匠を分類するために、どのような分類を
用いていますか。複数用いている場合は全てご記
載ください。
Q4 貴国において、登録前に、願書等に記載された
意匠を過去の意匠と比べ、新規性や創作非容易性
等の実体的な登録要件を備えているかの審査をし
ますか

Q5 貴国において以下のような制度はありますか。

国名／機関略称

１．回答者の属性

２．法令等基礎情報

３．意匠審査

Q1 貴国の意匠登録制度において、意匠権の発生
と公表の関係は、以下のどれに近いですか。複数
該当するものがある場合は、貴国の最も基本的な
手続に基づいてご回答ください。

Q2貴国において、公表に関する以下のような制度
はありますか。

Dear Koji SHIBUYA,
In Myanmar, we have many
procedures and many
steps to get permission
for  replying foreign
countries. If you have time
to wait for our
design registration system,
I will send to you our
registration
system.
Best Regards,
Kyi Pyar

意匠出願は、正しければ
（意匠の明確性など、問題
なければ）oppositionのた
めに90日間公開され、
oppositionが終結してから
実体審査が行われ、登録
が判断される。

意匠権の有無に関わら
渦、意匠は出願の受理か
ら2月で公開され、（7月以
内に実体審査を行い）、登
録日から2月で公報に掲載
される。

(1)



（１）願書の記載等が手続要件に合致し
ているかどうかの審査の担当 （　　　）名

4名 2名 3名 4名 5名 3名 1名 3名

（２）意匠分類を付与、管理するための担
当（　　　）名
うち、（１）と兼任する者（　　　）名

4名
4名

2名
2名

10名（兼任無）
-
-

5名
5名

3名
3名

1名
1名

1名
1名

（３）新規性、独創性等の実体的要件の
審査の担当（　　　）名
うち、（１）と兼任する者（　　　）名
うち、（１）及び（２）と兼任する者（　　　）名

7名（兼任無）
3名
3名
3名

12名（兼任無）
5名
-
-

N/A
2名
2名
1名

N/A
1名
1名
1名

審査、審判等のいずれかの段階で行って
いる　→Q7-2～7にもお答えください

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓（時々実施する）
法には明記されていない

審査、審判等のいずれでも行っていない
→Q8にお進みください

✓ ✓

対象：　（　　）全件
　　　　　（　　）一部の案件（条件：　　）

全件 全件
・法令では一部の案件、異
議のあった物のみ
・運用で全件対象

・法令では方式審査のみ
・運用で全件

全件

規定：　（　　）法令（　　　　　　）に規定
　　　　　（　　）運用

Ministerial Regulation
No.22 of 1999 (BE.2542)....

省令No. 01/2007/TT-
BKHCN

意匠法（No.31、2000年）及
び
運用

運用 省令第0755　26.2条

対象：（　　）異議申立案件 ✓ ✓ ✓

　　　　（　　）有効性評価書請求案件 ✓

　　　　（　　）無効審判請求案件 ✓ ✓

自国内の登録意匠 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

諸外国の登録意匠（国・地域名　　　　） ✓　USPTO、AUIPO
✓　審査官が意匠を見つ
けたなら何処でも

✓　AU,EU,US
✓
（国・地域名は無回答）

✓
（いかなる国も）

カタログ、雑誌及び書籍 ✓ ✓ ✓ ✓
インターネット上の情報（諸外国の登録
意匠の情報を除く）

✓ ✓ ✓ ✓

その他（　　　　　） （無回答）
✓　第3者から提出された
文献

（無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

意匠審査官　（　　　　）名 7名 11名 12名 5名 5名 1名
意匠審査官を除く調査のための職員
（　　　　）名

（なし） なし なし なし 0名 1名

外部の業者への委託　（　あり（全件　・
一部案件）　・　なし　）

なし なし なし なし なし なし

もっている　・　もっていない もっている もっている もっていない もっている もっている もっていない もっていない

契約している（　　　　　　　　）　・　契約して
いない

契約していない
契約している
Design Finder of Orbit
Questel

契約していない 契約していない 契約していない 契約していない 契約していない

（　　　　）件の意匠に対し（　　　　）程度か
けて先行意匠調査をする。この期間内に
（　　　　　）件程度の先行意匠を確認する

80件の意匠に対し3月程度
80件程度

2-5件の意匠に約2日
2-5件程度

（無回答）
3－5件の意匠に約1日
場合による

IPOPHLは実体審査を行わ
ない。登録性調査は要求
に基づいて実施する。

1件／2週間
20件

N/A

（自由記載） 不定期に、庁内研修
検索・審査に関して、しばし
ば円卓議論により経験を
シェアしている。

1)基礎及び上級意匠審査
研修
2）知財一般研修及び国内
外特定意匠研修

知財一般の検討会

新人の審査官は法と運用
に関して研修を受ける。一
般の審査官も意匠に重点
を置いた知財法に関連した
教育と研修に出席する。

WIPO、USPTO、JICA、
KOICAの開催するセミ
ナー、研修への出席。庁内
での特定分野のエキス
パートによるセミナー、IP庁
主催のエコーセミナー、製
造会社のプラント訪問な

技術と能力を改善するため
に審査官に対して庁内及
び海外での研修を行う。

審査官はWIPO及びUSPTO
による研修に参加する

N/A

タイ
DIP

ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

ある・ない、　ない場合はQ10へ ある ある ある ある
ある
登録意匠法では「取消
(revocation)」と呼ぶ

ある ある ある ある

登録前に審査をした部署 ✓

登録前とは異なる、権利無効の要求に対
応するための部署

✓ ✓
✓
法務部門

✓

裁判所 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

その他の機関　（　　　　　　　　　）

✓
科学技術省監察局（ The
Inspectorate of the
Ministry of Science and

✓
審判部（Board of Appeal)

ある・ない、　ない場合はQ10-1へ ある ある ある ある ある ある ある ある ある

登録前に審査をした部署 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
登録前とは異なる、権利無効の要求に対
応するための部署

✓ ✓ ✓

裁判所 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

その他の機関　（　　　　　　　　　）
✓
審判部（Board of Patent)

✓
科学技術省監察局（ The
Inspectorate of the
Ministry of Science and
Technology)

✓
審判部（Board of Appeal)

N/A

N/A

公開されない

Q9-3 意匠の登録が拒絶された場合に、出願人が
その内容に異議を申し立てる手続はありますか。

Q9-4 その手続の処理をする機関は以下のどれが
最も近いですか 。

Q9-1登録された意匠に対し、権利を無効にするた
めの手続はありますか。

４．意匠審査制度

登録後の出願

Q7-5　貴国において、先行意匠調査のための専用
のシステムを有していますか。

Q7-6 貴国において、先行意匠調査の実施のため
に外部の有料データベースと契約していますか。

Q7-7 先行意匠調査にはどの程度の期間をかけて
いますか。複数の意匠をまとめて先行意匠調査をし
ている場合はその件数を、また、この期間内に調査
する先行意匠のおおよその数をご記載ください。

Q7-2 貴国における、職権での
先行意匠調査の対象案件はど
のようになっていますか。

Q7-3貴国における、職権での先行意匠調査におい
ては、どのような意匠と比較しますか。

（３）審査官の人材育成研修
Q8 貴国において、審査官の能力向上のため、どの
ような人材育成研修を行っていますか。

Q9-2その手続の処理をする機関は以下のどれが
最も近いですか 。

国名／機関略称

登録前の出願

Q7-4　貴国において、先行意匠調査をどのような体
制で行っていますか。

（２）先行意匠調査の体制
Q7-1 貴国において、職権での先行意匠調査を行っ
ていますか。

（１）審査の人的体制
Q6 意匠登録制度に関し、以下の業務に関わる人
数をお答えください。

IPOPHLは実体審査を行わ
ない。
登録性調査は要求に基づ
いて実施する。

登録後の処理はすべて裁
判所で行われる

N/A

N/A

(2)



（自由記載） 特許法第3章第56,57,58条 知的財産法第63条-67条
意匠法第1条1項、第2条、
第4条

意匠法第12条
登録意匠法第2条
登録意匠法第7条
登録意匠規則第12規則

知的財産規則1501条
知的財産規則1502条

知的財産法2011第15条 緊急（意匠）令第2条(1)
特・実・意匠法（2003）
（第89,91,93条）

GUI（Graphical User Interface） 保護されない 保護されない 保護されない 保護される 保護される 保護される 保護されない
アイコン 保護されない 保護されない 保護されない 保護される 保護される 保護される 保護されない
タイプフェイス 保護されない 保護されない 保護されない 保護される 保護されない 保護される 保護されない
ピクトグラム（絵文字） 保護されない 保護されない 保護されない 保護される 保護されない 保護される 保護されない
シンボルマーク 保護されない 保護されない 保護されない 保護される（商標として） 保護されない 保護される 保護されない
模様（物品につけるための模様のみの権
利化）

保護されない 保護されない 保護されない 保護される（著作権として） 保護されない 保護される 保護されない

椅子、長椅子等、複数の製品を組み合わ
せた意匠（複数物品のまとまり全体とし

保護されない 保護される 保護される 保護される 保護されない 保護される 保護される

写真
（　　）認められる　／　（　　）認められな

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

ＣＧ　（　　）認められる　／　（　　）認めら 認められない 認められる 認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない
３Ｄデータ（ＣＡＤデータ）
（　　）認められる／認められない

認められる 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない

動画　（　　）認められる　／　（　　）認めら 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められない

可能　・　不可能 不可能 不可能 可能 可能

可能（作図上）
（ただし、部分意匠としてで
はなく、パーツとして分離可
能な部分である場合）

可能（場合により） 可能 可能

（　可能　・　不可能　）バンパーのみの形
状を現し、部品の意匠として権利化

可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能

（　可能　・　不可能　）自動車のバンパー
以外の部分を破線で描き、バンパーのみ
を実線で描くことで部分意匠として権利化

不可能 不可能 可能 可能 可能 可能 可能

流通時の部品全体の形状としてであれ
ば権利化が可能

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

部品単体で流通したとしても、内装品で
あれば権利化は認められない

✓ ✓

内装されることが明確であれば、物品全
体の一部分として権利化が可能

✓ ✓

可能・不可能、　「不可能」であればQ15
へ

可能 可能 可能 可能
著作権として可能（意匠と
してではない）

可能 可能 不可能

（自由記載） なし なし

著作権法（No.19、2002年）
第12条の説明による。　量
産を意図しない工芸品は
著作権法にて保護される。

50個以上は意匠
50個未満は著作権

著作権法第74条

知的財産法第172.1条
著作物の定義があり(h)に
「製造物品のための独創的
な装飾的下絵又は模型(意
匠として登録することがで
きるものであるか否かを問
わない)及び応用美術のそ
の他の著作物」の記載が
ある

なし N/A N/A

（自由記載） 特許法第10条 知的財産法第86条
意匠法（No.31、2000年）第
6条

意匠法第10条 規定なし （無回答） 知的財産法2011　第26条
緊急（意匠）令1999
第8条(1)-(5)

N/A

タイ
DIP

ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

（自由記載）
特許法第3条
長官の指示による

規定にはないが、通常の
知見を持つ人（当業者）
a person having ordinary
skill in the art

意匠法には明記されてい
ない。法廷での証明過程で
の判例による。

審査官が議論して行う 方式審査のみ実施される 一般の使用者 専門家 登録官代理 N/A

（自由記載）
否、タイでは新規性のみを
要件とする

通常の知見を持つ人（当業
者）
a person having ordinary
skill in the art

創造性（独創性）に関する
言及はない

審査官が議論して行う
定義は「独創性」を含んで
いない

一般の使用者 専門家 登録官代理 N/A

（自由記載） N/A
既知の特徴の単なる組み
合わせ

N/A MyIPO意匠DBを参照する N/A

もし、一般の観察者の視点
で先行意匠とわずかの違
いしか見いだせない場合
（独創性がないと判断す
る）

新規であること、すなわち、
出願日又は優先日以前
に、ラオス又は世界のいず
れかで、使用又は展示によ
る公開、又は他の方法によ
り公開されていないこと

出願書類が提出される前
にブルネイ又は世界のい
ずれかで、登録、公開、使
用、販売されていない新規
なものであること

方式審査のみ実施する

（自由記載） 特許法第58条 知的財産法第8条(1) 意匠法第4条 意匠法第13条 登録意匠法第6条
知的財産規則1501(c)
公序、衛生、良俗に反する
意匠（は登録されない）

知的財産法2011　第22.2条

緊急（意匠）令第11条
(1),(2)
ブルネイにおいて公序・良
俗に反しないこと

N/A
（法93条）

（自由記載）
Guideline for Design
Registration, 2011
意匠審査基準2011

知的財産法第64条(1)

意匠法第1条1項に、意匠と
は製品に美的感覚をもたら
す目的であると述べられて
いる。

意匠法第3条

登録意匠法第2条(b)(i)
その物品が果たさなけれ
ばならない機能によっての
み特定される場合、登録さ
れない

知的財産規則1501(a)
技術的な結果を得るため
の機能を特徴とする意匠
（は登録されない）

知的財産法2011　第22.1条
緊急（意匠）令第2条(1)(a)、
(1)(b)(i)

N/A
（法90条）

（自由記載） 特許法第16条 知的財産法第7条(2)

明示的ではないが、意匠法
第4条に（現行法と規則に
反するものは認めない、と
して）盛り込まれている。

意匠法第32条 商標法第8条 ない
知的財産法2011　第56条、
第120.2条

N/A N/A
Q21 貴国において、他人の業務に係る物品と混同
する意匠を登録しないための規定はありますか。あ
る場合は条文番号をご記載ください。

国名／機関略称

Q18 貴国において、「独創性がない」と判断される典
型例や審査基準について、ご教示ください。

(３)不登録事由
Q19 貴国において、公序良俗等に反する意匠を登
録しないための規定はありますか。ある場合は条文
番号をご教示ください。

（１）新規性
Q16 貴国において、TRIPs協定第25条第1項にい
う、「新規性」を保護要件として規定する条文の判断
は、デザイナー等の専門家か、一般的なユーザー
か等、どのような能力、知識を有する者が行うとされ
ていますか。
（２）創作性（独創性）
Q17 貴国において、TRIPs協定第25条第1項にい
う、「独創性」を保護要件として規定する条文の判断
は、デザイナー等の専門家か、一般的なユーザー
か等、どのような能力、知識を有する者が行うとされ
ていますか。

Q14-2 その工芸品について著作権と意匠権との関
係を調整する規定はありますか（例えば、このとき
著作権を有していなければ意匠権を実施できない
等）。ある場合は、法令名と条文番号をご記載くださ
い。

Q10-2また、上記条文に従い、貴国において、以下
のような意匠は保護対象ですか。

Q12 貴国の意匠制度で、自動車のバンパーのよう
に取り外したり付け替えたりすることのできる、物品
の外観の一部をなす部品について、以下のように意
匠登録を受けることは可能ですか。

Q11-1 貴国の意匠制度において、意匠を示すため
に以下の表現方法は認められますか。

Q11-2 貴国の意匠制度において、意匠登録を受け
ようとする部分以外の部分について破線で描いた
り、色を塗り分けたりすることで、実線で描いた意匠
の一部分のみの権利を取ることは可能ですか。

Q13 貴国の意匠制度で、プリンターのトナーカート
リッジや、携帯電話の電池のように、専ら製品の中
に取り付けられる部品について意匠登録を受けるこ
とは可能ですか。

これらは意匠法第2条に該
当するならば保護される

Q10-1 貴国の意匠登録制度の中で、どのようなデ
ザインを意匠法の保護対象とするかを規定する法
令の条文をご記載ください。

Q14-1例えば、手作りの陶器の花瓶のように、一品
製作した工芸品について意匠登録を受け、さらに著
作物として著作権法で保護されることは可能です

Q20 貴国において、TRIPs協定第25条第1項にい
う、「主として技術的又は機能的考慮により特定され
る意匠」を保護しないための規定はありますか。あ
る場合は条文番号をご記載ください。

５．保護される意匠

登録意匠法第2条にあるよ
うに、物品は、部品が独立
して作られ販売されるなら
ば、部品を含む。この定義
に沿う限りにおいて可能で
ある。
登録意匠法第2条にあるよ
うに、物品は、部品が独立
して作られ販売されるなら
ば、部品を含む。この定義
に沿う限りにおいて可能で
ある。

Q15 貴国において、意匠登録を受けることのできる
者について規定はありますか。ある場合は条文番
号をご記載ください。

６．保護要件

(3)



（自由記載） 特許法第16条 知的財産法第90条

基本的に、意匠法第2条(2)
にあるように、出願日以前
の先行意匠がなければ新
規とみなされる。

ない 登録意匠法第27条
知的財産法第119.1条
発明に関する先願主義を
意匠にも適用する

知的財産法2011　第28条
登録局は実体審査を行わ
ない

運用として先願主義である
（法12条、特許法の準用）

（自由記載） 特許法第16条

出願人間の話し合いによ
り、唯一の出願人のみ権利
者となる。まとまらなかった
場合、全員が拒絶される。

意匠法には明記されてい
ない。意匠保護の基本的
概念として唯一の当事者
が排他的権利を持つ。イン
ドネシアではこのような事
例が起きたことはない。

はい
（複数の出願が登録になり
保護される）

意匠法は、組物に関するも
のでない限り、一出願に一
意匠の出願を提供している

複数の出願が同じ意匠に
対してなされた場合、実施
態様として複数の出願を包
含している一件のみが登
録されるが、別々に提出さ
れた場合、個別に登録され
るかもしれない
（知的財産規則304には特
許について「出願日の出願
時間が考慮される」とある）

はい
もし同じ意匠が同日に出願
された場合、すべての出願
が登録され保護される

はい

N/Aだが。もしこのようなこ
とが起こった場合、一方の
出願のみを受領するか、解
決を見なかった場合、拒絶
する

（自由記載） 変わらない ある状況においては、正 はい。 否、判断は変わらない
ノベルティの状態は、申請
者が新規とみなしている意
匠の特徴を説明

変わらない はい（変わります） はい
（誤回答）
「分からない」

（自由記載） 変わらない 一般には否 はい。 否
分類は行政上のツールとし
て使用される

変わらない
はい、どの分類も異なる詳
細と意匠の範囲を持ってい
るので

はい （無回答）

（自由記載）

ある
（詳細記載ないが、DIPウェ
ブサイトからのリンク
（AusPAT)によると全ての
書誌事項、移転情報、ライ
センス情報、質権情報、
等）

ある
（独自IPAS（WIPOとは異な
る）の一部）
全ての書誌事項、権利者
情報、ライセンス情報

ある。
情報は：出願番号、出願
日、保護される意匠、権利
者、権利移転情報、更新記
録、意匠の説明、ライセン
ス情報。

ある
出願番号、物品の名称、状
態、出願日、更新日、有効
期限、公開日、取下げ日、
廃止日、図面の数、分類、
小分類、関連意匠、優先
日・国、新規性の陳述、免
責事項、出願人情報、代理
人情報、著者情報、権利移
転情報、ライセンス情報

出願人と権利者は譲渡や
その他の取引を登録簿に
登録することを推奨され
る。登録簿はそれらの登録
を反映する。

ある
ある（WIPO/IPASを使用し
ている）

はい、登録意匠に関するす
べての情報は調査のため
に意匠登録局で入手でき
る

ある、がウェブサイトでは
得られない
権利移転情報、ライセンス
情報を含むすべての登録
情報
（法118条）

(a) 出願手続 （　　　　　　　　　　） 1出願250バーツ

出願費用：180,000ドン
公開費用：120,000ドン
+60,000ドン/追加図面
検索費用：120,000ドン
審査費用：300,000ドン

600,000ルピア
出願費用：500（480）リン
ギット
　書面（電子）出願

出願費用：250(270)SGD
　　　　　電子（書面）出願

総資産＞100MPHP（約2億
円）：大規模事業者

出願費用：3030（1515）PHP
　　　　　　　大規模（小規
模）

出願費用：600.000LAK
１次出願費用
　組物でない：300BND
　組物：500BND

現在、公式の出願費用が
無い

(b) 出願後登録まで((a)を除く)（
）

1件750バーツ

付与費用：120,000ドン
登録費用：120,000ドン
公告費用：120,000ドン
+60,000ドン/追加図面

登録費用100,000ルピア
一図面あたり200リンギット
の広告費用（出願時に徴
収される）

補正を行わなければ費用
は掛からない

なし
（任意で、登録性に関する
審査を受けることができる）

なし 公開費用：　500BND N/A

(c) 登録後、最大権利期間意匠権を維持
するのにかかる手数料((a),(b)を除く（
）

5年目から10年目、8,250
バーツ（年ごとに増加）
（5年目以降一括払い：
7,500バーツ）

更新費用：1,080,000ドン
登録費用：240,000ドン
+120,000ドン/追加図面
（ｘ2回）

なし
更新費用：1600（1560）リン
ギット
　書面（電子）出願

更新費用：
220+330（242+363）SGD
　　　電子（書面）手続

更新費用：
2626+4444（1717+2626）
PHP
　　大規模（小規模）

更新費用：6,490,000LAK
２次更新費用：500BND
最終更新費用：700BND

N/A

タイ
DIP

ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

（自由記載）
検討中（1999年ジュネーブ
アクト）

ジュネーブアクトへの加盟
を検討中

ジュネーブアクトには加盟
していない。

検討中 N/A 検討中 まだ未加盟である
ブルネイは2013年4月まで
の加盟を検討している

まだハーグ協定に加盟して
おらず、検討中である

予定なし
法律公布済み、施行待ち ✓

法案を立法府で審議中

法案を立法府で作成済みで審議待ち

検討作業は終了済みだが法案作成前 ✓ ✓

検討中 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

検討中の法改正の概要
（自由記載）

（無回答） （無回答）
改訂される項目：新規性の
定義、実体審査、不服申立
審査。

（無回答） （無回答）
実務家と出願人への関連
事項及びその製品への関
連性

（無回答）
緊急（意匠）令1999年、意
匠規則2000は完全にハー
グ協定に適合している

（無回答）

行っていない ✓ ✓ ✓

行っている　（自由記載） ✓

侵害製品の取り締まりのた
めにNOIPと科学技術省監
査局、市場監督局、経済警
察、税関の間に協力があ
る。

✓
一つは実施差止め命令に
関するもの。

行っている
警察、NBI（国家捜査局）、
税関等の機関と協力があ
る

行っている
-税関
-経済警察

経済警察、税関、
CAMCONTROLと協力する
が、これまでのところ侵害
例はない

行っていない ✓

行っている　（自由記載）

✓
特許ワークショップにより
意匠出願及びその応用に
ついて

✓
DGIPR及び/又は他の機
関、関係者と共に実施され
る。

✓
✓
（無記載）

✓
（無記載）

✓
-セミナー
-会合
-検討会

✓
（無記載）

✓
IPR及び意匠に関して数度
のユーザー対象のセミ
ナーを開催した。もっと開き
たいが予算がない

行っていない ✓

✓
（ただし、電子出願には書
面出願に対して割引があ
る）

✓
（ただし、電子出願には書
面出願に対して割引があ
る）

✓

行っている　（自由記載）
✓
大学は申請により免除

✓
特に中小企業に対して登
録費用の減額。

✓
補助金は大学の若年出願
者に対し地方の支所を通じ
て行っている
（小規模事業者には費用を
半額に設定している）

✓
一般的な中小企業向けの
支援、動機づけ方策がある

N/A

（３）執行機関との連携
Q30 意匠権に関し、侵害品を取り締まる警察や税
関との連携を行っていますか。行っている場合、概
要をご記載ください。

（４）利用促進への取組み
Q31 意匠制度のユーザー向け説明会、ユーザー向
け研修等の普及活動は行っていますか。行っている
場合、概要をご記載ください。

（５）出願推進施策
Q32 手続費用の補助、減免等、出願を推進させる
ために採っている施策がございましたら、その対象
とともにご記載ください。

Q27 貴国において、意匠権を出願し、登録を受け、
その後最大期間まで維持するときに必要な手数料
についてご教示ください。

Q23　同じ意匠について複数の出願が同日になされ
た場合、全て登録になりますか、それとも、一つの
み登録する等、何らかの調整を行いますか。調整規
定がある場合は条文番号をご記載ください。

N/A

Q26　貴国において、登録された意匠権について、
権利の帰属やライセンス情報等を記録するデータ
ベースはありますか。また、そのデータベースには
どのような情報が記録されていますか（例えば、出
願番号、出願日、保護される意匠、権利者の情報、
権利移転情報、更新の記録等）。

７．意匠権

Q24 貴国において、意匠に係る物品の記載の仕方
により、権利範囲の判断が変わりますか。

Q25 貴国において、意匠分類は権利範囲の判断に
影響がありますか。

（２）法改正
Q29 貴国において、ヘーグ協定ジュネーブアクトへ
の加盟を含め、意匠法の改正は予定されています
か。予定されている場合、現在の状況は以下のど
れが最も近いですか。また、どのような法改正を検
討しているか、概要をご記載ください。

８．その他

国名／機関略称

（１）ハーグ協定ジュネーブアクト
Q28 貴国のヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟
についての検討状況についてご教示ください。（シン
ガポール以外）

（無回答）

（４）他の出願、権利との関係
Q22 同じ意匠について、異なる日付で出願がなされ
た場合に、先の意匠出願により後の意匠出願を登
録にしない、または無効にする規定はありますか。
ある場合は条文番号をご記載ください。

(4)



支援は特に受けていない ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

支援を受けている （自由記載）

✓
WIPO、JPO、USPTO、
IPAustralia、SIPO、KIPOか
ら審査員研修の支援を受
けている。

✓
WIPO、JPO等からの能力
強化支援。

✓
WIPO研修

✓
-WIPO

行っていない ✓ ✓ ✓

行っている　（自由記載）
2011年にUSPTOが意匠に
関するセミナーを開催した

意匠に関して、他国の知財
庁と定期的な会合を持ちた
いと思っている。ASEANで
定期会議を提案したが、今
のところ何も決まっていな

✓
WIPOの常設委員会

会議は通常シンガポール
への訪問時に行われる

✓
海外の知財庁と合同会議
を開催している。主にWIPO
により提供される

✓
ASEAN知財協力WG
（AWGIPC)
ECAP-3、Phase 2

✓
-IPAustraliaとMyIPOの主
催によるワークショップ
-ASEANとUSPTO主催の
意匠審査ワークショップ

タイ
DIP

ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

追加質問
願書様式の8項＃４にある
「特定の公開を無視する陳
述」とはどういうものか？

回答
これは表現中の特定の部
位を除外するDisclaimを陳
述するもの

（６）海外からの支援
Q33 意匠制度に関し、海外からの支援はあります
か。ある場合、どの国からどのような支援を受けて
いますか。

（７）海外知財庁との会合
Q34 意匠制度に関し、海外の知財庁と定期的な会
合を行っていますか。行っている場合、枠組みにつ
いてご記載ください。

国名／機関略称

*)　ベトナム　政省令の詳細

- Circular No. 01/2008/TT-BKHCN Guiding the grant and withdrawal of industrial property assessor card and eligibility certificate for industrial property assessment organizations

- Decree No. 105/2006/ND-CP of September 22,2006,detailing and guiding the implementation of the Intellectual Property Law on the protection of intellectual property rights and on the State
management of intellectual property
- Decree No. 119/2010/ND-CP of December 30, 2010, amending and supplementing a number of articles the Government’s Decree No. 105/2006/ND-CP of September 22, 2006, detailing and
guiding a number of articles of the Law on Intellectual Property regarding prtection of intellectua; property rights and on the State management of intellectual property

- Circular No. 01/2007/TT-BKHCN of February 14,2007,Guiding the implementation of the Government's Decree No. 103/2006/ND-CP

- Decree No. 122/2010/ND-CP dated December 31, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of the government's Decree No. 103/ 2006/ND-CP of September
22, 2006, detailing and guiding a number of articles of the law on intellectual property

- Decree No. 103/2006/ND-CP of September 22,2006,detailing and guiding the implementation of the Intellectual Property Law regarding Industrial Property
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注1) 各国の回答で日本と同
様であるものを色つきで表示
した

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

意匠法

特許法（特実意） 知的財産法
政令103　細則・ガイドライン
政令105　細則・ガイドライン
政令106　罰則
政令122　103改正
政令119　105改正
省令01　規則・施行ガイドラ
イン
省令18　01改正

意匠法
意匠規則

意匠法
意匠規則
改正意匠規則

意匠法
意匠規則
改正意匠規則2011、Ｓ587
登録意匠（国際登録）規則
意匠の表現運用指令

知的財産法
知的財産規則
改正特実意規則
行政不服申立規則
当事者系手続規則

知的財産法2011（未入手）
特実意規則No.22
政令　No.01
意匠決定No.0755（未入手）

緊急（意匠）令
意匠規則

特許法（特実意）
意匠規則（未入手）

（法制度なし）

「意匠」とは、物品(物
品の部分を含む　)の
形状、模様若しくは色
彩又はこれらの結合
であつて、視覚を通じ
て美感を起こさせるも
の(2条)

「意匠」とは、製品に特別な
外観を与え、工業製品又は
手工芸製品に対する型とし
て役立つ線又は色の形態又
は構成をいう（法3条）

工業意匠とは，形状，線，寸
法，色彩，又はそれらの組合
せにより表現された製品の外
観である　（法4条）

工業意匠（以下「意匠」という
）とは，形状，輪郭又は立体
若しくは平面形状における
線又は色彩からなる構図若
しくは線及び色彩又はそれ
らの組合せに関する創作で
あって，美的価値を有し，立
体又は平面図形に実現可能
で，製品，物品，工業製品又
は手工芸品の生産に使用さ
れるものである　（法1条）

「意匠」とは，工業的方法又
は手段により物品に適用さ
れる形状，輪郭，模様又は
装飾の特徴であって，完成し
た物品において視覚に訴
え，視覚によって判断される
ものをいう　ただし，次に掲
げるものを含まない
(a) 構成の方法若しくは原理
(b) 物品の形状若しくは輪郭
の特徴であって，
(i) 当該物品が果たすべき機
能によってのみ決定付けら
れるもの，又は
(ii) 意匠の創作者が，当該物
品がその不可分の一部を構
成することを意図している他
の物品の外観に依存するも
の（法3条）

「意匠」とは，工業上の方法
により物品に適用された形
状，輪郭，模様又は装飾の
特徴をいうが，次を含まな
い。
(a) 構造についての方法又
は原理，又は
(b) 次の場合の物品の形状
又は輪郭の特徴
　(i) その物品が果たさなけ
ればならない機能によっての
み特定される場合
　(ii) その物品が不可欠な部
分を構成することを意匠の創
作者が意図している別の物
品の外観によって決められる
場合，又は
　(iii) その物品を別の物品に
接続するか，別の物品の中，
周り又はこれに対して配置す
ることができるようにして，何
れの物品もその機能を果た
すことができるようにする場
合（法2条）

意匠は，線若しくは色と関係
付けられるか否かを問わず，
線若しくは色からなる構図又
は三次元の形状である。た
だし，それら構図又は形状
は，工業上の物品又は手工
芸品に特別の外観を与え，
それらのための模様として機
能することができるものでな
ければならない（法112条）

「意匠」は生産される製品の
模様や形状で、形、デザイ
ン、図、色等から構成される
（法3条）
本政令の適用上、「工業意
匠」とは、線、色彩もしくは立
体的形状（線ないし色を伴う
か否かを問わない）の組合
せであって、工業製品もしく
は手工芸品の模様として用
いるか、それら製造物に特別
な外観を与えるために用いる
ことが可能であり、視覚に訴
え、視覚的に判別されるもの
をいう（政令28条）

「意匠」とは，産業工程によっ
て物品に適用される形状，
形態，模様又は装飾の特徴
であって，完成された物品に
おいて視覚に訴え視覚に
よって判断される特徴をい
う。ただし，次を含まない。
(a) 建築の方法若しくは原
理，又は
(b) 物品の形状若しくは形態
であって次のもの
　(i) その物品が果たすべき
機能のみによって決まるも
の，又は
　(ii) その物品が不可分の一
部を構成することを創作者に
よって意図される他の物品の
外観に依存するもの（令2
条）

本法の適用上，線若しくは
色彩の何らかの組合せ，又
は何らかの立体形態，又は
何らかの素材は，線又は色
彩に関連するか否かに拘ら
ず，意匠であるとみなされ
る。ただし，当該組合せ，形
態，又は素材が工業製品若
しくは手工芸品に特別の外
観を与えるものであり，工業
製品若しくは手工芸品につ
いて模様として使用でき，ま
た，視覚に訴え，かつ，視覚
により判断されることを条件と
する。

N/A

・部分(2条)
・一意匠(7条)
・組物(8条)
・関連(10条)
・分割(10-2)
・変更(13条)
・秘密(14条)

・公開繰延（任意の期間）
（審査基準「意匠特許出願の
手引き」、出願様式解説G)

組物（法101条） ・部分（規則6条）
・組物（法解説13条）
・公開延期（法25条）

・組物（法3条）
・関連（法23条）

・組物（法2条）
・関連（法10条）

・多意匠一出願（法115条）
・組物（法115条）

・多意匠一出願
ただし、意匠1件ごとにコピー
を提出する必要がある（法31
条）

・多意匠一出願（令15条）
・組物（令2条、15条）
・関連意匠（令14条）

・組物（法97条） N/A

設定登録の日から20
年

出願から10年（62条）
（延長規定なし）

出願から5年、5年単位で2回
の延長が可能（法93条）

出願から10年（法5条）
（延長規定なし）

出願から5年、5年単位で2回
の延長が可能（法25条）

登録から5年、5年単位で2回
の延長が可能（法21条）

出願から5年、5年単位で2回
の延長が可能（法118条）

出願から15年、5年ごとに5年
分の登録料を前納する（法
48条）

出願から5年、5年単位で2回
の延長が可能（令29条）

出願日から5年、5年単位で2
回の延長が可能（法109条）

N/A

・物品の説明(様式2)
・意匠の説明(6条)
・正投影､等角投影､
斜投影､斜視図(様式
6)
・写真､ひな形､見本
(規則4､5条)
・破線(様式6)

・図面又は写真による開示
・意匠が色彩を伴うときは表
現にも彩色　（規則19条）
・100語以内の意匠の陳述書
を付することができる　（規則
20条）

・工業意匠の写真、立体図
面、参照図面、断面図など
による開示
・意匠的特徴の記述：輪郭、
線の特徴、輪郭及び･又は
線の特徴間の相関、色彩特
徴（もしあれば）
・使用状態が異なる製品の
場合（例：蓋のある、又は畳
める製品など）、相違形態を
記述
・複数の変形がある場合、変
形の特徴を記述
（省令規則33.5）

・見本、図、写真による開示
（法11条）
・意匠の保護を求める部分
は実線で、それ以外の部分
は点線で描く　（法6条）

・写真又は図（意匠出願ガイ
ドライン3.0(a)）
・意匠の保護を求める部分
について、線種を変える、又
は色インキで囲む等により明
示が必要（意匠出願ガイドラ
イン3.0(g)）

・意匠の表現は複写に適し
たもの（規則14）
・表現の数は10図まで（指
令）
・見本も提出可能であるが、
登録官は見本を拒絶するこ
とができる（規則20）
・意匠の一部を構成しない物
品は排除する（図面ガイドラ
イン、表現の態様）
・オンライン出願のファイル
はJPEG（図面ガイドライン、
表現の態様）
・画像ファイルのサイズは１
MBまで（図面ガイドライン、
図面の寸法）

・表面の特徴を示すために
陰影を使用する。特徴が色
彩である場合、色彩を図面
に再現する（規則1514）
・クレームされない周囲の構
造は破線により示す（規則
1514.2）
・各図には連続番号を付し、
簡単に説明する（規則413）
・出願は（図又は写真のほか
に）物品の見本を伴うことが
できる（法114.1条）

・図又は写真での出願が可
能（法31条）
・意匠が平面である場合、見
本の提出可能（規則20）

・7点の意匠の表現を添える
（規則7）

・図面、写真又は見本（平面
の場合）が認められる（法95
条）

N/A

あり あり あり あり
法令上は、異議申立があっ
た場合のみ実施される（法26
条）が、局長の指示により、
運用として異議申立が無くて
も全数に対して審査している

あり
法令によれば「なし」だが、意
匠の新規性を求める規定が
あり、（これに沿ったものと思
われる）審査を実施している
と

なし なし
ただし、登録制に関する報
告を請求できる
（規則1505）

あり なし -
法令等に明記されていな
い。回答者によれば,「場合
によって実施することもある」
とのこと

なし

日本分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類に準じた独自分
類

ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類

各国意匠制度概括表・アンケート調査結果-2

意匠の定義

権利期間

意匠特有の制度

実体審査の有無

意匠の開示の特徴

意匠分類

【０，各国意匠制度基本情報】

意匠を保護する法律

注2)　選択肢での回答であるため、「無回答」であったものについて、反答を選択したもの
と解釈されるものは（）付で示した
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日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

ある ある ある ある ある ある ある ある ある ある

ある ある ある ある ある ある ある ある ある ある

ある ある ある ある ある ある ある ある ある

ある
6人

ある
12人

ある
4人

ある：　1名

ない ない ない ない ない
ある
7人

ある
12人

ある
2人

ある
4人

ある：　1名

ない ない ない ない
すべての出願につい
て行っている

すべての出願について行っ
ている

すべての出願について行っ
ている

すべての出願について行っ
ている（運用として）
拒絶に対する出願人の行動
は反対意見のみ、修正は受
け付けない

すべての出願について行っ
ている

行っていない 行っていない すべての出願について行っ
ている

行っていない 一部の出願について行って
いる

専門部署がある ある
7人

ある
11人

ある
15人

ある
4人

ない ない ない ない ない

自国公報、外国公
報、雑誌、カタログ、
インターネットの公知
資料

・自国公報
・他国公報（米国、オーストラ
リア、及び、場合により
WIPO）

・自国公報
・他国公報（オーストラリア、
ベネルクス、カナダ、スイス、
中国、ドイツ、OHIM、スペイ
ン、フランス、英国、日本、韓
国、ロシア、米国、WIPO、そ
の他）
・公知資料（雑誌・カタロ
グ） インタ ネ ト

・自国公報
・他国公報（オーストラリア、
EU、米国、英国、その他）
・公知資料（雑誌・カタロ
グ）、インターネット、その他

・自国公報
・公知資料(その他（出願人
により提出された先行意
匠））

N/A N/A -自国公報
-他国公報(ベトナム)
-特許公報
-公知資料（雑誌・カタログ）

自国公報、オーストラリアの
意匠公報、インターネット

ある ない ない ある ない ない ある ある ある ある
ある ない ある（一出願に含める場合

可）
ない ある ある

associated design
ある ある ある ない

ない ない ない（派生意匠は出願可） ない ある ない ある ある ある ない
ある ない ない ない ない ない ない ある ない ない

ある ない ある ない ない ない、通常出願から2月以内にない ない ない ない

ある ある ある ある ない （無回答） ある ない ない ある
「ない」との回答であったが、
法92条に規定あり

ある 免除はあるが減額はない ない ない ある ない
（電子出願は書面出願より減
額される）

ある ない ない ない

 

「意匠」とは、物品(物
品の部分を含む　)の
形状、模様若しくは色
彩又はこれらの結合
であつて、視覚を通じ
て美感を起こさせるも
の(2条)

「意匠」とは、製品に特別な
外観を与え、工業製品又は
手工芸製品に対する型とし
て役立つ線又は色の形態又
は構成をいう（法3条）

ベトナム知的財産法によれ
ば、工業意匠とは、形状、
線、色彩、又はそれらの組合
せによって表現される製品の
外観をいう

工業意匠（以下「意匠」という
）とは，形状，輪郭又は立体
若しくは平面形状における
線又は色彩からなる構図若
しくは線及び色彩又はそれ
らの組合せに関する創作で
あって，美的価値を有し，立
体又は平面図形に実現可能
で，製品，物品，工業製品又
は手工芸品の生産に使用さ
れるものである

「意匠」とは，工業的方法又
は手段により物品に適用さ
れる形状，輪郭，模様又は
装飾の特徴であって，完成し
た物品において視覚に訴
え，視覚によって判断される
ものをいう

「意匠」とは，工業上の方法
により物品に適用された形
状，輪郭，模様又は装飾の
特徴をいうが，次を含まな
い。
(a) 構造についての方法又
は原理，又は
(b) 次の場合の物品の形状
又は輪郭の特徴
(i) その物品が果たさなけれ
ばならない機能によってのみ
特定される場合
(ii) その物品が不可欠な部
分を構成することを意匠の創
作者が意図している別の物
品の外観によって決められる
場合，又は
(iii) その物品を別の物品に
接続するか，別の物品の中，
周り又はこれに対して配置す
ることができるようにして，何
れの物品もその機能を果た
すことができるようにする場

意匠規則1500
意匠は，形状，線，色彩又は
その組合せからなる構成物，
又は形状，線若しくは色彩と
結合しているか否かを問わ
ず，その全体が又は全体とし
て捉えられた場合に美的及
び装飾的効果をもたらす立
体的形状である。ただし，当
該構成物又は形態は，工業
品又は手工芸品に特別の外
観を与え，これらのための模
様として機能することができ
るものでなければならない。
工業品には，有用な若しくは
実用的な技術に属する製造
品又はそれを含む一部で
あって，個別に製造及び販
売することができるものを含
む

意匠とは、形状、模様、色、
その他を含む製品の形状を
意味する

緊急（意匠）令1999　第2条
「意匠」とは，産業工程によっ
て物品に適用される形状，
形態，模様又は装飾の特徴
であって，完成された物品に
おいて視覚に訴え視覚に
よって判断される特徴をい
う。ただし，次を含まない。
(a) 建築の方法若しくは原
理，又は
(b) 物品の形状若しくは形態
であって次のもの
(i) その物品が果たすべき機
能のみによって決まるもの，
又は
(ii) その物品が不可分の一
部を構成することを創作者に
よって意図される他の物品の
外観に依存するもの

本法の適用上，線若しくは
色彩の何らかの組合せ，又
は何らかの立体形態，又は
何らかの素材は，線又は色
彩に関連するか否かに拘ら
ず，意匠であるとみなされ
る。ただし，当該組合せ，形
態，又は素材が工業製品若
しくは手工芸品に特別の外
観を与えるものであり，工業
製品若しくは手工芸品につ
いて模様として使用でき，ま
た，視覚に訴え，かつ，視覚
により判断されることを条件と
する。

新規性喪失の例外

【２，意匠の保護客体】貴国で保護される意匠について、
以下の設問にお答え願います

Q2-1　貴国において、意匠の法律によって保護される意
匠の定義について、記入して下さい

特許、意匠の間での出願変更
制度

Q1-5　実体審査を行っている国に質問します　新規性の
判断について、行っている先行調査に当てはまるものを
下記の中からすべてご記入下さい
□自国の意匠公報、□他国の意匠公報、□特許公報
等、□公知資料（雑誌・カタログ、インターネット、その他）

関連意匠制度

早期審査制度

Q1-2(2) 分類付与・確認を行う専門部署

Q1-1 貴国には、①意匠
の法律（法的拘束力のあ
るもの）、②方式審査基
準（法的拘束力のあるも
の）や③意匠審査基準
（法的拘束力のないもの）
がありますか

方式審査基準

意匠審査基準

□ない
□ある
(担当者数）

【１，制度】意匠に関する、貴国の産業財産権の制度につ
いて、以下の設問にお答え願います

意匠の法律

Q1-2(1) 意匠出願の図面の記載要件の
確認、公序良俗の審査を行う専門部署

□ある
(担当者数）

各種料金減免制度

多意匠一出願制度

□ない
Q1-3　貴国では、意匠出願の実体審査を行っていますか
下記の当てはまるものを記入をお願いします
□すべての出願について行っている、□一部の意匠出願
について行っている、□行っていない

Q1-4　実体審査を行う専門部署がありますか　専門部署
がある場合には、その専門部署の担当者数を記入願いま
す

Q1-6　右記の事項につ
いて貴国の状況を教えて
下さい　（制度の有無を
お教えください　）

部分意匠制度

ある

ある(意匠部門)

(7)



該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する （該当しない） （該当しない）
該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）
該当しない （該当しない） 該当する （該当しない） 該当する 該当する （該当しない） 該当する 該当する 「該当する」との回答であっ

たが、意味を取り違えている
可能性あり

該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）

該当しない （該当しない） 移動可能な小規模建築物は
可能

（該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する 該当する （該当しない） （該当しない）

該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）
該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）
該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）
該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） （該当しない）
該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない）

該当しない 該当する 包装紙、外函、ラベルは可 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） 「該当する」との回答であっ
たが、意味を取り違えている
可能性あり

該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） （該当しない）
該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない）

ヒアリングでは可と
（該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する

該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）

該当しない （該当しない） 該当する （該当しない） 該当する （該当しない） 該当する 該当する （該当しない） 「該当する」との回答であっ
たが、意味を取り違えている
可能性あり

該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） 該当する 該当する 該当する
該当しない （該当しない） （該当しない） （該当しない） 該当する 該当する 該当する 該当する （該当しない） （該当しない）

なし （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） これらが登録意匠法第2条の
意匠の定義に合致する限り
において

（無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる
認められない （認められない） 参照目的のみ可 （認められない） （認められない） 認められる （認められない） （認められない） （認められない） （認められない）
認められない （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） 認められる （認められない）
認められる （認められない） （認められない） （認められない） 認められる  （認められない）IPOS Website（認められない） （認められない） （認めれない） （認められない）

なし （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）
認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる （認められない） （認められない） 認められる 認められる 認められる
意匠規則21参照

（認められない） （認められない） （認められない） 認められる

なし （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

 
制度あり （制度なし） （制度なし） （制度なし） （制度なし） N/A （制度なし） （制度なし） （制度なし） （制度なし）

―
―

制度なし （制度なし） （制度なし） （制度なし） （制度なし） N/A （制度なし） （制度なし） （制度なし） （制度なし）
―
―

なし （無回答） あり
銀行経由の支払い

N/A （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

―
意匠規則に規定された申請
及びサービス

―
規則（政令2009年第38号、
料金支払いに関する規則）

 
制度なし 制度あり （制度なし） （制度なし） 制度なし （制度なし） （制度なし） （制度なし）

―

主要な特徴に関して一意の
意匠を有し、小さな特徴に関
して異なる意匠を有する10
以上の意匠出願を、同日に
行う場合（審査官が特徴を検
討し、同一の意匠でないと認
められた場合は、全額を納
付する必要がある）

（回答には未記入であるが、
料金表からインターネット経
由での出願などに窓口処理
に対して割引料金が適用さ
れている）

ただし、電子出願は書面出
願より減額される

―
1出願は250バーツ
10出願の場合は2,250バー
ツ（10%割引）

電子出願：250SGD
書面出願：270SDG

なし ある （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

―

省令によれば、非営利組
織、すなわち、国家教育法
に定める学術機関、公的団
体、社会事業、宗教団体、
政府機関（企業は含まない）
は、すべての公的手数料を
免除することができる

補助金は大学の若年出願者
に対し地方の支所を通じて
行っている
（小規模事業者には費用を
半額に設定している）

―
無料

□有体物(不動産を含む)
□有体物（不動産を含まない）

□極小意匠（肉眼で視認でき
ないもの）

□3次元（３D）画像

Q2-2　貴国の意匠の法
律によって保護される意
匠の保護対象について、
該当するかしないかをす
べてお答え下さい　選択
肢以外に保護対象がある
場合は、「その他」欄に記
入して下さい

□建築物

□グラフィックシンボル

□画像のみ（表示される物品を
特定しない）

□包装ラッピング

□店舗等の室内ディスプレイ
やレイアウト

□テキスタイル（布として）

□光（花火、イルミネーション

□設計図

□画像（表示される物品を特定
して）

□テキスタイルのみ（物品を特
定しない）

□その他

□書面

□その他（　　　　）

【３，意匠の開示方法】貴国の意匠出願に関する、意匠の
開示方法について、以下の設問にお答え願います

□電子メール

Q3-1　貴国へ意匠出願
する場合に認められる意
匠の出願形式について、
当てはまるか当てはまら
ないかをすべて記入して
下さい

□電子的な記録媒体

□インターネット

Q3-2　貴国へ意匠出願
する場合に認められる意
匠の表現形式について、
当てはまるか当てはまら
ないかをすべてに記入し
て下さい □その他

□見本

□図面

□写真

□ホログラム
□動的意匠

□アイコン

Q3-3　意匠出願の表現
形式に関連して特別な料
金制度がある場合、それ
はどのような制度ですか
当てはまるか当てはまら
ないかをすべて記入して
下さい

課金制度

どのような場合に(自由記
載）

料金内容（自由記載）

□その他

□電子化手数料

どのような場合に（自由記
載）

どのような場合に（自由記
載）

料金内容
（自由記載）

□保管手数料
料金内容（自由記載）

料金内容
（自由記載）

減免制度

料金内容（自由記載）

□その他

□出願数又は意匠数に関連し
て

どのような場合に（自由記

どのような場合に(自由記

出願手数料、出願公開手数
料、調査手数料、実態審査
手数料

(8)



日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 
規定  

図の数
規定なし 一意匠当たり7図まで

（方式審査基準）
無制限 規定なし 規定なし 一意匠に10図まで

規定はないが、2005年実務
指令第2号に記されている

規定なし 規定なし 7図まで 規定なし
8図まで、4部のコピー

図の大きさ
横150mm､縦
113mm(様式6備考6)

規定はないが、A4用紙
（210mmｘ297mm）に記載の
こと

90mmx120mm　 -
190mmx277mm

A4、100-200 g/m2 12.5cmx9cm（規則10.5） 書面出願では3cmx3cm -
13cmx15cmまで

規定あり
（無記入）

A4サイズの用紙以下 160mmｘ160mm以下、
1辺は30mm以上

A4サイズの用紙に20cmｘ
20cm以内

図法

正投影図法､等角投
影図法､斜投影図法

斜視図 正投影図法、等角投影図
法、キャビネット図法、カバリ
エ図法

正投影図法、斜視図または
立体図

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

認められない （認められない） 認められる 認められる 規定なし
認められる

認められる （認められない）
（1.1や1-2は不可）

認められる 認められる
（例：図１）

認められる 認められる 規定なし
認められる

なし Fig1、Fig2、・・・Fig７ （無回答） （無回答） ページ番号 （無回答） （無回答）

認められる 認められる 認められる 認められる 規定なし

認められる 認められる 認められる 認められる 規定なし

なし （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）
認められる （認められる） （認められる） 規定なし 認めていない
認められる 認められる 認められる 認められる（規定はないが） 規定なし

認められる
なし （無回答） （無回答） （無回答）
認められる （認められる） （認められる） 規定なし
認められる 認められる 認められる 認められる（規定はないが） 規定なし

認められる
認められる 認められる 認められる 認められる（規定はないが） 規定なし

認められる
認められる （認められない） 認められる 認められる（規定はないが） 規定なし

認められる
なし （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）
認められる 認められる （認められない） 認められる 規定なし

認められる
認められない （認められない） （認められない） （認められない） 規定なし

認められる
認められる （N/A） 認められる 認められる 規定なし

認められる

なし 連続した、くっきりして鮮明
な、傷のない、途切れのな
い、切れ目の無い線

（無回答） （無回答） （無回答）

認められない 認められる
（質問の趣旨が不明瞭）

認められる 認められる（規定はないが）

認められる 認められる
（色彩に係る権利が主張され
た場合）

（無回答） 認められる（規定はないが）

認められる （認められない） （認められない） （認められない）

認められる （N/A） （N/A) 認められる（規定はないが） 規定なし
認められる

認められない
認められない 認められる

球面又は曲面を陰により表
現する場合

認められる
陰影が意匠の趣旨に誤解を
与えないこと

認めているが、一定の制約
がある

認められない 規定なし （認められない） 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし
認められない 規定なし （認められない） 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

（認められない）
認められない 規定なし 認められる 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

（認められない）
参照図面として認め
られる

（無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） （無回答）

 
認められる （認められる） （認められる） （認められる） （認められる） （認められる） （認められる） （認められる） （認められる） （認められる）

 

写真の数

規定なし 一意匠当たり7図まで 無制限 規定なし 規定なし 一意匠に10図まで
規定はないが、2005年実務
指令第2号に記されている

規定なし 規定なし 7図まで 8図まで、4部のコピー

写真の大きさ（１枚の大き
さ）

横150mm､縦
113mm(様式6備考6)

規定はないが、A4用紙
（210mmｘ297mm）に記載の
こと

90mmx120mm　 -
190mmx277mm

A4用紙（100-200 g/m2）に
糊付け

12.5cmx9cm（規則10.5） 規定なし 規定なし A4サイズの用紙以下 160mmｘ160mm以下、
1辺は30mm以上

A4用紙に20cmx20cm以内

鮮明度

規定なし 上質のインクおよび／または
上質の用紙に、すべての特
徴が明瞭に表示されること

明瞭かつ鮮明でなければな
らない

意匠の図が明瞭に表示され
ること

欠け、しわ、折り目の無いこと
（規則10(1)(c)）

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし
（認められない）

□立体物で図が同一又は対象
の場合はどちらか一方を省略
可能

□材質の表現でその他の線と
使い分ける：具体的に→自由

どのような規定ですか

□引き込み線や説明が記載さ
れた図を認める

□透明部の表現でその他の線
と使い分ける

□（自由記載）

□図面以外（願書等）の記載
による色彩の特定を認めるか

写真による表現を認めている場合どのような規定ですか

□自由記載

□その他

対象となる意匠以外の記
載

□引き込み線や図の中に記載
された説明を認める

□その他、認められるもの（自
由記載）

□番号の付記
（例：図1、1.1、1-2）

□一意匠あたり＿図まで

Q3-4　貴国へ意匠出願する場合に認められる意匠の表
現手法について、何らかの規定はありますか　また、それ
はどのようなものですか　以下の選択肢に当てはまるか当
てはまらないかを記入し、選択肢以外のものは、自由記
載欄をご利用下さい

図の表記

必要図面以外の図の追
加

□認めていない

図の省略

□向きや内容を示す
（例：正面図、参考図など）

□二次元であって表裏が無模
様のものは裏面の省略可

□背景の映り込みを認める
□マネキン、モデル(人物)等の
映り込みを認める

□色彩を含む図を認めるか

□その他（自由記載）

□線のみの図を認めるか

陰影等の表現

【部分意匠制度のある国】
□色彩の塗り分けによって、意
匠登録を受けようとする部分の
特定を認めるか

□認めていない

線の種類
【部分意匠制度のある国】
□意匠登録を受ける部分とそ
の他の部分で使い分ける

色彩の有無及び表現

□認めていない

□使用状態を示した図であれ
ば認める

□認めているが一定の制約が
ある（→どのような制約です
か？）

写真による表現の場合

□自由記載

□写真による表現を認めていない
　その理由（　　　）

□一意匠あたり＿図まで

参考図

その他（自由記載）

□意匠の理解を助ける必要が
ある場合に認める

□その他（自由記載）

□展開図、断面図、拡大図、
斜視図、画像図等

図面による表現の場合

□その他（自由記載）

例）正投影図法、斜め方向のも
のに限り、等角投影図法、斜投
影図法を認める
□（自由記載）

規定なし
→規定はないが、運用で認
める

規定なし

規定なし→
陰影は参照図には認める。
クレームの図面は明確さを保
つために認めない。

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

認められない

認められない

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし

（無回答）

規定なし

規定なし
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認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 規定なし
認められる

規定なし
認められる

認められる 認められる
色彩に係る権利が主張され
る場合のみ

認められる 認められる 認められる 規定なし
認められる

規定なし
認められる

認められる （N/A） （N/A) （無回答） （無回答） 規定なし
（認められない）

規定なし
認められる

認められない 規定なし （認められない） 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし
認められない 規定なし （認められない） 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

認められない 規定なし （認められない） 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

 
認められる 認められない

（法59条、意匠の描画につ
いてのみ述べられており、見
本に関する条項はない）

（認められる） 登録官は見本による表現を
図又は写真による表現に置
き換えることを要求しても良
い　(規則10(4)）

（認められる） 認められない
（図と写真のみ受け入れる）

認められない
（規則15　登録官が要求しな
い限り認めない）

（認められる）

規定  20cmｘ20cmｘ20cm以内
認められない 認められない 認められない
認められない 認められる

（紙に糊付けできる薄いもの
ならば可、例えば布など）

 
認められる （認められる）

（意匠が鮮明に示されない場
合は不可）

（紙に出力したものであれ
ば）認められる

（認められる） （認められる） 規則に規定はないが、静止
画像であれば考慮される。
JPEGのみ受領される

（認められる） 認められない
（図と写真のみ受け入れる）

（認められる） （認められる）
（書面の出願のみ）

規定  
認められる 認められる 認められる 認められる 考慮される 認められる
認められない （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） 認められる （認められない）

画像の数 規定なし （無回答） 規定なし 規定なし （無回答） 規定なし 7図まで
認められない （無回答） 認められる 認められる （無回答）

（認められる）
認められる

認められない （無回答） 認められる （無回答） （認められない）

認められない （無回答） 認められる （無回答） （認められない）

認められない （無回答） 認められる（PDF,TIFF) （無回答） （認められない）

画像データの量（重さ）
認められない 特徴の鮮明な詳細のための

高画質
規定なし 規定なし （無回答） （無回答）

認められない 認められる 認められる 認められる （無回答） 認められる

認められない 認められる
（色彩に係る権利が主張され
た商品についてのみ）

認められる 認められる （無回答） 認められる

認められない （認められない） （認められない） （認められない） （無回答） 認められる

認められない （N/A） （認められない） （認められない） （N/A) 認められる

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 

図面に製品の機能が十分に
示されていない場合、審査
時に審査官が説明を求める
場合がある

必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 （無回答）

任意 任意 必須 必須 項目なし 任意 規定なし 必須 必須 （無回答）

任意 任意 必須 任意 項目なし 意匠の新規性の陳述が必要 任意 必須 項目なし （無回答）

必須 （N/A） （N/A) 必須 必須 N/A 必須 必須 必須 必須

規定なし

規定なし

□その他（　　　　）

□＿　まで

規定なし

規定なし

N/A

□BMP

□静止画のみ認める

Q4-1　貴国へ意匠出願する場合の提出書面の内容（記
載項目）について

□動画も認める

意匠の説明　□必須、□任意、□項目なし

部分意匠の表示　□必須、□任意、□項目なし

どのような規定ですか

見本による表現の場合

マネキン等の付属品

対象となる意匠以外の記
載

□一意匠あたり＿図まで

□JPEG

どのような規定ですか

【部分意匠制度のある国】
□写真の上から別の色で塗り
つぶすことを認める

□見本による表現を認めていない
その理由（　　）

色彩の有無及び表現

色彩の有無及び表現

物品の説明　□必須、□任意、□項目なし

【4、意匠の表現に関する願書記載事項】貴国の意匠出
願に関する意匠の表現に関する願書記載事項について

□GIF

ＣＧ等電子的な画像による表現の場合

□背景の映り込みを認める
□マネキン、モデル（人物）等
の映り込みを認める

□認めていない
□認めているか一定の制約が
ある（→どのような制約です
か？）

□カラー写真を認めるか

□モノクロ写真を認めるか

□引き込み線や図の中に記載
された説明を認める

□ＣＧ（コンピュータ・グラフィックス）等電子的な画像の表
現を認めていない
その理由（　　　　）

認められるデータフォー
マット

画像の種類（静止画/動
画）

【部分意匠制度のある国】
□色彩の塗り分けによって、意
匠登録をうけようとする部分の
特定を認める

□ﾓﾉｸﾛ画像を認めるか

□ｶﾗｰ画像を認めるか

□画像以外（願書の記載等）
の記載による色彩の特定を認
める

意匠に係る物品　□必須、□任意、□項目なし

規定なし

認められない
（制度上）

規定なし

（無回答）

（無回答）

規定なし

規定なし

規定なし

規定なし
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区分のいずれにも属
さない物品について
記載する

新規な物品に関する意匠で
ある場合、出願人は物品の
機能について又は使用条件
について説明を提出すること
ができる

物品は、ロカルノ分類の物品
リストに含まれるものでなくて
はならない

ロカルノ分類　当該区分のい
ずれにも属さない物品につ
いては、物品の説明の欄に
使用の目的、使用の状態等
物品の理解を助けることがで
きるような説明を記載する

（無回答） 意匠規則第3表に示される分
類に対応した物品でなけれ
ばならない

規定なし ロカルノ分類に含まれる物品
であれば認める

規則6
意匠が適用を意図される物
品のロカルノ協定によって設
定された分類のクラス及びサ
ブクラスに従って分類を特定
する陳述書

（「物品」と「意匠」の意味が
不明瞭とのコメント）

Y Y Y Y Y N N （無回答）

N Y Y N Y Y Y （無回答）

Y Y Y N N N N N

N Y N Y N Y＊ Y N

N ー N N N N N （無回答）

Y ー Y N N Y＊ N （無回答）

N ー N N N （無回答） N （無回答）

Y ー Y N N （無回答） N （無回答）

 （無回答） クレーム N （無回答） （無回答）

 （無回答） クレーム N （無回答） （無回答）

N Y Y N N N N （無回答）

Y Y Y N N Y＊ Y （無回答）

N ー N N N N N （無回答）

Y ー Y N N Y＊ Y （無回答）

N Y N Y N N N Y

Y Y Y N N Y Y Y

 （無回答） N （無回答） （無回答）

 （無回答） N （無回答） （無回答）

願書に【部分意匠】の
欄を設ける

（N/A） （N/A) 願書に【部分意匠】の欄
を設け、「意匠に係る物
品」の欄に権利の客体と
なる物品の名称（カメラ
のグリップ部の部分意匠
である場合は、「カメ
ラ」）を記載し、「意匠
の説明」の欄に、図面等
において意匠登録を受け
ようとする部分をどのよ
うにして特定したか、そ
の方法を記載しなければ
ならない

（N/A） （N/A) 規定なし （無回答） （無回答）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

意匠法6条 1979年特許法に基づいた省
令規則により審査される。法
57条参照

知的財産法第100条、第107
条、省令規則７

法18条 （無回答） 以下が満足されれば出願日
が確保される：
(a)有効な出願様式による登
録申請
(b)出願人の氏名・住所の明
記
(c)明瞭な意匠の表現を含む
出願
(d)出願費用

意匠規則1513、1514 知的財産法2011　第21条 （無回答） （無回答）

日本意匠分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類に準じた独自分
類

ロカルノ分類 ロカルノ分類 ロカルノ分類 （無回答）

官庁 官庁 出願人及び官庁 官庁 出願人 出願人
方式審査：分類が不適当な
場合審査官は出願人の不備
として取り上げる

その他（審査官） 出願人 その他（WIPO) 出願人、官庁

 

同一となる分類内で、意匠が
類似した物品はすべて類似
物品

✓

分類ごとに物品の類似範囲
が決定している

分類ごとに物品の類似範囲
が決定している

分類ごとに物品の類似範囲
が決定している

分類ごとに物品の類似範囲
が決定している

分類ごとに物品の類似範囲
が決定している

組物に関して、それらは同じ
分類・小分類に含まれること
が必要

＊）②について、意匠が新規
であることの陳述が必要であ
るが、操作方法、材料、サイ
ズなどが書かれてあっても拒
絶にはならない

（無回答）

（法律文書参照）

②（　）

上４つ以外に認められる
記載　自由記載（　　）

②（　）

①（　）

②（　）

Q5-3　分類は誰が付与していますか　下記の当てはまる
ものを記入してください　□出願人、□官庁、□その他

模様の連続性

②（　）

①

Q4-1-1　意匠に係る物品の欄の記載には、どのような規
定がありますか
例１）日本の場合、経済産業省令で定める物品の区分
（別表第１の下欄）によらなければならない　当該区分の
いずれにも属さない物品については、物品の説明の欄に
使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることがで
きるような説明を記載する
例２）ロカルノ分類に含まれる物品であれば認める

②（　）

②（　）

□分類ごとに物品の類似範囲が決定している

□その他（自由記載）

Q5-2　貴国で採用している分類はどのようなものですか
下記の当てはまるもの総て記入して下さい　□自国の意
匠分類 □ロカルノ分類 □他国の分類（国名：　）

材質
①（　）

①（　）

①（　）

①

②（　）

Q4-1-3　部分意匠制度のある国に質問します　願書に部
分意匠である旨を記載する場合の規定について、記入し
て下さい　　　　例）日本の場合、願書に【部分意匠】の欄
を設け、「意匠に係る物品」の欄に権利の客体となる物品
の名称（カメラのグリップ部の部分意匠である場合は、「カ
メラ」）を記載し、「意匠の説明」の欄に、図面等において
意匠登録を受けようとする部分をどのようにして特定した
か、その方法を記載しなければならない

大きさ

デザインの特徴

上３つ以外に認められる
記載　自由記載（　　）

【５，意匠の特定・認定・補正の考え方】意匠の特定・認
定・補正について、どのようにお考えですか

②

Q5-4　付与した分類と物品類否との間に何らかの関係が
ありますか　下記の当てはまるものを記入してください

□同一となる分類内の物品はすべて類似物品

操作方法

Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要
件について、どのような規定（法、施行規則、細則、運用、
その他）がありますか

色彩・透明部

①（　）

②

Q4-1-2　願書の①「物品の説明」及び②「意匠の説明」
の欄について、認められるものにはYを、認められないも
のにはNを、下欄の（　）に記入して下さい

使用目的

①（　）

①（　）

審査官が判断

規定なし

(11)



日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 タイでは、実体審査は審査
基準と審査官の通常の知識
に基づいて実施される。分類
付与が行われ、審査官は特
定の分類について検索を実
施する。

 

実体審査官が、願書
の記載及び添付図面
等により総合的に判
断する

審査官が見つけ、長官に報
告し、長官が判定する。（長
官は実際にはオーソリティー
に相談する）、審査基準Sec3

方式審査と実体審査の審査
官

実体審査官が、願書の記載
及び添付図面等により総合
的に判断する

実体審査官 実体審査は実施されない 例と同様にしている
実体審査官が、願書の記載
及び添付図面等により総合
的に判断する

登録官が緊急（意匠）令第
25条に従って判断する

拒絶理由通知書の送
付

拒絶理由通知書の送付 拒絶理由通知書を送付し、
一定期間内に説明を提出す
るよう出願人に要請する

拒絶理由通知書の送付 拒絶理由通知書の送付 （N/A) 法的根拠に基づいた拒絶理
由通知書の送付

緊急（意匠）令第25条に従
い、拒絶理由通知の送付

 

 

方式審査官が施行規
則に基づいて行う

予備（方式）審査官が実施 拒絶理由通知書を送付し、
一定期間内に説明を提出す
るよう出願人に要請する

方式審査官が施行規則に基
づいて行う

方式審査官 方式審査官が法律文書と実
務指令に沿って評価する

規定なし 登録官が法令・規則に基づ
いて行う

方式却下、出願却下 予備審査で補正要求で済ま
せる（運用で対応）

拒絶理由通知書を送付し、
一定期間内に補正を提出す
るよう出願人に要請するか、
出願受理通知書を送付する

方式却下、出願却下 出願却下 審査を行った審査官が不備
通知書または拒絶理由通知
書を発送する

規定なし 拒絶理由通知の送付

 

実体審査官が審査基
準に基づいて行う

予備審査 方式審査官が、意匠出願が
法的要件に適合しているか
否かを判断する

方式審査官が施行規則に基
づいて行う

実体審査官 方式審査官が法律文書と実
務指令に沿って評価する

実体審査官が意匠法等に基
づいて行う

（無回答）

拒絶理由通知書の送
付

修正を求める（法的には拒
絶となるが、運用として補正
を求める）

拒絶理由通知書を送付し、
一定期間内に補正を提出す
るよう出願人に要請するか、
出願受理通知書を送付する

拒絶理由通知書の送付 拒絶理由通知書の送付 審査を行った審査官が不備
通知書または拒絶理由通知
書を発送する

法的根拠に基づいた拒絶理
由通知書の送付

（無回答）

N/A
我々の体制は方式審査のみ
認めている

 

拒絶理由通知書の送
付

意匠の表現や表示が精密で
ない場合、出願人にオフィス
アクションを送付する
予備（方式）審査で指摘する

不備があるという趣旨の拒絶
理由通知書を送付し、一定
期間内に補正を提出するよ
う出願人に要請する

意匠が特定できない旨の拒
絶理由通知書の送付

意匠についてさらなる説明を
求める照会状

（N/A) 知的財産法2011　第15条、
第22条に従い、意匠が特定
できないとして権利者又は出
願人に拒絶理由通知書を送
付する

 

補正が認められない
場合は補正却下

数回繰り返す 補正が認められない場合は
補正却下

補正が認められない場合は
補正却下

補正が認められない場合は
補正却下

（N/A) 知的財産法2011　第30条、
第36条、第37条に従う

ある 上記の限りない ない ない ない （N/A) 繰り下げはない

 

・「部分意匠」の記載
は出願時に必須

（N/A） （N/A) 出願時に必須 登録時に必須 N/A 登録時に必須 出願時に必須

・機能・操作について
の説明も出願時に必
須

出願時に必須
「意匠の名称」に関して

出願時に必須 出願時に必須 登録時に必須 登録時に必須
新規性の陳述

登録時に必須 出願時に必須

（無回答） 出願時に必須 （無回答） 登録時に必須 N/A （無回答） 出願時に必須

（無回答） 出願時に必須 登録時に必須 出願時に必須 規定なし （無回答） （無回答）

N/A

（無回答）

（無回答）

（無回答）

（無回答）

（無回答）□部分意匠制度のある国の場合、「部分意匠」の記載

□大きさ、色彩

□図の省略方法

認定できないときの取り扱い
例）拒絶理由通知書の送付
自由記載（　　　　　　）

Q5-6　実体審査における意匠の表現の規定について、
記載不備があった場合の対応

誰が何に基づいて行っていま
すか
例）実体審査官が、願書の記
載及び添付図面等により総合
的に判断する
自由記載（　　　　　　　）

誰が何に基づいて行っていま
すか
例）方式審査官が施行規則に
基づいて行う　　自由記載（
）

認定できないときの扱い
例）拒絶理由通知書の送付
自由記載（　　　　　　　）

Q5-5　意匠の認定に至るまでの審査プロセス（方式審
査・実体審査の両方を含む）について、教えて下さい

日本の場合、実体的事項はその意匠の属する分野にお
ける通常の知識に基づいて、(1)意匠に係る物品、(2)意匠
に係る物品の形態に関して、願書の記載及び添付図面
等により総合的に判断する。

形態の特定

図法について

　物品の類似の範囲の特定

例）補正が認められない場合
は補正却下
自由記載（　　　　　　　　　）

具体的な対応

認定できないときの取り扱い
例）方式却下、出願却下
自由記載（　　　　　　　　）

例）意匠が特定できない旨の
拒絶理由通知書の送付
自由記載（　　　　　　　　　）

意匠が明確か

アクション

誰が何に基づいて行っていま
すか例）方式審査官が施行規
則に基づいて行う
自由記載（　　　　　　　　）

出願日の繰り下げはありますか、ありませんか

□機能・操作についての説明

Q5-7　願書の記載について、貴国で必須となる記述総て
を記入して下さい　また、出願時において必須であるか、
登録時において必須（補正を認める）かも記入して下さい

・大きさ・色彩及び図
の省略方法は必須と
なる記述ではない

（無回答）

（無回答）

（無回答）

（無回答、実体審査は行わ
ない）

（無回答）

(12)



出願は省略部分の無いソリッ
ドな外観を描画しなければな
らず、点線表現などによる如
何なる部分の省略も許され
ない

認定される
→部分意匠でないなら登録
できる（もちろん新しければ
だが）
もし、部分意匠であるなら認
定されない

（無回答） i)　マレーシアにおいて、まだ
登録されていない
ii)　マレーシア市場におい
て、まだ販売されていない
iii)　新しい意匠である

物品が意匠法第2条の「意
匠」と「物品」の要件を満たし
（個別に製造され、販売され
得る）のであれば、認定され
る

データベースが複雑だから はい、本件は自国で確認で
きた

（認定される） （無回答）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 
 

認められない （N/A） （N/A） （認められない） 認められる （N/A) （N/A) 認められる （認められない）
認められない （N/A） （N/A） （認められない） 認められる （N/A) （N/A) 認められる （認められない）

 
認められない 認められる 認められる 認められる （認められない） （無回答） 認められる 認められる （認められない）
認められない （認められない） （認められない） 認められる （認められない） （無回答） （認められない） 認められる （認められない）
認められない （認められない） （認められない） 認められる （認められない） （無回答） 認められる 認められる （認められない）
認められない 認められる

（「なし」→「あり」は不可）
認められる （認められない） （認められない） （無回答） （認められない） 認められる （認められない）

 
認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる （認められない） （認められない） （認められない）
認められない 認められない （認められない） 認められる （認められない） （認められない） 認められる （認められない） （認められない）

 
認められない （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない）
認められる （認められない） 認められる 認められる （認められない） 認められる

（出願された意匠の範囲を広
げない限り）

（認められない） 認められる （認められない）

認められない （認められない） 認められる 認められる （認められない） （認められない） （認められない） 認められる （認められない）
認められない （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない） （認められない）

 

斜視図の写真は図面と共に
提出しても良い

（無回答） （無回答） （無回答） 緊急（意匠）令第23条
(1) 登録官は，所定の方法で
出願人によって当該人にな
された申請により意匠登録
出願を補正することができ
る

 

認められない 自発的またはオフィスアク
ションへの応答

物品（類似物品）に対する修
正は、認められると考えられ
る

補正は認められない 補正できる
様式ID9（物品の名称）

誤記の修正は認められる 意匠の要旨以外は可能

 

公開前 知財庁(NOIP)による最終的
な拒絶査定、付与の決定、
付与拒否の決定の前

ー 一回目の照会：3か月 登録認可の前 登録証の発行前

 

認められる 参照目的のみ、権利主張は
できない

意匠に係る物品に対する説
明は、認められると考えられ
る

補正は認められる N/A N/A 意匠の要旨以外は可能、認
められる

（無回答）

 登録前 知財庁(NOIP)による最終的
な拒絶査定、付与の決定、
付与拒否の決定の前

3か月以内 N/A N/A 登録証の発行前 （無回答）

 

認められる 参照目的のみ、権利主張は
できない

意匠に対する説明は、認め
られると考えられる

補正は認められる N/A 誤記の修正は認められる 意匠の要旨以外は可能、認
められる認められる

（無回答）

事件が係属 公開前 知財庁(NOIP)による最終的
な拒絶査定、付与の決定、
付与拒否の決定の前

3か月以内 N/A 登録認可の前 登録証の発行前 （無回答）

緊急（意匠）令第23条参照

（無回答）

Q5-8　以下に示す事例は、日本で意匠の認定が可能と
される事例ですが、貴国において以下の事例は認定可能
ですか　認定できない場合は、その理由を記入して下さ
い

① 意匠の種類を超えた補正

補正可能な時期（自由記載）

② 図面の種類を超えた補正

補正の可否（自由記載）

意匠に係る物品の説明

□図面　⇔　見本・ひな形の補正

□類否判断に影響のないレベルの補正

（無回答）

（無回答）

□部分意匠　⇔　部分意匠の補正

意匠の説明

□全体意匠　⇔　部分意匠の補正

□写真　⇔　見本・ひな形の補正

④ 意匠の内容の補正
□新規事項の追加(要旨変更)

□色彩あり　⇔　色彩無しの補正

補正可能な時期（自由記載）

Q5-9　補正・分割・出願変更が認められる場合、意匠の
認定の後、許容し得る補正・分割・変更の範囲について、
教えて下さい　認められるか認められないかをすべてに記
入し、特記事項があれば自由記載欄に記入して下さい

□ 図面　⇔　写真の補正

【意匠に係る物品】　包装用噴霧器のノズル
【部分意匠】
【物品の説明】本物品は、ノズルレバーを固定又は解放す
るつまみ部を有する包装用噴霧器のノズルである
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である　図面中、管の省略部分
は願書添付図面上５cmである

意匠登録番号：1306405

Q5-10　願書の記載について、補正可能な項目と補正が
可能な時期について、記入して下さい

補正の可否（自由記載）

意匠に係る物品

補正可能な時期（自由記載）

□斜視図の追加

許容し得る補正

　　　　　自由記載欄

補正の可否（自由記載）

③ 図の種類を超えた補正

□斜視図　⇔　６面図

□要旨の認定に影響のないレベルの補正

□意匠登録を受けようとする範囲の補正

認定される

(13)



二以上の意匠を包含
する出願

一つを選択させる。
他の意匠については別途出
願させる（日付は維持されな
い）

本意匠または物品セットの意
匠の実施態様（変形例）は、
最初の意匠出願と同じ出願
日または優先日で、新たな
出願に分割することができる

物品のセットとしての要件を
満たす必要がなければ、許
容される

N/A N/A 出願人は、図と意匠の要旨
以外について、登録証の発
行前であればいつでも、補
正が可能

緊急（意匠）令第23条
二以上の意匠を包含する場
合

 N/A

意匠出願　⇔　特許
／実用新案出願

（認められない） （認められない） （認められない） （認められない） 認められる （認められない）

認められない （認められない） （認められない） （認められない） 認められる （認められない） （認められない）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 

一つの物品の区分に
相当する一つの物品
に係る意匠

（無回答）
一つの物品の形状

「一意匠」とは、一つの物品
区分に相当する一つの物品
に係る意匠を意味する

一物品に対し一意匠 一物品に対し一意匠
＝単一意匠

（無回答） 新規で装飾性があること 意匠登録の目的のために，
物品は，ロカルノ協定によっ
て設定された分類に従って
分類される。

意匠法7条 （無回答）
法60条

知的財産法第101条(3) 法13条 法3条 知的財産法2011　第15条 規則6(3)、24

 1979年特許法第60条：「一
つの特許出願は、一つの製
品のみに用いられる一つ意
匠に関するものでなければ
ならない」

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる

組物であれば認めら
れる

認められない 認められない
組み物とはならないのか？
→同一のコンセプトが無けれ
ば、同じ分類でも認められな
い

認められない 認められない 認められない 認められる 認められる

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる

認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められない 認められる

認められない 場合による 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる

認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められない 認められる

 

認められない 認められない 認められる
→例えば包装の色が異なる

認められない 認められる 認められない 認められる 認められる

認められる 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる

認められる 認められない 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる 認められない

認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない

物品の異なる機能の
ための複数の画像
や、形態的な関連性
の認められない複数
の画像

一意匠は、消費者に販売さ
れる一つの物品または一つ
の形態に関するものでなけ
ればならない　製品の意匠
は、消費者の目に見える外
的な特徴であるため、内的な
特徴、用途、方法、概念、原
理、不可視の製品などは、
意匠において主張すること
はできない

・異なる意匠に係る物品に対
する同一の意匠
・同一の意匠に係る物品に
対する異なる意匠
・意匠に関する単一の独創
概念がない、物品のセット

（無回答） （無回答） 類似した優勢な特徴がなけ
れば一意匠とは認められな
い

なし （無回答） （無回答）

（無回答）

Q6-4　一意匠とは認められないケースについて、どのよう
なものか具体的に教えて下さい

□意匠出願　⇔　商標出願

複数物品を指定する一意匠

Q6-3　一意匠と認められる範囲はどのようなものですか
以下の事例について、認められるか認められないかを記
入して下さい

一の意匠を基にした複数の実施態様（例：非包装物と
包装された状態の複数の実施例）

ナイフ、フォーク及びスプーンなどのセットもの

同一出願人による類似しない複数意匠（物品の同一を
考慮しない）

根拠となる法、規則、運用ありますか（自由記載）　例）
意匠法第7条、済産業省令別表第1

Q6-2　一つの出願に含むことができる意匠の範囲はどの
ようなものですか　以下の事例について、認められるか認
められないかを記入して下さい

遷移する画像（例：操作により展開する音楽再生装置
の画像）

【６，意匠の単一性のとらえ方】複数意匠一括出願制度を
採用している国に質問します　意匠の単一性について、
どのようにお考えですか　以下の設問にお答え願います

□意匠出願　⇔　特許／実用新案出願

物品の一部又は全体が動くあるいは変化するもの
（例：組立てるとロボットになる自動車おもちゃ）

同一分類内の複数物品（例：イスとテーブルが同一分
類内にある場合、イスとテーブル）

同一物品の類似しない複数意匠（例：イスのみの複数
意匠）

同一物品の類似する複数意匠（例：イスのみの複数意
匠）

（無回答）

許容し得る出願変更

許容し得る分割（自由記載欄）

同一出願人による類似する複数意匠（物品の同一を
考慮しない）

部品と完成品（例：自転車のサドルと自転車）

Q6-1　貴国で「一意匠」と認められるための要件はどのよ
うなものですか

（無回答）

セットものについて、出願人が自由に組み合わせて一
の意匠として出願することを認めているか

「一意匠」の要件（自由記載）　　例）一つの物品の区
分に相当する一つの物品に係る意匠

N/A

(14)



認められる 場合による 一意匠と認められない 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる

製品が「スピーカーボックス」
のような意匠概念ではなく、
その市場に従って一個のも
のとして発売できれば、それ
は一つの製品とみなされる
例えば、モニター、キーボー
ド、マウス、本体からなる一
組のコンピューターを使用す
るには、これらすべての要素
が必要になるが、別々に販
売されれば、各要素が一つ
の製品とみなされる　ただ
し、その意匠が分離できず、
一体であることが重要である
ことを裏付ける正当な理由が
あれば、出願人はそれを特
許庁に提出することができる
なお、審査は審査官の通常
の知識に基づいて行われる
ものであることに留意された
い

本体部と2個のスピーカーに
新たな意匠の特徴がある場
合は認められるが、そうでな
い場合は認められない

三つの意匠で構成されてお
り、三つの別々の出願がなさ
せるべきである

これらは一意匠にの概念に
含められる基本的に類似し
た優勢なデザイン上の特徴
を持っていない

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

　

　

該当する （該当しない） 該当する 該当する 該当する （該当しない） 該当する （該当しない） 該当する

該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）

該当しない 該当する （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない） （該当しない）

 （無回答） （無回答） （無回答） （無回答） 登録意匠法第2条(1)の定義
の記載、「・・・工業的過程に
より物品に応用された･･･」を
参照

（無回答） 単一性の範囲は法及び規則
に規定されていない

（無回答）

 （無回答） このような箇所には権利は及
ばない

（無回答） 保護されない （無回答） （無回答） 否 （無回答）

 （無回答） 色彩の有無による、意匠権
への影響はない

（無回答） 保護に影響しない （無回答） （無回答） 否 （無回答）

 （無回答） このような商品は、意匠権の
範囲内にあるとみなされる

（無回答） （無回答） （無回答） （無回答） 否 （無回答）

 

該当する 該当する 該当する （無回答） （該当しない） 該当する 該当する

該当する 該当する 該当する （該当しない） （該当しない） （無回答） 該当する 該当する （該当しない）

 （無回答） 保護する意匠に、他者に属
する知的財産権が含まれて
いる場合は、権利行使の面
で制限があり得る

権利請求や部分意匠の表示
（点線、実線）により、権利行
使が制限される

開示規定は登録意匠法第8
条に見られる

ない なし Q7-3参照 （無回答）

 法57条によると、
1.知られている又は使われ
ている意匠
2.自国又は他国で公開され
ている意匠
3.法第65条又は第28条によ
り公開された意匠
4.1～3に類似した意匠

・新規性がない
・創作性がない
・産業上の利用可能性がな
い

(1)新規でない
(2) 公共の秩序、道徳又は
宗教に反する

登録意匠の取消は以下を基
にしている：
(1)意匠が登録の時点で新規
でない、又は(2)他の根拠に
より登録官が意匠の登録を
拒絶した場合、又は(3)登録
の時点で対応する芸術作品
の著作権が期限切れになっ
ていた場合。

N/A 1.　知的財産法2011　第16、
22、又は26条による保護の
対象要件の一つ又はそれ以
上を満たさなかった場合
2.　出願人又は出願人の代
理人により提供された虚偽の
又は誤解を招く情報の下に
認められた出願の無効な登
録の場合

緊急（意匠）令第12条「内密
の開示等についての規定」
（グレースピリオド等、無効に
ならない条件）

（無回答）

Q7-1意匠の開示内容と意匠権の効力の範囲について、
どのようにお考えですか　当てはまるか当てはまらないか
を記入し、該当しない場合は自由記載欄をご利用下さい

□願書に記載の物品と同一の範囲

物品名が含む類似範囲

（無回答）

□図等の類似の範囲までおよぶ

Q7-3　意匠の開示内容に関わる無効事由にはどのような
ものがありますか

□物品名は例示に過ぎず、形態が同一であれば他
の物品にも権利は及ぶ

Q7-2　意匠の開示内容について、権利行使における制
限事項はありますか

認められるQ6-5　以下に示す事例では、貴国において一意匠と認
められますか　また、認められない場合、その理由を記入
して下さいQ6-5　以下に示す事例では、貴国において一
意匠と認められますか　また、認められない場合、その理
由を記入して下さい

□（自由記載）

【意匠に係る物品】　一組のオーディオ機器セット
【意匠に係る物品の説明】本物品は、複数のオーディオ
機能機器を内蔵した筐体である本体部と、本体部より出
力された音声信号を入力して音声として放音する左側及
び右側の二個のスピーカーボックスにより構成されており
それらは分離可能である

意匠登録番号：　1308421

【７，意匠権】意匠権の効力について、どのようにお考えで
すか　以下の設問にお答え願います

□願書に記載の物品の類似物品の範囲

図等に表された意匠の範囲

□図等と同一の範囲

図面等で開示されていない箇所について
（自由記載）

色彩の有無
（自由記載）

実施態様のみに類似する侵害品
（自由記載）
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 左側面図が対称な場合、一
方を省略しても良い；しかし、
斜視図は省略してはならな
い

我々は10図まで許容している

十分である 十分である 十分である 十分である （無回答） 十分である 十分である 十分である

 不足している （無回答）

 特許法に基づく省令第21号
(1999年)は、意匠出願につ
いて審理するあらゆる法廷で
取り上げられる
この省令第21号の第19条は
「表示は，保護を求める製品
のすべての特徴を示す写真
又は図面をもって構成するこ
とができる」と定めており、図
面の数を制限していないが、
この規定により、審査官は表
示が重要な特徴をすべて示
しているかどうかを検討する
ことができる

そのような裁判例はな
い

ない ない ない ない ない ない ない

 ある
(無回答）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

 不要
審査官が証明書の提出を求
めない限り

必要 必要
先の出願の出願日に関する
優先権を主張する場合は、
優先権証明書の原本を特許
庁に提出する必要がある

必要
優先権出願の受理官庁が交
付した優先権出願の認証謄
本を、ベトナム知財庁(NOIP)
への出願から3カ月以内に
提出しなければならない

必要
パリ条約に基づく優先権を
主張する出願

必要 必要
（無回答）

必要 必要

 

 

 ✓
一般に、拒絶が提起される

認めない 認めない

その差異が新規事項
とみなされるかどうか
によって異なる

その他
提出された意匠出願におけ
る意匠に係る製品が、先の
出願で示されたものかどうか
を審査官が検討し、意匠に
係る製品の意匠が先の出願
のものと異なると認定されれ
ば、優先権は認められない

その他
出願された意匠における差
異が、優先権書類に添付さ
れた図面を考慮した際に不
可欠の特徴でなく、かつ、そ
うした差異が優先権書類の
意匠の趣旨を変えるもので
なければ、優先権は認めら
れ得る

その他
通知を送達する

その他
優先権主張書類の主張の通
りの図面を再提出する必要
があると考えられるとき

出願人は差異を訂正するよ
うに求められる

（無回答）

（無回答）

（無回答）

（無回答）

□認める

【８，その他】

□その他（自由記載）

□認めない

□そのような判例はない

Q8-4　貴国では、パリ条約による優先権等の主張を伴う
出願に際し、貴国への出願図面等と優先権の証明書類
の図面等に差異がある場合、どのような対応をしますか

Q8-3　貴国では、パリ条約による優先権の証明書の提出
が必要ですか

□不足している

□十分である

□不要

□必要　どのような時に？（自由記載）

Q8-2　貴国の裁判例で、6図では意匠の開示上不十分と
された例はありますか

□判例がある　具体的に（自由記載）

Q8-1　ハーグ協定ジュネーブアクトでは提出可能な図面
を6図以内としているが、貴国では意匠の開示として十分
と考えますか

(16)



 

 

いくつかの裁判例を添付す
る　有名な判例はなく普通の
ものだが、参考にしていただ
きたい

（無回答） インドネシア最高裁のURLを
記載したので、参照されたい
http://putusan.mahkamahag
ung.go.id/
（インドネシア語）

（無回答） 取消事例はない （無回答） 自国では意匠の表現に関す
る審決・判決はまだ為されて
いない

なし （無回答）

 

・特許法(No.2)B.E.2535及び
特許法(No.3)B.E.2542により
改正された、1979年タイ特
許法B.E.2522
・省令第21, 22, 24, 25, 26,
27 and 28、1999年
http://www.ipthailand.go.th/
ipthailand/index.php?option=
com_docman&Itemid=427
（タイ語）

もう既にお持ちです www.dgip.go.id i)　1996年意匠法
ii)　ロカルノ分類
iii)　MyIPO Website
http://www.myipo.gov.my

（無回答） （無回答） 現在、Websiteは開設されて
いないが、我々の部署が開
発中であり、2013年初には
公開できると期待している

緊急（意匠）令1999
http://www.brunei-
patents.com.bn/files/ID%20
-%20Forms/ID%20-
%20Order%20&%20Rules/Ind
ustrial_Designs_Order_1999.
pdf
意匠規則2000
http://www.brunei-
patents.com.bn/files/ID%20
-%20Forms/ID%20-
%20Order%20&%20Rules/Ind
ustrial_Designs_Rules_2000.p
df
料金表、様式
http://www.brunei-
patents.com.bn/index.php/i
nformation/forms-and-
fees/industrial-designs

（無回答）

日本
タイ

DIP, S&I
ベトナム
NOIP

インドネシア
DGIPR

マレーシア
MyIPO

シンガポール
IPOS

フィリピン
IPOPHL

ラオス
DISM

ブルネイ
IPD

カンボジア
DIP

ミャンマー
IPS

Q9-1　貴国における、意匠の表現を争点とした審決ある
いは判決がありましたらお教えください　多数ある場合は
著名な判決等3件程度お教えください

Q9-2　貴国における法令、規則、基準、ガイドランおよ
び、貴国の意匠制度における意匠の表現に関して特に参
考となるWeb情報のURL,文献名及びそれらの該当箇所
の要約、著作者名をお教えください　著作権が関わる場
合は別途ご相談させていただきます

【９，情報収集依頼】
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ヒアリング調査結果  
 
１．タイ  
 
（１） 訪問先、面談者  

DIP (Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce of 
Thailand) 
   Ms. Pajchima TANASANTI, Director General （挨拶のみ）  
   Ms. Usanee SIRIREUNG, Director, Design Office 
   Ms. Saifon PANGHOM, Senior Design Officer, Design Office 
   Mr. Sarayut PHAHUMUNTO, Head of Design Group 
 
（２） 日時： 2012 年 11 月 12 日、9：45 － 15：30 
 
（３） 場所： DIP 会議室、Ms. SIRIREUNG 執務室  
 
（４） ヒアリング記録  
(i) 第 1 回アンケート調査票に関して、一部無回答であったところを確認し

た。  
Q5-5 「意匠の認定に至るまでの審査プロセスについて」  

 ・物品の類似の範囲の特定  
  Q 誰が何に基づいて行っていますか  

   A 審査官が類似の意匠を特定して長官に報告し、長官が判断する（実

際には長官が実務者に相談して判断する）。特許法第Ⅲ章に基づく。 
 

   Q 認定できない時の扱い  
   A 拒絶理由通知を送付する。  

 
  ・形態の特定（図法について）  
   Q 誰が何に基づいて行っていますか  
   A 予備審査の審査官が実施している（「方式審査」は、タイでは単な

る方式の審査ではなく、予備審査（preliminary examination）であ

る）。  
 

   Q 認定できない時の取り扱い  
   A 運用として予備審査での補正の要求で対応している。  
 
  ・意匠が明確か  
   Q 誰が何に基づいて行っていますか  
   A 予備審査の審査官が実施している。  
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   Q 認定できない時の取り扱い  
   A 補正を求める。法的には拒絶となるが、運用により補正を求めてい

る。  
 

 Q5-6 「実体審査における意匠の表現の規定について、記載不備への対応」

について無回答であったが？  
  Q アクション  
  A 意匠の表現や表示が正確でない場合、実体審査ではなく予備審査に

おいて出願人にオフィスアクションを送付する（実体審査への質問だ

ったので無回答としていた）。  
 
  Q 具体的な対応  
  A 補正が認められない場合、数回繰り返す。  
 
  Q 出願日の繰り下げはありますか  
  A 上記の繰り返しの間、出願日の繰り下げはない。  

 
 Q5-10 「願書の記載について、補正可能な項目と補正可能な時期」  
  Q 「意匠の説明・許容し得る分割」について無回答であったが？  
  A 複数の意匠を含む出願については一つを選択させる。選択されなか

った意匠については、必要であれば別途出願させるが、その出願につ

いて出願日は維持されない。  
 
 Q6-1 「一意匠」と認められるための要件  
  Q 「一意匠」の要件  
  A 一つの物品の形状であること。「一つの物品」であるから、その分

離できない部分のみを取り扱うことはないという意味で部分意匠は

認めていない。  
 
  Q 根拠となる法、規則、運用  
  A 法 60 条  

 
 Q6-2 「一つの出願に含むことができる意匠の範囲（以下の各項が認めら

れるか否か）」  
  Q 部品と完成品  
  A 認められない。  
 
  Q 同一分類内の複数物品  
  A 認められない。  
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  Q 同一物品の類似しない複数意匠  
  A 認められない。  
 
  Q 同一物品の類似する複数意匠  
  A 認められない。  
 
  Q 複数物品を指定する一意匠  
  A 場合による（実際の出願を見ないと判断できない）。  

 
  Q 同一出願人による類似しない複数意匠  
  A 認められない。  
 
  Q 同一出願人による類似する複数意匠  
  A 認められない。  

 
 Q6-3 「一意匠と認められる範囲（以下の各項が認められるか否か）」  
  Q 一つの意匠を基にした複数意匠  
  A 認められない。  
 
  Q ナイフ、フォーク及びスプーンなどのセットもの  
  A 認められない。  
 
  Q セットものについて、自由な組み合わせ  
  A 認められない。  
 
  Q 物品の一部又は全体が動くあるいは変化するもの  
  A 認められない。  

 
  Q 遷移する画像  
  A 認められない。  

 
(ii) その他  
 Q1 審査を実施する順番はどのように決めるのか  
 A 新たに受領したものと補正を加えて返送されてきたものを合わせて一

日 40－50 件を処理しているが、これらを受領順に審査している。新たに受

領したもののうち 60％は補正を要求される。  
 
 Q2 審査の品質管理、スピードアップについて、どのような対策が取られ

ているか  
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 A 新任の審査官には３カ月のトレーニングを実施している。また審査官

同士の議論なども行われている。  
 
 Q3 意匠制度に関して二国間協議は行われているか  
 A 二国間の協力はない。JPO からのセミナー、援助はとても助かってい

る。  
 
 Q4 意匠制度に関する他国からの支援は行われているか  
 A WIPO のセミナーには参加している。中国でもセミナーがあった。  
 
 Q5 模倣品対策としての他の政府機関との協力はあるか  
 A 模倣品を発見した人は警察に届けるか法廷に訴える。DIP としては法

廷から意見書を求められ、法廷での証人になる。  
 
 Q6 画像デザインは保護を受けられるか  
 A 画面が固定された外観であれば受けられるが、そうでなければ保護さ

れない。  
 
 Q7 部分意匠は認められるか  
 A 意匠とは物品の形態であり、部分的なものでは在り得ないと思うが・・・。 
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２．ベトナム  
 
（１） 訪問先、面談者  
 NOIP (National Office of Intellectual Property) 
  Dr. Le Ngoc LAM, Director, Industrial Design Division 
 
（２） 日時： 2012 年 11 月 16 日、10：00 － 12：00 
 
（３） 場所： NOIP Dr. LAM 執務室  
 
（４） ヒアリング記録  
(i) 第 1 回アンケート調査票に関して、不明瞭なところを確認した  
 Q3-4 「意匠の開示方法・図面による表現の場合：線の種類・透明部分の

表現」について、『規定なし』との回答であったが、運用上はどうか？  
 A 規定はないが、図面による意匠の表現を明瞭にする目的であれば運用

として認める。  
 
 Q3-4 「意匠の開示方法・CG 等の電子的な画像による表現の場合」につ

いて、「参考目的でのみ認める」との回答であったが、どのような扱いにな

るのか？  
 A 「参考目的でのみ認める」と回答したが、あれは電子ファイルのこと。

ベトナムでは紙による出願しか認めていない。CG であっても紙媒体での出

願であれば問題なく、図又は写真による出願と同じ扱いになる。  
 
 Q5-8 「包装用噴霧器のノズルの事例が認められるか」について、「認め

られない」との回答であったが、その理由は何か？  
 A 「認められない」と回答したのは「部分意匠」との表示があったため。

これが部分意匠でないのであれば、先行事例がない限り認められ、登録され

る。  
 
 Q6-1 「一つの出願に含むことができる意匠の範囲、以下の事例は認めら

れるか否か：同一分類内のイスとテーブル」について、認められないとの回

答であったが、組物にはならないのか？  
 A 「認められない」と回答したが、イスとテーブルが同一のコンセプト

を持つのであれば組物として認められる。同一のコンセプトがなく、単にイ

スとテーブルのセットということであれば、同一分類のものであっても認め

られない。  
 
(ii) その他  
 Q1 審査を実施する順番はどのように決めるのか  
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 A 審査の順番は受け付け順だが、内容により 2 分している。審査官には

技術的背景のある人とそうでない人がおり、技術的背景のある審査官には立

体的な意匠を、そうでない人には平面的なあるいは表面的な意匠を担当して

もらっている。ただ、すべての出願に目を通して 2 分するのは私の仕事にな

り、負担が大きいのが問題。  
 

Q2 審査の品質管理、スピードアップについて、どのような対策が取られ

ているか  
 A 審査官に対する研修は入庁の時のみ実施しており、その後は定期的な

研修は行っていない。JPO には研修のために審査官を派遣したり、派遣して

もらって研修を行ったりしているが、特に JPO に派遣する研修員は人数が限

られる。品質管理の意味で ISO を導入しているが、これは形式的なものであ

り、審査内容まで管理できるようなシステムではない。各審査官が実施した

結果もすべて自分が最終チェックをしている。現行の NOIP の審査システム

では自分のところに負担が集中しすぎており、これが問題である。  
 
 Q3 意匠制度に関して二国間協議は行われているか  
 A JPO、SIPO、KIPO に審査官を派遣して研修を受ける機会がある。ま

た DIP との間では意見交換の機会があり、タイの工業会に NOIP のシステム

を紹介するなどしている。ラオス、カンボジアとも交流があるが、こちらは

部長クラスの交流になる。ロシアとの交流もある。もともとベトナムの意匠

システムは旧ソ連のシステムに倣って構成されたものであり、その名残が説

明文の要求として残っている。  
 
 Q4 意匠制度に関する他国からの支援は行われているか  
 A 先ほど述べたような支援を受けている。WIPO が企画する研修などで

は滞在費などの支援がある。  
 
 Q5 模倣品対策としての他の政府機関との協力はあるか  
 A 模倣品対策などの Enforcement は別の機関 VIPRI(Vietnam 
Intellectual Property Institute)の所管となる。NOIP は VIPRI の市場管理

部門から意見を求められる。2010 年には 74 件、11 年には 54 件、今年はこ

れまでに 26 件の意見聴取があったが、ほとんど Honda のバイクに関するも

のであった。今年の数が少ないのは経済の停滞のためと考えている。  
 
 Q6 画像デザインは保護を受けられるか  
 A 装置類の表示画面の画像は無視して登録している。  
 
 Q7 部分意匠は認められるか  
 A ベトナムには部分意匠の制度はない。  
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３．インドネシア  
 
（１） 訪問先、面談者  
 DGIPR (Directorate General of Intellectual Property Rights) 
  Mr. Budi SRATNO, Deputy Director for Copyright, Industrial Design, 

Trade Secret and IC Layout 
  Mr. Andriensjah S.T., S.H., M.M, Head of Section of Classification 

and Searching 
 
（２） 日時： 2012 年 11 月 14 日、10：00 － 12：00 
 
（３） 場所： DGIPR Mr. SRATNO 執務室  
 
（４） ヒアリング記録  
(i) 第 1 回アンケート調査票に関して、不明であったところを確認した  
 Q1-3 「実体審査」の項に「一部の出願について実体審査を行っている」

との回答であったが、どのような出願について審査を行っているのか  
 A Opposition のあった物のみ実体審査の対象としている。拒絶に対する

出願人の対応は反対意見を提出することだけであり、DGIPR は補正

を受けつけていない。  
 
 追加 Q/A 
    ヒアリング当日は、上記法令に沿った回答であったが、後日（12 月

26 日）、実体審査に関して Opposition がなくても全出願に対して実

施されているとの JIPA 情報に基づき、電話で問い合わせの確認を行

ったところ、「運用としてすべての意匠出願について実体審査を行っ

ている。以前、無審査で登録された意匠に関して問題が続発し、その

後局長の指示で全数について審査を実施すようになったが、法令・規

則は改訂されておらず、運用で実施している。」との回答を得た。  
 
 Q3-4 「意匠の開示方法・図面による表現の場合：陰影等の表現」に「規

定なし」との回答であったが、運用上はどうか？  
 A 陰影に関する規定はないが、陰影は参考図には認められる。クレーム

に係る図面に関しては明確さを保つために認めない。  
 
(ii) その他  
 Q1 審査を実施する順番はどのように決めるのか  
 A Objection 又は異議のあった出願のみ審査対象となるが、その審査は受

け付けた順番に行われる。  
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 Q2 審査の品質管理、スピードアップについて、どのような対策が取られ

ているか  
 A 審査官のトレーニング、審査官同士のディスカッションなどを行って

いる。  
 
 Q3 意匠制度に関して二国間協議は行われているか  
 A 今のところ二国間の協力はない。  
 
 Q4 意匠制度に関する他国からの支援は行われているか  
 A 韓国から、キャパシティ・ビルディングに係る支援が始まったところ

である。  
 
 Q5 模倣品対策としての他の政府機関との協力はあるか  
 A 権利侵害された権利者は警察又は裁判所へ行く。DGIPR は法廷での証

人になる。  
 
 Q6 画像デザインは保護をうけられるか  
 A 画像が製品に固有のものであれば保護される。  
 
 Q7 部分意匠は認められるか  
 A 認められる。  
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４．マレーシア  
 
（１） 訪問先、面談者  
 MyIPO (Intellectual Property Corporation of Malaysia) 
    Mr. Mohd FAIIZUDIN MOHD SHARUJI, Director, Industrial Design 

Division 
  （緊急会議のため、後半 30 分程度のみ）  
    Ms. Shahida NAFISHAH BINTI JAMALUDIN, Assistant Director, 

Administration and Human Resource Department 
 
（２） 日時： 2012 年 11 月 19 日、 9：30 － 11：30 
 
（３） 場所： MyIPO 会議室  
 
（４） ヒアリング記録  
(i) 第 1 回アンケート調査票に関して、不明確な案件について確認した  
 Q1-3 貴国では、意匠出願の実体審査を行っていますか  
 A 新規性に関する実体審査は運用として行っている。MyIPO の意匠デー

タベースを対象に新規性の確認のためにサーチを行っている。先の質

問票調査にはこれを実体審査として回答した。  
 
 Q4-1-1 意匠に係る物品の欄の記載には、どのような規定がありますか  
 A （無回答・規定なし、であったので確認した）  
    特に規定はなく分類は出願人が記載する。もし出願人の記載した分類

と意匠とがそぐわない場合、出願人にその旨伝えるが、補正するか否

かは出願人に任せる。  
    
 Q5-1 出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件について、どのよ

うな規定（法、施行規則、細則、運用、その他）がありますか  
 A （無回答・規定なし、であったので確認した）  
   出願された意匠は受理され、出願日が付与され、2 週間でそのまま公

開される。その後、方式審査、新規性審査が行われ、約 6 カ月で登録

となる。  
 
(ii) その他  
 Q1 審査を実施する順番はどのように決めるのか  
 A 審査の順番は受け付け順。一日約 15 件の出願を処理している。  
 

Q2 審査の品質管理、スピードアップについて、どのような対策が取られ

ているか  
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 A 審査官に対して研修を行っている。  
 
 Q3 意匠制度に関して二国間協議は行われているか  
 A ラオスと技術的な交流がある。  
 
 Q4 意匠制度に関する他国からの支援は行われているか  
 A 特に支援は受けていない。JPO からは技術的な支援を受けたい、特に

ハーグ協定に向けて。  
 
 Q5 模倣品対策としての他の政府機関との協力はあるか  
 A 意匠に関する模倣品対策などについて、他の機関との協力はない。  
 
 Q6 画像デザインは保護を受けられるか  
 A 静止画像ならば保護を受けられる。  
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Issues for each ASEAN country in acceding to the Geneva Act of the Hague Agreement 

 

1. Kingdom of Thailand 

A study on design registration systems and practices in the ASEAN member states 

was conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users, and other documents, and on replies to 

questionnaire and hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Thailand in acceding to the Geneva 

Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

1.1. Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 Since only one industrial design may be included in a single application under the 

Patent Act of Thailand (Patent Act Section 60), it would be necessary to consider whether to 

amend the legislation to accept applications for more than one industrial design, the so-called 

“multiple design applications”, or make a declaration under Article 13 (1) (Special 

Requirements Concerning Unity of Design) not to accept multiple design applications. 

 In the case of accepting multiple design applications, further consideration should be 

taken with regard to how to handle the cases where a number of industrial designs in one 

application have different creators from the others, and where only part of the industrial designs 
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has reasons for refusal while others do not. In addition, it is necessary to consider whether the 

format of application, filing fees, and database structure for recording should also be modified. 

 

1.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 In Thailand, after formality examination (preliminary examination), the design 

application is published to accept opposition by a third party (Patent Act Section 31 as applied 

mutatis mutandis pursuant to Article 65). According to the reply by the Department of 

Intellectual Property (DIP) to the questionnaire, although there is no specific provision in the 

laws and regulations, an applicant may designate the publication date at the time of filing by 

filling in the desired date on the application form, with no limitation on the date (This practice is 

applied under “DIP Announcement”). Therefore, the publication date could be deferred for 30 

months from the filing date. It would be necessary to consider adding specific provisions into 

the present legislation to ensure the deferment of publication for an international application and 

to consider prosecuting such applications at the DIP. 

 

1.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, a Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may notify through a declaration that the period of 6 months shall be replaced by 

a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

In Thailand, since substantive examination are conducted with prior design searches 

after 90 days for submitting opposition has passed following publication of an application which 

underwent preliminary examination (Patent Act Section 61), Thailand would be entitled to make 

the above-mentioned declaration under Rule 18(1)(b). According to the DIP’s reply to the 
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questionnaire, the average time to complete substantive examinations was 18 months in 2011. 

Therefore, it would be necessary to make the declaration to apply 12 months for this period and 

at the same time, consider developing a system that enables to complete substantive 

examination within the above period by improving the efficiency of examinations etc. . 

 

1.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 1.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10).   

 The notification for the confidential copies enables the designated Office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before international publication, 

substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 

without this notification, the designated office has to start substantive examination after the 

publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

  In light of the circumstances mentioned in 1.3, it would be necessary to consider 

whether to notify wishes to receive confidential copies of international registration to the 

International Bureau in order to secure sufficient time for conducting substantive examination 

before international publication. 

 

1.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In Thailand, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed under 

Section 19 as applied mutatis mutandis pursuant to Section 65 of the Patent Act. It would be 

necessary to consider how to apply the procedure for domestic applications to international 

applications by reviewing the procedure itself. 

 

1.6 Use of dotted or broken lines in reproduction of designs for part protection is not 

sought 
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 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which is shown in representation of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 At present, Thailand does not have a Partial Design System and does not allow the use 

of dotted or broken line for indicating parts for which protection is not sought (Design Manual 

3.1). Therefore, it would be necessary to consider how to handle such applications. 

 

1.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that has this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 At present, Thailand does not have a Related Design System. However, the above 

provision affects only those Contracting Parties that has such a system. Therefore no specific 

issue has been found regarding this item for Thailand in acceding to the Geneva Act. 

 

1.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of and numbering of reproductions are also 

specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 In Thailand, 7 views (front view, rear view, left side view, right side view, top view, 

bottom view and perspective view) are required in principle, although some of them may be 

omitted in case where they are the same (Design Manual 3.1). Therefore, it would be necessary 

to consider having the number of the required views not more than six. In addition, according to 

the reply to the questionnaire, the numbering system for the reproductions is “Fig. 1, Fig. 2…” 

not “1.1, 1.2…” or “1-1, 1-2…” in Thailand.  It will be necessary to consider changing this 

numbering system if multiple design applications are to be accepted (See 1.1).  

 

1.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 
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reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements that identify the 

design and when requiring stating the claims for which rights are sought. (Article 5(2)(ii), (iii)). 

Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 Stating the claim is required by the law of Thailand (Patent Act Section 59(3)) and a 

brief description within 100 words may be included in the application (Regulation No.21 Rule 

20).  

If a brief descriptions and a claim are mandatory requirements in the current Thailand 

Design Patent System, Thailand should consider making a declaration or changing the 

requirement of the current provision. 

 

1.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 As the current design patent system of Thailand does not accept design applications 

with specimens instead of reproductions (Regulation No.21 Rule19), if Thailand does not make 

a declaration under the Article 11(1)(b)( which means that Thailand will provide the deferment 

of the publication of an industrial design), it will become necessary for Thailand to accept 

specimens. Therefore, Thailand has to consider whether to accept specimens or notify that it 

wishes to receive a copy of the international registration. 

 

1.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that the application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and its procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8).  

 

 The law of Thailand requires that an application should be filed in the name of the 



 （33）

creator of the industrial design. When the applicant is not the creator, the applicant has to attach 

the deed of assignment from the creator to the applicant (Patent Act Section 10 as applied 

mutatis mutandis pursuant to Section 65). Therefore, Thailand has to consider notifying the 

requirement to file the application in the name of the creator, or changing requirement of the 

national system. 

 

1.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, International Bureau examines the formality requirement of an 

international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 In the design patent system of Thailand, preliminary examination is conducted before 

the publication, and substantive examination is conducted after the publication. Furthermore, at 

the preliminary examination in Thailand, in addition to formality requirements, substantive 

matters such as consistency of drawing are examined. Since under the Geneva Act, formality 

examination of international applications is conducted by the International Bureau, it would be 

necessary for Thailand to change the procedure of design patent examinations. 

 

1.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

 The register of design patent in Thailand may contain information regarding exclusive 

or non-exclusive licenses (Ministerial Regulations No. 26, Rule 2). However, the international 

register does not have any information regarding licenses. Therefore, Thailand should consider 

how to manage the license information or amend the provision regarding licenses. 

 

1.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, the duration of protection in the Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 The law of Thailand provides for the duration of protection for 10 years counted from 
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the filing date (Patent Act Section 62). Therefore, Thailand needs to amend the provision to 

extend the duration of design patents. 

 

1.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Thailand, the DIP conducts substantive examination, including examination on 

novelty ex officio. The fee for filing an application is 250 THB, another 750 THB is required for 

registration, and annual renewal fee is further charged (reduction for bullet payment of renewal 

fee is available) (Rule 2). Therefore, Thailand needs to consider whether to declare payment by 

the individual designation fee and the amount of renewal fee when renewal of the fee as 

prescribed by the Geneva Act is applied. 

 

1.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 
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Therefore, Thailand needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

1.17 Intermediary Office 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience for applicants. 
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2.  Socialist Republic of Vietnam 

A study on design registration systems and practices in the ASEAN member states 

was conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire and hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Vietnam in acceding to the Geneva 

Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

2.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 The law of Vietnam allows multiple industrial designs in one application as 

“Variations of industrial design that express a single common inventive idea and that are not 

significantly different from such industrial design” (Law on Intellectual Property Article 101). 

However, “the same main class” of Locarno Classification allows including a wider range of 

designs in one application than this definition. Therefore, it should be considered whether to 

make a notification through a declaration to restrict the requirement of multiple designs in one 

application being complied with the present practice in Vietnam in accordance with Article 13 

(Special Requirements Concerning Unity of Designs) or amend the provision of Article 101 to 

expand the range of multiple designs in one application to the range of main class of the 

Locarno Classification. 
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2.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 In Vietnam, an industrial design application is published within 2 months after the 

filing date and a registered industrial design is published in the gazette within 2 months from the 

date of registration (Law on Intellectual Property Article 110).  

Regarding deferment of publication, since there is no system to allow such deferment 

in Vietnam, it would be necessary to consider whether to introduce deferment of publication 

into the design registration system or make a declaration not to provide for deferment of 

publication. 

Either way, the timing of international publication is six months after the date of the 

international registration in general (Rule 17(1)), which is different from the above-mentioned 

timing of publication in Vietnam. Therefore, it would be necessary to consider how to 

harmonize the timing of publication with that under the Geneva Act. 

 

2.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, a Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may, in a declaration, notify that the period of 6 months shall be replaced by a 

period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

In Vietnam, since substantive examination are conducted with prior design searches 

after 2 months for submitting opposition have passed following publication of an application 

which underwent preliminary examination (Law on Intellectual Property Article 112 and 114), 

Vietnam would be entitled to make the above-mentioned declaration under Rule 18(1)(b). 

Although there is no information on the period necessary for conducting substantive 
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examinations in Vietnam, it would be necessary to consider making a declaration to apply 12 

months for the above period. 

 

2.4 Notification of wishes to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 2.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10(5)).   

 The notification for the confidential copies enables the designated office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before international publication, 

substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 

without this notification, the designated office has to start substantive examination after the 

publication, since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 In light of the circumstances mentioned in 2.3, it would be necessary to consider 

whether to notify wishes to receive confidential copies of international registration to the 

International Bureau in order to secure sufficient time for conducting substantive examination 

before international publication. 

 

2.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In Vietnam, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed under 

Article 65 of Law on Intellectual Property. It would be necessary to consider how to apply the 

procedure for domestic applications to international applications by reviewing the procedure 

itself. 

 

2.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 
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sought may be indicated by descriptions and/or by means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 The current laws of Vietnam do not provide protection for Partial Design and do not 

allow the use of dotted or broken line for indicating the parts for which protection is not sought 

(Circular No. 01/2007/TT-BKHCN, Point 33.6(a)). Therefore, it would be necessary to consider 

how to handle such applications. 

 

2.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that have this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 The current law of Vietnam does not provide for a Related Design System. However, 

the abovementioned provision affects only those Contracting Parties that has such system. 

Therefore, no specific issue has been found regarding this item for Vietnam in acceding to the 

Geneva Act. 

 

2.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of and numbering of reproductions are also 

specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 In Vietnam, 7 views (front view, rear view, left side view, right side view, top view, 

bottom view and perspective view) are required and other necessary views (such as sectional 

view and enlarged view) are required when needed. In addition, the required size of 

representations is different from the Geneva Act (Circular No. 01/2007/TT-BKHCN, Point 

33.6). Therefore, it would be necessary to consider how to adjust the requirements with those 

under the Geneva Act. 

 

2.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements that identify the 
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design and when requiring stating the claims for which rights are sought. (Article 5(2)(ii), (iii)). 

Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 The law of Vietnam requires a description of the industrial design as a disclosure 

requirement (Law on Intellectual Property Article 103). If Vietnam wishes to include 

description as a mandatory requirement of an international application, it should consider 

making a notification through the declaration under the Article 5(2)(b)(ii). 

 

2.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 As the current design patent system of Vietnam does not accept design applications 

with specimens instead of reproductions (Law on Intellectual Property Article 108(1)(b)), if 

Vietnam does not make a declaration under the Article 11(1)(b)( which means that Vietnam will 

provide the deferment of the publication of an industrial design), it will become necessary for 

Vietnam to allow specimens. Therefore, Vietnam has to consider whether to allow specimens or 

notify that it wishes to receive a copy of the international registration. 

 

2.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that the application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8),  

 

 The law of Vietnam requires that an application should be filed in the name of the 

creator of the industrial design (Law on Intellectual Property Article 100(1)(d)). When an 

applicant is not the creator, the applicant has to attach the deed of assignment from the creator to 

the applicant. Therefore, Vietnam has to consider notifying the requirement to file an 
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application in the name of the creator, or changing requirement of the national system. 

 

2.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 Through this study, specific issues in applying the formality examinations of the 

Geneva Act to the law of Vietnam were not discovered. 

 

2.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

 The register of industrial design registration in Vietnam requires registration of license 

contracts (Law on Intellectual Property Article 149). However, the international register does 

not have any information regarding licenses. Therefore, Vietnam needs to consider how to 

manage the license information or amend the provision regarding licenses. 

 

2.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, the duration of protection in Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 Under the law of Vietnam, a registered industrial design is valid for 5 years, and the 

period may be renewed for two consecutive periods of 5 years (Law on Intellectual Property 

Article 93(4)). Therefore, the current duration of protection meets the requirements of the 

Geneva Act. 

 

2.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 
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description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Vietnam, the National Office of Intellectual Property (NOIP) conducts substantive 

examination, including examination on novelty ex officio. The fee for filing an industrial design 

application is 180,000 VND with 60,000 VND for each drawing from the second one, for 

searches 120,000 VND, and for examination 300,000 VND (Questionnaire reply). Although the 

law of Vietnam has a 5 year renewal system in the same way as the Geneva Act, fees for the 

presence of electronic data and for additional drawings are prescribed in detail. (The Table Fees 

and Charges relating to Industrial Designs) Therefore, Vietnam needs to consider whether to 

declare payment by the individual designation fee. 

 

2.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is a domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Vietnam needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

 

2.17 Intermediary Office. 
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 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience for applicants. 
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3.  Republic of Indonesia 

A study on design registration systems and practice in the ASEAN member states was 

conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire and hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Indonesia in acceding to the Geneva 

Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

 ID Law: Law No. 31 of December 20, 2000 regarding Industrial Designs 

 ID Regulation: Indonesia Government Regulation No. 1 of 2005 

 

3.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 The law of Indonesia allows several industrial designs that belong to the same class to 

be included in one application (ID Law Article 13), in the same way as the Geneva Act. 

 If there are no issues regarding multiple creators of designs in one application, an 

application with some designs that have reasons for refusal, application format, or data base 

structure for recording, this system will not be an issue for Indonesia in acceding to the Geneva 

Act. 
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3.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 The law of Indonesia allows deferment of publication for up to 12 months from the 

filing date or the priority date (ID Law Article 25(4), (5)). Therefore, it would be necessary to 

consider whether to make a declaration under Article 11(1)(a) to notify that the period of 

deferment is less than 30 months, or extend the period of deferment to conform with the Geneva 

Act. 

 

3.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, any Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may, notify through a declaration that the period of 6 months shall be replaced by 

a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

In Indonesia, after 3 months have passed for submitting an opposition following 

publication of an application which underwent preliminary examination (ID Law Article 26), 

substantive examination is conducted with prior design search although there is no specific 

provisions on substantive examination. In the reply to the questionnaire, the Directorate General 

of Intellectual Property Rights (DGIPR) stated that the average time to complete a substantive 

examination was 12 months in 2012. Therefore it would be necessary to add specific provisions 

on substantive examination into the Design Law of Indonesia as well as consider making the 

above-mentioned declaration to apply 12 months for this period and improve the efficiency of 

substantive examination in order to be able to complete substantive examination within the 

above period. 

 

3.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 
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 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 3.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10).   

 The notification for the confidential copies enables the designated office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before the international 

publication, substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the 

other hand, without this notification, the designated office has to start substantive examination 

after the publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 In light of the circumstances mentioned in 3.3, it would be necessary to consider 

whether to notify wishes to receive confidential copies of international registration to the 

International Bureau in order to secure sufficient time for conducting substantive examination 

before international publication. 

 

3.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In Indonesia, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed 

under Article 3 of the ID Law. It would be necessary to consider how to apply the procedure for 

domestic applications to international applications by reviewing the procedure itself. 

 

3.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 In Indonesia, the parts for which protection is not sought may be indicated by dotted 

lines (ID Regulation, Article 6(1)(g)). Therefore, the use of dotted or broken lines would not be 
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a problem for Indonesia in acceding to the Geneva Act. 

 

3.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that has this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 At present, Indonesia does not have a Related Design System. However, the above 

provision affects only those Contracting Parties that has such a system. Therefore, no specific 

issue has been found regarding this provision for Indonesia in acceding to the Geneva Act. 

 

3.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 As a result of this study, we consider that the above requirements would not be a 

problem for Indonesia in acceding to the Geneva Act. 

 

3.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements that identify the 

design and when requiring stating the claims for which rights are requested. (Article 5(2)(ii), 

(iii)). Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option 

of the applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). 

If the description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 The law of Indonesia requires a description of industrial design as a disclosure 

requirement (ID Law Article 11 and 18). If Indonesia requires a description as a mandatory 

element of an international application, it needs to consider notifying as such in a declaration 

under the Article 5(2)(b)(ii). 

 

3.10 Specimens 
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 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9, (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 The current law of Indonesia allows to accept an industrial design application with 

specimens (ID Law Article 11(4)(a)). In case a Contracting Party does not make a declaration 

under Article 11(1)(b) (which means that the Contracting Party will provide the deferment of 

the publication of an industrial design), the Contracting Party needs to accept specimens, but 

through this study, the acceptance of specimens is not an obstacle for Indonesia in acceding to 

the Geneva Act. 

 

3.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that an application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8).  

 

 The law of Indonesia requires that an application should be filed in the name of the 

creator of the industrial design (ID Law Article 11(6)). When an applicant is not the creator, the 

applicant has to attach the deed of assignment from the creator to the applicant. Therefore, 

Indonesia has to consider notifying the requirement to file an application in the name of the 

creator, or changing the requirement of the national system 

 

3.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 As a result of this study, specific problem in applying formality examinations under 

the Geneva Act to the law of Indonesia was not discovered. 
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3.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

The register of industrial design registration in Indonesia requires registration of 

license contracts (ID Law Article 36), and without this registration of contract, the license 

contract may be nullified. However, the international register does not have any information 

regarding licenses. Therefore, Indonesia should consider how to manage the license information 

or amend the provision regarding licenses. 

 

3.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, The duration of protection in Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, is the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

The law of Indonesia provides for the duration of protection for 10 years counted from 

the filing date (ID Law Article 5). Therefore, Indonesia needs to amend the provision to extend 

the duration of design patents. 

 

3.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 
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(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Indonesia, the law provides for examination following opposition by third parties, 

but according to the reply to our survey in this study, the DGIPR, in practice, conducts 

examination without any submission of opposition. The fee for filing an application is 600,000 

IDR and at registration 100,000 IDR (Tariff). It is necessary to consider applying a renewal 

system and a fee schedule consistent with the system. If Indonesia wishes to declare payment by 

individual designation fee, it needs to consider the amendment of law that conforms to 

substantive examination conducted ex officio in practice. 

  

3.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Indonesia needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

3.17 Intermediary Office 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience of applicants. 
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4.  Malaysia 

A study on design registration systems and practices in ASEAN member states was 

conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on answers to 

questionnaire and hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Malaysia in acceding to the Geneva 

Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

4.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design, may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

The law of Malaysia allows several industrial designs that belong to the same class to 

constitute one application (Industrial Design Act Section 15), in the same way as the Geneva 

Act. If there are no issues regarding multiple creators in one application, an application with 

some designs that have reasons for refusal, application format, and database structure for 

recording, this system will not be an issue for Malaysia in acceding to the Geneva Act. 

 

4.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 
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the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 Since there is no system that allows such deferment in Malaysia, it would be necessary 

to consider whether to introduce deferment of publication into the design registration system or 

make a declaration not to provide for deferment of publication. 

 

4.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, a Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides for a period for 

submitting an opposition may, notify through a declaration that the period of 6 months shall be 

replaced by a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the 

substantive examination or examination for the opposition within that period and notify the 

International Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

 In the reply to the questionnaire and hearing survey, the Intellectual Property 

Corporation of Malaysia (MyIPO) stated that substantive examination for novelty with prior 

design searches is in practice conducted after formality examination in Malaysia, although there 

is no specific provision on substantive examination. However, since the scope of the prior 

design searches for novelty examination is basically limited to registered designs in Malaysia, it 

may become necessary to discuss with the International Bureau whether Malaysia would be 

acknowledged as an Examining Office under Article 1 (xvii) and be acknowledged as having 

grounds to make a declaration under Rule 18(1)(b) to extend the refusal period. 

 

4.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 4.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10).   

 The notification for the confidential copies enables the designated office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before international publication, 
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substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 

without this notification, the designated office has to start substantive examination after the 

publication since the copies shall be delivered after the international publication,. 

 

 In light of the circumstances mentioned in 4.3, it would be necessary to consider 

whether to notify wishes to receive confidential copies of international registration to the 

International Bureau in order to secure sufficient time for conducting substantive examination 

before international publication. 

 

4.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In Malaysia, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed 

under Section 12 of the Industrial Design Act. It would be necessary to consider how to apply 

the procedure for domestic applications to international applications by reviewing the procedure 

itself. 

 

4.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 In Malaysia, when protection is applied only for a particular part of an article, the part 

for which protection is not sought may be indicated by dotted lines (“Intellectual Property 

Guide”, 5. Industrial Design in Malaysia, 3.0(g)). Thus, use of dotted or broken lines would not 

be a problem for Malaysia in acceding to the Geneva Act, although this practice should 

preferably be provided for in laws and regulations. 

 

4.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that have this system to accept an 
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international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 In Malaysia, there is a similar system to the Related Design System. (Section 23 of the 

Industrial Design Act) It is stated that the period of registration of an industrial design to be 

registered by virtue of the provision of this section shall not exceed the period of registration or 

the renewal period of the principal industrial design. Therefore, it would be necessary to 

consider how the system shall be applied to an international application and how to apply the 

system between two international applications or to an international application and a national 

application. 

 

4.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 In Malaysia, the required size of photos or drawings is different from the Geneva Act 

(“Intellectual Property Guide”, 5. Industrial Design in Malaysia, 3.0 (b)). Therefore, it would be 

necessary to consider making the requirement conform to that under the Geneva Act. 

 

4.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements that identify the 

design and when requiring the claims for which rights are sought. (Article 5(2)(ii), (iii)). Even if 

the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 The law of Malaysia does not require a description as disclosure requirement. 

(Industrial Design Regulations), Therefore, specific problem was not discovered through this 

study. 

 

4.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 
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request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 Under the law of Malaysia, a specimen is applicable for an application (Industrial 

Regulations Section 10(3)), and the registrar may require the specimens to be replaced by 

drawings or photos (Industrial Regulations Section 10(4)). The size of the specimen is limited to 

a size smaller than 20cm x 20cm x 20cm in Malaysia. In case a Contracting Party does not make 

a declaration under Article 11(1)(b) (which means that the Contracting party will provide the 

deferment of the publication of an industrial design), the Contracting party should accept 

specimens. In that case, Malaysia needs to reconsider the requirement concerning the size of 

specimen. In addition, Malaysia needs to reconsider the requirement of replacing specimens 

with drawings or photos. 

 

4.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that an application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify the fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8),  

 

 In Malaysia, an application for registration of an industrial design requires a statement 

that the applicant and the creator is the same person and when the applicant is not the creator, a 

statement justifying the applicant’s right to the registration. (Industrial Design Regulations 

Section 5(3)). In this regard, Malaysia has to consider notifying its requirement of filing an 

application in the name of the creator or changing the requirement of the national system 

 

4.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines formality requirement of an 

international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 It may become necessary to adjust the law of Malaysia regarding the differences 
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between the items checked in the formality examinations of the Geneva Act and the items 

prescribed by the law of Malaysia. However, through this study, specific problem in applying 

the formality examinations of the Act to the law of Malaysia was not discovered. 

 

4.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

The register of industrial design registration in Malaysia requires registration of 

license contracts (Industrial Design Act Section 30), and without this registration, the license 

contract may be nullified. However, the international register does not have any information 

regarding licenses. Therefore, Malaysia should consider how to manage the license information 

or amend the provision regarding licenses. 

 

4.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, The duration of protection in the Contracting Parties is 

15 years counted from the date of the international registration but when the period provided 

under the domestic law in the Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 Under the law of Malaysia, a registered industrial design is valid for 5 years, and may 

be renewed for two consecutive periods of 5 years (Industrial Design Act Section 25). This 

practice conforms to the Geneva Act. 

 

4.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 
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declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Malaysia, fee for filing an application is 500 MYR for filing in paper, and 480 

MYR for electronic filing with 200 MYR of publication fee for each drawing. No separate 

registration fee is required, and fees for renewal are set separately. As mentioned in 4.3 above, it 

is not clear whether MyIPO will be acknowledged as an Examining Office. Level 1 will be 

applied as an Office without substantive examination and as mentioned above, it would be 

necessary for Malaysia to choose Level 2 or Level 3 as well as consider payment by individual 

designation fee if it is acknowledged as an Examining Office. 

 

4.16 Effect of designation of the applicant’s contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Malaysia needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

4.17 Intermediary Office. 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 
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 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience of applicants. 
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5. Singapore 

       Singapore has already acceded to the Geneva Act and the design registration system 

conforms to the Geneva Act. 
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6.  Republic of the Philippines  

A study on design registration systems and practices in the ASEAN member states 

was conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire or hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for the Philippines in acceding to the 

Geneva Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

 IP Code: Intellectual Property Code of the Philippines 

Revised Rule: The revised implementing rules and regulations for patents, utility 

models and industrial designs 

 

6.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design, may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 The law of the Philippines allows a single application to be comprised of several 

different designs which belong to the same subclass of the Locarno Classification (IP Code 

Section 115). It may be necessary to consider expanding the applicable scope of class to main 

class of the Locarno Classification. 

 

6.2 Deferment of publication 
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 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 In the reply to the questionnaire, the Intellectual Property Office of the Philippines 

(IPOPHL) stated that although there is no specific provision in the law and regulation, an 

applicant may designate the publication date at the time of filing an application by filling in the 

desired date on the application form, with no limitation on the date. Therefore it is possible to 

defer the publication date for 30 months from the filing date. It would be necessary to consider 

adding specific provisions into the present legislation to ensure the deferment of publication for 

an international application as well as consider how to handle such applications at the IPOPHL. 

 

6.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, a Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may, notify through a declaration that the period of 6 months shall be replaced by 

a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

 In the Philippines, although substantive examinations are not conducted (Revised Rule 

1505), oppositions are accepted until 30 days after the publication of applications (Revised Rule 

1701). If the Philippines intends to make the above declaration under Rule 18(1)(b), it would  

be necessary to discuss with the International Bureau whether the IPOPHL will be 

acknowledged as an Office whose law provides for a period of submitting opposition to the 

grant of protection by third parties. In either case, it would be necessary to confirm whether the 

IPOPHL can complete examination on requirements other than formality examined by the 

International Bureau within the period of 6 or 12 months. 

 

 

 



 （62）

6.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 6.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after the international registration has been completed (Article 10).   

 The notification for the confidential copies enables the designated Office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or designation after the international registration before international publication, 

substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 

without this notification, the designated office has to start substantive examination after the 

publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 As mentioned in 6.3, substantive examinations are not conducted in the Philippines 

(Revised Rule 1505). Unless the system is changed to conduct substantive examinations or the 

process for the registration after receiving an international registration from the International 

Bureau takes more than 6 months, there seems to be little need for the Philippines to notify 

wishes to receive confidential copies. 

 

6.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designate Contracting Party for the grant of protection of the industrial 

design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In the Philippines, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed 

under Revised Rule 1503. It would be necessary to consider how to apply the procedure for 

domestic applications to international applications by reviewing the procedure itself. 

 

6.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in reproduction of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 
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 In the Philippines, it is prescribed that in indicating the surrounding parts rights are not 

sought in the drawing disclosure, only broken lines may be used (Revised Rule 1514.2). 

Therefore, use of dotted or broken lines will not be an obstacle for the Philippines in acceding to 

the Geneva Act. 

 

6.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that have this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 The current law of the Philippines does not prescribe a Related Design System. 

However, the above provision affects only those Offices whose law provides such a system. 

Therefore no specific issue has been found regarding this provision for the Philippines in 

acceding to the Geneva Act. 

 

6.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 Since the above requirements are within the scope of the current system in the 

Philippines (Revised Rule 1514), they will not be an obstacle for the Philippines in acceding to 

the Geneva Act. 

 

6.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design as elements that identify the design and when requiring stating the 

claim for which rights are sought (Article 5(2)(ii), (iii)). Even if the Contracting Party does not 

require a brief description or a claim, at the option of the applicant, brief description may be 

included in the international application (Rule 7(5)). If the description exceeds 100 words, an 

additional fee is required. 

 

 The law of the Philippines requires both a brief description and a claim for an 
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industrial design application (Revised Rule 1510). If the Philippines wishes to require a 

description and/or a claim as mandatory elements in an international application, it will be 

necessary to notify as such in a declaration under the Article 5(2)(b). 

 

6.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial designs instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 In the Philippines, submitting reproductions of the design in drawings or photographs 

is mandatory for industrial design applications, and specimens are only accepted as attachments 

(IP Code Section 114). Therefore, if the Philippines does not make a declaration under Article 

11(1)(b) (which means that the Philippines will provide the deferment of the publication of an 

industrial design), the Philippines needs to accept specimens. It will be necessary for the 

Philippines to consider whether to accept specimens or notify the wish to receive a copy of the 

international registration. 

 

6.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that an application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8).  

 

 Although the Philippines does not require a deed of assignment at the time of filing, 

the law of the Philippines requires a written statement justifying the right to the industrial design 

when an applicant is not the creator (Revised Rule 1510)., Therefore, the Philippines needs to 

consider whether to make a declaration under Article 5(2)(b)(i) (Mandatory requirement of an 

application: Identicalness of the creator of the industrial design) and notify the requirement of 

filing an application in the name of the creator, or change the requirement of the national 

system.  
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6.12 Formality Examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

  It may become necessary to adjust the law of the Philippines regarding the 

differences between the items to be checked in the formality examination of the Geneva Act and 

those checked under the law of Philippines. However, through this study, no specific problem in 

applying formality examinations of the Act to the law of Malaysia was found. 

 

6.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

 The current system of the Philippines does not require information on licenses or 

pledging to be recorded. However, according to the reply to the questionnaire, information on 

licenses is recorded in a database. It will be necessary to consider how to obtain such 

information for the database. 

 

6.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, The duration of protection in Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 Under the law of the Philippines, a registered industrial design is valid for 5 years, and 

may be renewed for two consecutive periods of 5 years (IP Code Section 118), making the 

maximum duration 15 years. Therefore this practice conforms to the Geneva Act. 

 

6.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 
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country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In the Philippines, substantive examinations are not conducted (Revised Rule 1505). 

As long as the Philippines does not conduct substantive examinations, designation fee for Level 

1 will be applied. Since the country adopts a 5 years renewal system (IP Code Section 118), 

there seems to be no specific issue for the Philippines regarding this item in acceding to the 

Geneva Act. 

 

6.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, the Philippines needs to consider whether to make a declaration under 

Article 14(3) and make a notification. 

 

 

6.17 Intermediary Office. 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 
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 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience of applicants. 
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7.  Lao People’s Democratic Republic (herein after referred as Lao PDR) 

 A study on design registration systems and practice in the ASEAN member states was 

conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire or hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

According to the reply to the questionnaire, the “Intellectual Property Laws (2008)” 

was modified and the current law is the “Law on Intellectual Property (2011)”, and another law 

the “Ministerial Decision No. 0755/MOST on the Implementation of IP Law regarding 

Industrial Designs” was added. However, these new/modified laws cannot be accessed through 

the WIPO LEX and the text is also not available. Therefore, the following items were 

considered as issues for Lao PDR in acceding to the Geneva Act based on the previous law and 

regulation. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

 IP Law: Intellectual Property Law (2008) 

Regulation: Regulation No. 322/STEA-PMO on the Implementation of Decree on 

Patent, Petty Patent and Industrial Designs 

 

7.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design, may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

  

 In Lao PDR, there is similar system (Regulation Article 20) that allows several designs 
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to be filed in one application. However, as a copy of filing documents is required for each 

design (Regulation Article 21), Lao PDR needs to consider how to apply this requirement to 

international applications. 

 

7.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 The law of Lao PDR allows deferment of publication for up to 12 months from the 

filing date or the priority date (Regulation Article 20). Therefore, it would be necessary to 

consider whether to make a declaration under Article 11(1)(a) and notify that the period of 

deferment is less than 30 months or extend the period of deferment to accord with the Geneva 

Act. 

 

7.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, a Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may, notify through a declaration that the period of 6 months shall be replaced by 

a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete the substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

 In Lao PDR, substantive examinations are conducted (IP Law Section 40) with prior 

design searches and the average period for conducting a substantive examination is 6 months. 

The recent number of design applications filed with the Department of Intellectual Property, 

Standardization and Metrology (DISM) in a year was about 20, but once Lao PDR accedes to 

the Geneva Act, the number of applications is expected to increase since it will facilitate the 

filing process. Therefore, it would be necessary to consider making the above declaration to 

apply 12 months for the refusal period as well as consider improving the efficiency of 

substantive examinations in order to complete substantive examinations within the 
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abovementioned period. 

 

7.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 7.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10).   

 The notification for the confidential copies enables the designated Office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before the international 

publication, substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the 

other hand, without this notification, the designated office has to start substantive examination 

after the publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 In light of the circumstances mentioned in 7.3, it would be necessary for Lao PDR to 

consider whether to notify wishes to receive confidential copies of international registration to 

the International Bureau in order to secure sufficient time for conducting substantive 

examinations before international publication. 

 

7.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

 No provision on “exception of lack of novelty” of industrial designs was found in the 

law of Lao PDR. However, taking into account of the fact that Lao PDR is a member state of 

the Paris Convention, “exception of lack of novelty” is at least applicable within the scope of 

the Paris Convention. Therefore, it would be necessary to consider reviewing the applicable 

conditions in order to apply the practice to international applications 

 

7.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 
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sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403).  

 There is no provision in the law of Lao PDR for Partial Design but Lao PDR replied to 

the questionnaire that a Partial Design System “exists”. It also replied that there is no provision 

that prescribes the use of dotted or broken lines for indicating the parts for which protection is 

not sought. Therefore, it would be necessary to consider providing for the use of dotted or 

broken lines in the laws or regulation. 

 

7.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that has this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 Although a provision on Related Design System was not found in the law of Lao PDR, 

Lao PDR replied to the questionnaire that a Related Design System “exists”. In that case, it 

would be necessary to consider how to handle the relationship between international 

applications and between international and domestic design application for related designs. If 

the System does not exist, there is no specific issue in this regard for Lao PDR in acceding to 

the Geneva Act. 

 

7.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 The requirements for drawings are not stated in the law and regulation of Lao PDR. 

Therefore, no specific issue has been found regarding the above requirements for Lao PDR in 

acceding to the Geneva Act. 

 

7.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements tha identify the 

design and when requiring stating the claims for which rights are sought. (Article 5(2)(ii), (iii)). 
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Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 The requirement for description or  claim on the design filing document is not   

stated in the law and regulation of Lao PDR. Therefore, no specific problem regarding this 

requirement for Lao PDR in acceding to the Geneva Act was found. 

 

7.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify the International Bureau that 

the Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 According to the reply to the questionnaire, the design system in Lao PDR does not 

allow using specimens as representations of designs. However, there is a provision allowing 

specimens in the law (IP Law Section 31). It will be necessary to consider how to handle 

international applications containing specimens that request deferment of publication (see 7.2). 

If Lao PDR does not make a declaration under Article 11(1)(b) (which means that the Lao PDR 

will provide the deferment of the publication of an industrial design), Lao PDR needs to accept 

specimens. Therefore, Lao PDR has to consider whether to accept specimens or notify that the 

Office wishes to receive a copy of the international registration. 

 

7.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that an application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8). 

 

 There is no requirement for submitting a deed of assignment at the time of filing an 

application in the law and regulation of Lao PDR. On the other hand, if an applicant is not the 

creator, it is required to attach a power of attorney to the application documents (Regulation 

Article 20). As the Geneva Act does not require a power of attorney for international 
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applications, Lao PDR needs to consider changing the requirement of power of attorney. 

 

7.12 Formality Examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 There is no provision in the law and regulation of Lao PDR regarding details of 

formality examinations. Therefore we were not able to make a study of this issue.. 

 

7.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

 Although there is no provision regarding details of the register in the law and 

regulation of Lao PDR, in the reply to the questionnaire, Lao PDR stated that there is a database 

recording license information. It will be necessary to consider how to obtain such information 

for the database. 

 

7.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, the duration of protection in the Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 In Lao PDR, a registered industrial design is valid for 5 years, and may be renewed for 

two consecutive periods of 5 years making the duration 15 years (IP Law Section 48). This 

practice accords with the Geneva Act. 

 

7.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 
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country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 Under the law of the Lao PDR, the DISM conducts substantive examination including 

examination on novelty ex officio. The fee for filing an application in Lao PDR is 600,000 LAK 

which includes the renewal fee for the initial period of 5 years, and fee for renewal is charged 

every 5 years. Since Lao PDR is an Examining Office, it needs to consider whether to declare 

payment by the individual designation fee, as well as consider applying the renewal fee 

structure prescribed in the Geneva Act. 

 

7.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Lao PDR needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

7.17 Intermediary Office. 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 



 （75）

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1), should be made by taking account of 

the convenience for applicants. 
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8.  Brunei Darussalam 

A study on design registration systems and practices in the ASEAN member states 

was conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire or hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Brunei in acceding to the Geneva 

Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

 ID Order: Emergency (Industrial Design) Order, 1999 

 ID Rules: Industrial Design Rules, 2000 

 

8.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design, may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 Since Brunei has a similar system as the system under the Geneva Act (ID Order 

Section 15), there is no specific issue in this regard for Brunei in acceding to the Act. 

 

8.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 
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the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 

application (Article 11, Rule 16). 

 

 The law of Brunei allows deferment of publication for up to 12 months from the filing 

date or the priority date (ID Order Section 26). Therefore, it would be necessary to consider 

whether to make a declaration under Article 11(1)(a) to notify that the period of deferment is 

less than 30 months or extend the period of deferment to conform to the Geneva Act. 

 

8.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, any Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

an opposition may, notify through a declaration that the period of 6 months shall be replaced by 

a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete substantive 

examination or examination for the opposition within that period and notify the International 

Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

 In Brunei, substantive examinations are not conducted (ID Order Section 26) and 

according to the reply to the questionnaire, the period of time recently required for examinations 

is relatively short. Therefore, no specific issue was found for Brunei with regard to this item. 

However, once Brunei accedes to the Geneva Act, the number of applications may rapidly 

increase because filing process will be facilitated. In this case, it may become necessary to 

implement measures accordingly. 

 

 

8.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 8.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10(5)).   

 The notification for the confidential copies enables the designated office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after international registration before international publication, 
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substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 

without this notification, the designated office has to start substantive examination after the 

publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 As mentioned in 8.3, the period of time recently required for examination in Brunei is 

relatively short, and therefore the necessity of making this notification is low. 

 

8.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect in each designated 

Contracting Party as normal applications filed in each designated Contracting Party for the grant 

of protection of the industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

 The law of Brunei allows applying “exception of lack of novelty” to applications for 

exhibited designs filed within 6 months from the holding of the official international exhibitions 

and within 12 months to applications for designs disclosed by any person other than the right 

holder in breach of good faith (ID Order Section 12). 

 Although there is a column on the international application form for stating that the 

application is for disclosure in official exhibitions, there is no column to state that the 

application is for disclosure by a person other than the right holder. Therefore, Brunei needs to 

consider how to obtain information on disclosure by a person other than the right holder and 

apply the same level of protection as national applications to such international applications. 

 

8.6 Use of dotted or broken lines in a reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matter which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 Brunei does not have a Partial Design System and there is no specific provision that 

provides for the use of dotted or broken lines for indicating the parts for which protection is not 

sought (Examination standard was not provided). Therefore, it would be necessary to consider 

how to handle such applications. 
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8.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 

in January 2012 and enabled designated Contracting Parties that have this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 In Brunei, there is a provision that has certain common points with the Related Design 

System (ID Order Section 14). The period of right for a design registered by virtue of this 

Section cannot extend beyond the duration of rights of the principal design. Therefore, it would 

be necessary to consider how to apply this system to an international application and to the 

relationship between international applications, and between an international application and a 

national application. 

 

8.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 According to our study, the requirement concerning drawings in Brunei is similar to 

the requirements under the Geneva Act (ID Rules Section 7). Therefore, the above requirements 

will not be a problem for Brunei in acceding to the Geneva Act. 

 

8.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

reproduction of the design or characteristic feature of the design as elements that identify the 

design and when requiring stating the claims for which rights are sought (Article 5(2)(ii), (iii)). 

Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

In Brunei, as a “statement that specifies the article” is required as an attached 

document to the filing documents (ID Rules Section 6), it will be necessary to consider whether 

this statement can be replaced by a brief description allowed through making the 

abovementioned declaration.  
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Furthermore, it will be necessary to consider how to handle the “statement on 

novelty” required as an attached document (ID Order Section 15) for international applications. 

 

8.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify International Bureau that the 

Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 

statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 As the law of Brunei does not accept specimens as representations of industrial design 

(ID Rules Section 7), if Brunei does not make a declaration under Article 11(1)(b) (which 

means that the Brunei will provide the deferment of the publication of an industrial design), 

Brunei needs to accept specimens. Therefore, Brunei has to consider whether to accept 

specimens or notify that it wishes to receive a copy of the international registration.  

 

8.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party requires that an application for protection of a 

design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the Contracting Party 

may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a declaration (Rule 

8),  

 

 When an applicant is not the creator, the law of Brunei requires a statement explaining 

the applicant’s rights to the industrial design (ID Rules Section 6(2)(d)). Therefore, it will be 

necessary to consider whether this statement could be replaced by a deed of assignment for an 

international application. In addition, Brunei needs to consider whether to notify the 

requirement of filing an application in the name of the creator or change the requirement of the 

national system 

 

8.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 
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 Through this study, specific problem in applying formality examinations under the 

Geneva Act to the law of Brunei was not discovered. 

 

8.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 

 

 The law of Brunei requires recording mortgage or licensing information of designs in 

the register (ID Order Section 34, ID Rules Section 25). However, the international register does 

not have any information regarding licenses. Therefore, Brunei needs to consider how to 

manage license information or amending the provision regarding licenses. 

 

8.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, the duration of protection in the Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated law in the designated Contracting Party is longer, the period will 

be the same as the duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 The law of Brunei prescribes that a registered industrial design is valid for 5 years, and 

may be renewed for two consecutive periods of 5 years (ID Order Section 29). This practice 

accords with the Geneva Act. 

 

8.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 
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Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Brunei, substantive examinations are not conducted (ID Order Section 26). As long 

as Brunei does not conduct substantive examinations, the designation fee of Level 1 will be 

applied. Since a renewal system for each 5 years is provided (ID Order Section 29), no specific 

issue was found in this study. 

 

8.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it nay make a designation and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Brunei needs to consider whether to make a declaration under Article 14(3) 

and make a notification. 

 

8.17 Intermediary Office 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience of applicants. 
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9.  Kingdom of Cambodia 

A study on design registration systems and practices in the ASEAN member states 

was conducted by AIPPI JAPAN commissioned by the JPO, based on surveys on legislation, 

examination standards, guidelines for users and other documents, and on replies to 

questionnaire or hearing surveys, while referring to issues for Japan’s accession to the Geneva 

Act of the Hague Agreement (hereinafter referred as “the Geneva Act”) under consideration at 

the JPO.  

The following items were considered as issues for Cambodia in acceding to the 

Geneva Act. 

 

Notation:  

Article: An article of the Geneva Act, 

Rule: A Rule of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the 

Hague Agreement  

 AI Section: A Section of the Administrative Instructions for the Application of the 

Hague Agreement 

 

 Law: Law on the Patents, Utility Model and Industrial Designs 

 

9.1 Multiple industrial designs in one international application 

 The Geneva Act allows a single international application to include up to 100 

industrial designs which belong to the same main class of the Locarno Classification (Article 

5(4), Rule 7(3)(v)and(7)). A Contracting Party may restrict the requirement of the unity of 

design, unity of production or unity of use, or that a design which belongs to the same set or to a 

composition of items or only one independent and distinct design, may be claimed in a single 

application, by making a declaration under the Article 13(1) (Special Requirements Concerning 

Unity of Design). 

 

 As the law of Cambodia provides a similar system (Law Article 97) as the Geneva Act, 

there is no specific issue regarding this item for Cambodia in acceding to the Geneva Act. 

 

9.2 Deferment of publication 

 The Geneva Act allows deferment of the publication of an industrial design for a 

period of up to 30 months from the filing date or where priority is claimed, from the priority 

date of the application concerned, when the law of the designated Contracting Party provides for 

the deferment of publication, by applicants’ request at the time of filing an international 
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application (Article 11, Rule 16). 

 

 The law of Cambodia allows deferment of publication for up to 12 months from the 

filing date or the priority date (Law Article 98). Therefore, it would be necessary to consider 

whether to make a declaration under Article 11(1)(a) to notify that the period of deferment is 

less than 30 months or extend the period of deferment to accord with the Geneva Act. 

 

9.3 Period for notification of refusal 

Under the Geneva Act, the notification of refusal of the effects of an international 

registration designating an Office is in principle communicated by the Contracting Party to the 

International Bureau within 6 months from the publication of the international registration. The 

notification shall state all the grounds on which the refusal is based. However, any Contracting 

Party which conducts substantive examinations or whose law provides a period for submitting 

opposition may, in declaration, notify through a declaration that the period of 6 months shall be 

replaced by a period of 12 months. The Office of the Contracting Party shall complete 

substantive examination or examination for the opposition within that period and notify the 

International Bureau of the decision (Article 12, Rule 18). 

 

 In Cambodia, substantive examinations on novelty are not conducted (Law Article 

103) and according to the reply to the questionnaire, the period of time required for formality 

examination is in average 6 months at present. However, once Cambodia accedes to the Geneva 

Act, the number of applications is expected to increase due to improved convenience of filing 

applications. Therefore, it will be necessary to confirm whether the Department of Intellectual 

Property (DIP) can complete the formality examination within 6 months including the period for 

formality examination by the International Bureau. 

 

9.4 Notification to receive confidential copies of an international registration 

 Under the Geneva Act, the refusal of the effects of an international registration shall 

be notified by the Office of the Contracting Party to the International Bureau within the 

prescribed period (See 9.3). By notifying wishes to receive confidential copies of the 

international registration to the International Bureau, the designated Office can receive the 

copies immediately after international registration has been completed (Article 10(5)).   

 The notification for the confidential copies enables the designated office to start 

substantive examination before international publication. If the applicant withdraws the 

application or the designation after the international registration before international publication, 

substantive examination based on the confidential copies will go to waste. On the other hand, 
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without this notification, the designated office has no choice but to start substantive examination 

after the publication since the copies shall be delivered after the international publication. 

 

 As mentioned in 9.3, while substantive examinations on novelty are not conducted in 

Cambodia, the period of time required for formality examinations is 6 months in average at 

present. Taking account of the possible improvement of efficiency of formality examination at 

the DIP, it would be necessary to consider whether to notify the wishes to receive confidential 

copies of international registration to the International Bureau.  

 

9.5 Applying “exception of lack of novelty” to an international application 

While there are no provisions specifically stating “exception of lack of novelty” in the 

Geneva Act, an international registration shall have at least the same effect as normal 

applications filed in each designated Contracting Party for the grant of protection of the 

industrial design under the law of the Contracting Party (Article 14(1)). 

 

In Cambodia, provisions concerning “exception of lack of novelty” are prescribed 

under Article 92 of the Law on Patents, Utility Models and Industrial Designs. It would be 

necessary to consider how to apply the procedure for domestic applications to international 

applications by reviewing the procedure itself. 

 

9.6 Use of dotted or broken lines in reproduction of designs for part protection is not 

sought 

 The Geneva Act does not clearly provide protection for the so-called “Partial Design”. 

However, matters which are shown in a reproduction of designs but for which protection is not 

sought may be indicated by descriptions and/or means of dotted or broken lines (Rule 9(2)(b), 

AI Section 403). 

 

 The law of Cambodia does not have any specific provisions on Partial Design. 

However, it is allowed to attach a “statement that certain disclosures be disregarded” to the 

application request (Form No.1 ID, Box No. 8, accompanied item 4) which serves as a 

disclaimer regarding parts of articles acknowledged as designs, according to the DIP’s reply to 

the questionnaire. It would be necessary to consider how to amend this statement to accord with 

the Geneva Act. 

 

9.7 Related design system 

 The Geneva Act added provisions concerning the so-called “Related Design System” 
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in January 2012 and enabled designated Contracting Party that have this system to accept an 

international application together with an indication of the reference number to the principal 

industrial design or to the principal application or registration (AI Section 407). 

 

 The current law of Cambodia does not provide for a Related Design System. However, 

the above provision affects only those Offices that have such a system. Therefore, no specific 

issue has been found regarding this item for Cambodia in acceding to the Geneva Act. 

 

9.8 Requirements concerning drawings 

 The Geneva Act does not allow a Contracting Party to require more than one view 

where the industrial design or product is two-dimensional or more than six views where the 

product is three-dimensional (Rule 9). The size of each representation and numbering of 

reproductions are also specified under the Administrative Instructions. (AI Sections 401 to 406) 

 

 As far as this study goes, there is few detailed information about requirements for 

representations of designs in Cambodia. Therefore, no specific issue has been found regarding 

the above requirements under the Geneva Act. 

 

9.9 Brief descriptions and claims 

 It is necessary for a Contracting Party to make a declaration to the International 

Bureau when requiring an international application to contain a brief description regarding 

representation of the designs or characteristic feature of the design as elements that identify the 

design and when requiring stating the claims for which rights are sought (Article 5(2)(ii), (iii)). 

Even if the Contracting Party does not require a brief description or a claim, at the option of the 

applicant, a brief description may be included in the international application (Rule 7(5)). If the 

description exceeds 100 words, an additional fee is required. 

 

 The law of Cambodia does not require a description or a claim for designs (Industrial 

Design Regulations). Therefore, no specific problem regarding this requirement was found. 

 

9.10 Specimens 

 When an international application governed exclusively by the Geneva Act contains a 

request for deferment of publication in respect of a two-dimensional industrial design,, it is 

possible to contain specimens of the industrial design instead of reproductions referred to in 

Rule 9 (Rule 10). The Office of the Contracting Party may notify International Bureau that the 

Office wishes to receive a copy of the international registration, along with any relevant 
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statement, document or specimen for the international application (Article 10(5) of the Geneva 

Act). 

 

 The law of Cambodia allows specimens as representation of industrial design 

application when the design is two-dimensional (Law on the Patents, Utility Model and 

Industrial Designs Article 95). Therefore, it would be necessary to consider the requirements on 

specimens such as the size that conforms to the Geneva Act in order to maintain or expand the 

system of deferring publication stated in 9.2.  

 

9.11 Requirement to file an application in the name of the creator 

 When the law of a Contracting Party of the Geneva Act requires that an application for 

protection of a design should be filed in the name of the creator of the industrial design, the 

Contracting Party may notify that fact and the procedure complying with the requirements in a 

declaration (Rule 8),  

 

 The law of Cambodia requires that an application should be filed in the name of the 

creator of the industrial design. When an applicant is not the creator, the applicant has to attach 

the deed of assignment from the creator to the applicant (Law on the Patents, Utility Model and 

Industrial Designs Article 96). Therefore, Cambodia needs to consider notifying the requirement 

to file an application in the name of the creator or changing the requirement of the national 

system. 

 

9.12 Formality examination 

 Under the Geneva Act, the International Bureau examines the formality requirement of 

an international application. When the formality requirement is satisfied, the international 

application is registered and published in 6 months from the international registration date 

(Article 8, 10). 

 

 Through this study, specific problem in applying formality examinations of the 

Geneva Act to the system of Cambodia was not found. 

 

9.13 International register/License information 

 Under the Geneva Act, international registration is recorded on the International 

Register managed by the International Bureau. The International Register does not hold any 

information regarding licenses or pledging (Article 16). 
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 The law of Cambodia requires license contract information to be recorded in the 

register (Law on the Patents, Utility Model and Industrial Designs Article 115 and 118). 

However, the international register does not have any information regarding licenses. Therefore, 

Cambodia needs to consider how to manage license information or amending the provision on 

licenses. 

 

9.14 Duration of registration 

 Under the Geneva Act, the duration of protection in the Contracting Parties is 15 years 

counted from the date of the international registration but when the period provided under the 

domestic law in the designated Contracting Party is longer, the period will be the same as the 

duration provided by the domestic law (Article 17). 

 

 The law of Cambodia prescribes an initial period of registration of 5 years which may 

be renewed for two additional 5 years periods (Law on the Patents, Utility Model and Industrial 

Designs Article 109). This practice conforms to the Geneva Act. 

 

9.15 Fees for international application/registration 

 Under the Geneva Act, the fee for an international application consists of (i) basic fee, 

(ii) designation fee, and (iii) publication fee (in some cases, additional fee is required). Basic fee 

and publication fee are calculated by the number of designs, pages, and the words in the 

description for the international application. Only the designation fee depends on the designated 

country or countries. The designation fee for a Contracting Party whose Office does not conduct 

any substantive examination is Level 1, the designation fee for a Contacting Party whose Office 

conducts substantive examination on matters other than novelty is Level 2 and a Contracting 

Party whose office conducts substantive examination, including examination on novelty either 

ex officio or following opposition by third parties is Level 3 (Article 7 and Rule 12). An 

Examining Office may replace standard designation fee by individual designation fee through a 

declaration, which may not exceed the fee charged in its country. Furthermore, an Examining 

Office may specify that the individual fee will be divided into two parts, in which the first part 

is paid at the time of filing the international application and the second part is paid at a later date 

determined in accordance with the law of the Contracting Party concerned, in a declaration 

(Article 1(xvii), 7 and Rule 12). 

 

 In Cambodia, as substantive examinations are not conducted (Law on the Patents, 

Utility Model and Industrial Designs Article 103), designation fee of Level 1 will be applied. 

No specific issue was found through this study since a renewal system every 5 years is provided 
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(Law on the Patents, Utility Model and Industrial Designs Article 109) . 

 

9.16 Effect of designation of the applicant’s Contracting Party 

When a Contracting Party whose Office is an Examining Office is the domicile of the 

applicant, it may make a declaration and notify the Director General that the designation of the 

Contracting Party in an international registration will have no effect (Article 14(3)). 

Without the declaration under Article 14(3), an applicant may file an industrial design 

either directly as a national application or via the International Bureau as an international 

application, by the option of the applicant, which may result in two equivalent applications for 

the same design existing in different languages and formats. 

 

Therefore, Cambodia needs to consider whether to make a declaration under Article 

14(3) and make a notification. 

 

9.17 Intermediary Office. 

 An international application may be filed, at the option of the applicant, either directly 

with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party (Article 

4(1)). However, any Contracting Party may declare that international applications may not be 

filed through its Office and notify the fact to the Director General (Article 14(2)). 

 In case an Office does not make a declaration under Article 4(1), and the Office allows 

an applicant to file indirectly through the Office, the Office may notify and accept to collect and 

forward the fees payable in connection with the application to the International Bureau (Rule 

27(2)(b)). 

 

 The choice of option provided under Article 4(1) should be made by taking account of 

the convenience for applicants. 
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10.  Republic of the Union of Myanmar 

 

 At present, Myanmar does not have a legislation system to protect industrial designs 

and therefore it needs to consider establishing a legislation system in acceding to the Geneva 

Act.  
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ภาคที่ 3 หัวข้อการพจิารณาเข้าร่วมภาคข้ีอตกลงเจนีวาว่าด้วยการแก้ไขปรับปรุงสนธิสัญญากรุงเฮก 

 

1.ประเทศไทย 

พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีข้อตกลงเจนีวาว่าด้วยการแก้ไขปรับปรุงสนธิสัญญากรุงเฮก 

(ต่อไปใชค้าํวา่ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญา)โดยอา้งอิงหวัขอ้การพิจารณาเขา้ร่วมขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาข

องญ่ีปุ่นท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่นซ่ึงไดท้าํการสาํรวจ/คน้ควา้วิจยัภาวะความเป็นจริงของระบ

บจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มอาเซียนและการบริหารระบบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานสิทธิบัตรแห่งญ่ีปุ่น 

รวมทั้ งการสํารวจบทบญัญติัและกฎหมาย, มาตรฐานการตรวจสอบ, คู่มือสําหรับผูย้ื่นขอรับสิทธิบตัร, การตรวจสอบการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ, 

ผลการสาํรวจดว้ยแบบสาํรวจและการสัมภาษณ์ของญ่ีปุ่น 
 

1.1 ระบบการขอสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์หลายแบบในคาํขอเดยีว 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญารับรองการยืน่คาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่เกิน 100 แบบในคาํขอสิทธิบตัร 1 ฉบบั 

ในกรณีท่ีการออกแบบผลิตภณัฑเ์หล่านั้นสังกดัหมวดหลกัเดียวกนัในการแยกประเภทการออกแบบผลิตภณัฑโ์รคลัโนระหวา่งประเทศ   (มาตรา 5 (4) 

ระเบียบ 7 (3) (v), 

(7))นอกจากนั้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป้าหมายท่ียื่นขอในคาํร้องฉบบัเดียวกนันั้นจะตอ้งเขา้เง่ือนไขการเป็นการออกแบบผลิตภณัฑเ์ดียวกนั, 

การเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนัหรือมีการใชเ้ช่นเดียวกนั, เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นชุด (set)เดียวกนัหรืออยูใ่นองคป์ระกอบของรายการสินคา้เดียวกนั 

รวมทั้งในกรณีท่ีประเทศภาคีสนธิสัญญาสามารถประกาศตามมาตรา 13(1) 

ไดว้า่การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นเป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์และการออกแบบผลิตภณัฑแ์ยกประเภทไดเ้ท่านั้นท่ีสามารถยืน่ขอสิทธิบตัรได ้

(เง่ือนไขพิเศษเก่ียวกบัความเป็นแบบอยา่งเดียวกนัของการออกแบบผลิตภณัฑ)์ 
 

 ประเทศไทยใชร้ะบบยืน่คาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1 แบบ ต่อ 1 คาํขอ (กฎหมายสิทธิบตัรมาตรา 60) 

จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงระบบกฎหมายและยอมรับคาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1 แบบ 1 คาํขอ 

หรือประกาศโฆษณาเหตุผลการไม่ยอมรับคาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1 แบบ ต่อ 1 

คาํขอตามขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากรุงเฮกมาตรา 13  (เง่ือนไขพิเศษเก่ียวกบัความเป็นอยา่งเดียวกนัของการออกแบบผลิตภณัฑ)์  

 กรณีการรับรองคาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑห์ลายแบบ ต่อ 1 คาํขอ 

ประเทศไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวิธีปฏิบติัต่อการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีเหตุผลพอปฏิเสธได ้

เน่ืองจากในคาํขอสิทธิบตัรฉบบัเดียวกนันั้นส่วนหน่ึงเป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีเหตุผลพอปฏิเสธไดแ้ละส่วนหน่ึงไม่มีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธได ้ 

และคงจาํเป็นตอ้งพิจารราแกไ้ขแบบฟอร์มการยืน่ขอสิทธิบตัร, ค่าใชจ่้ายในการยืน่ขอสิทธิบตัร, โครงสร้างฐานขอ้มูลการจดทะเบียน เป็นตน้ 

 

1.2 ระบบเลือ่นเวลาเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาระบุไวว้่า กรณีท่ีกฎหมายของประเทศภาคีท่ีกาํหนดมีขอ้กาํหนดเล่ือนวนัเปิดเผยการขอสิทธิบตัรเอาไว,้ 

กรณีท่ีมีการยนืยนัวนัยืน่ขอสิทธิบตัรหรือยนืยนัการมีสิทธ์ิก่อนตามท่ีผูย้ืน่ขอยืน่คาํร้องตอนยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศทั้งสองกรณีสามารถเล่ือนวนัเปิด 

เผยต่อสาธารณชนออกไปไดถึ้ง 30 เดือนเป็นอยา่งมากท่ีสุดนบัจากวนัท่ีไดรั้บสิทธ์ิยืน่คาํขอก่อน (มาตรา 11 กฎขอ้บงัคบัท่ี 16) 
 

 สาํหรับประเทศไทยจะเปิดเผยการยืน่ขอสิทธิบตัรต่อสาธารณะหลงัการยืน่ขอ, หลงัการตรวจสอบรูปแบบ (ตรวจสอบสาํรอง) 

เพื่อรับคาํยืน่คา้นจากบุคคลท่ีสาม (กฎหมายสิทธิบตัรมาตรา 31 อนุโลมตามความในมาตรา 65)  

สาํหรับวนัเปิดเผยการยืน่ขอสิทธิบตัรนั้นไม่พบมาตราเก่ียวขอ้งอยูใ่นกฎหมายหรือกฎระเบียบ  

แต่จากการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามพบวา่ดาํเนินการโดยผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรสามารถกาํหนดเวลาเปิดเผยต่อสาธารณะเองได ้ ณ 

เวลายืน่ขอและไม่มีการกาํหนดระยะเวลาเอาไวเ้ป็นพิเศษแต่อยา่งใด  (ดาํเนินการตามแจง้ความ(ประกาศ)ของ DIP) 
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ดงันั้นจึงสามารถกาํหนดไดอ้ยา่งเช่นกาํหนดวนัเปิดเผยไวท่ี้ 30 เดือนหลงัวนัยืน่คาํขอสิทธิบตัร เป็นตน้  อน่ึง 

เพื่อใหส้ามารถยดืเวลาเปิดเผยการยืน่ขอสิทธิบตัรระหว่างประเทศออกไป 

ไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเพ่ิมมาตราและหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งลงในกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และพิจารณาวิธีจดัการกบัการยื่นขอสิทธิบตัรดงักล่าวของ DIP 

ดว้ย 

1.3 ระยะเวลาการแจ้งปฏิเสธ 

ตามพ้ืนฐานของขอ้ตกลงเจนีวาว่าดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญา 

ระยะเวลาท่ีประเทศภาคีแจง้ปฏิเสธผลการจดทะเบียนระหว่างประเทศท่ีกาํหนดประเทศนั้นไปยงัสาํนกังานระหว่างประเทศตามปกติอยูท่ี่ 6 

เดือนนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยในแจง้ความจะตอ้งระบุหลกัฐานทั้งหมดท่ีเป็นรากฐานของการปฏิเสธนั้น 

แต่ในกรณีท่ีประเทศภาคีนั้นกาํลงัตรวจสอบความเป็นจริงอยูห่รือรับรองการยื่นคาํคา้นตามกฎหมาย จะสามารถปรับเปล่ียนระยะเวลาจาก 6 เดือน เป็น 12 

เดือนกไ็ดโ้ดยการประกาศโฆษณา 

ประเทศภาคีนั้นจะตอ้งตรวจสอบความเป็นจริงของการยืน่ขอสิทธิบตัรระหว่างประเทศหรือตรวจสอบการยืน่คดัคา้นใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาดงักล่าวแลว้

แจง้การตกลงใจนั้นไปยงัสาํนกังานระหวา่งประเทศ (มาตรา 12 กฎขอ้บงัคบัท่ี 18) 
 

การสาํรวจการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สร้างสรรคข้ึ์นก่อนของประเทศไทยนั้น มีข้ึนหลงัเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือเปิดโอกาสใหท้าํการยืน่คดัคา้นไดช่้วง 90 

วนัหลงัผา่นการรับรองจากการตรวจสอบสาํรอง (กฎหมายสิทธิบตัรมาตรา 61)  ดงันั้น 

ประเทศไทยจึงอยูใ่นฐานะท่ีสามารถประกาศโฆษณาตามกฎขอ้บงัคบัร่วมมาตรา 18(1)(b)  จากคาํตอบท่ีไดจ้ากการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามของ DIP 

พบวา่เวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเป็นจริงโดยเฉล่ียในปี 2011 อยูท่ี่ 18 เดือน ดงันั้นเพื่อใหอ้ยูใ่นระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

คงจาํเป็นตอ้งพิจารณาสร้างระบบเพื่อใหส้ามารถจดัการไดภ้าย ในระยะเวลาดงักล่าวโดยการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

พร้อมกนัไปกบัการประกาศโฆษณาใชร้ะยะเวลา 12  เดือน 

 

1.4 การรับสําเนาความลับ 

 ตามขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสญัญา 

กระทรวง/ทบวงของประเทศภาคีตอ้งแจง้การปฏิเสธผลการจดทะเบียนระหวา่งประเทศต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (ดู 1.3) 

กรณีท่ีประเทศภาคีประกาศโฆษณาการรับสาํเนาความลบัตามความท่ีแจง้ไปยงัสาํนกังานระหวา่งประเทศ 

ประเทศนั้นสามารถไดรั้บสาํเนาความลบัทนัทีหลงัการจดทะเบียนระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการยืน่ขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ระบุประเทศเดียวกนันั้น 

(มาตรา 10) 

 กระทรวง/ทบวงของประเทศภาคีท่ีกาํหนดตามแจง้ความการรับสาํเนาความลบัสามารถเร่ิมตรวจสอบความเป็นจริงก่อนการเปิดเผยระหวา่งประเทศ  

ถา้ผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรยกเลิกการยืน่ขอก่อนการเปิดเผยระหว่างประเทศหรือกรณีท่ียกเลิกการกาํหนด 

การตรวจสอบความเป็นจริงโดยใชส้าํเนาความลบัเป็นฐานกจ็ะไร้ประโยชน์ ส่วนกรณีท่ีไม่มีการแจง้ความดงักล่าว 

กระทรวง/ทบวงของประเทศภาคีท่ีกาํหนดจะเร่ิมตรวจสอบความเป็นจริงหลงัการเปิด เผยต่อสาธารณชน 

เน่ืองจากจะทาํการจดัแจกสาํเนาหลงัการเปิดเผยระหวา่งประเทศ 
 

 เม่ือคิดถึงสภาวะดงักล่าวใน 1.3 ขา้งตน้ 

ประเทศไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะแจง้การประกาศความตอ้งการรับสาํเนาความลบัการจดทะเบียนระหวา่งประเทศต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศหรือไม่ 

เพื่อเร่ิมตรวจสอบความเป็นจริงตั้งแต่ก่อนการเปิดเผยระหวา่งประเทศและสงวนรักษาเวลาสาํหรับการตรวจสอบไวอ้ยา่งพอเพียง 

 

1.5 การกาํหนดข้อยกเว้นสําหรับการสูญเสียความใหม่ 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาไม่ไดก้าํหนดมาตราวา่ดว้ย “ขอ้ยกเวน้สาํหรับการสูญเสียความใหม่ของการออกแบบผลิตภณัฑ”์ 

เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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แต่การจดทะเบียนระหวา่งประเทศนั้นอยา่งนอ้ยกมี็ประสิทธิผลเดียวกนักบัการยืน่ขอสิทธ์ิอยา่งถกูตอ้งเพื่อขอความคุม้ครองการออกแบบผลิตภณัฑใ์นประเท

ศภาคีท่ีกาํหนดแต่ละแห่งตามกฎหมายของประเทศภาคีนั้น ๆ (มาตรา 14(1)) 
 

 สาํหรับประเทศไทย มี “การกาํหนดขอ้ยกเวน้สาํหรับความใหม่ของการออกแบบผลิตภณัฑ”์ เอาไวใ้นมาตรา 19 ซ่ึงอนุโลมตามมาตรา 65 

ของกฎหมายสิทธิบตัร 

คงจาํเป็นตอ้งพิจารณาทบทวนขั้นตอนการยืน่ขอสิทธิบตัรภายในประเทศอีกคร้ังวา่จะรองรับการยืน่ขอสิทธิบตัรระหว่างประเทศอยา่งไร 

 

1.6 การใช้เส้นจุดหรือเส้นประตรงส่วนที่ไม่ต้องการคุ้มครองคําอธิบายการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาไม่ไดก้าํหนดมาตราคุม้ครองประเภทท่ีเรียกว่า “การออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นส่วน ๆ” เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

แต่สาํหรับหวัขอ้ท่ีอธิบายเน้ือหาการออกแบบผลิตภณัฑแ์ต่ไม่ขอความคุม้ครองสิทธ์ินั้นสามารถใชค้าํอธิบายและหรือใชเ้ส้นจุดหรือเส้นประในการบ่งช้ีได ้ (กฎขอ้ 

บงัคบัร่วม 9(2) (b) รายละเอียดระเบียบปฏิบติัวรรค 403) 
 

 ปัจจุบนั ประเทศไทยไม่มีระบบสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นส่วน ๆ และไม่มีการรับรองคาํอธิบายการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยการใชเ้ส้นจุด/เส้น 

ประ (มาตรฐานการตรวจสอบ 3.1) ดงันั้นคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาหาทางรองรับการยื่นขอสิทธิบตัรลกัษณะน้ีดว้ย 

 

1.7 ระบบการออกแบบผลติภัณฑ์เกีย่วเน่ือง 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาไดเ้พิ่มเติมมาตราวา่ดว้ย “ระบบการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 

ทาํใหส้ามารถแสดงหมายเลขอา้งอิงของการยื่นขอสิทธิบตัร, 

การจดทะเบียนพื้นฐานหรือการออกแบบผลิตภณัฑพ์ื้นฐานให้แก่ประเทศภาคีท่ีกาํหนดท่ีมีระบบเดียวกนัน้ีได ้(รายละเอียดระเบียบปฏิบติัวรรค 407) 
 

 ประเทศไทยไม่มีระบบการออกแบบผลิตภณัฑเ์ก่ียวเน่ือง ขอ้กาํหนดน้ีมีผลกระทบต่อประเทศภาคีท่ีมีระบบการออกแบบผลิตภณัฑเ์ก่ียวเน่ืองเท่านั้น 

และไม่มีการตรวจพบปัญหาใด ๆ  เป็นพิเศษภายในขอบเขตการตรวจสอบ 

 

1.8 เงือ่นไขการยืน่แบบ ฯลฯ 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากาํหนดจาํนวนแบบท่ีตอ้งยื่นเวลายื่นขอสิทธิบตัรไวว้า่ ไม่สามารถเรียกร้องใหย้ืน่แบบเกินกวา่ 1 

แบบในกรณีของการออกแบบผลิตภณัฑห์รือผลิตภณัฑส์องมิติ และเกินกวา่ 6 แบบในกรณีของผลิตภณัฑส์ามมิติ (กฎขอ้บงัคบับทท่ี 9) 

และมีการกาํหนดขนาดคาํอธิบายและวิธีกาํกบัหมายเลขของแต่ละแบบเอาไวใ้นรายละเอียดระเบียบปฏิบติัดว้ย (รายละเอียดระเบียบปฏิบติัวรรค 401 ถึง 406) 
 

 ประเทศไทยกาํหนดใหต้อ้งยืน่แบบพื้นฐานจาํนวน 7 แบบ (แบบดา้นหนา้ดา้นหลงั, แบบดา้นซา้ยดา้นขวา, แบบแนวราบและส่วนกน้ รวมทั้งแนวเฉียง) 

ถา้มีแบบใดเหมือนกนับา้งกย็ินยอมใหเ้สนอแบบยน่ยอ่ได ้ (มาตรฐานการตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3.1) 

ดงันั้นไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณากาํหนดใหย้ืน่แบบจาํนวนไม่เกิน 6 แบบ นอกจากนั้น 

คาํตอบท่ีไดจ้ากการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามเร่ืองเง่ือนไขเก่ียวกบัแบบของไทยนั้น แสดงการยอมรับการระบุหมายเลขแบบเป็น “แบบท่ี 1, แบบท่ี 2...” 

และไม่ยอมรับการระบุหมายเลขแบบ “1.1, 1.2...” หรือ “1-1, 1-2...” ในกรณีท่ียอมใหมี้การขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑห์ลายรายในคาํขอเดียว (ดู 1.1) 

อาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ีดว้ย 

 

1.9 คาํอธิบายการออกแบบผลติภัณฑ์อย่างง่ายและขอบเขตการเรียกร้องสิทธ์ิ 

ตามขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสญัญา 

กรณีท่ีมีการเรียกร้องใหอ้ธิบายการออกแบบผลิตภณัฑห์รืออธิบายลกัษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายในแง่ของปัจจยัสาํคญัรวมทั้งก

รณีท่ีมีการเรียกร้องใหร้ะบุขอบเขตการเรียกร้องในแง่ของสิทธ์ินั้น จาํเป็นตอ้งประกาศโฆษณาการเรียกร้องนั้นต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศ (มาตรา 

5(2)(ii),(iii))แมใ้นกรณีท่ีประเทศภาคีไม่เรียกร้องใหมี้การอธิบายอยา่งง่ายหรือใหร้ะบุขอบเขตการเรียกร้องสิทธ์ิ 
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ผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรกส็ามารถผนวกรวมคาํอธิบายอยา่งง่ายไวใ้นคาํขอสิทธิบตัรระหว่างประเทศได ้ (กฎขอ้บงัคบัร่วม 7(5))  กรณีท่ีคาํอธิบายมีจาํนวนเกิน 100 

คาํตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
 

 ประเทศไทยกาํหนดเง่ือนไขใหต้อ้งระบุขอบเขตการออกแบบผลิตภณัฑ ์ (กฎหมายสิทธิบตัร มาตรา 59(3)) 

อีกทั้งยอมใหมี้คาํอธิบายการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายจาํนวนเกิน 100 คาํกาํกบัไวใ้นคาํยืน่ขอสิทธิบตัรดว้ย (กฎกระทรวงวา่ดว้ยระเบียบขอ้บงัคบัสิทธิบตัร 

ฉบบัท่ี 21 มาตรา 20) 

 กรณีท่ีระบบสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทยในปัจจุบนักาํหนดเง่ือนไขใหอ้ธิบายและระบุขอบเขตการเรียกร้อง ประเทศไทยคงจาํเป็น 

ตอ้งพิจารณาวา่จะประกาศหรือแกไ้ขขอ้กาํหนดท่ีอยูใ่นปัจจุบนั 

 

1.10 อธิบายการออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยตัวอย่าง 

 การยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศในความเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงเจนีวาว่าดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากรณีท่ีมีการยื่นขอยดืเวลาการเปิดเผยการออก 

แบบผลิตภณัฑส์องมิติต่อสาธารณชนนั้น สามารถแนบตวัอยา่งการออกแบบผลิตภณัฑม์าพร้อมกบัคาํอธิบายการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์อา้งอิงกฎขอ้บงัคบัร่วม 9 

ไดด้ว้ย (กฎขอ้บงัคบัร่วม 10) กระทรวง/ทบวงประเทศภาคีสามารถแจง้ความจาํนงไปยงัสาํนกังานระหว่างประเทศขอรับแถลงการณ์, เอกสาร 

หรือสาํเนาการจดทะเบียนระหวา่งประเทศพร้อมตวัอยา่งในความเก่ียวขอ้งกบักระทรวง/ทบวงในส่วนของยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศ (มาตรา 10(5)) 
 

 เน่ืองจากระบบการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทยไม่รับรองการอธิบายการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยตวัอยา่ง(กฎกระทรวงวา่ดว้ยระเบียบขอ้บงัคบัสิทธิบตัร 

ฉบบัท่ี 21 มาตรา 19) ดงันั้นกรณีท่ีไม่มีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 11(1) (b) (กาํหนดการเล่ือนเวลาเปิดเผยการออกแบบผลิตภณัฑต่์อสาธารณชนของไทย) 

ไทยคงจาํเป็นตอ้งรับตวัอยา่ง และคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะรับตวัอยา่งหรือแจง้ความจาํนงขอรับสาํเนาการจดทะเบียนระหวา่ง ประเทศ 

 

1.11 เงือ่นไขการยืน่เอกสารคาํขอสิทธิบัตรในนามผู้สร้างสรรค์ 

 กรณีท่ีกฎหมายของประเทศภาคีกาํหนดไวว้า่การยืน่ขอสิทธิบตัรคุม้ครองการออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งยืน่ในนามของผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์

ประเทศภาคีนั้นสามารถแจง้เหตุผลรวมทั้งขั้นตอนท่ีรวมอยูใ่นการเรียกร้องโดยการประกาศโฆษณา (กฎขอ้บงัคบัร่วม 8) 
 

 กฎหมายของประเทศไทยกาํหนดใหย้ืน่ขอสิทธิบตัรในนามของผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์ กรณีท่ีผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรไม่ใช่ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์

เม่ือจะยืน่ขอสิทธิบตัรจาํเป็นตอ้งแนบใบรับรองการโอนสิทธ์ิมาดว้ย (กฎหมายสิทธิบตัรมาตรา 10 อนุโลมตามมาตรา 65) 

ดงันั้นไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะแจง้เง่ือนไขใหต้อ้งยนืขอสิทธิบตัรในนามผูส้ร้างสรรคห์รือแกไ้ขระบบ 

 

1.12 การตรวจสอบรูปแบบการยืน่ขอ 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากาํหนดใหส้าํนกังานระหวา่งประเทศตรวจสอบเง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบการยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งป

ระเทศ กรณีท่ีการยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศตรงตามเง่ือนไขรูปแบบท่ีกาํหนด การยืน่ขอนั้นกจ็ะไดรั้บการจดทะเบียนและเปิดเผยต่อสาธารณชนภาย ใน 

6 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียนระหวา่งประเทศ (มาตรา 8, มาตรา 10) 
 

 ระบบการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทยมีการตรวจสอบสาํรองก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และตรวจสอบความเป็นจริงหลงัการเปิดเผย 

ยิง่กวา่นั้นในการตรวจสอบสาํรองนั้นนอกจากจะตรวจสอบเง่ือนไขดา้นรูปแบบการยืน่ขอสิทธิบตัรแลว้ยงัมีการตรวจสอบความเป็นจริงเช่น 

ความสอดคลอ้งกนัของแบบดว้ย  

และเน่ืองจากขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากาํหนดใหส้าํนกังานระหว่างประเทศเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการยืน่ขอ 

ดงันั้นประเทศไทยคงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องตนดว้ย 

 

 

1.13 บัญชีทะเบียนระหว่างประเทศ  
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 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากาํหนดใหบ้นัทึกการจดทะเบียนคาํขอสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศไวใ้นบญัชี  

ทะเบียนซ่ึงอยูใ่นการควบคุมของสาํนกังานระหวา่งประเทศ แต่ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัใบอนุญาต, ขอ้มูลคุณลกัษณะของสิทธิบตัร ฯลฯ (มาตรา 16) 
 

 บญัชีทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทยมีการบนัทึกใบอนุญาตแบบพิเศษ หรือ แบบไม่พิเศษ (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 26 มาตรา 2) 

แต่บญัชีทะเบียนระหวา่งประเทศไม่บนัทึกขอ้มูลใบอนุญาต ดงันั้น 

ประเทศไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะจดัการกบัขอ้มูลใบอนุญาตอยา่งไรหรือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กาํหนดเก่ียวกบัใบอนุญาต 

 

1.14 ระยะเวลาต่อเน่ืองของทะเบียน 

 ขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญากาํหนดระยะเวลาของทะเบียนไวท่ี้ 15 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนระหวา่งประเทศ 

หรือกรณีท่ีระยะเวลาต่อเน่ืองท่ีประเทศภาคีท่ีกาํหนดแต่ละประเทศกาํหนดไวต้ามกฎหมายภายในประเทศมีระยะเวลาเกินกวา่นั้น 

ใหถื้อเอาระยะเวลานานท่ีสุดเป็นระยะเวลาการถือสิทธิบตัร (มาตรา 17) 
 

 ประเทศไทยกาํหนดไวท่ี้ 10 ปีหลงัวนัยื่นขอสิทธิบตัร (กฎหมายสิทธิบตัร มาตรา 62) ดงันั้นประเทศไทยจึงควรยดืระยะเวลาต่อเน่ืองของทะเบียนออกไปบา้ง 

 

1.15 ค่าธรรมเนียมยืน่ขอสิทธิบัตร/จดทะเบียน 

  ค่าธรรมเนียมยืน่ขอสิทธิบตัรระหว่างประเทศตามขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสัญญาประกอบดว้ย (i) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (ii) ค่า 

ธรรมเนียมการกาํหนด รวมทั้ง (iii) ค่าธรรมเนียมการเปิดเผยต่อสาธารณชน (บางกรณีอาจเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานและค่าธรรมเนียมการเปิดเผยต่อสาธารณชนกาํหนดตามจาํนวนการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์รวมอยูใ่นการยืน่ขอสิทธิบตัร, จาํนวนหนา้, 

จาํนวนคาํท่ีใชอ้ธิบาย ส่วนค่าธรรมเนียมการกาํหนดประเทศภาคีนั้นแบ่งเป็น ระดบั 1  

ค่าธรรมเนียมกาํหนดประเทศภาคีท่ีกระทรวง/ทบวงไม่ทาํการตรวจสอบความเป็นจริง ระดบั 2 

ค่าธรรมเนียมกาํหนดประเทศภาคีท่ีกระทรวง/ทบวงทาํการตรวจสอบความเป็นจริงเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนอกเหนือจากความเป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ระดบั 3 

ค่าธรรมเนียมกาํหนดประเทศภาคีท่ีกระทรวง/ทบวงทาํการตรวจสอบความเป็นจริงท่ีรวมถึงการตรวจสอบความเป็นจริงเก่ียวกบัความเป็นการออกแบบผลิตภั

ณฑใ์หม่หรือการยืน่คดัคา้นของบุคคลท่ีสาม (มาตรา 7 กฎขอ้บงัคบัร่วม 12)  

กระทรวง/ทบวงผูต้รวจสอบอาจปรับเปล่ียนการใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมกาํหนดประเทศภาคีเฉพาะรายแทนอตัราค่าธรรมเนียมการกาํหนดตามมาตรฐานท่ีประก

าศโฆษณาไวก้ไ็ด ้  แต่ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็กรณียืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศจะตอ้งไม่เกินอตัราท่ีเรียกเกบ็ในประเทศตน 

นอกจากนั้นกระทรวง/ทบวงท่ีทาํการตรวจสอบสามารถแบ่งค่าธรรมเนียมการกาํหนดประเทศภาคีเฉพาะรายออกเป็นสองส่วนคือ 

ส่วนแรกใหจ่้ายเป็นค่าธรรมเนียมเม่ือยืน่ขอรับสิทธิบตัรระหว่างประเทศ ส่วนหลงัใหจ่้ายหลงัวนักาํหนดตามกฎหมายประเทศภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง (มาตรา 1(xvii), 

มาตรา 7, กฎขอ้บงัคบัร่วม 12) 
 

 สาํหรับประเทศไทยนั้น DIP เป็นผูต้รวจสอบความเป็นจริงซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบความใหม่ของการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็ในปัจจุบนัคือ 250 บาทเม่ือยืน่คาํร้องขอรับสิทธิ และในขั้นตอนจนถึงการจดทะเบียนอีก 750 บาท 

หลงัจากนั้นยงัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อดาํรงรักษาสิทธิบตัรสืบเน่ืองต่อไปดว้ย (กฎระเบียบสิทธิบตัรฉบบัท่ี 23 มาตรา 2) 

ดงันั้นประเทศไทยคงตอ้งพิจารณาวา่จะประกาศโฆษณาค่าธรรมเนียมกาํหนดเฉพาะรายหรือพิจารณาค่าใชจ่้ายในการดาํรงรักษาสิทธิบตัรเม่ือใชร้ะบบการปรั

บเปล่ียนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงเจนีวาวา่ดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงสนธิสญัญา 

 

 

1.16 การบ่งช้ีตนเองในการยืน่ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 

 กรณีท่ีประเทศภาคีท่ีกระทรวง/ทบวงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นประเทศภาคีท่ีผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรอาศยัอยู ่

ในการยืน่ขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศสามารถประกาศโฆษณาวา่ส่ิงท่ีกาํหนดโดยประเทศภาคีนั้นไม่มีประสิทธิผลและแจง้ต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศได ้
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(มาตรา 14 (3)(a)) 

 กรณีท่ีไม่ประกาศโฆษณาตามมาตรา 14(3) 

ผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรอาจเลือกยืน่ขอสิทธิบตัรภายในประเทศหรือยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศผา่นทางสาํนกังานระหว่างประเทศกไ็ด ้

ผลกคื็อสามารถมีการยืน่ขอสิทธิบตัรเสมอกนั 2 ฉบบัท่ีใชภ้าษาและแบบฟอร์มต่างกนัสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑเ์ดียวกนั 
 

 ประเทศไทยคงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่จะประกาศโฆษณาตามมาตรา 14(3) และแจง้ต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศหรือไม่ 

 

1.17  กระทรวง/ทบวงที่เป็นตวักลาง 

 ในการยืน่ขอสิทธิบตัรระหวา่งประเทศ 

ผูย้ืน่ขอสามารถยืน่ต่อสาํนกังานระหวา่งประเทศโดยตรงหรือจะยืน่ผา่นกระทรวง/ทบวงประเทศภาคีของผูย้ืน่ขอกไ็ด ้ (มาตรา 4(1) (a))  อน่ึง 

ประเทศภาคีใดกต็ามสามารถแจง้เหตุผลท่ีไม่สามารถยืน่ขอสิทธิระหวา่งประเทศผา่นทางกระทรวง/ทบวงของประเทศภาคีนั้นไดต้ามประกาศโฆษณา 

ต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังานระหวา่งประเทศได ้(มาตรา 4 (1)(b)) 

 กรณีท่ีกระทรวง/ทบวงไม่ไดแ้จง้การประกาศโฆษณาตามมาตรา 4 (1)(b) และกรณีท่ีกระทรวง/ทบวงอนุญาตการยืน่ขอสิทธิบตัรท่ีผูย้ืน่ขอทาง 

ออ้มผา่นกระทรวง/ทบวง  กระทรวง/ทบวงจะแจง้ไปยงัสาํนกังานระหว่างประเทศวา่จะรับค่าธรรมเนียมท่ีผูย้ืน่ขอสิทธิบตัรจ่ายท่ีตนโอนไปใหห้รือไม่ 

(กฎขอ้บงัคบัร่วม 27(2)(b)) 
 

 เก่ียวกบัประเดน็ต่าง ๆ เหล่าน้ี จาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูใ้ช ้
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Các vấn đề của mỗi nước ASEAN trong việc gia nhập Đạo luật Geneva về Thỏa ước Hague 

 

2. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Một nghiên cứu về các hệ thống đăng ký thiết kế và thực tiễn tại các quốc gia thành viên ASEAN đã được 

AIPPI Nhật Bản thực hiện (AIPPI: Hiệp hội Quốc tế Bảo hộ Quyền Sở hữu Trí tuệ) dưới sự ủy nhiệm của 

JPO (Phòng Sáng chế Nhật Bản), căn cứ trên những khảo sát về pháp luật, các tiêu chuẩn thẩm định, các 

hướng dẫn cho người dùng và những tài liệu khác, và căn cứ trên những câu trả lời cho bảng câu hỏi thăm 

dò và/hoặc các cuộc khảo sát trực tiếp, với dẫn chiếu tới những vấn đề để Nhật Bản gia nhập Đạo luật 

Geneva về Thỏa ước Hague (sau đây gọi là “Đạo luật Geneva”) đang được xem xét tại Phòng Sáng chế 

Nhật Bản.  

Các mục sau đây là những phát hiện liên quan đến các vấn đề để Việt Nam gia nhập Đạo luật Geneva. 

 

Chú thích:  

Điều: một điều trong Đạo luật Geneva, 

Quy tắc: một Quy tắc trong Các Quy định Chung thuộc Đạo luật Năm 1999 và Đạo luật Năm 1960 về Thỏa 

ước Hague  

Phần AI: một Phần về Các Chỉ dẫn Hành chính để Đăng ký tham gia Thỏa ước Hague 

 

2.1 Một vài kiểu dáng công nghiệp trong một đơn đăng ký quốc tế 

Đạo luật Geneva cho phép một đơn đăng ký quốc tế bao gồm hai hoặc hơn hai kiểu dáng công nghiệp thuộc 

cùng loại chính trong Phân loại Locarno, nhiều nhất là 100 (Điều 5(4), Quy tắc 7(3)(v) và (7)). Bên ký kết Đạo 

luật Geneva có thể hạn chế yêu cầu về sự thống nhất kiểu dáng, thống nhất cách sản xuất hoặc thống nhất 

về cách sử dụng, hoặc thuộc cùng bộ hay cấu thành các sản phẩm, hoặc chỉ một kiểu dáng độc lập và riêng 

biệt mới có thể được yêu cầu đăng ký trong một đơn theo tuyên bố trong Điều 13(1) (Các Yêu cầu Đặc biệt 

Về Sự thống nhất Kiểu dáng). 

 

Luật pháp Việt Nam cho phép đưa một vài kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký khi “Các kiểu dáng 

công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử 

dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích” (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 101). Tuy nhiên, một loại 

chính trong Phân loại Locarno có thể bao gồm rộng hơn định nghĩa này. Do đó, có thể cân nhắc xem trong 

tuyên bố sẽ thông báo không chấp nhận một đơn đăng ký gồm vài kiểu dáng theo như Điều 13 (Các Yêu cầu 

Đặc biệt Về Sự thống nhất Kiểu dáng) hay mở rộng quy định để chấp nhận một đơn đăng ký gồm vài kiểu 

dáng thuộc cùng một loại chính trong Phân loại Locarno. 

 

2.2 Hoãn công bố 

Đạo luật Geneva cho phép hoãn công bố về một kiểu dáng công nghiệp trong thời hạn lên đến 30 tháng kể 

từ ngày nộp đơn, hoặc, khi có yêu cầu ưu tiên, kể từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký liên quan, trong trường 

hợp luật pháp tại Bên Ký kết được chỉ định có quy định về việc hoãn công bố, khi bên đăng ký có yêu cầu 

vào lúc nộp đơn đăng ký quốc tế (Điều 11, Quy tắc 16). 
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Ở Việt Nam, một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được công bố trong vòng 2 tháng sau ngày nộp đơn 

và một kiểu dáng công nghiệp được đăng ký sẽ được công bố trên công báo trong vòng 2 tháng kể từ ngày 

đăng ký (Điều 110 Luật Sở hữu Trí tuệ).  

Về việc trì hoãn công bố, vì ở Việt Nam không có hệ thống nào cho phép hoãn như vậy, nên sẽ cần phải cân 

nhắc xem có đưa việc hoãn công bố vào hệ thống đăng ký kiểu dáng hay đưa ra tuyên bố không quy định 

cho hoãn công bố. 

Thêm vào đó, ngay cả nếu một trong hai phương án trên được lựa chọn, thì quy định thời gian công bố quốc 

tế, thường là sáu tháng sau ngày đăng ký quốc tế (Quy tắc 17(1)), cũng khác so với quy định thời gian công 

bố nói trên ở Việt Nam. Do đó, sẽ cần phải cân nhắc xem làm thế nào để phù hợp với quy định về thời gian 

công bố của Đạo luật Geneva. 

 

2.3 Thời gian thông báo từ chối 

Theo Đạo luật Geneva, một vấn đề nguyên tắc là thông báo về việc từ chối hiệu lực của một đơn đăng ký 

quốc tế phải do Phòng sáng chế được chỉ định truyền đạt tới Văn phòng Quốc tế trong vòng 6 tháng kể từ khi 

công bố đăng ký quốc tế. Bản thông báo phải nêu toàn bộ các cơ sở làm căn cứ cho việc từ chối. Tuy nhiên, 

bất kỳ Bên Ký kết nào có Văn phòng là một Văn phòng Thẩm định, hoặc luật pháp nước đó có quy định về 

một thời hạn cho phép khả năng phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ, có thể thông báo trong tuyên bố cho 

Tổng Giám đốc là thời hạn 6 tháng sẽ được thay thế bằng thời hạn 12 tháng. Văn phòng phải hoàn tất việc 

thẩm định nội dung hoặc thẩm định việc phản đối trong vòng thời hạn đó và thông báo cho Văn phòng Quốc 

tế về quyết định đó (Điều 12, Quy tắc 18). 

 

Do việc thẩm định nội dung phải được tiến hành khi đã kiểm tra kiểu dáng sau 2 tháng xem có sự phản đối 

sau khi công bố một đơn đăng ký đã được thẩm định sơ bộ đủ điều kiện ở Việt Nam (Luật Sở hữu Trí tuệ, 

Điều 112 và 114), nên Việt Nam có thể được quyền đưa ra tuyên bố nêu trên theo Quy tắc 18(1)(b). Mặc dù 

không có thông tin về thời hạn cần thiết để thẩm định nội dung ở Việt Nam, nhưng có thể cần phải cân nhắc 

đến việc đưa ra tuyên bố áp dụng 12 tháng cho thời hạn nói trên. 

 

2.4 Thông báo về ý muốn nhận các bản sao tin cẩn của một bản đăng ký quốc tế 

Theo Đạo luật Geneva, việc từ chối hiệu lực của một đơn đăng ký quốc tế phải do Phòng sáng chế truyền 

đạt đến Văn phòng Quốc tế bằng một thông báo từ chối trong vòng thời hạn quy định (xem 2.3). Bằng việc 

thông báo ý muốn nhận các bản sao tin cẩn của bản đăng ký quốc tế tới Văn phòng Quốc tế, Phòng sáng 

chế được chỉ định có thể nhận được các bản sao ngay sau khi việc đăng ký quốc tế hoàn tất (Điều 10(5)).  

Việc thông báo về các bản sao tin cẩn cho phép phòng sáng chế được chỉ định bắt đầu thẩm định nội dung 

trước khi công bố quốc tế. Nếu người nộp đơn rút đơn đăng ký hoặc việc chỉ định sau khi đăng ký quốc tế và 

trước khi công bố quốc tế, thì việc thẩm định nội dung căn cứ trên các bản sao tin cẩn sẽ bị hủy bỏ. Mặt khác, 

nếu không có thông báo này, thì, do các bản sao được cung cấp sau khi công bố quốc tế nên phòng sáng 

chế được chỉ định sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu thẩm định nội dung sau khi công bố 

quốc tế.  
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Xét về các trường hợp nêu ở mục 2.3, sẽ cần phải cân nhắc xem có thông báo cho Văn phòng Quốc tế về ý 

muốn nhận các bản sao tin cẩn của bản đăng ký quốc tế để có thể đảm bảo đủ thời gian cho thẩm định nội 

dung trước khi công bố quốc tế. 

 

2.5 Áp dụng “ngoại lệ về mất tính mới" cho một đơn đăng ký quốc tế 

Mặc dù trong Đạo luật Geneva không có các điều khoản rõ ràng về “ngoại lệ về mất tính mới”, nhưng một 

bản đăng ký quốc tế phải ít nhất là có cùng hiệu lực với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được 

nộp thông thường ở mỗi Bên Ký kết được chỉ định theo pháp luật của Bên Ký kết đó (Điều 14(1)). 

 

Ở Việt Nam, các điều khoản về “ngoại lệ về mất tính mới” được quy định tại Điều 65 Luật Sở hữu Trí tuệ. 

Cần phải cân nhắc cách thức áp dụng quy trình yêu cầu đối với các đơn đăng ký trong nước cho các đơn 

đăng ký quốc tế, có xem xét lại bản thân quy trình đó. 

 

2.6 Sử dụng đường chấm rời hay nét đứt trong một bản vẽ mô phỏng cho phần không yêu cầu bảo hộ 

Đạo luật Geneva không quy định rõ ràng việc bảo hộ cho cái gọi là “Kiểu dáng Một phần”. Tuy nhiên, phần 

nội dung được thể hiện trong một bản vẽ mô phỏng nhưng không được yêu cầu bảo hộ có thể được nêu 

trong phần mô tả và/hoặc nhờ những đường chấm rời hoặc nét đứt (Quy tắc 9(2)(b), Phần AI 403). 

 

Các luật hiện hành của Việt Nam không quy định về việc bảo hộ cho “Kiểu dáng Một phần” và không cho 

phép sử dụng đường chấm rời hay nét đứt để thể hiện những phần không yêu cầu bảo hộ (Thông tư 

01/2007/TT-BKHCN, Điểm 33.6(a)). Do đó, cần cân nhắc cách thức xử lý những đơn đăng ký như vậy. 

 

2.7 Hệ thống Kiểu dáng Liên quan 

Đạo luật Geneva đã bổ sung các điều khoản về cái gọi là “Hệ thống Kiểu dáng Liên quan” vào tháng 1/2012 

và Bên Ký kết được chỉ định có luật pháp quy định về hệ thống này có thể chấp nhận một đơn đăng ký quốc 

tế có thể hiện số tham chiếu tới kiểu dáng công nghiệp chính hoặc tới bản đăng ký hoặc đơn đăng ký chính 

(Phần AI 407). 

 

Luật hiện hành ở Việt Nam không quy định về Hệ thống Kiểu dáng Liên quan. Tuy nhiên, điều khoản nói trên 

chỉ ảnh hưởng đến những Phòng sáng chế ở các quốc gia có luật quy định về hệ thống đó. Do đó, về mục 

này, không thấy vấn đề cụ thể nào cho Việt Nam gia nhập Đạo luật Geneva. 

 

2.8 Các yêu cầu về bản vẽ mô phỏng 

Đạo luật Geneva không cho phép Bên Ký kết nào được yêu cầu có hơn một hình chiếu trong trường hợp 

sản phẩm hoặc kiểu dáng công nghiệp có hai chiều hoặc có hơn sáu hình chiếu trong trường hợp sản phẩm 

đó có ba chiều (Quy tắc 9). Kích thước của mỗi bản đại diện và cách đánh số bản vẽ mô phỏng cũng được 

quy định trong Các Chỉ dẫn Hành chính. (Các Phần AI từ 401 tới 406) 
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Ở Việt Nam, theo yêu cầu phải có 7 hình chiếu (từ phía trước, từ phía sau, từ bên trái, từ bên phải, từ trên 

xuống, từ dưới lên, và hình phối cảnh), và các hình chiếu cần thiết khác (như mặt cắt và hình phóng to) khi 

cần. Thêm vào đó, kích thước yêu cầu của các bản đại diện khác với yêu cầu trong Đạo luật Geneva (Thông 

tư 01/2007/TT-BKHCN, Điểm 33.6). Do đó, cần cân nhắc để sao cho những yêu cầu này phù hợp với các 

yêu cầu trong Đạo luật Geneva. 

 

2.9 Xác nhận và bản mô tả ngắn gọn 

Bất kỳ Bên Ký kết nào của Đạo luật Geneva đều có thể yêu cầu một đơn đăng ký quốc tế phải gồm một bản 

xác nhận hoặc bản mô tả ngắn gọn, thông báo cho Tổng Giám đốc bằng một tuyên bố nếu bên đó có Phòng 

sáng chế là một Phòng Thẩm định và có luật pháp tại thời điểm trở thành thành viên của Đạo luật này (Điều 

5(2)(ii), (iii). Ngay cả nếu Bên Ký kết đó không yêu cầu có bản mô tả và / hoặc bản xác nhận ngắn gọn, thì tùy 

theo người nộp đơn, bản mô tả ngắn gọn có thể được đưa vào trong đơn đăng ký quốc tế (Quy tắc 7(5)). 

Nếu bản mô tả vượt quá 100 từ thì sẽ cần đóng phí bổ sung). 

 

Luật pháp Việt Nam yêu cầu có bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 103). Nếu Việt 

Nam muốn yêu cầu bản mô tả trở thành một yếu tố bắt buộc của một đơn đăng ký quốc tế, thì phải thông 

báo điều đó trong bản tuyên bố theo như Điều 5(2)(b)(ii). 

 

2.10 Mẫu vật 

Trong trường hợp một đơn đăng ký quốc tế chịu sự chi phối riêng của Đạo luật Geneva có chứa yêu cầu trì 

hoãn công bố đối với một kiểu dáng công nghiệp có hai chiều và được kèm theo các mẫu kiểu dáng công 

nghiệp (Quy tắc 10) thay vì các bản vẽ mô phỏng như nêu trong Quy tắc 9. Phòng Sáng chế của Bên Ký kết 

có thể thông báo cho Văn phòng Quốc tế rằng Phòng Sáng chế muốn nhận một bản sao của bản đăng ký 

quốc tế, cùng với bất kỳ phát biểu, tài liệu hay mẫu vật nào đi kèm với đơn đăng ký quốc tế (Điều 10(5) Đạo 

luật Geneva). 

 

Luật hiện hành của Việt Nam không chấp nhận đơn đăng ký kiểu dáng có kèm mẫu vật thay cho bản vẽ mô 

phỏng (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 108(1)(b)), vậy nên trong trường hợp Việt Nam không tuyên bố về Điều 

11(1)(b)(nghĩa là Việt Nam có quy định về việc trì hoãn công bố kiểu dáng công nghiệp), Việt Nam nên chấp 

nhận mẫu vật. Do đó, Việt Nam phải cân nhắc việc chấp nhận mẫu vật và cân nhắc xem có thông báo hay 

không về việc phòng sáng chế muốn nhận một bản sao của bản đăng ký quốc tế. 

 

2.11 Yêu cầu Nộp Đơn đăng ký Dưới Tên Người Sáng tạo 

Trong trường hợp luật pháp của một Bên Ký kết Đạo luật Geneva yêu cầu đơn đăng ký phải được nộp dưới 

tên người sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp, Bên Ký kết phải thông báo trong một tuyên bố về thực tế đó và 

về quy trình tuân thủ các yêu cầu đó (Quy tắc 8),  

 

Theo yêu cầu của Luật pháp Việt Nam, đơn đăng ký phải được nộp dưới tên người sáng tạo ra kiểu dáng 

công nghiệp (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 100(1)(d)). Trường hợp người nộp đơn không phải là người sáng tạo, 
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thì người nộp đơn phải đính kèm văn bản ủy nhiệm của người sáng tạo cho người nộp đơn. Do đó, Việt Nam 

phải cân nhắc thông báo yêu cầu của mình về việc nộp đơn đăng ký dưới tên người sáng tạo, hoặc thay đổi 

yêu cầu của hệ thống quốc gia. 

 

2.12 Thẩm định Hình thức 

Theo Đạo luật Geneva, Văn phòng Quốc tế sẽ thẩm định yêu cầu hình thức của một đơn đăng ký quốc tế. 

Khi yêu cầu về hình thức đã đạt, đơn đăng ký quốc tế sẽ được đăng ký và công bố trong 6 tháng kể từ ngày 

của bản đăng ký quốc tế (Điều 8, 10). 

 

Từ nghiên cứu này cho thấy không phát hiện ra vấn đề cụ thể nào về việc áp dụng các thẩm định hình thức 

theo Đạo luật Geneva vào luật Việt Nam.  

 

2.13 Sổ đăng ký Quốc tế/Thông tin Quyền sử dụng 

Theo Đạo luật Geneva, bản đăng ký quốc tế sẽ được ghi vào Sổ Đăng ký Quốc tế do Văn phòng Quốc tế 

quản lý. Sổ Đăng ký Quốc tế không nắm giữ bất kỳ thông tin nào về quyền sử dụng hay đảm bảo (Điều 16). 

 

Sổ đăng ký cho bản đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam yêu cầu việc đăng ký các hợp đồng sử dụng 

đối tượng sở hữu công nghiệp (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 149). Tuy nhiên, sổ đăng ký quốc tế không có bất 

kỳ thông tin nào về quyền sử dụng. Do đó, Việt Nam cần cân nhắc cách quản lý thông tin về quyền sử dụng 

hoặc cải tổ lại điều khoản về quyền sử dụng. 

 

2.14 Thời hạn của bản đăng ký 

Theo Đạo luật Geneva, thời hạn bảo hộ ở các Bên Ký kết phải là 15 năm tính từ ngày của bản đăng ký quốc 

tế hoặc các thời hạn dài hơn giống như thời hạn cho bản đăng ký trong nước (Điều 17). 

 

Theo Luật pháp Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, và có thể gia 

hạn thêm hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm (Luật Sở hữu Trí tuệ, Điều 93(4)), điều này phù hợp với Đạo luật 

Geneva. 

 

2.15 Lệ phí cho đơn/bản đăng ký quốc tế 

Theo Đạo luật Geneva, lệ phí cho một đơn đăng ký quốc tế bao gồm (i) phí cơ bản, (ii) phí chỉ định, và (iii) phí 

công bố (trong một số trường hợp sẽ cần phí bổ sung). Phí cơ bản và phí công bố được tính bằng số các 

kiểu dáng, các trang và các từ trong bản mô tả của đơn đăng ký quốc tế. Chỉ có phí chỉ định là phụ thuộc vào 

quốc gia hay các quốc gia chỉ định. Liên quan đến phí chỉ định, phí chỉ định cho một Bên Ký kết có phòng 

sáng chế không thực hiện bất kỳ việc thẩm định nào trên cơ sở nội dung sẽ ở mức 1, phí chỉ định cho Bên Ký 

kết có Phòng sáng chế thực hiện việc thẩm định trên cơ sở nội dung chứ không phải về tính mới là ở mức 2 

và phí chỉ định cho các Bên Ký kết có phòng sáng chế thực hiện thẩm định trên cơ sở nội dung, bao gồm cả 

việc thẩm định về tính mới một cách đương nhiên hay theo sự phản đối của các bên thứ ba là ở mức 3 (Điều 

7 và Quy tắc 12). Một Phòng Thẩm định có thể thay thế phí chỉ định chuẩn bằng phí chỉ định riêng biệt trong 
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bản tuyên bố, mức phí này không thể vượt quá tổng của mỗi mức phí địa phương cho bản đăng ký của một 

đơn. Hơn nữa, một phòng Thẩm định có thể nêu rõ trong bản tuyên bố về mức phí riêng biệt gồm hai phần, 

phần một được thanh toán khi nộp đơn đăng ký quốc tế và phần hai được thanh toán sau, vào một ngày xác 

định theo luật của Bên Ký kết có liên quan (Điều 1(xvii), 7 và Quy tắc 12). 

 

Ở Việt Nam, NOIP (Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam) thực hiện việc thẩm định trên cơ sở nội dung, bao gồm cả 

thẩm định về tính mới một cách đương nhiên. Mức phí từ lúc nộp đơn đến lúc công bố của một đơn đăng ký 

kiểu dáng công nghiệp là: nộp đơn: 180.000VNĐ, công bố: 120.000VNĐ cộng thêm 60.000VNĐ cho mỗi bản 

vẽ/ảnh chụp từ lần thứ hai, cho việc kiểm tra: 120.000VNĐ, cho việc thẩm định: 300.000 VNĐ (Bản câu hỏi 

thăm dò).  

Luật Việt Nam áp dụng hệ thống gia hạn 5 năm giống như Đạo luật, mặc dù quy định biểu phí rất chi tiết 

(Biểu, lệ phí và phí tổn liên quan đến kiểu dáng công nghiệp). Do đó, Việt Nam có thể cân nhắc xem có tuyên 

bố về mức phí chỉ định riêng biệt hay không. 

 

2.16 Hiệu lực của việc Chỉ định Bên Ký kết của Người nộp đơn  

Bất kỳ Bên Ký kết nào có Phòng sáng chế là một Phòng Thẩm định đều có thể tuyên bố rằng việc chỉ định do 

một người có một nơi ở, một nơi thường trú hay một cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thật và hiệu quả 

trong địa phận của một Bên Ký kết trong một bản đăng ký quốc tế là không có hiệu lực (Điều 14(3)). 

Nếu không có tuyên bố theo Điều 14(3), một người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

trực tiếp với hồ sơ đăng ký trong nước hoặc thông qua Văn phòng Quốc tế với một hồ sơ đăng ký quốc tế, 

tùy lựa chọn của người nộp đơn, điều đó có thể dẫn đến kết quả là hai hồ sơ đăng ký tương đương cho cùng 

một kiểu dáng có thể tồn tại dưới các mẫu và ngôn ngữ khác nhau. 

 

Do vậy, Việt Nam có thể cân nhắc việc thông báo trong tuyên bố theo Điều 14(3). 

 

 

2.17 Các hồ sơ đăng ký quốc tế thông qua Phòng sáng chế. 

Tùy lựa chọn của người nộp đơn, hồ sơ đăng ký quốc tế có thể được nộp trực tiếp lên Văn phòng Quốc tế 

hay thông qua Phòng sáng chế của Bên Ký kết của người nộp đơn (Điều 4(1)). Tuy nhiên, bất kỳ Bên Ký kết 

nào cũng có thể tuyên bố là các hồ sơ đăng ký quốc tế không thể được nộp qua Phòng sáng chế của họ 

(Điều 14(2)). 

Trong trường hợp một Phòng sáng chế không tuyên bố theo Điều 4(1), và cho phép người nộp đơn nộp (một 

cách trực tiếp và) một cách gián tiếp thông qua Phòng sáng chế, Phòng sáng chế có thể thông báo, dù chấp 

nhận hay không thanh toán từ người nộp đơn và chuyển sang Văn phòng Quốc tế (Quy tắc 27(2)(b)). 

 

Có thể cần cân nhắc đến việc có thông báo theo Điều 4(1) hay không, lưu ý tới lợi ích của người nộp đơn. 
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Isu-isu pada masing-masing negara ASEAN dalam upaya penyetujuan Perjanjian Hague Akta Jenewa 

 

3. Republik Indonesia 

Sebuah studi yang mempelajari sistem dan praktik registrasi desain di negara-negara anggota ASEAN 

dilaksanakan oleh AIPPI JAPAN yang dinaungi oleh JPO, berdasarkan jajak pendapat mengenai 

perundang-undangan, standar pemeriksaan, pedoman bagi pengguna dan dokumen lainnya, dan 

berdasarkan jawaban atas angket dan/atau dengar pendapat, dengan referensi terhadap isu-isu dalam 

penyetujuan Perjanjian Hague Akta Jenewa untuk Jepang (selanjutnya akan disebut "Akta Jenewa") di 

bawah pertimbangan JPO. 

Berikut ini adalah hasil temuan terhadap isu-isu penyetujuan Akta Jenewa untuk Indonesia. 

 

Catatan: 

Pasal: pasal di Akta Jenewa, 

Peraturan: Peraturan Regulasi Umum berdasarkan Akta 1999 dan Akta 1960 pada Perjanjian Hague 

Seksi AI: Seksi Instruksi Administratif untuk Pengajuan Permohonan Perjanjian Hague 

 

Undang-undang ID: Undang-undang No.31 tanggal 20 Desember 2000 mengenai Desain Industri 

Peraturan ID: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2005 

 

3.1 Beberapa desain industri dalam satu pendaftaran internasional 

Akta Jenewa mengizinkan sebuah pendaftaran internasional tunggal untuk mencakup dua atau lebih desain 

industri yang berada di kelas utama Klasifikasi Locarno yang sama, sampai maksimal 100 (Pasal 5(4), 

Peraturan 7(3)(v)dan(7)). Pihak pemohon Akta Jenewa dapat membatasi persyaratan untuk kesatuan desain, 

kesatuan produksi atau kesatuan penggunaan, atau berada dalam susunan atau komposisi barang yang 

sama, atau hanya satu desain unik dan independen yang dapat diklaim dalam satu pendaftaran oleh 

deklarasi berdasarkan Pasal 13(1) (Persyaratan Khusus Menyangkut Kesatuan Desain). 

 

Hukum di Indonesia mengizinkan beberapa desain industri yang berada pada kelas yang sama untuk 

mengajukan satu pendaftaran (Undang-undang ID Pasal 13), yang serupa dengan Akta Jenewa. 

Jika desain-desain tersebut tak memiliki masalah seperti misalnya terdapat lebih dari satu pencipta dalam 

satu pendaftaran, penanganan pendaftaran terdiri atas beberapa desain yang dapat ditolak, formulir 

pendaftaran, struktur basis data untuk register, maka sistem ini tidak akan menjadi isu dalam penyetujuan 

Akta untuk Indonesia. 

 

3.2 Penangguhan Publikasi 

Akta Jenewa mengizinkan penangguhan publikasi untuk desain industri selama periode maksimal 30 bulan 

sejak tanggal penerimaan atau, jika terjadi pengklaiman prioritas, sejak tanggal prioritas untuk pendaftaran 

yang bersangkutan, atau jika undang-undang dari Pihak Pemohon terkait memberikan penangguhan 

publikasi, maka terhitung sesuai permintaan si pemohon pada saat pengajuan pendaftaran internasional 
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(Pasal 11, Peraturan 16). 

 

Hukum di Indonesia mengizinkan penangguhan publikasi selama maksimal 12 bulan sejak tanggal 

penerimaan atau tanggal prioritas (Undang-undang ID Pasal 25(4), (5)). Karena itu, diperlukan pertimbangan 

antara membuat sebuah deklarasi berdasarkan Pasal 11(1)(a) untuk mengabarkan bahwa periode 

penangguhan kurang dari 30 bulan, atau memperpanjang periode penangguhan agar selaras dengan Akta 

Jenewa. 

 

3.3 Periode pemberitahuan penolakan 

Menurut Akta Jenewa, secara garis besar, pemberitahuan penolakan terhadap akibat registrasi internasional 

wajib diberitahukan oleh Kantor terkait kepada Biro Internasional dalam jangka waktu 6 bulan sejak publikasi 

registrasi internasional. Dalam pemberitahuan wajib dicantumkan dasar-dasar penyebab mengapa terjadi 

penolakan. Akan tetapi bagi Pihak Pemohon yang Kantornya merupakan sebuah Kantor Pemeriksa atau 

yang hukumnya memberikan periode untuk kemungkinan oposisi terhadap pemberian perlindungan, dapat 

memberitahukan Direktur Jenderal melalui deklarasi bahwa periode 6 bulan akan digantikan oleh periode 12 

bulan. Kantor akan melengkapi pemeriksaan substantif atau pemeriksaan oposisi dalam masa periode dan 

memberitahukan keputusannya pada Biro Internasional (Pasal 12, Peraturan 18). 

 

Setelah 3 bulan untuk publikasi yang menindaklanjuti oposisi terhadap pendaftaran yang lulus pemeriksaan 

awal (Undang-undang ID Pasal 26), pemeriksaan substantif secara praktis dilakukan dengan pencarian 

desain sebelumnya di Indonesia meski tidak ada ketentuan spesifik mengenai pemeriksaan substantif. 

Menurut jawaban DGIPR terhadap kuesioner, waktu rata-rata untuk menyelesaikan pemeriksaan substantif 

adalah 12 bulan pada tahun 2012, oleh karenanya diperlukan penambahan ketentuan menyangkut 

pemeriksaan substantif pada Hukum Desain Indonesia dan mempertimbangkan untuk membuat deklarasi di 

atas menerapkan 12 bulan untuk periode ini, meningkatkan efisiensi dari pemeriksaan substantif agar dapat 

menyelesaikan pemeriksaan substantif selama periode di atas. 

 

3.4 Pemberitahuan keinginan untuk menerima salinan rahasia dari registrasi internasional 

Menurut Akta Jenewa, penolakan terhadap akibat registrasi internasional wajib diberitahukan oleh Kantor 

Pusat kepada Biro Internasional dalam sebuah pemberitahuan penolakan dalam periode yang telah 

ditentukan (lihat 3.3). Dengan pemberitahuan kepada Biro Internasional mengenai keinginan untuk menerima 

salinan rahasia dari registrasi internasional, Kantor terkait dapat menerima salinan segera setelah registrasi 

internasional telah selesai (Pasal 10(5)). 

Pemberitahuan untuk salinan rahasia mengizinkan kantor terkait untuk memulai pemeriksaan substantif 

sebelum publikasi internasional. Jika si pemohon menarik kembali pendaftaran atau penunjukannya setelah 

registrasi internasional dan sebelum publikasi internasional, pemeriksaan substantif berdasarkan salinan 

rahasia akan menjadi tidak berlaku. Di sisi lain, tanpa pemberitahuan ini, karena salinan akan dikirimkan 

setelah publikasi internasional, kantor terkait tak memiliki pilihan lain selain memulai pemeriksaan substantif 

setelah publikasi terbit. 
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Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah disebutkan di 3.3, perlu dipertimbangkan apakah akan 

memberitahukan keinginan untuk menerima salinan rahasia dari registrasi internasional kepada Biro 

Internasional dalam upaya agar dapat menyisihkan cukup waktu untuk pemeriksaan substantif sebelum 

publikasi internasional. 

 

3.5 Menerapkan "pengecualian kurangnya kebaruan" pada sebuah pendaftaran internasional 

Meski tak ada ketentuan jelas mengenai "pengecualian kurangnya kebaruan" dalam Akta Jenewa, sebuah 

registrasi internasional harus memiliki setidaknya akibat yang sama pada setiap Pihak Pemohon terkait 

sebagai pendaftaran yang diajukan secara berkala untuk pemberian perlindungan desain industri 

berdasarkan undang-undang dari Pihak Pemohon (Pasal 14(1)). 

 

Di Indonesia, ketentuan mengenai "pengecualian kurangnya kebaruan" tercantum dalam Pasal 3 di 

Undang-undang ID. Perlu dipertimbangkan bagaimana menerapkan prosedur yang diperlukan pada 

pendaftaran domestik dan internasional, dengan mengkaji ulang prosedur itu sendiri. 

 

3.6 Penggunaan garis titik-titik atau garis putus dalam reproduksi untuk bagian yang tidak diikutsertakan 

Akta Jenewa tidak secara gamblang menyatakan pemberian perlindungan khusus untuk yang disebut 

sebagai "Desain Sebagian". Akan tetapi pada bagian yang ditampilkan dalam sebuah reproduksi namun 

tidak diinginkan perlindungan terhadapnya dapat diindikasikan dalam deskripsi dan/atau dengan metode 

garis titik-titik atau garis putus (Peraturan 9(2)(b), Seksi AI 403). 

 

Di Indonesia, bagian-bagian yang tidak ingin dilindungi dapat diindikasikan dengan garis titik-titik (Peraturan 

ID, Pasal 6(1)(g)). Oleh karenanya, dalam hal ini penggunaan garis titik-titik atau garis putus tak berpotensi 

menjadi masalah serius dalam penyetujuan Akta Jenewa untuk Indonesia. 

 

3.7 Sistem desain bertautan 

Akta Jenewa menambahkan ketentuan menyangkut apa yang disebut dengan "Sistem Desain Bertautan" 

pada bulan Januari 2012 dan Pihak Pemohon terkait yang dalam hukumnya memiliki sistem ini, dapat 

menerima sebuah pendaftaran internasional bersamaan dengan sebuah indikasi dari nomor referensi untuk 

desain industri pokok atau untuk pendaftaran atau registrasi pokok (Seksi AI 407). 

 

Hukum Indonesia saat ini tidak mencakup Sistem Desain Bertautan. Akan tetapi, ketentuan di atas hanya 

efektif bagi Kantor-Kantor yang memiliki undang-undang dengan sistem tersebut. Maka dalam hal ini, tak ada 

isu spesifik yang telah ditemukan dalam penyetujuan Akta Jenewa untuk Indonesia. 

 

3.8 Persyaratan representasi 

Akta Jenewa tidak mengizinkan Pihak Pemohon untuk memerlukan lebih dari satu tampilan jika desain atau 

produk industri berwujud dua dimensi atau lebih dari enam tampilan jika produk berwujud tiga dimensi 
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(Peraturan 9). Ukuran masing-masing representasi dan penomoran reproduksi juga ditentukan dalam 

Instruksi Administratif. (Seksi AI 401 sampai 406) 

 

Sejauh studi ini berjalan, persyaratan di atas tidak akan menjadi masalah dalam penyetujuan Akta Jenewa 

untuk Indonesia. 

 

3.9 Deskripsi dan pernyataan singkat 

Setiap Pihak Pemohon Akta Jenewa mungkin perlu memastikan jika dalam pendaftaran internasionalnya 

mengandung deskripsi atau pernyataan singkat apa pun, wajib memberitahukan Direktur Jenderal melalui 

sebuah deklarasi jika Kantornya merupakan sebuah Kantor Pemeriksa dan memiliki undang-undang yang, 

pada saat menjadi bagian dari Akta ini, (Pasal 5(2)(ii), (iii)). Bahkan jika Pihak Pemohon tidak memerlukan 

deskripsi dan/atau pernyataan singkat, sesuai pilihan si pemohon, deksripsi singkat dapat dicantumkan 

dalam pendaftaran internasional (Peraturan 7(5)). Jika deskripsi melebihi 100 kata, akan dikenakan biaya 

tambahan. 

 

Undang-undang di Indonesia memerlukan deskripsi pada desain industri (Undang-undang ID Pasal 11 dan 

18). Jika Indonesia berniat mewajibkan deskripsi sebagai elemen wajib pada sebuah pendaftaran 

internasional, harap beritahukan melalui deklarasi sesuai Pasal 5(2)(b)(ii) 

 

3.10 Spesimen 

Jika sebuah pendaftaran internasional yang dikuasai sepenuhnya oleh Akta Jenewa memiliki sebuah 

permohonan untuk penangguhan publikasi menyangkut desain industri dua dimensi dan, alih-alih disertai 

dengan reproduksi yang merujuk pada Peraturan 9, pendaftaran harus disertai dengan spesimen dari desain 

industri (Peraturan 10). Kantor milik Pihak Pemohon dapat memberitahukan Biro Internasional bahwa ia ingin 

menerima salinan dari registrasi internasional beserta pernyataan, dokumen atau spesimen apa pun yang 

relevan bersama dengan pendaftaran internasional (Pasal 10(5) pada Akta Jenewa). 

 

Undang-undang di Indonesia saat ini mengizinkan untuk menerima sebuah pendaftaran desain industri 

dengan spesimen (Undang-undang ID Pasal 11(4)(a)). Jika Indonesia tidak mendeklarasikan Pasal 11(1)(b)) 

(yang berarti bahwa Indonesia memberikan penangguhan publikasi untuk sebuah desain industri), Indonesia 

harus menerima spesimen, namun melalui studi ini, tak ditemukan permasalahan spesifik dalam penyetujuan 

Akta Jenewa untuk Indonesia 

 

3.11 Persyaratan untuk Mengajukan Pendaftaran atas Nama si Pencipta 

Jika Pihak Pemohon Akta Jenewa memiliki undang-undang yang mewajibkan pendaftaran untuk diajukan 

atas nama si pencipta desain industri, Pihak Pemohon wajib memberitahukan fakta dan prosedurnya sesuai 

dengan persyaratan dalam deklarasi (Peraturan 8), 

 

Undang-undang di Indonesia mewajibkan pendaftaran untuk diajukan atas nama si pencipta desain industri 
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(Undang-undang ID Pasal 11(6)). Jika pihak pemohon bukanlah si pencipta, pemohon tersebut harus 

melampirkan surat penyerahan hak dari si pencipta kepada pemohon. Oleh karena itu, Indonesia harus 

mempertimbangkan untuk memberitahukan persyaratannya untuk mengajukan pendaftaran atas nama si 

pencipta, atau mengubah persyaratan pada sistem nasional 

 

3.12 Pemeriksaan Formalitas 

Menurut Akta Jenewa, Biro Internasional memeriksa persyaratan formalitas dari pendaftaran internasional. 

Jika persyaratan formalitas terpenuhi, pendaftaran internasional akan diregister dan dipublikasikan dalam 

waktu 6 bulan sejak tanggal registrasi internasional (Pasal 8, 10). 

 

Melalui studi ini, tak ditemukan masalah spesifik dalam menerapkan pemeriksaan formalitas Akta kepada 

hukum di Indonesia. 

 

3.13 Register internasional/Informasi Lisensi 

Menurut Akta Jenewa, registrasi internasional wajib dicatat dalam Register Internasional yang ditangani oleh 

Biro Internasional. Register Internasional tidak memegang informasi apa pun menyangkut lisensi atau 

jaminan (Pasal 16). 

 

Register untuk registrasi desain industri di Indonesia memerlukan registrasi kontrak lisensi (Undang-undang 

ID Pasal 36), dan tanpa registrasi kontrak ini, kontrak lisensi tidak berlaku. Akan tetapi, register internasional 

tidak memiliki informasi apapun menyangkut lisensi. Karena itu, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan 

metode untuk menangani informasi lisensi atau merombak ketentuan yang menyangkut lisensi. 

 

3.14 Durasi registrasi 

Menurut Akta Jenewa, durasi perlindungan di Pihak Pemohon adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal 

registrasi internasional atau lebih lama sesuai dengan durasi pada registrasi nasional (Pasal 17). 

 

Undang-undang di Indonesia memberikan durasi perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan (Undang-undang ID Pasal 5). Karenanya, Indonesia wajib mengubah ketentuan yang 

menyangkut durasi dari paten desain. 

 

3.15 Biaya pendaftaran/registrasi internasional 

Menurut Akta Jenewa, biaya pendaftaran internasional terdiri dari (i) biaya dasar (basic fee), (ii) biaya 

penetapan (designation fee), dan (iii) biaya publikasi (publication fee) (dalam beberapa kasus, diperlukan 

biaya tambahan). Biaya dasar dan biaya publikasi ditentukan dari jumlah desain, halaman, dan jumlah kata 

dalam deskripsi pada pendaftaran internasional. Hanya biaya penetapan yang bergantung pada negara 

anggota. Mengenai biaya penetapan, biaya penetapan untuk Pihak Pemohon yang Kantornya tidak 

melakukan pemeriksaan apa pun yang bersifat substantif akan digolongkan ke level 1, sedangkan biaya 

penetapan untuk Pihak Pemohon yang Kantornya melaksanakan pemeriksaan substantif tapi tidak 
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melakukan pemeriksaan kebaruan akan digolongkan ke level 2 dan Pihak Pemohon yang Kantornya 

melaksanakan pemeriksaan substantif termasuk pemeriksaan terhadap kebaruan, entah itu ex offico atau 

menindaklanjuti oposisi oleh pihak ketiga, akan digolongkan ke level 3 (Pasal 7 dan Peraturan 12). Kantor 

Pemeriksa dapat mengganti biaya penetapan standar dengan biaya penetapan individu dalam deklarasi, 

yang besarnya tidak boleh melampaui besar dari jumlah total dari masing-masing biaya registrasi sebuah 

pendaftaran. Selain itu, Kantor Pemeriksa dapat menentukan bahwa biaya individu dibagi menjadi dua 

bagian, yang pertama dibayarkan pada saat pengajuan permohonan internasional dan waktu pembayaran 

kedua akan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Pihak Pemohon terkait 

melalui deklarasi (Pasal 1(xvii), 7 dan Peraturan 12). 

 

Di Indonesia, undang-undang menetapkan bahwa setelah oposisi diajukan oleh pihak ketiga, maka 

pemeriksaan substantif akan dilakukan. 

Meski begitu, menurut survei kami dalam penelitian ini, dalam praktiknya, DGIPR melakukan pemeriksaan 

substantif tanpa permintaan oposisi. 

Biaya untuk mengajukan aplikasi ini adalah Rp600.000 dan untuk mengambil sertifikatnya dikenakan biaya 

Rp100.000 (Tarif_di). 

Penerapan sistem pembaruan dan biaya yang sesuai dapat dipertimbangkan (karena sistem di Indonesia 

saat ini tidak memungkinkan pembaruan).  

Jika Indonesia ingin menyatakan biaya penetapan individu, Indonesia harus mempertimbangkan 

amandemen undang-undang yang menyediakan pemeriksaan ex officio atas dasar substantif untuk 

menyelaraskan dengan praktiknya. 

 

3.16 Akibat Penetapan Pemohon Negara Anggota 

Siapa pun Pihak Pemohon yang Kantornya merupakan Kantor Pemeriksa dapat mendeklarasikan bahwa 

penetapan seseorang yang memiliki tempat tinggal berdomisili dan tetap atau memiliki sebuah badan industri 

atau komersil yang nyata dan berjalan dalam wilayah Pihak Pemohon pada registrasi internasional tidak 

diberlakukan (Pasal 14(3)). 

Tanpa deklarasi, berdasarkan Pasal 14(3), seorang pemohon dapat mengajukan desain industri baik secara 

langsung dengan pendaftaran nasional atau melalui Biro Internasional dengan sebuah pendaftaran 

internasional, tergantung dari opsi yang dipilih pihak pemohon, yang dapat menghasilkan dua pendaftaran 

yang setara untuk desain yang sama yang hadir dalam bentuk dan bahasa yang berbeda. 

 

Karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memberitahukan melalui sebuah deklarasi, sesuai 

Pasal 14(3). 

 

3.17 Pendaftaran internasional melalui Kantor 

Pendaftaran Internasional dapat diajukan baik secara langsung dengan Biro Internasional atau melalui 

Kantor dari Pemohon Negara Anggota, tergantung pilihan pihak pemohon (Pasal 4(1)). Akan tetapi, setiap 

Pihak Pemohon dapat mendeklarasikan bahwa pendaftaran internasional tidak akan diajukan melalui 
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Kantornya (Pasal 14(2)). 

Dalam kasus sebuah Kantor tidak mengeluarkan deklarasi sesuai Pasal 4(1), dan kantor mengizinkan 

pemohon untuk mengajukan (secara langsung dan) secara tak langsung melalui Kantor, Kantor dapat 

memberitahukan apakah akan menerima pembayaran dari pemohon dan mentransfer ke Biro Internasional 

(Peraturan 27(2)(b)). 

 

Dapat dipertimbangkan apakah akan memberitahukan sesuai Pasal 4(1), dengan memperhatikan 

keuntungan yang dimiliki pemohon. 
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Isu-isu bagi setiap negara ASEAN untuk menjadi ahli kepada Akta Geneva dalam Perjanjian Hague  

 

4. Malaysia  

Satu kajian mengenai sistem pendaftaran reka bentuk dan amalan dalam anggota negara ASEAN telah 

dijalankan oleh AIPPI Jepun melalui arahan oleh JPO. Kajian ini mengambil kira tinjauan mengenai 

perundangan, standard pemeriksaan, garis panduan untuk pengguna dan dokumen-dokumen lain dan 

berdasarkan pada jawapan kepada soal selidik dan/atau tinjauan sidang pembicaraan. Ia merujuk kepada 

isu-isu untuk Jepun menjadi ahli kepada Akta Geneva dalam Perjanjian Hague (selepas ini dirujuk sebagai 

"Akta Geneva") yang masih dipertimbangkan penyertaannya oleh JPO. 

Butiran berikut pula merupakan hasil penemuan berkaitan dengan isu-isu untuk Malaysia menjadi ahli 

kepada Akta Geneva ini.  

 

Tatatanda:  

Artikel: sebuah artikel daripada Akta Geneva, 

Peraturan: sebuah Peraturan daripada Peraturan Awam di bawah Akta 1999 dan Akta 1960 daripada 

Perjanjian Hague 

AI Seksyen: Sebuah Seksyen daripada Arahan Pentadbiran untuk Permohonan Perjanjian Hague  

 

4.1 Beberapa reka bentuk perindustrian dalam satu permohonan antarabangsa  

Berdasarkan kelas utama yang sama dalam Klasifikasi Locarno, Akta Geneva membenarkan permohonan 

antarabangsa tunggal untuk termasuk dua atau lebih, sehingga 100 (Artikel 5(4), Peraturan 7(3)(v)dan(7)). 

Pihak pejanji Akta Geneva mungkin mengehadkan peraturan kepada keseragaman rekabentuk, 

keseragaman pengeluaran atau penggunaan, atau tergolong dalam set atau komposisi barangan yang sama, 

atau hanya satu rekabentuk yang tersendiri dan berbeza yang boleh dipohon perlindungan dalam satu 

permohonan melalui perakuan di bawah Artikel 13(1) (Keperluan Khas Berkaitan Keseragaman Rekabentuk). 

 

Undang-undang Malaysia membenarkan beberapa reka bentuk perindustrian yang berada dalam kelas yang 

sama membentuk satu permohonannya (Seksyen 15 Reka Bentuk Perindustrian), sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Akta ini.  

Sekiranya tidak terdapat isu dalam kes-kes seperti terdapat berbilang pencipta dalam satu permohonan, 

permohonan yang terdiri daripada pelbagai reka bentuk yang memungkinkan sebab untuk penolakan, 

borang permohonan, struktur pangkalan data dalam berdaftar, maka sistem ini tidak boleh menjadi isu untuk 

Malaysia menjadi ahli dalam Akta Geneva.  

 

4.2 Penangguhan penerbitan  

Akta Geneva membenarkan penangguhan penerbitan sesuatu reka bentuk perindustrian bagi tempoh 

sehingga 30 bulan daripada tarikh pemfailan atau, apabila terdapat tuntutan keutamaan, dari tarikh tuntutan 

keutamaan sesuatu permohonan berkenaan, di mana undang-undang Negara Anggota yang dilantik 

membenarkan penangguhan penerbitan, pada masa pemohon memohon pemfailan permohonan 
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antarabangsa dibuat (Artikel 11, Peraturan 16).  

 

Di Malaysia oleh kerana ketiadaan sistem yang membenarkan penangguhan sedemikian, maka 

pertimbangan seharusnya dilakukan sama ada penangguhan penerbitan perlu mula dimasukkan ke dalam 

sistem pendaftaran reka bentuk atau diisytiharkan bahawa penangguhan penerbitan tidak akan diguna 

pakai.  

 

4.3 Tempoh untuk pemberitahuan penolakan 

Menurut Akta Geneva, berdasarkan pendiriannya, pemberitahuan pembatalan kesan-kesan pendaftaran 

antarabangsa akan berkuatkuasa setelah diberitahu oleh Pejabat yang dilantik kepada Biro Antarabangsa 

dalam tempoh 6 bulan daripada pendaftaran antarabangsa yang diterbitkan. Pemberitahuan harus 

menyatakan semua sebab penolakan. Walau bagaimanapun, mana-mana Negara Anggota yang 

Pejabatnya juga merupakan sebuah Pejabat Pemeriksaan, atau undang-undangnya membenarkan sebagai 

satu bantuan berbentuk jaminan, satu tempoh diberikan untuk kemungkinan berlakunya penolakan, maka 

dalam perakuan, memberitahu Ketua Pengarah bahawa tempoh 6 bulan itu seharusnya diganti dengan 

tempoh 12 bulan. Pejabat berkenaan akan melengkapkan pemeriksaan substantif atau pemeriksaan 

penolakan dalam tempoh tersebut dan menghubungi Biro Antarabangsa untuk memaklumkan keputusannya 

(Artikel 12, Peraturan 18). 

 

Berdasarkan jawapan soal selidik dan tinjauan sidang perbicaraan MyIPO, pemeriksaaan substantif untuk 

kebaharuan dengan pencarian reka bentuk terdahulu akan dilakukan secara praktis selepas pemeriksaan 

formaliti di Malaysia walaupun tidak terdapat peruntukan khusus mengenai pemeriksaan substantif ini. 

Sungguhpun begitu, oleh kerana ruang lingkup pencarian reka bentuk terdahulu untuk pemeriksaan 

kebaharuan hanya terhad kepada pendaftaran reka bentuk domestik di Malaysia, perkara ini seharusnya 

dibincangkan dengan Biro Antarabangsa sama ada MyIPO boleh diperakukan sebagai sebuah Pejabat 

Pemeriksaan di bawah Artikel 1 (xvii), sekiranya Malaysia mahu pengisytiharan di atas diletakkan di bawah 

Peraturan 18(1)(b).  

 

4.4 Pemberitahuan berkehendak untuk menerima salinan sulit pendaftaran antarabangsa 

Menurut Akta Geneva, pembatalan kesan-kesan pendaftaran antarabangsa akan berkuatkuasa harus 

diberitahu oleh Pejabat Biro Antarabangsa melalui satu pemberitahuan pembatalan dalam tempoh yang 

ditentukan (lihat 4.3). Dengan pemberitahuan berkehendak untuk menerima salinan sulit pendaftaran 

antarabangsa yang dikemukakan kepada Biro Antarabangsa, Pejabat yang dilantik boleh menerima salinan 

dengan segera setelah pendaftaran antarabangsa telah diselesaikan (Artikel 10(5)).  

Pemberitahuan salinan sulit ini membolehkan pejabat yang dilantik memulakan pemeriksaan substantif 

sebelum penerbitan antarabangsa dibuat. Sekiranya pemohon menarik permohonan atau mengubah reka 

bentuk selepas pendaftaran antarabangsa sebelum penerbitan antarabangsa, pemeriksaan substantif 

berdasarkan salinan sulit akan menjadi satu pembaziran. Tetapi sekiranya, tanpa pemberitahuan, oleh 

kerana salinan akan dihantar selepas penerbitan antarabangsa, maka pejabat yang dilantik tidak mempunyai 
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pilihan selain memulakan pemeriksaan substantif selepas penerbitan dilakukan.  

 

Berdasarkan keadaan yang dinyatakan dalam 4.3, seharusnya ditentukan sama ada Biro Antarabangsa 

perlu dimaklumkan mengenai kehendak untuk menerima salinan pendaftaran antarabangsa, supaya masa 

yang mencukupi dapat diperuntukan untuk melakukan pemeriksaan substantif sebelum penerbitan 

antarabangsa.  

 

4.5 Memohon 'pengecualian atas kekurangan kebaharuan' untuk permohonan antarabangsa 

Peruntukan yang jelas mengenai 'pengecualian atas kekurangan kebaharuan' tidak terdapat dalam Akta 

Geneva. Sepatutnya pendaftaran antarabangsa mempunyai sekurang-kurangnya kesan yang sama pada 

setiap Negara Anggota yang dilantik sebagaimana permohonan biasa untuk bantuan jaminan reka bentuk 

industri di bawah undang-undang Negara Anggota (Artikel 14(1)). 

 

Di Malaysia, peruntukan mengenai "pengecualian atas kekurangan kebaharuan" dinyatakan dalam Seksyen 

12 Akta Reka Bentuk Perindustrian. Perlu dipertimbangkan cara untuk mengenakan prosedur yang 

dikehendaki dalam permohonan domestik yang diguna pakai untuk permohonan antarabangsa. Prosedur itu 

sendiri perlu dikaji semula.  

 

4.6 Penggunaan garisan titik atau putus-putus dalam reproduksi bahagian yang tidak dituntut 

Akta Geneva tidak menyatakan secara jelas mengenai "Reka Bentuk Separa". Walau bagaimanapun 

perkara yang tidak ditunjukkan dalam reproduksi kerana tidak memerlukan jaminan boleh dihuraikan melalui 

penerangan dan/atau dengan cara garisan titik atau putus-putus (Peraturan 9(2)(b) AI Seksyen 403). 

 

Di Malaysia, sekiranya perlindungan dipohon hanya untuk sebahagian tertentu daripada satu Artikel, 

bahagian yang tidak dipohon boleh ditunjukkan dengan garisan putus-putus ("Garis Panduan Harta Intelek", 

5 Reka Bentuk Perindustrian di Malaysia 3.0(g)). Oleh itu, dalam hal ini, penggunaan garisan titik atau 

putus-putus tidak akan menjadi masalah dalam Malaysia menjadi ahli kepada Akta Geneva, walaupun 

amalan ini seharusnya dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan.  

 

4.7 Sistem Reka Bentuk Berkaitan  

Akta Geneva menambah peruntukkan mengenai "Sistem Reka Bentuk Berkaitan" pada Januari 2012 dan 

Negara Anggota yang dilantik yang mana undang-undangnya memperuntukkan sistem ini boleh menerima 

permohonan antarabangsa yang disertakan bersama petunjuk kepada nombor rujukan reka bentuk 

perindustrian prinsipal atau kepada permohonan atau pendaftaran prinsipal (AI Seksyen 407).  

 

Di Malaysia, undang-undang memperuntukkan satu sistem yang mempunyai petunjuk umum tertentu di 

bawah Seksyen 23 Akta Reka Bentuk Perindustrian. Tempoh masa pendaftaran untuk sesuatu reka bentuk 

perindustrian didaftarkan mengikut seksyen ini mestilah tidak melebihi tempoh masa pendaftaran reka bentuk 

perindustrian asal didaftarkan dan mana-mana lanjutan tempoh masa yang ditetapkan. Perlu 
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dipertimbangkan sama ada sistem ini sepatutnya diguna pakai untuk permohonan antarabangsa. Hubungan 

antara permohonan antarabangsa dengan permohonan antarabangsa dan permohonan domestik juga perlu 

dinilai semula.  

 

4.8 Syarat-syarat berkaitan reproduksi 

Akta Geneva tidak membenarkan Negara Anggota untuk mengemukakan lebih dari satu sudut pandangan 

untuk reka bentuk perindustrian atau barang dua-dimensi atau lebih dari enam sudut pandangan untuk 

barang tiga-dimensi (Kaedah 9). Saiz setiap representasi dan penomboran representasi juga dinyatakan 

dalam Arahan Pentadbiran (AI Seksyen 401 hingga 406)  

 

Di Malaysia, saiz representasi yang dikehendaki berbeza daripada Akta Geneva ("Garispanduan Harta 

Intelektual", 5. Reka Bentuk Perindustrian di Malaysia, 3.0(b)). Oleh itu, perlu dipertimbangkan, 

sekurang-kurangnya, menjadikan peraturan ini seiring dengan yang terdapat dalam Akta Geneva.  

 

4.9 Deskripsi ringkas dan perlindungan  

Mana-mana Negara Anggota dalam Akta Geneva mungkin memerlukan permohonan antarabangsa 

mengandungi deskripsi ringkas atau perlindungan, perlu menyatakan kepada Ketua Pengarah dalam satu 

deklarasi sekiranya Pejabatnya adalah Pejabat Pemeriksaan dan undang-undangnya, pada masa itu 

menjadi sebahagian daripada Akta ini (Artikel 5(2)(ii),(iii)). Sekiranya Negara Anggota tidak memerlukan 

deskripsi ringkas dan/atau perlindungan, pemohon boleh memilih untuk menyertakan deskripsi ringkas dalam 

permohonan antarabangsa (Kaedah 7(5)). Sekiranya deskripsi melebihi 100 patah perkataan, satu yuran 

tambahan akan dikenakan.  

 

Undang-undang Malaysia tidak memerlukan deskripsi atau perlindungan (Peraturan Reka Bentuk 

Perindustrian), oleh itu dalam kajian ini, masalah khusus tidak ditemui 

 

4.10 Spesimen 

Apabila permohonan antarabangsa yang ditadbir secara eksklusif oleh Akta Geneva mengemukakan 

penangguhan penerbitan kesan daripada reka bentuk perindustrian dua dimensi yang tidak disertakan 

bersama reproduksi sebagaimana Kaedah 9, sebaliknya disertakan spesimen reka bentuk perindustrian 

(Kaedah 10). Pejabat Negara Anggota boleh menyatakan kepada Biro Antarabangsa bahawa Pejabat 

tersebut berkehendak untuk menerima satu salinan pendaftaran antarabangsa, bersama penyata, dokumen 

atau spesimen berkaitan yang disertakan dalam permohonan antarabangsa itu (Artikel 10(5) dalam Akta 

Geneva). 

 

Dalam undang-undang di Malaysia, sesuatu spesimen boleh digunakan untuk satu permohonan (Seksyen 10(3) 

Peraturan Perindustrian), dan pendaftar mungkin memerlukan spesimen-spesimen ini diganti dengan lukisan atau gambar 

foto (Seksyen 10(4) Peraturan Perindustrian). Di Malaysia, saiz spesimen telah dihadkan kepada saiz yang lebih kecil 

daripada 20 sm x 20 sm x 20 sm. Sekiranya mana-mana Negara Anggota tidak memperakui Artikel 11(1)(b) (yang 
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bermakna Negara Anggota tersebut memberi penangguhan penerbitan untuk reka bentuk perindustrian), maka Negara 

Anggota tersebut seharusnya mengguna spesimen. Dalam hal ini, Malaysia seharusnya mempertimbangkan 

syarat-syarat berkenaan saiz spesimen. Malaysia juga harus mempertimbangkan menggantikan spesimen dengan 

lukisan atau gambar foto.   

 

4.11 Keperluan untuk Pemfailan Permohonan atas nama Pencipta 

Sekiranya undang-undang ditetapkan oleh Negara Anggota dalam Akta Geneva memerlukan permohonan 

difailkan atas nama pencipta reka bentuk perindustrian, Negara Anggota akan menyatakan fakta dan 

prosedur yang harus diikut bersama syarat-syarat dalam perakuan (Kaedah 8). 

 

Di Malaysia, sekiranya pemohon bukan pencipta, permohonan pendaftaran reka bentuk perindustrian 

memerlukan pernyataan yang mewajarkan hak pemohon ke atas pendaftaran seperti dokumen serahhak 

(Seksyen 5(3) Peraturan Reka Bentuk Perindustrian).  

Sehubungan ini, Malaysia seharusnya mempertimbangkan keperluan pemfailan permohonan atas nama 

pencipta, atau menukar keperluan sistem negara 

 

4.12 Pemeriksaan Formaliti 

Dalam Akta Geneva, Biro Antarabnagsa memeriksa keperluan formaliti untuk sesuatu permohonan 

antarabangsa. Apabila keperluan formaliti telah dipenuhi, permohonan antarabangsa akan didaftarkan dan 

diterbitkan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh pendaftaran antarabangsa (Artikel 8,10). 

 

Perlu dipastikan perbezaan antara perkara yang diteliti dalam pemeriksaan formaliti Akta Geneva dan 

undang-undang Malaysia, yang mungkin memerlukan perubahan dilakukan kepada undang-undang 

Malaysia. Walau bagaimanapun, melalui kajian ini, tidak terdapat masalah khusus dalam menerapkan 

pemeriksaan formaliti menurut Akta ini ke dalam undang-undang Malaysia. 

 

4.13 Daftar Antarabangsa/Maklumat Lesen  

Menurut Akta Geneva, pendaftaran antarabangsa akan direkodkan dalam Daftar Antrabangsa yang ditadbir 

oleh Biro Antarabangsa. Daftar Antarabangsa tidak mengandungi apa-apa maklumat mengenai lesen atau 

cagaran (Artikel 16). 

 

Daftar pendaftaran reka bentuk perindustrian di Malaysia memerlukan pendaftaran untuk kontrak lesen 

(Seksyen 30 Akta Reka Bentuk Perindustrian), dan tanpa pendaftaran kontrak ini, kontrak lesen adalah tidak 

sah. Walau bagaimanapun, daftar antarangsa tidak memerlukan apa-apa maklumat mengenai lesen. Maka, 

Malaysia seharusnya mempertimbangkan cara untuk mengurus maklumat lesen atau menyusun kembali 

peruntukanan berkaitan lesen.  

 

4.14 Tempoh pendaftaran  

Menurut Akta Geneva, tempoh perlindungan di Negara Anggota ialah 15 tahun dikira bermula daripada tarikh 
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pendaftaran antarabangsa dilakukan atau terma yang lebih lama yang bersamaan dengan tempoh menerusi 

pendaftaran negara (Artikel 17).  

 

Dalam Undang-undang Malaysia, reka bentuk perindustrian yang telah didaftarkan sah untuk tempoh 5 tahun, 

dan boleh diperbaharui untuk 2 tempoh berturut-turut dengan setiap tempoh selama 5 tahun (Seksyen 25 

Akta Reka Bentuk Perindustrian) yang bersamaan dengan Akta ini.  

 

4.15 Yuran untuk permohonan/pendaftaran antarabangsa 

Menurut Akta Geneva, yuran untuk permohonan antarabangsa terdiri daripada (i) yuran asas (ii) yuran 

mengubah reka bentuk dan (iii) yuran pennerbitan (dalam kes tertentu, yuran tambahan diperlukan). Yuran 

asas dan yuran penerbitan dikira berdasarkan jumlah reka bentuk, muka surat, dan patah perkataan dalam 

deskripsi yang dikemukakan untuk permohonan antarabangsa. Hanya yuran mengubah reka bentuk 

bergantung kepada negara atau negara-negara yang terlibat. Untuk yuran mengubah reka bentuk, Tahap 1 

ialah yuran mengubah reka bentuk untuk sesebuah Negara Anggota yang mana Pejabatnya tidak 

menjalankan pemeriksaan atas dasar substantif, tahap 2 ialah Pejabat yang menjalankan pemeriksaan atas 

dasar substantif selain kebaharuan dan tahap 3 pula ialah Pejabat yang menjalankan pemeriksaan atas 

dasar substantif termasuk pemeriksaan kebaharuan sama ada ex offico atau berdasarkan bantahan pihak 

ketiga (Artikel 7 dan Peraturan 12). Seorang Pegawai Pemeriksa boleh mengantikan yuran mengubah reka 

bentuk standard dengan yuran mengubah reka bentuk individu secara perakuan, yang mungkin tidak 

melebihi yuran setempat setiap pendaftaran permohonan secara keseluruhan. Tambahan pula, sesebuah 

Pejabat Pemeriksaan boleh menetapkan yuran individu yang terdiri daripada dua bahagian, yang pertama 

perlu dibayar pada masa pemfailan permohonan antarabangsa dan yang kedua perlu dibayar pada satu 

tarikh kemudian yang ditentukan berdasarkan undang-undang Negara Anggota, dalam perakuan (Artikel 

1(xvii), 7 dan Peraturan 12).  

 

Di Malaysia, yuran pemfailan sesuatu permohonan ialah RM 500 untuk pemfailan manual (kertas) dan RM 

480 untuk pemfailan elektronik. Tiada yuran pendaftaran berasingan dikenakan and yuran untuk 

pembaharuan juga diasingkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam 4.3 di atas, tidak jelas sama ada 

MyIPO diperakui sebagai sebuah Pejabat Pemeriksaan, jika tidak maka Tahap 1 ialah untuk Pejabat yang 

tidak menjalankan pemeriksaan substantif, dan jika diperakui sebagai Pejabat Pemeriksaan, maka ia boleh 

dipertimbangkan untuk memohon Tahap 2, Tahap 3 atau yuran mengubah reka bentuk individu seperti yang 

dinyatakan di atas.  

 

4.16 Kesan Pelantikan di Negara Anggota Pemohon 

Mana-mana Negara Anggota yang Pejabatnya merupakan Pejabat Pemeriksaan boleh memperakui 

pelantikan seseorang yang mempunyai domisil, tempat tinggal kebiasaan atau perindustrian yang wujud dan 

efektif atau perniagaan komersil dalam wilayah di sebuah Negara Anggota yang mana pendaftaran 

antarabangsa tidak memberi kesan (Artikel 14(3)). 

Tanpa perakuan di bawah Artikel 14(3), seseorang pemohon boleh memilih untuk memfailkan permohonan 
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sesuatu reka bentuk perindustrian sama ada secara langsung melalui kerajaannya atau permohonan 

antarabangsa melalui Biro Antarabangsa. Ini mungkin menyebabkan dua permohonan serupa untuk reka 

bentuk yang sama boleh didapati dalam bahasa dan borang yang berbeza. 

 

Maka, Malaysia boleh mempertimbangkan sama ada mahu melaporkan, dalam perakuan, di bawah Artikel 

14(3).  

 

4.17 Pendaftaran Antarabangsa melalui Pejabat. 

Permohonan antarabangsa boleh difailkan, mengikut pilihan pemohon, sama ada secara langsung kepada 

Biro Antarabangsa atau melalui Pejabat di Negara Anggota pemohon (Artikel 4(1)). Walau bagaimanapun, 

mana-mana Negara Anggota boleh memperakui bahawa permohonan-permohonan antarabangsa 

berkemungkinan tidak difailkan melalui Pejabatnya (Artikel 14(2)).  

Dalam hal sesebuah Pejabat tidak memperakui di bawah Artikel 4(1), dan Pejabat itu membenarkan 

seseorang pemohon untuk memfailkan secara langsung atau tidak langsung melalui Pejabat itu, maka 

Pejabat tersebut boleh melaporkan, sama ada menerima bayaran daripada pemohon tersebut atau 

memindahkannya ke Biro Antarabangsa (Kaedah 27(2)(b)). 

 

Pertimbangan diperlukan sama ada laporan perlu dibuat berdasarkan Artikel 4(1), dengan memberi perhatian 

kepada manfaat yang diperolehi oleh pemohon.  
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7.	 ສປປ	ລາວ	
				ການສໍ າຫຼວດຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ	 ແລະ	
ສະພາບການນໍ າໃຊ້ລະບົບດ່ັງກ່າວ	 ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ	
ແມ່ນສະມາຄົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິ ນທາງປັນຍາຂອງຍີ່ ປຸ່ນເປັນຜູ້ດໍ າເນີ ນການ	
ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທະບວງສິ ດທິບັດຍີ່ ປຸ່ນ.	 ໄດ້ມີ ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບບັນຫາຄົງຄ້າງ	
ຂອງການເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	 ຕາມຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງສົນທິສັນນາ	 Hague	
ሺຕ່ໍໄປຈະເອີ ້ ນວ່າ	 “ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ”)	 ໂດຍອີ ງໃສ່ຫົວຂໍ ້ ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ	
ໃນເວລາທີ່ ຍີ່ ປຸ່ນພວມກະກຽມເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາດ່ັງກ່າວ	
ເຊິ່ ງໄດ້ເອົ າຜົນຂອງການສໍ າຫຼວດກົດໝາຍ,	 ມາດຖານໃນການພິຈາລະນາ,	 ຄູ່ມື ສໍ າລັບຜູ້ຂໍ ຈົດທະບຽນ	 ແລະ	
ເອກະສານອື່ ນໆ,	ແລະ	ຜົນຂອງການຕອບສອບຖາມ	ແລະ	ການຮັບຟັງຄໍ າເຫັນ	ເປັນພ້ືນຖານ.	
				ໂດຍອີ ງຕາມຜົນການຕອບແບບສອບຖາມ	 ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ຂໍ ້ ມູນວ່າ	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	
ሺຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປີ 	 2008ሻ	 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	 ແລະ	 ກົດໝາຍ	 ທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ	
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	 ሺສະບັບປັບປຸງሻ	ປີ 	 2011,	ແລະ	 ຮູ້ວ່າມີ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ ນໆເພ່ີມເຕີ ມ	
ເຊັ່ ນ	 	 ຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ	 ເລກທີ 	 0755/MOST	
ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	 ເຊິ່ ງກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ.	
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ	 ບັນດາກົດໝາຍດ່ັງກ່າວ	 ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ທັງໃນ	 WIPO	 LEX	 ແລະ	
ປະຈຸບັນກ່ໍຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບເອກະສານສະບັບຕ້ົນ.	 ຕ່ໍໄປ 
ຈະແນະນໍ າກ່ຽວກັບບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ	
ເພ່ືອການເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	
ໂດຍອີ ງໃສ່ກົດໝາຍສະບັບກ່ອນການປັບປຸງເປັນພ້ືນຖານ.	
	
7.1	 ລະບົບການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນຫຼາຍແບບອຸດສາຫະກໍາໃນເທື່ ອດຽວ	 	
				ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	 ອະນຸຍາດໃຫ້	 ສາມາດບັນຈຸແບບອຸດສາຫະກໍາ	 ໄດ້ຮອບ	 100	 ແບບ	
ໃນການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນເທື່ ອດຽວ	 ຖ້າຫາກບັນດາແບບດ່ັງກ່າວນອນຢູ່ໃນໝວດໃຫຍ່ດຽວກັນ	
ຕາມການຈັດແບ່ງປະເພດແບບອຸດສາຫະກໍາສາກົນ	 Locarno	 ሺມາດຕາ	 5ሺ4ሻ,	 ລະບຽບ	 7ሺ3ሻሺvሻ	ແລະ	 ሺ7ሻሻ.	
ປະເທດພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	 ສາມາດດໍ າເນີ ນການຖະແຫຼງຕາມມາດຕາ	 13	 ሺ1ሻ	 ເພ່ືອກໍານົດວ່າ	
ແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງພ້ອມກັນໃນເທື່ ອດຽວ	
ຕ້ອງກົງກັບເງື່ ອນໄຂຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ,	
ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງຜະລິ ດຕະພັນ	 ຫຼື 	ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການນໍ າໃຊ້;	 ຫຼື 	ຂຶ ້ ນກັບກຸ່ມ	 ሺSetሻ ຫຼື 	
ໂຄງຮ່າງສິ ນຄ້າອັນດຽວກັນ;	 ຫຼື 	 ມີ ພຽງແຕ່ແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ມີ ຄວາມເປັນເອກະລາດ	 ແລະ	
ມີ ຄວາມສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ເທົ່ ານ້ັນ,	 ຈຶ່ ງຈະສາມາດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງພ້ອມກັນໃນເທື່ ອດຽວໄດ້	 ເປັນຕ້ົນ	
ሺເງື່ ອນໄຂພິເສດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາሻ.	
				ໃນ	 ສປປ	 ລາວ	 ແມ່ນມີ ລະບົບທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ	 ሺກົດລະບຽບ	 ມາດຕາ	 20ሻ	
ເຊິ່ ງອະນຸຍາດໃຫ້ຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນຫຼາຍແບບອຸດສາຫະກໍາໄດ້ໃນເທື່ ອດຽວ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ	
ກ່ໍຕ້ອງການສໍ າເນົ າໜ່ຶງຊຸດໃນແຕ່ລະ	ແບບອຸດສາຫະກໍາເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ	 ሺກົດລະບຽບ	ມາດຕາ	 21ሻ.	 ດ່ັງນ້ັນ,	
ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າຄື ນໄໝ່	ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ.	
	
7.2	 ລະບົບການເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່	
				ໃນກໍລະນີ ກົດໝາຍປະເທດທີ່ ກໍານົດໃດໜ່ຶງທີ່ ເປັນພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາ	
ຫາກໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການເລື່ ອນການເຜີຍແພ່ການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນ,	 ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	
ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່	 ການ	 ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາໃດໜ່ຶງ	 ເປັນໄລຍະເວລາສູງສຸດເຖິງ	
30	 ເດື ອນ	 ນັບຈາກວັນຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ	 ຫລື 	 ວັນບຸລິ ມະສິ ດ	 ໃນກໍລະນີ ມີ ການອ້າງບູລິ ມະສິ ດ	
ຖ້າມີ ການສະເໜີຈາກຜູ້ຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນໃນເວລາທີ່ ຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ.	
ໂດຍເລີ່ ມຈາກວັນບຸລິ ມະສິ ດ	 ຂອງການສະໝັກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ,	 ຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ ກົດໝາຍຂອງຄູ່ສັນຍາ	
ທີ່ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຮອງຮັບ	 ການເລື່ ອນການ	 ເຜີຍແຜ່,	
ໂດຍການການຮ້ອງຂໍ ຂອງຜູ້ສະໝັກໃນເວລາຍື່ ນເອກະສານຮ້ອງຂໍ ການສະໝັກລະຫວ່າງປະເທດ	ሺມາດຕາ	11,	
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ລະບຽບ	16ሻ.	
				ກົດໝາຍຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ອະນຸຍາດໃຫ້ເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່ໄດ້ເຖິງ	 12	 ເດື ອນ	 ນັບຈາກມື ້ ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ	 ຫຼື 	
ວັນບຸລິ ມະສິ ດ	 ሺກົດລະບຽບ	 ມາດຕາ	 20ሻ.	 ດ່ັງນ້ັນ	 ຈຶ່ ງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບີ່ ງວ່າ	
ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ	 ໄລຍະເວລາເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່ດ່ັງກ່າວແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ	 30	 ເດື ອນ	
ດ້ວຍການຖະແຫຼງພາຍໃຕ້ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງມາດຕາ11	 ሺ1ሻ	 ሺaሻ	
ຫລື ຈະຂະຫຍາຍເວລາເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່ອອກໄປ	ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ.	
	
7.3	 ໄລຍະເວລາສໍ າລັບການແຈ້ງການປະຕິເສດ	
				ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ, ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາກໍານົດໃຫ້ປະເທດພາຄີ ຕ້ອງແຈ້ງ	
ປະຕິເສດຜົນຂອງການຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດເຊິ່ ງກໍານົດເຈາະຈົງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	
ໄປຫາສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດ	 ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພາຍໃນ	 6	
ເດື ອນນັບຈາກມື ້ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ.	 ການແຈ້ງການດ່ັງກ່າວຈະ	
ຕ້ອງກ່າວເຖິງເລື່ ອງລາວທັງໝົດທີ່ ເປັນສາຍເຫດຂອງການປະຕິເສດ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,	
ໃນກໍລະນີ ມີ ການຍື່ ນຄັດຄ້ານວ່າປະເທດພາຄີ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງກ່າວກ່ຽວກັບການກວດສອບເນື ້ ອໃນ	 ຫຼື 	
ໃນກໍລະນີ ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີ ສາມາດຍື່ ນຄັດຄ້ານໄດ້	 ກ່ໍສາມາດປ່ຽນໄລຍະ	 6	 ເດື ອນດ່ັງກ່າວ	 ເປັນ	 12	
ເດື ອນໄດ້ດ້ວຍການຖະແຫຼງການ.	 ພາຍໃນໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ,	
ລັດພາຄີ ເປົ ້ າໝາຍດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງກວດສອບເນື ້ ອໃນຂອງການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ	 ຫຼື 	
ພິຈາລະນາການການຍື່ ນຄັດຄ້ານ	 ໃຫ້ສໍ າເລັດ	
ແລ້ວແຈ້ງການໃຫ້ສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິ ນດ່ັງກ່າວ	 ሺມາດຕາ	 12,	 ລະບຽບ	
18ሻ.	
			ຢູ່	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ແມ່ນດໍ າເນີ ນການກວດສອບເບື ້ ອງຕ້ົນ	
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກວດສອບເນື ້ ອໃນຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ	 ሺກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	 ມາດຕາ	
40ሻ,	 ແລະ	 ຈາກຄໍ າຕອບຂອງແບບສອບຖາມ	 ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າໄລຍະເວລາທີ່ ຕ້ອງການໃນການພິຈາລະນາ	
ສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນ	 6	 ເດື ອນ.	ທີ່ ຜ່ານມາ,	ການຍື່ ນຂໍ ຂຶ ້ ນທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາຕ່ໍ	 DISM	 ሺDepartment	 of	
Industrial	Property,	Standardization	and	Metrologyሻ	ຕ່ໍປີ ແມ່ນມີ ປະມານ	20	ຄໍ າຮ້ອງຕ່ໍປີ 	ເຊິ່ ງຖື ວ່າໜ້ອຍ;	
ແຕ່ເມື່ ອລາວເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາແລ້ວ,	 ຄາດວ່າຈໍ ານວນຄໍ າຮ້ອງຈະເພ່ີມຂຶ ້ ນ	
ເນື່ ອງຈາກມີ ຂໍ ້ ສະດວກໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງກວ່າເກ່ົາ.	 ສະນ້ັນ,	 ຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າ	
ຄວນຈະປ່ຽນໄລຍະເວລາໃນການຕອບປະຕິເສດ	 ເປັນ	 12	 ເດື ອນ	 ຫຼື ບໍ່ ,	
ຫຼື ບໍ່ ດ່ັງນ້ັນກ່ໍຕ້ອງປັບປຸງປະສິ ດຕິພາບຂອງການກວດສອບເນື ້ ອໃນ	
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດສໍ າເລັດໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາດ່ັງທີ່ ກ່າວມາ.	
	
7.4	 ການຮັບສໍ າເນົ າປິ ດລັບ	
				ອີ ງຕາມສົນທີ ສັນຍາເຈນີ ວາ,	
ການປະຕິເສດຜົນຂອງການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍ ານັກງານລັດຂອງປະເທດພາຄີ ແຈ້ງໄປ
ຫາສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດ	 ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກໍານົດ	 ሺເບິ່ ງຂໍ ້ 	 7.3ሻ.	
ໃນກໍລະນີ ປະເທດພາຄີ ຖະກ່າວແຫຼງການຮັບສໍ າເນົ າປິ ດລັບ	 ໂດຍການແຈ້ງຕ່ໍສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດ,	
ກ່ຽວກັບການຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ກໍານົດເຈາະຈົງປະເທດດ່ັງກ່າວນ້ັນກ່ໍແມ່ນສາມາດ
ຮັບສໍ າເນົ າປິ ດລັບໄດ້ໃນທັນທີ ທີ່ ການຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດສໍ າເລັດແລ້ວ	ሺມາດຕາ	10ሻ	
				
ສໍ ານັກງານລັດຂອງປະເທດພາຄີ ທີ່ ຖື ກກໍານົດສາມາດເລີ່ ມດໍ າເນີ ນການກວດສອບເນື ້ ອໃນໄດ້ກ່ອນການເຜີຍແ
ພ່ລະຕ່ໍສາກົນ	 ດ້ວຍການແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບສໍ າເນົ າປິ ດລັບ.	
ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງໄດ້ຂໍ ຖອນຄໍ າຮ້ອງດ່ັງກ່າວ	 ຫຼື 	 ຖອນການກໍານົດເຈາະຈົງ	 ກ່ອນການເຜີຍແພ່ຕ່ໍສາກົນ,	
ການກວດສອບເນື ້ ອໃນທີ່ ເອົ າສໍ າເນົ າປິ ດລັບເປັນພ້ືນຖານຈະເສຍໄປໂດຍບໍ່ ມີ ປະໂຫຍດ.	 ກົງກັນຂ້າມ,	
ກໍລະນີ ບໍ່ ມີ ການແຈ້ງການ,	 ສໍ າເນົ າຈະຖື ກແຈກຢາຍພາຍຫັຼງທີ່ ມີ ການເຜີຍແພ່ຕ່ໍສາກົນ,	 ສະນ້ັນ,	
ອົງກອນລັດຂອງປະເທດພາຄີ ທີ່ ຖື ກກໍານົດເຈາະຈົງຈະເລີ່ ມການກວດສອບເນື ້ ອໃນພາຍຫັຼງທີ່ ມີ ການເຜີຍແພ່.	
				ໃນສະພາບການດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ ້ 	 7.3	 ຂ້າງເທິ ງນີ ້ ,	
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ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ເວລາໃນການກວດສອບເນື ້ ອໃນ
ກ່ອນການເຜີຍແພ່ຕ່ໍສາທາລະນະນ້ັນ,	
ຄວນຈະມີ ການແຈ້ງຄວາມປະສົງໃນການຮັບສໍ າເນົ າປິ ດລັບຂອງການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດຫຼື ບໍ່ .	
	
7.5	 ລະບຽບການຍົກເວ້ັນກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມແປກໃໝ່	
				ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ	
“ລະບຽບການຍົກເວ້ັນກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມແປກໃໝ່”,	
ແຕ່ສໍ າລັບການຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດແລ້ວ,	 ໃນບັນດາປະເທດພາຄີ ທີ່ ຖື ກກໍານົດເຈາະຈົງ	
ຢ່າງໜ້ອຍກ່ໍມີ ຜົນບັງຄັບຄື ກັນກັບການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການເພ່ືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການຄຸ້ມຄອງແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ	ໂດຍອີ ງໃສ່ກົດໝາຍຂອງປະເທດພາຄີ ດ່ັງກ່າວ	ሺມາດຕາ	14	ሺ1ሻሻ.	
				ຢູ່	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບລະບຽບການຍົກເວ້ັນກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມແປກໃໝ່,	
ແຕ່ເມື່ ອຄໍ ານຶ ງເບິ່ ງວ່າການທີ່ ປະເທດລາວກ່ໍເປັນພາຄີ ໃນສົນທິສັນຍາປາຣີ 	
ຢ່າງນ້ອຍກ່ໍເຮັດໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈໄດ້ວ່າປະເທດລາວຍອມຮັບລະບຽບການຍົກເວ້ັນກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມແປກໃ
ໝ່	 ໃນຂອບເຂດຂອງສົນທິສັນຍາປາຣີ .	 ເມື່ ອເປັນດ່ັງນ້ັນ,	
ສໍ າລັບປະເທດລາວແມ່ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນໃນການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບເງື່ ອນໄຂ	
ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ກໍານົດດ່ັງກ່າວມີ ຜົນບັງຄັບໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ ນດຽວກັນ.	
	
7.6	 ການໃຊ້ເສ້ັນຈໍ ້ າເມັດ	 ຫຼື 	 ເສ້ັນຂີ ດຕ່ໍໃສ່ສ່ວນທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ	

ໃນການແຕ້ມແບບອຸດສາຫະກໍາ	
				ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາບໍ່ ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ	 “ແບບອຸດສາຫະກໍາບາງສ່ວນ”,	
ແຕ່ສໍ າລັບສ່ວນທີ່ ປະກົດຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ	
ກ່ໍສາມາດຂຽນອະທິບາຍ	ແລະ/ຫຼື 	ແຕ້ມດ້ວຍເສ້ັນຈໍ ້ າເມັດ	 ຫຼື 	 ເສ້ັນຂີ ດຕ່ໍໄດ້	 ሺກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	 9	 ሺ2ሻ	 ሺbሻሻ	
ລະບຽບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະອຽດໝວດທີ 	403ሻ.	
				ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ሺຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປີ 	 2008ሻ	
ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາບາງສ່ວນ	 ແຕ່ຈາກແບບສອບຖາມ	
ເຫັນວ່າມີ ຄໍ າຕອບວ່າມີ ລະບົບແບບອຸດສາຫະກໍາບາງສ່ວນດ່ັງກ່າວ.	
ແຕ່ມີ ຖາມວ່າກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາບາງສ່ວນນ້ັນ	 ໄດ້ມີ ການແຍກໃຊ້ປະເພດເສ້ັນໃນການແຕ້ມຫຼື ບໍ່ 	
ກ່ໍໄດ້ຄໍ າຕອບວ່າ	 ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດ.	 ສະນ້ັນ,	 ເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ	
ກ່ຽວກັບການກໍານົດໃສ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ	ກ່ຽວກັບການນໍ າໃຊ້ເສ້ັນຈໍ ້ າເມັດ	ຫຼື 	ເສ້ັນຂີ ດຕ່ໍ.	
	
7.7	 ລະບົບແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	
			ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບ	 “ລະບົບແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ”	 ໄດ້ຖື ກເພ່ີມເຕີ ມໃສ່ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	
ນັບແຕ່ເດື ອນມັງກອນ	 2012	 ເປັນຕ້ົນມາ.	 ສໍ າລັບປະເທດພາຄີ ທີ່ ຖື ກກໍານົດເຈາະຈົງ	 ທີ່ ມີ ລະບົບດຽວກັນ	
ກ່ໍສາມາດສະແດງໂຕເລກອ້າງອິ ງຂອງການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງພ້ືນຖານ,	 ການຈົດທະບຽນພ້ືນຖານ	 ຫຼື 	
ແບບພ້ືນຖານໄດ້	ሺລະບຽບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະອຽດໝວດທີ 	407ሻ	
				ໃນກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ ໄດ້ມີ ການກໍານົດທີ່ ຈະແຈ້ງ,	
ແຕ່ອີ ງຕາມຄໍ າຕອບຂອງແບບສອບຖາມແລ້ວແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າມີ ລະບົບແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ ນດ
ຽວກັນ.	 ຖ້າຫາກວ່າມີ ລະບົບດ່ັງກ່າວແທ້	
ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າຈະມີ ການປະຕິບັດຮ່ວມກັບແບບອຸດສະຫະກໍາ	
ທີ່ ເປັນການການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດຄື ກັນ	 ຫຼື 	 ການຍື່ ນພາຍໃນ	 ໃຫ້ມີ ການກ່ຽວພັນກັນແບບໃດ.	
ຖ້າຫາກບໍ່ ມີ ລະບົບດ່ັງກ່າວ,	ກ່ໍບໍ່ ຖື ວ່າເປັນບັນຫາທີ່ ຕ້ອງຄ້ົນຄວ້າເປັນພິເສດ	ሺspecificሻ	ໃນການທີ່ ຈະໃຫ້	ສ.ປ.ປ	
ລາວເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ.	
	
7.8	 ເງື່ ອນໄຂການສ່ົງແຜນວາດ	
				ອີ ງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ,	 ຈໍ ານວນແຜນວາດທີ່ ຕ້ອງການໃນການຍື່ ນຂໍ ຈົດທະບຽນນ້ັນ,	
ແມ່ນໃຫ້ຮຽກຮ້ອງບໍ່ ເກີ ນ	1	ແຜ່ນ	ສໍ າລັບແບບອຸດສາຫະກໍາ	ຫຼື 	ຜະລິ ດຕະພັນສອງມິຕິ;	ແລະ	ບໍ່ ເກີ ນ	6	ແຜ່ນ	
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ສໍ າລັບຜະລິ ດຕະພັນສາມມິຕິ	ሺກົດລະບຽບທີ 	9ሻ.	
				ສໍ າລັບຂະໜາດຂອງຮູບ	 ແລະ	 ວິ ທີ ການໝາຍຕົວເລກກ່ໍຖື ກກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະອຽດ	
ሺລະບຽບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	ໝວດທີ 	401	ເຖິງ	406ሻ	
				ໃນຂອບເຂດຂອງການສໍ າຫຼວດຕົວຈິ ງ,	
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ ໄດ້ກໍານົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈໍ າເປັນໃນການສ່ົງແຜນວາດ,	 ສະນ້ັນ,	
ບໍ່ ເຫັນວ່າມີ ບັນຫາຄົງຄ້າງຫຍັງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການສໍ າຫຼວດ	
ສໍ າລັບປະເທດລາວໃນການເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ຂອງອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ.	
	
7.9	 ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາແບບງ່າຍດາຍ	ແລະ	ຂອບເຂດຂອງການຮຽກຮ້ອງ	
				ອີ ງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ,	
ໃນກໍລະນີ ມີ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການອະທິບາຍແບບງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບຮູບລັກສະນະ	 ຫຼື 	
ຈຸດພິເສດຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ	 ໂດຍຖື ເປັນໜ່ຶງໃນປັດໃຈສໍ າລັບການລະບຸໃຈ້ແຍກແບບອຸດສາຫະກໍາ;	 ຫຼື 	
ໃນກໍລະນີ ມີ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂອບເຂດຂອງການຮຽກຮ້ອງໃນຖານະເປັນສິ ດທິ;	
ແມ່ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຖະແຫຼງການເຖິງສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດ	 ሺມາດຕາ	 5	 ሺ2ሻ	 ሺiiሻ,	 ሺiiiሻሻ.	
ໃນກໍລະນີ ປະເທດພາຄີ ບໍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການອະທິບາຍແບບງ່າຍດາຍ	ຫຼື 	ຂອບເຂດຂອງການຮຽກຮ້ອງກ່ໍຕາມ,	
ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງກ່ໍສາມາດບັນຈຸການອະທິບາຍແບບງ່າຍດາຍເຂົ ້ າໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດໄດ້	
ሺກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	7ሺ5ሻሻ.	ໃນກໍລະນີ ບົດອະທິບາຍມີ ຫຼາຍກວ່າ	100	ຄໍ າສັບກ່ໍຈະຖື ກຄິ ດໄລ່ເງິ ນເພ່ີມ.	
				ບໍ່ ເຫັນຂໍ ້ ກໍານົດໃດໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	 ທີ່ ກໍານົດຈະແຈ້ງວ່າ	
ບົດອະທິບາຍແບບອຸດສາຫະກໍາ/ຂອບເຂດຂອງການຮຽກຮ້ອງ	
ເປັນເງື່ ອນໄຂຈໍ າເປັນສໍ າລັບເອກະສານຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽບແບບອຸດສາຫະກໍາຫຼື ບໍ່ .	 ສະນ້ັນ,	
ໃນຂອບເຂດການສໍ າຫຼວດແລ້ວແມ່ນບໍ່ ເຫັນວ່າມີ ບັນຫາຄ້າງຄາຫຍັງເປັນພິເສດ	ሺSpecificሻ.	
	
7.10	 ການສະແດງແບບອຸດສາຫະກໍາໂດຍແບບຕົວຢ່າງ	
				ການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນຸສັນຍາເຈນີ ວານ້ັນ,	
ໃນກໍລະນີ ມີ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລື່ ອນການເຜີຍແຜ່ແບບອຸດສາຫະກໍາທີ່ ເປັນສອງມິຕິ,	
ແມ່ນສາມາດປ່ຽນແທນການຄັດຕິດໂດຍອີ ງໃສ່ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	 9	
ເພ່ືອສະແດງແບບອຸດສາຫະກໍາ	 ມາເປັນການຄັດຕິດແບບຕົວຢ່າງຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາດ່ັງກ່າວໄດ້	
ሺກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	 10ሻ.	 ອົງກອນລັດຂອງປະເທດພາຄີ ສາມາດແຈ້ງບອກສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດ	
ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຮັບສໍ າເນົ າຂອງການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ	 ພ້ອມກັບບົດສຽງ,	 ບົດຄວາມ	 ຫຼື 	
ແບບຕົວຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດໄດ້	ሺມາດຕາ	10	ሺ5ሻሻ.	
				ອີ ງໃສ່ຄໍ າຕອບຂອງແບບສອບຖາມຈາກປະເທດລາວ,	
ມີ ບາງຄໍ າຕອບທີ່ ກ່າວວ່າອີ ງໃສ່ລະບົບແບບອຸດສາຫະກໍາຂອງລາວແລ້ວ	
ແມ່ນບໍ່ ຍອມຮັບການສະແດງງແບບອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍແບບຕົວຢ່າງ;	
ແຕ່ເມື່ ອເບິ່ ງລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວເຫັນວ່າການສະແດງແບບອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍແບບໂຕຢ່າງແມ່ນສາມາດເ
ຮັດໄດ້	 ሺກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	 ມາດຕາ	 31ሻ.	 ສະນ້ັນ,	
ເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດການກ່ຽວກັບການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເ
ທດທີ່ ລວມມີ ແບບຕົວຢ່າງທີ່ ມາຈາກການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລື່ ອນການເຜີຍແພ່.	
ໃນກໍລະນີ ປະເທດລາວບໍ່ ເຮັດການຖະແຫຼງຕາມມາດຕາ	 11	 ሺ1ሻ	 ሺbሻ	
ሺເຊິ່ ງນ້ັນໝາຍເຖິງການໃຫ້ເລື່ ອນການເຜີຍແພ່ሻ,	
ປະເທດລາວກ່ໍຈໍ າເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຍອມຮັບເອົ າແບບຕົວຢ່າງ.	 ໝາຍຄວາມວ່າ	
ປະເທດລາວຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າຈະຍອມຮັບແບບຕົວຢ່າງ	 ຫຼື 	
ຈະແຈ້ງວ່າອົງກອນລັດບໍ່ ມີ ຄວາມປະສົງທີ່ ຈະຮັບສໍ າເນົ າຂອງການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ.	
	
7.11	 ໃບຢ້ັງຢື ນການສ່ົງມອບ	
				ໃນກໍລະນີ ກົດໝາຍຂອງປະເທດພາຄີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ	
ໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຄຸ້ມຄອງແບບອຸດສາຫະກໍານ້ັນ	 ຈະຕ້ອງເຮັດໃນນາມຜູ້ສ້າງແບບດ່ັງກ່າວ,	
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ປະເທດພາຄີ ດ່ັງກ່າວກ່ໍສາມາດແຈ້ງກ່ຽວກັບເນື ້ ອໃນດ່ັງກ່າວ	
ລວມທັງແຈ້ງກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນທີ່ ລວມຢູ່ໃນການຮຽກຮ້ອງນ້ັນ	 ໄດ້ດ້ວຍການຖະແຫຼງການ	
ሺກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ ທີ 	8ሻ	
				ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	
ບໍ່ ໄດ້ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ລະບຸວ່າຕ້ອງການໃບຢ້ັງຢື ນການສ່ົງມອບໃນເວລາຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ,	
ແຕ່ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງບໍ່ ແມ່ນຜູ້ສ້າງແບບອຸດສາຫະກໍາດ່ັງກ່າວ	
ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມີ ໃບມອບສິ ດຄັດຕິດນໍ າ	 ሺກົດລະບຽບມາດຕາ	 20ሻ.	 ສ່ວນໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	
ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ໃບມອບສິ ດໃນເວລາຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດ.	 ສະນ້ັນ,	
ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າຄື ນໃໝ່ກ່ຽວກັບການນໍ າໃຊ້ໃບມອບສິ ດຂອງລາວ	
ໂດຍສົມທຽບໃສ່ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ.	
	
7.12	 ການກວດສອບຕາມຮູບການ	
				ອີ ງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ,	
ສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດຈະດໍ າເນີ ນການກວດສອບເງື່ ອນໄຂທາງຮູບການຂອງການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປ
ະເທດ.	 ເມື່ ອຄົບເງື່ ອນໄຂທາງຮູບການແລ້ວ	 ຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດຈະຖື ກຈົດທະບຽນ	 ແລະ	
ຈະຖື ກເຜີຍແພ່ພາຍໃນ	6	ເດື ອນ	ນັບຈາກການຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ	ሺມາດຕາ	8,	ມາດຕາ	10ሻ.	
				ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວ	
ເຫັນວ່າບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການກວດສອບຕາມຮູບການ;	 ສະນ້ັນ,	
ໃນການສໍ າຫຼວດຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ 	ກ່ໍບໍ່ ສາມາດສຶ ກສາກ່ຽວກັບບັນຫານີ ້ ໄດ້.	
	
7.13	 ໃບທະບຽນລະຫວາ◌່ ງປະເທດ	/	ຂໍ ້ ມູນການອະນຸຍາດ	
				ອີ ງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	 ການຂຶ ້ ນທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ	
ຈະຖື ກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ	 ເຊິ່ ງສໍ ານັກງານລະຫວາ◌່ ງປະເທດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ;	
ສ່ວນຂໍ ້ ມູນການອະນຸຍາດ,	ຂໍ ້ ມູນຂອງສິ ດຄໍ ້ າປະກັນຈະບໍ່ ຖື ກບັນທຶກໄວ້	ሺມາດຕາ	16ሻ.	
				ເຫັນວ່າລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ ໄດ້ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໃບທະບຽນ;	
ແຕ່ອີ ງຕາມຄໍ າຕອບໃນຂອງແບບສອບຖາມແລ້ວ	
ໄດ້ຄໍ າຕອບວ່າປະຈຸບັນມີ ຖານຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບບັນທຶກຂໍ ້ ມູນການອະນຸຍາດ.	 ຢູ່	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	
ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າຈະເອົ າຂໍ ້ ມູນເພ່ືອມາປ້ອນໃສ່ຖານຂໍ ້ ມູນໄດ້ແນວໃດ.	
	
7.14	 ອາຍຸຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ	
				ອິ ງຕາມອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ,	 ແບບອຸດສາຫະກໍາມີ ອາຍຸ	 15	 ປີ 	 ນັບແຕ່ມື ້ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ,	
ຫຼື ໃນກໍລະນີ ກົດໝາຍພາຍໃນຂອງປະເທດພາຄີ ທີ່ ຖື ກກໍານົດເຈາະຈົງໄດ້ກໍານົດອາຍຸທີ່ ດົນກວ່ານ້ັນ	
ກ່ໍໃຫ້ຖື ເອົ າອາຍຸທີ່ ດົນທີ່ ສຸດນ້ັນ	ሺມາດຕາ	17ሻ.	
				ອາຍຸຄວາມຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາຢູ່ລາວແມ່ນສາມາດຕ່ໍໄດ້ເທື່ ອລະ	 5	 ປີ 	 ລວມເປັນ	 15	 ປີ 	
ሺກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນທາງປັນຍາ	ມາດຕາ	48ሻ	ເຊິ່ ງກ່ໍກົງກັບອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	
	
7.15	 ຄ່າທໍານຽມການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ・ການຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດ	
				ພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ	 ຄ່າທໍານຽມສໍ າລັບການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດປະກອບດ້ວຍ	 	 ሺiሻ	
ຄ່າທໍານຽມພ້ືນຖານ,	ሺiiሻ	ຄ່າທໍານຽມການກໍານົດເຈາະຈົງ,	ແລະ	ሺiiiሻ	ຄ່າທໍານຽມການເຜີຍແຜ່	ሺໃນບາງກໍລະນີ 	
ກ່ໍຕ້ອງການຄ່າ	 ທໍານຽມເພ່ີມເຕີ ມሻ.	 ຄ່າທໍານຽມພ້ືນຖານ	 ແລະ	
ຄ່າທໍານຽມເຜີຍແຜ່ແມ່ນຖື ກຄິ ດໄລ່ຕາມຈໍ ານວນແບບອຸດສາຫະກໍາ,	 ຈໍ ານວນໜ້າ,	 ແລະ	
ຄໍ າສັບທີ່ ໃຊ້ໃນການອະທິບາຍໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດ.	
ສໍ າລັບຄ່າທໍານຽມໃນການກໍານົດເຈາະຈົງນ້ັນ,	 ໃນກໍລະນີ ອົງກອນລັດບໍ່ ໄດ້ທໍາການກວດສອບເນື ້ ອໃນ	
ຄ່າທໍານຽມໃນການກໍານົດເຈາະຈົງປະເທດພາຄີ ຈະແມ່ນລະດັບ	 1,	
ໃນກໍລະນີ ອົງກອນລັດໄດ້ທໍາການກວດສອບເນື ້ ອໃນນອກຈາກເນື ້ ອໃນຂອງຄວາມແປກໃໝ່ແມ່ນລະດັບ	 2,	
ໃນກໍລະນີ ອົງກອນລັດໄດ້ທໍາການກວດສອບເນື ້ ອໃນ	
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ລວມທັງການກວດສອບເນື ້ ອໃນກ່ຽວກັບຄວາມແປກໃໝ່ເຊິ່ ງດໍ າເນີ ນໂດຍອີ ງໃສ່ການຍື່ ນຄັດຄ້ານຕາມອໍ ານາ
ດໃນໜ້າທີ່ 	 ຫຼື 	 ການຍື່ ນຄັດຄ້ານຈາກບຸກຄົນທີ ສາມ	
ຄ່າທໍານຽມໃນການກໍານົດເຈາະຈົງປະເທດພາຄີ ຈະແມ່ນລະດັບ	 3	 ሺມາດຕາ	 7,	 ກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	 12ሻ.	
ອົງກອນລັດທີ່ ດໍ າເນີ ນການກວດສອບສາມາດປ່ຽນແທນຄ່າທໍານຽມການກໍານົດເຈາະຈົງມາດຕະຖານ	
ເປັນຄ່າທໍານຽມການກໍານົດເຈາະຈົງສະເພາະໄດ້	 ດ້ວຍການຖະແຫຼງການ	
ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ ໃຫ້ເກີ ນຄ່າທໍານຽມທີ່ ເກັບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.	 ນອກນ້ັນ,	
ກ່ໍສາມາດແບ່ງຄ່າທໍານຽມໃນການກໍານົດເຈາະຈົງອອກເປັນສອງສ່ວນ,	
ສ່ວນທີ ໜ່ຶງແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍໃນເວລາຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດ,	
ອີ ກສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍພາຍຫັຼງໂດຍອີ ງໃສ່ກົດໝາຍຂອງປະເທດພາຄີ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້	
ດ້ວຍການຖະແຫຼງການ	ሺມາດຕາ	1	ሺxviiሻ,	ມາດຕາ	7,	ກົດລະບຽບທ່ົວໄປ	ມາດຕາ	12ሻ.	
				ພາຍໄຕ້ກົດໝາຍລາວ,	 DISM	 ເປັນຜູ້ກວດສອບເນື ້ ອໃນ	 ລວມທັງເນື ້ ອໃນກ່ຽວກັບຄວາມແປກໃໝ່	
ຕາມອໍ ານາດໃນໜ້າທີ່ .	 ຄ່າຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງແມ່ນ	 6	ແສນກີ ບ	 ເຊິ່ ງໃນນ້ັນລວມມີ ຄ່າບໍ າລຸງຮັກສາໄລຍະ	 5	ປີ ທໍາອິ ດ,	
ແລະ	 ຈະມີ ການເກັບຄ່າທໍານຽມໃນການຕ່ໍອາຍຸໃນທຸກໆ	 5	 ປີ .	 ເນື່ ອງຈາກ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ	
ເປັນປະເທດກວດສອບເນື ້ ອໃນ,	 ສະນ້ັນ	
ຈຶ່ ງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າຄື ນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຄ່າທໍານຽມໃນການກໍານົດເຈາະຈົງສະເ
ພາະວ່າເປັນລະດັບ	 2	 ຫຼື 	 ລະດັບ	 3	
ໄປພ້ອມກັບການຈັດຕ້ັງຄ່າທໍານຽມໃນການຕ່ໍອາຍຸດ່ັງທີ່ ສະແດງຢູ່ໃນອະນຸສັນຍາເຈນີ ວາ.	
	
7.16	 ຜົນຂອງການກໍານົດເຈາະຈົງປະເທດປະເທດພາຄີ ດ້ວຍໂຕຂອງຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງເອງ	
	
				ລັດພາຄີ ທີ່ ອົງກອນຂອງລັດດ່ັງກ່າວເປັນຜູ້ກວດສອບ	 ສາມາດຖະແຫຼງ	 ແລະ	
ແຈ້ງຕ່ໍຫົວໜ້າສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ວ່າ	 ໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນລະຫວ່າງປະເທດນ້ັນ,	
ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຫາກມີ ທີ່ ຢູ່ຢູ່ໃນປະເທດດ່ັງກ່າວ,	
ການກໍານົດເຈາະຈົງເອົ າລັດພາຄີ ດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະບໍ່ ມີ ຜົນບັງຄັບ	ሺມາດຕາ	14	ሺ3ሻ	ሺaሻሻ.	
				ໃນກໍລະນີ ບໍ່ ມີ ການຖະແຫຼງຕາມມາດຕາ	 14	 ሺ3ሻ,	
ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງສາມາດເລື ອກໄດ້ວ່າຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດໂດຍກົງ	 ຫຼື 	
ຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດກ່ໍໄດ້	 ເຊິ່ ງຜົນໄດ້ຮັບກ່ໍຄື 	
ສໍ າລັບແບບອຸດສາຫະກໍາອັນດຽວກັນ,	 ຈະເຮັດໃຫ້ສອງການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທີ່ ມີ ຄ່າເທົ່ າກັນ	
ສາມາດມີ ຢູ່ໃນສອງພາສາ	ແລະ	ສອງຮູບແບບທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.	
				ສໍ າລັບປະເທດລາວ	 ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າຈະທໍາການຖະແຫຼງ	 ແລະ	
ແຈ້ງບອກຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງມາດຕາ	14	ሺ3ሻ	ຫຼື ບໍ່ .	
	
7.17	 ອົງກອນທີ່ ເປັນຕົວແທນ	
				ໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດ	
ຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງສາມາດເລື ອກໄດ້ວ່າຈະຍື່ ນນໍ າສໍ ານັກງານລະຫວ່າງປະເທດໂດຍກົງ	 ຫຼື 	
ຍື່ ນໂດຍຜ່ານອົງກອນຂອງປະເທດພາຄີ ຂອງຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງກ່ໍໄດ້	 ሺມາດຕາ	 4	 ሺ1ሻ	 ሺaሻሻ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,	
ລັດພາຄີ ສາມາດແຈ້ງຕ່ໍຫົວໜ້າສໍ ານັກງານໄດ້ວ່າການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງລະຫວ່າງປະເທດບໍ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ
ອົງກອນຂອງລັດພາຄີ ດ່ັງກ່າວໄດ້	ດ້ວຍການຖະແຫຼງການ	ሺມາດຕາ	4	ሺ1ሻ	ሺbሻሻ.	
				ໃນກໍລະນີ ອົງກອນບໍ່ ແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງມາດຕາ	ມາດຕາ	 4	 ሺ1ሻ	 ሺbሻ,	ແລະ	
ອົງກອນຫາກໄດ້ອອກອະນຸຍາດຕ່ໍການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານອົງກອນດ່ັງກ່າວ,	
ອົງກອນຈະຕ້ອງແຈ້ງຖາມວ່າຈະຍອມຮັບການໂອນຄ່າທໍານຽມຂອງຜູ້ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງໄປຫ້ອງການລະຫວ່າງປະເທ
ດຫຼື ບໍ່ 	ሺກົດລະບຽບທ່ົວໄປຂໍ ້ 	ሺ27ሻሺ2ሻሺbሻሻ.	
				ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເບິ່ ງວ່າຈະຖະແຫຼງການຕາມມາດຕາ	 4	 ሺ1ሻ	 ሺbሻ,	 ຫຼື 	
ຈະຄໍ ານຶ ງເຖິງຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ນໍ າໃຊ້	ແລ້ວເອົ າເລື ອກໃດ.	
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Isu negara-negara ASEAN untuk menjadi ahli kepada Akta Geneva dalam Perjanjian Hague.  

 

8. Brunei Darussalam 

Satu kajian mengenai sistem pendaftaran reka bentuk dan amalannya di negara-negara anggota 

ASEAN telah dijalankan oleh AIPPI JEPUN melalui arahan oleh JPO. Kajian ini mengambil kira 

tinjauan mengenai perundangan, standard peperiksaan, garispanduan untuk pengguna dan 

dokumen lain, juga jawapan kepada soal selidik dan/atau tinjauan sebutan. Ia merujuk kepada 

isu-isu untuk Jepun menjadi ahli kepada Akta Geneva dalam Perjanjian Hague (selepas ini 

dirujuk sebagai "Akta Geneva") yang masih dipertimbangkan penyertaannya oleh JPO. 

Butiran berikut pula merupakan maklum balas berkaitan isu-isu untuk Brunei menjadi ahli 

kepada Akta Geneva ini.  

 

Tatatanda:  

Artikel: satu artikel yang terdapat dalam Akta Geneva, 

Kaedah: Satu Kaedah dalam Peraturan Awam di bawah Akta 1999 dan Akta 160 Perjanjian 

Hague 

AI Seksyen: Satu Seksyen dalam Arahan Pentadbiran untuk Permohonan dalam Perjanjian 

Hague  

 

Arahan ID : Arahan (Reka bentuk Perindustrian) Kecemasan, 1999  

Peraturan ID : Peraturan Reka bentuk Perindustrian, 2000 

 

8.1 Beberapa reka bentuk perindustrian dalam satu permohonan antarabangsa  

Berdasarkan kelas utama yang sama dalam Klasifikasi Locarno, Akta Geneva membenarkan 

permohonan antarabangsa disatukan untuk dua atau lebih, sehingga 100 reka bentuk 

perindustrian (Artikel 5(4), Kaedah 7(3)(v)dan(7)). Negara Anggota dalam Akta Geneva mungkin 

mengehadkan peraturan kepada keseragaman reka bentuk, keseragaman pengeluaran atau 

penggunaan, atau tergolong dalam set atau komposisi barangan yang sama, atau hanya reka 

bentuk yang tersendiri dan berbeza yang boleh dipohon perlindungan dalam satu permohonan 

melalui perakuan di bawah Artikel 13(1) (Keperluan Khas Berkaitan Keseragaman Reka bentuk). 

 

Undang-undang Brunei mengamalkan sistem yang sama (Seksyen 15 Arahan ID ), 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta, dan tidak terdapat isu khusus untuk Brunei menjadi 

ahli dalam Akta ini.  

 

8.2 Penangguhan penerbitan 
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Akta Geneva membenarkan penangguhan penerbitan sesuatu reka bentuk perindustrian 

dilakukan untuk satu tempoh daripada tarikh pemfailan sehingga 30 bulan atau, apabila terdapat 

tuntutan prioriti maka daripada tarikh tuntutan prioriti sesuatu permohonan dibuat. Ini berlaku 

sekiranya undang-undang Negara Anggota yang dilantik membenarkan penangguhan 

penerbitan, pada masa pemohon memohon pemfailan permohonan antarabangsa dibuat (Artikel 

11, Kaedah 16).  

 

Undang-undang Brunei membenarkan penagguhan penerbitan sehingga 12 bulan daripada 

tarikh pemfailan atau tarikh prioriti (Seksyen 26 Arahan ID ). Oleh itu, terdapat keperluan untuk 

mempertimbangkan sama ada perlu membuat perakuan di bawah Artikel 11(1)(a) bagi 

menyatakan bahawa tempoh penangguhan adalah kurang dari 30 bulan, atau melanjutkan 

tempoh penangguhan yang mungkin sejajar dengan Akta Geneva.  

 

8.3 Tempoh untuk pemberitahuan penolakan  

Menurut Akta Geneva, berdasarkan pendiriannya, pemberitahuan pembatalan pendaftaran 

antarabangsa akan berkuatkuasa setelah diberitahu oleh Pejabat yang dilantik kepada Biro 

Antarabangsa dalam tempoh 6 bulan selepas pendaftaran antarabangsa diterbitkan. 

Pemberitahuan mesti menyatakan semua sebab penolakan. Walau bagaimanapun, mana-mana 

Negara Anggota yang Pejabatnya juga merupakan sebuah Pejabat Pemeriksaan, atau 

undang-undangnya membenarkan sebagai satu bantuan berbentuk jaminan, satu tempoh 

diberikan untuk kemungkinan berlakunya penolakan, maka dalam perakuan, memberitahu 

Ketua Pengarah bahawa tempoh 6 bulan itu seharusnya diganti dengan 12 bulan. Pejabat 

berkenaan akan melengkapkan pemeriksaan substantif atau pemeriksaan penolakan dalam 

tempoh tersebut dan menghubungi Biro Antarabangsa untuk memberitahu keputusannya (Artikel 

12, Kaedah 18). 

 

Di Brunei, tiada pemeriksaan substantif untuk kebaharuan dilaksanakan (Seksyen 26 Arahan ID) 

dan, berdasarkan jawapan yang diterima untuk soal selidik, tempoh masa yang diperlukan kini 

untuk melakukan pemeriksaan sangat pendek. Oleh itu, tiada isu khusus dikenalpasti untuk 

Brunei berhubung perkara ini. Walau bagaimanapun, apabila Brunei menjadi ahli dalam Akta 

Geneva, jumlah permohonan mungkin bertambah berdasarkan kemajuan dalam 

mengemukakan permohonan pemfailan dengan lebih mudah. Dalam hal ini, kemungkinan 

terdapat keperluan untuk mewujudkan satu bentuk penilaian. 

 

8.4 Pemberitahuan berkehendak untuk menerima salinan sulit pendaftaran antarabangsa 

Menurut Akta Geneva, pemberitahuan pembatalan pendaftaran antarabangsa akan 
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berkuatkuasa setelah diberitahu oleh Pejabat Biro Antarabangsa melalui satu pemberitahuan 

pembatalan dalam tempoh yang ditentukan (lihat 8.3). Dengan pemberitahuan berkehendak 

untuk menerima salinan sulit pendaftaran antarabangsa yang dikemukakan kepada Biro 

Antarabangsa, Pejabat yang dilantik boleh menerima salinan dengan kadar segera setelah 

pendaftaran antarabangsa selesai dibuat (Artikel 10(5)).  

Pemberitahuan salinan sulit ini membolehkan pejabat yang dilantik memulakan pemeriksaan 

substantif sebelum penerbitan antarabangsa dibuat. Sekiranya pemohon menarik balik 

permohonan atau mengubah reka bentuk selepas pendaftaran antarabangsa sebelum 

penerbitan antarabangsa, pemeriksaan substantif berdasarkan salinan sulit akan menjadi satu 

pembaziran. Tetapi sekiranya, tanpa pemberitahuan, oleh kerana salinan akan dihantar selepas 

penerbitan antarabangsa, maka pejabat yang dilantik tidak mempunyai pilihan selain 

memulakan pemeriksaan substantif selepas penerbitan dilakukan.  

 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam 8.3, tempoh masa yang diperlukan buat masa ini untuk 

melakukan pemeriksaan sangat pendek, oleh itu keperluan terhadap pemberitahuan menjadi 

kurang.  

 

8.5 Memohon "pengecualian atas kekurangan kebaharuan" untuk permohonan antarabangsa 

Peruntukan yang jelas mengenai 'pengecualian atas kekurangan kebaharuan' tidak terdapat 

dalam Akta Geneva. Sepatutnya pendaftaran antarabangsa mempunyai sekurang-kurangnya 

kesan yang sama pada setiap Negara Anggota yang dilantik sebagaimana permohonan biasa 

untuk bantuan jaminan reka bentuk industri di bawah undang-undang Negara Anggota (Artikel 

14(1)). 

 

Undang-undang Brunei membenarkan memohon "pengecualian atas kekurangan kebaharuan" 

selama 6 bulan untuk sesuatu reka bentuk dipamerkan di sebuah pameran rasmi antarabangsa, 

dan pendedahan sesuatu reka bentuk dalam mengingkari tujuan baik dalam tempoh 12 bulan 

oleh mana-mana orang selain pemunya. (Seksyen 12 Arahan ID)  

Pendedahan di pameran rasmi adalah dilindungi dalam bentuk permohonan antarabangsa, 

sebaliknya, pendedahan yang dilakukan oleh mana-mana orang selain pemunya adalah tidak 

dilindungi. Sehubungan itu, harus dipertimbangkan cara untuk mendapatkan maklumat dan 

menggunakannya dalam permohonan antarabangsa agar perlindungan yang sama boleh 

diperolehi untuk permohonan domestik.  

 

8.6 Penggunaan garisan titik atau putus-putus dalam reproduksi bahagian tidak dituntut 

Akta Geneva tidak menyatakan secara jelas mengenai "Reka Bentuk Separa". Walau 
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bagaimanapun perkara yang tidak ditunjukkan dalam reproduksi kerana tidak memerlukan 

jaminan boleh dihuraikan melalui penerangan dan/atau dengan cara garisan titik atau 

putus-putus (Kaedah 9(2)(b) AI Seksyen 403). 

 

Undang-undang Brunei tidak memberi perlindungan untuk "Reka Bentuk Separa" dan tiada 

peruntukan membenarkan penggunaan garisan titik atau putus-putus dalam menandakan 

bahagian yang tidak memerlukan perlindungan (tiada standard pemeriksaan disediakan). Oleh 

itu, perlu mempertimbangkan cara menangani permohonan sedemikian.  

 

8.7 Sistem Reka Bentuk Berkaitan  

Akta Geneva menambah peruntukan mengenai "Sistem Reka Bentuk Berkaitan" pada Januari 

2012 dan Negara Anggota yang dilantik yang mana undang-undangnya memperuntukan sistem 

ini boleh menerimapakai permohonan antarabangsa yang disertakan bersama petunjuk kepada 

nombor rujukan reka bentuk perindustrian prinsipal atau kepada permohonan atau pendaftaran 

prinsipal (AI Seksyen 407).  

 

Di Brunei, undang-undang memperuntukan satu sistem yang mempunyai petunjuk umum 

tertentu dengan Sistem Reka Bentuk Berkaitan di bawah Seksyen 14 Arahan ID. Hak reka 

bentuk yang didaftarkan mengikut seksyen ini mestilah tidak melebihi tempoh akhir dan tempoh 

tambahan hak yang wujud dalam pendaftaran reka bentuk asal. Perlu dipertimbangkan sama 

ada sistem ini sepatutnya diguna pakai untuk permohonan antarabangsa. Hubungan antara 

permohonan antarabangsa dengan permohonan antarabangsa dan permohonan domestik juga 

perlu dinilai semula.  

 

8.8 Peraturan berkaitan reproduksi 

Akta Geneva tidak membenarkan Negara Anggota untuk mengemukakan lebih dari satu sudut 

pandangan untuk reka bentuk perindustrian atau barang dua-dimensi atau lebih dari enam sudut 

pandangan untuk barang tiga-dimensi (Kaedah 9). Saiz setiap representasi dan penomboran 

representasi juga dinyatakan dalam Arahan Pentadbiran (AI Seksyen 401 hingga 406)  

 

Melalui kajian (Seksyen 7 Peraturan ID) ini, keperluan di atas tidak akan menjadi masalah untuk 

Brunei menjadi ahli dalam Akta Geneva.  

 

8.9 Deskripsi ringkas dan perlindungan  

Mana-mana Negara Anggota dalam Akta Geneva mungkin memerlukan permohonan 

antarabangsa mengandungi deskripsi ringkas atau perlindungan, perlu menyatakan kepada 
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Ketua Pengarah dalam satu deklarasi sekiranya Pejabatnya adalah Pejabat Pemeriksaan dan 

undang-undangnya, pada masa itu menjadi sebahagian daripada Akta ini (Artikel 5(2)(ii),(iii)). 

Sekiranya Negara Anggota tidak memerlukan deskripsi ringkas dan/atau perlindungan, 

pemohon boleh memilih untuk menyertakan deskripsi ringkas dalam permohonan antarabangsa 

(Kaedah 7(5)). Sekiranya deskripsi melebihi 100 patah perkataan, satu fi tambahan akan 

dikenakan.  

 

Undang-undang Brunei memerlukan satu pernyataan yang merujuk kepada Artikel (Seksyen 

6(3)(b) Peraturan ID) dan ia boleh dipertimbangkan sekiranya pernyataan ini ditukar dengan 

deskripsi ringkas reproduksi dalam Akta melalui pemberitahuan, dalam perakuan, Ketua 

Pengarah.  

Undang-undang Brunei juga memerlukan satu pernyataan yang menyatakan reka bentuk 

perindustrian ini adalah sesuatu yang baharu (Seksyen 15(2)(b) Arahan ID), yang harus 

dipertimbangkan cara mengolahnya untuk permohonan antarabangsa.  

 

8.10 Spesimen-spesimen 

Apabila permohonan antarabangsa yang ditadbir secara eksklusif oleh Akta Geneva 

mengemukakan penangguhan penerbitan kesan daripada reka bentuk perindustrian 

dua-dimensi yang tidak disertakan bersama reproduksi sebagaimana Kaedah 9, sebaliknya 

disertakan spesimen reka bentuk perindustrian (Kaedah 10). Pejabat Negara Anggota boleh 

menyatakan kepada Biro Antarabangsa bahawa Pejabat tersebut berkehendak untuk menerima 

satu salinan pendaftaran antarabangsa, bersama penyata, dokumen atau spesimen berkaitan 

yang disertakan dalam permohonan antarabangsa itu (Artikel 10(5) dalam Akta Geneva). 

 

Undang-undang Brunei tidak menerima spesimen sebagai penyataan kepada sesuatu reka 

bentuk (Seksyen 7 Peraturan ID), dalam kes Brunei tidak memperakui Artikel 11(1)(b) (yang 

bermaksud bahawa Brunei perlu mengadakan penangguhan penerbitan sesuatu reka bentuk 

perindustrian), Brunei seharusnya menerima spesimen. Maka, Brunei perlu mempertimbangkan 

penerimaan spesimen dan menentukan sama ada Pejabatnya berhendak untuk menerima 

salinan pendaftaran antarabangsa atau sebaliknya.  

 

8.11 Keperluan untuk Pemfailan Permohonan atas nama Pencipta 

Sekiranya undang-undang ditetapkan oleh Negara Anggota dalam Akta Geneva memerlukan 

permohonan difailkan atas nama pencipta reka bentuk perindustrian, Negara Anggota akan 

menyatakan fakta dan prosedur yang harus diikut bersama peraturannya dalam perakuan 

(Kaedah 8). 
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Dalam undang-undang Brunei, apabila pemohon bukan pencipta, satu pernyataan menjelaskan 

hak pemohon berkaitan reka bentuk perindustrian diperlukan (Seksyen 6(2)(d) Peraturan ID). 

Harus dipertimbangkan sama ada pernyataan ini boleh diganti dengan dokumen serahhak untuk 

permohonan antarabangsa. 

Brunei dalam hal ini harus mempertimbangkan sama ada untuk menyatakan keperluannya 

dalam mengemukakan permohonan atas nama pencipta, atau menukar keperluan dalam sistem 

negaranya.  

 

8.12 Pemeriksaan Formaliti 

Dalam Akta Geneva, Biro Antarabangsa memeriksa keperluan formaliti untuk sesuatu 

permohonan antarabangsa. Apabila keperluan formaliti telah dipenuhi, permohonan 

antarabangsa akan didaftarkan dan diterbitkan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh 

pendaftaran antarabangsa (Artikel 8,10). 

 

Kajian ini mendapati tiada masalah khusus akan timbul dalam melaksanakan pemeriksaan 

formaliti Akta ini ke dalam undang-undang Brunei.  

 

8.13 Daftar Antarabangsa/Maklumat Lesen  

Menurut Akta Geneva, pendaftaran antarabangsa akan direkodkan dalam Daftar Antarabangsa 

yang ditadbir oleh Biro Antarabangsa. Daftar Antarabangsa tidak mengandungi apa-apa 

maklumat mengenai lesen atau cagaran (Artikel 16). 

 

Undang-undang Brunei merekodkan cagaran dan/atau maklumat perlesenan reka bentuk dalam 

Daftarnya. Manakala, Daftar Antarabangsa tidak memerlukan maklumat mengenai lesen. Maka, 

Brunei perlu mempertimbangkan cara untuk mengendali maklumat lesen atau menyusun 

kembali peruntukan berkaitan lesen. 

 

8.14 Tempoh pendaftaran  

Menurut Akta Geneva, tempoh perlindungan di Negara Anggota ialah 15 tahun dikira bermula 

daripada tarikh pendaftaran antarabangsa dilakukan atau terma yang lebih lama yang 

bersamaan dengan tempoh menerusi pendaftaran negara (Artikel 17).  

 

Untuk Undang-undang Brunei, tempoh pendaftaran permulaan selama 5 tahun dan lanjutan 

tambahan adalah 2 tempoh dengan setiap tempoh 5 tahun (Seksyen 29 Arahan ID) yang tidak 

bertentangan dengan Akta.  
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8.15 Fi untuk permohonan/pendaftaran antarabangsa 

Menurut Akta Geneva, fi untuk permohonan antarabangsa terdiri daripada (i) fi asas (ii) fi 

mengubah reka bentuk dan (iii) fi pennerbitan (dalam kes tertentu, fi tambahan diperlukan). Fi 

asas dan fi penerbitan dikira berdasarkan jumlah reka bentuk, muka surat, dan patah perkataan 

dalam deskripsi yang dikemukakan untuk permohonan antarabangsa. Hanya fi mengubah reka 

bentuk bergantung kepada negara atau negara-negara yang terlibat. Untuk fi mengubah reka 

bentuk, Tahap 1 ialah fi mengubah reka bentuk untuk sesebuah Negara Anggota yang mana 

Pejabatnya tidak menjalankan pemeriksaan atas dasar substantif, tahap 2 ialah Pejabat yang 

menjalankan pemeriksaan atas dasar substantif selain kebaharuan dan tahap 3 pula ialah 

Pejabat yang menjalankan pemeriksaan atas dasar substantif termasuk pemeriksaan 

kebaharuan sama ada ex offico atau berdasarkan bantahan pihak ketiga (Artikel 7 dan Kaedah 

12). Seorang Pegawai Pemeriksa boleh mengantikan fi mengubah reka bentuk standard dengan 

fi mengubah reka bentuk individu secara perakuan, yang mungkin tidak melebihi fi setempat 

setiap pendaftaran permohonan secara keseluruhan. Tambahan pula, sesebuah Pejabat 

Pemeriksaan boleh menetapkan fi individu yang terdiri daripada dua bahagian, yang pertama 

perlu dibayar pada masa pemfailan permohonan antarabangsa dan yang kedua perlu dibayar 

pada satu tarikh kemudian yang ditentukan berdasarkan undang-undang Negara Anggota, 

dalam perakuan (Artikel 1(xvii), 7 dan Kaedah 12).  

 

Tidak dilaksanakan pemeriksaan substantif di Brunei (Seksyen 26 Arahan ID). Di Cambodia, 

tiada pemeriksaan substantif dilaksanakan (Undang-undang Paten, Model Utiliti dan Fasal Reka 

Bentuk Perindustrian 103), maka fi mengubah reka bentuk Tahap 1 akan hanya dikira sebagai fi 

mengubah suai reka bentuk. Sistem pembaharuan untuk setiap 5 tahun disediakan 

(Undang-undang Paten, Model Utiliti dan Artikel Reka Bentuk Perindustrian 109), maka tidak 

terdapat isu dalam kajian siasatan ini. 

 

8.16 Kesan Pelantikan di Negara Anggota Pemohon 

Mana-mana Negara Anggota yang Pejabatnya merupakan Pejabat Pemeriksaan boleh 

memperakui pelantikan seseorang yang mempunyai domisil, tempat tinggal kebiasaan atau 

perindustrian yang wujud dan efektif atau perniagaan komersil dalam wilayah di sebuah Negara 

Anggota yang mana pendaftaran antarabangsa tidak memberi kesan (Artikel 14(3)). 

Tanpa perakuan di bawah Artikel 14(3), seseorang pemohon boleh memilih untuk memfailkan 

permohonan sesuatu reka bentuk perindustrian sama ada secara langsung melalui kerajaannya 

atau permohonan antarabangsa melalui Biro Antarabangsa. Ini mungkin menyebabkan dua 

permohonan serupa untuk reka bentuk yang sama boleh didapati dalam bahasa dan bentuk 
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yang berbeza. 

 

Maka, Brunei boleh mempertimbangkan sama ada mahu melaporkan, dalam perakuan, di 

bawah Artikel 14(3).  

 

8.17 Pendaftaran Antarabangsa melalui Pejabat. 

Permohonan antarabangsa boleh difailkan, mengikut pilihan pemohon, sama ada secara 

langsung kepada Biro Antarabangsa atau melalui Pejabat di Negara Anggota pemohon (Artikel 

4(1)). Walau bagaimanapun, mana-mana Negara Anggota boleh memperakui bahawa 

permohonan-permohonan antarabangsa berkemungkinan tidak difailkan melalui Pejabatnya 

(Artikel 14(2)).  

Dalam hal sesebuah Pejabat tidak memperakui di bawah Artikel 4(1), dan Pejabat itu 

membenarkan seseorang pemohon untuk memfailkan secara langsung atau tidak langsung 

melalui Pejabat itu, maka Pejabat tersebut boleh melaporkan, sama ada menerima bayaran 

daripada pemohon tersebut atau memindahkannya ke Biro Antarabangsa (Kaedah 27(2)(b)). 

 

Pertimbangan diperlukan sama ada laporan perlu dibuat berdasarkan Artikel 4(1), dengan 

memberi perhatian kepada manfaat yang diperolehi pemohon. 
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9. កមពជុា 

ទីភាន ក់ងារវិញាញ បនប័រតតកកកមមជបុ៉ន បានឱយសមាគមន៍ការពារកមមសិទធិបញាញ អនតរជាតិេយើងខញុ ំ សិកសារសាវរជាវអំពីសាថ នភាពជាក់ែសដងៃនរបបចុះបញជីគំនូរឧសសាហកមម និង ការអនុវតត េនៅបណាដ របេទសអាស៊ាន 

េដាយរសាវរជាវអំពីចបាប់និងបទដាឋ នគតិយុតត  បទដាឋ នៃនការពិនិតយ  េសចកដីែណនំាសរមាប់អនកដាក់ពាកយ  និងឯកសារេផសងៗ។ េដាយែផអកេលើលទធផលៃនការរសាវរជាវតាមរយៈការសួរអេងកត ឬការសួរផាទ ល់  

រពមទំាងពិនិតយេមើលឯកសារសដីពីចំណុចែដលជបុ៉នរតូវពិចារណា េដើមបីចូលជាសមាជិកៃនកិចចរពមរពាងឡាេហ ចបាប់ហសុឺែណវ (Geneva act of the Hague Agreement, 

ខាងរកមេនះេហៅកាត់ថា ចបាប់ហសុឺែណវ) េយើងខញុំបានពិចារណាអំពីបញាហ ែដលកមពជុារតូវេដាះរសាយេដើមបីចូលជាសមាជិកៃនកិចចរពមរពាងឡាេហេនះ។ 

 

9.1 របបដាក់ពាកយេសនើសំុេដាយសំណុំលិខិតែតមួយសរមាប់គំនូរឧសសាហកមមេរចើន 

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ សដីពីគំនូរឧសសាហកមមែដលជារកុមែតមួយ តាមរយៈការែបងែចកគំនូសឧសសាហកមមអនតរជាតិឡូការណូ េគទទួលសាគ ល់នូវការដាក់ពាកយេសនើសំុែតមួយ សរមាប់គំនូរ១០០ (មារតា 5(4), បទដាឋ នគតិយុតត 

(7(3)(v), (7)))។ របេទសែដលជាសមាជិកៃនកិចចរពមរពាង អាចរបកាសសដីពីចបាប់ពាក់ព័នធនឹងការអាចដាក់ពាកយេសនើសំុែតមួយ សរមាប់គំនូរឧសសាហកមមែដលជាកមមវតថុៃនការដាក់ពាកយេសនើសំុ 

គំនូរឧសសាហកមមែដលរសបនឹងល័កខខ័ណឌ ភាពែតមួយ ឬភាពែតមួយៃនទំនិញ ឬភាពែតមួយកនុងការេរបើ ឬក៏ជាគំនូរៃនឈុត (set) ែតមួយ ឬក៏ជាសមាសភាគៃនវតថណុាមួយ ឬក៏គំនូរឧសសាហកមមឯករាជយមួយ េហើយែដលអាចែបងែចកបាន 

េរកាមមារតា 13 (1) (ល័កខខ័ណឌ ពិេសសៃនភាពែតមួយៃនគំនូរឧសសាហកមម)។ 

 

េនៅកនុងចបាប់កមពុជា ក៏មានរបបដូចគាន នឹងចបាប់ហសុឺែណវែដរ  (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វញិាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម  មារតា 97)។ ដូេចនះ កនុងទំហំែដលេយើងខញុំបានរសាវរជាវ  ពំុបានេឃើញថា 

មានបញាហ ពិេសសអវីពាក់ព័នធនឹងចំណុចេនះេទ។ 

 

9.2 របបពនយារការចុះផសាយ 

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ េគែចងថា កនុងករណីែដលចបាប់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង មានបញញតតអំពីការពនយារៃថងចុះផសាយ  េពលែដលអនកដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីបានដាក់ពាកយេសនើសំុ េគអាចពនយារការចុះផសាយបានយ៉ាងែវង 30ែខ 

េដាយគិតពីៃថងែដលមានអាទិភាព កនុងករណីែដលមានការអះអាងអំពីៃថងដាក់ពាកយេសនើសំុ ឬអំពីសិទធិអាទិភាព (មារតា 11, បទដាឋ នគតិយុតត ទី16)។ 

 

េនៅកនុងចបាប់កមពុជា  េគទទួលសាគ ល់នូវការពនយារការចុះផសាយបានយ៉ាងែវង 12 ែខ េដាយគិតពីកាលបរិេចឆទដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជ ីឬកាលបរិេចឆទអាទិភាព (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វញិាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ 

និងគំនូរឧសសាហកមម  មារតា 98) ។ ដូេចនះ េដាយែផអកេលើមារតា 11(1) (a)  កមពុជាចំាបាច់រតូវពិចារណាអំពីបដូរការពនយារេពលេនះេទៅ 30 ែខ េដើមបីសរមបេទៅនឹងចបាប់ហសុឺែណវ ឬក៏របកាសថា បចចុបបននេនះ 

អាចពនយារេពលរហូតដល់ 30 ែខបាន។ 

 

9.3 អំឡុងេពលជូនដំណឹងបដិេសធ 

ជាេគាលការណ ៍  េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ អំឡុងេពលៃនការជូនដំណឹងេទៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ សដីពីការបដិេសធអំពីអានុភាពៃនការចុះបញជអីនតរជាតិែដលកំណត់េដាយរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង គឺតាមធមមតា 6ែខ 

គិតពីេពលចុះបញជអីនតរជាតិ។ កនុងការជូនដំណឹងេនាះ រតូវពនយល់អំពីមូលេហតុែដលជាមូលដាឋ នៃនការបដិេសធេនាះ។ ក៏បុ៉ែនត កនុងករណីែដលរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងេនាះ បានពិនិតយជាសារធាតុ ឬក៏ទទួលសាគ ល់នូវការតវ៉ាតាមផលវូចបាប់ 

គឺអាចបដូរអំឡុងេពលេនះពី 6 ែខ ទី 12ែខបាន តាមរយៈការរបកាស។ របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងេនាះ រតូវបញចប់ការពិនិតយជាសារធាតុ ឬបានបញចប់ការពិនិតយពាកយតវ៉ាកនុងអំឡុងេពលេនះ េហើយជូនដំណឹងេទៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ 
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(មារតា 12, បទដាឋ នគតិយុតតទី 18)។ 

 

េនៅកមពុជា  ពំុមានការពិនិតយជាសារធាតុអំពីភាពថមីៃនគំនូរេទ (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 103)។ េយាងតាមចេមលើយៃនអេងកត បចចុបបននេនះ 

ការពិនិតយអំពីវិធីរតូវការជាមធយម 6ែខ។ ក៏បុ៉ែនត េបើសិនជាកមពុជាចូលជាសមាជិកៃនចបាប់ហសុឺែណវ ចំនួនដាក់ពាកយេសនើសំុឱយចុះបញជអីាចនឹងេកើន  ដូេចនះរតូវែតែកលំអភាពងាររសួលដល់ការដាក់ពាកយេនះ។ របសិនជាពិចារណាអំពីចំណុចេនះេទៅ 

នាយកដាឋ នកមមសិទធិបញាញ កមពុជា រតូវែតពិនិតយេមើលថា េតើកមពុជាអាចេធវើការពិនិតយទរមង់េនះបានចប់សពវរគប់កនុងអំឡុងេពល 6 ែខ រួមទំាងការពិនិតយទរមង់េដាយេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិែដរឬេទ។ 

 

9.4 ការទទួលនូវឯកសារចមលងសមាង ត់ 

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ  េគតរមូវឱយសាថ ប័នរដឋៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង េធវើការជូនដំណឹងអំពីការបដិេសធនូវអានុភាពៃនការចុះបញជីអនតរជាតិ កនុងអំឡុងេពលេនះ (សូមេមើល 7.3)។ 

កនុងករណីែដលរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងបានរបកាសអំពីការទទួលឯកសារចមលងសមាង ត់ តាមរយៈការជូនដំណឹងេទៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ  របេទសេនាះអាចទទួលឯកសារចមលងសមាង ត់សដីពីគំនូរឧសសាហកមមេនៅភាល មៗ 

េរកាយេពលចុះបញជអីនតរជាតិ(មារតា10)។ 

តាមរយៈលការទទួលនូវឯកសារចមលងសមាង ត់េនាះ  សាថ ប័នៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលរតូវបានកំណត់េនាះ អាចចាប់េផដើមការពិនិតយជាសារធាតុនូវការដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីេនាះ មុនការផសាយជាសាធារណៈអនតរជាតិ។ 

េបើសិនជាអនកដាក់ពាកយសំុបានដកពាកយវញិមុនេពលផសាយជាសាធារណៈអនតរជាតិ  ការពិនិតយជាសារធាតុេដាយែផអកេលើឯកសារចមលងសមាង ត់េនាះ នឹងគាម នរបេយាជន៍េទៅវិញ។ ផទយុេទៅវិញ  េបើសិនជាមិនបានជូនដំណឹងេនះេទ  

សាថ ប័នរដឋៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលបានកំណត់េនះនឹងចាប់េផដើមេធវើការពិនិតយជាសារធាតុ េរកាយការផសាយជាសាធារណៈ។ 

 

ដូចែដលបានពនយល់កនុងចំណុច 9.3 េនះ  បចចុបបនន ការពិនិតយជាសារធាតុសដពីីភាពថមី  កមពុជាមិនេធវើេទ ែតរតូវការជាមធយម 6ែខ េដើមបីពិនិតយ។ 

របសិនជាពិចារណាដល់ការែកលំអនូវរបសិទធិភាពៃនការពិនិតយទរមង់េដាយនាយកដាឋ នកមមសិទធិបញាញ   កមពុជាគបបីពិចារណាអំពីការជូនដំណឹងសដីពីការទទួល ឬក៏មិនទទួលឯកសារចមលងសមាង ត់ៃនការចុះបញជីអនតរជាតិេនៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ។ 

 

9.5 បញញតតិេលើកែលងៃនការបាត់បង់នូវភាពថម ី

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ ពំុមានបញញតតណិាមួយែចងចបាស់លាស់អំពី "បញញតតេលើកែលងសដីពីការបាត់បង់ភាពថមី" េទ  ក៏បុ៉ែនតការចុះបញជីអនតរជាតិ 

យ៉ាងេហាចណាស់ក៏មានអានុភាពដូចគាន នឹងការដាក់ពាកយេសនើសំុរតឹមរតូវែដលទាមទារឱយផដល់ការការពារគំនូរឧសសាហកមមេនៅរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលបានកំណត់ េដាយែផអកេលើចបាប់ៃនរបេទសេនាះ (មារតា 14 (1))។ 

 

េនៅកមពុជា  កនុងចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 92 បានែចងអំពី "ករណេីលើកែលងៃនការបាត់បង់ភាពថមី"។ 

សដីពីនីតិវិធីែដលចំាបាច់កនុងការដាក់ពាកយេសនើសំុកនុងរបេទស  េតើរតូវអនុវតតចំេពាះការដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីអនតរជាតិយ៉ាងណាែដរ  ចំាបាច់រតូវពិចារណាេឡើងវិញអំពីនីតិវិធីេនះ។ 

 

9.6 ការេរបើបនាទ ត់ចុចៗ ឬបនាទ ត់ដាច់ៗ សរមាប់ភាគែដលមិនទាមទារឱយការពារ កនុងគំនូរឧសសាហកមម 

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ  ពំុមានបញញតតិណាមួយែចងចបាស់លាស់អំពីការការពារ "គំនូរឧសសាហកមមមួយភាគ"េទ ក៏បុ៉ែនតចំេពាះចំណុចែដលមានបងាហ ញកនុងគំនូរ ែតមិនទាមទារនូវការការពារេទ  េគអាចពនយល់ និង/ឬេរបើែខសបនាទ ត់ចុចៗ 

ឬបនាទ ត់ដាច់ៗបាន (បទដាឋ នគតិយុតតរួម 9 (2) (b), បញញតតិលំអិតសដីពីការអនុវតត កថាភាគទី 403)។ 
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ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វញិាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមមរបស់កមពុជា ពំុមានបញញតតណិាមួយែចងសដីពីរបព័នធទទួលសាគ ល់នូវគំនូរឧសសាហកមមៃនវតថុមួយភាគេទ។ ក៏បុ៉ែនត េគទទួលសាគ ល់នូវការភាជ ប់ឯកសារ 

"េសចកដីែថលងការណ៍ទាមទារឱយកំុគិតអំពីការផសាយជាសាធារណៈនូវចំនុចមួយចំនួន" (ទរមង់ៃនការដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីអំពីគំនូរឧសសាហកមម េលខ១, ចំនុចទី 4 ៃន No.8)  េហើយេយាងតាមអេងកតចំេពាះនាយកដាឋ នកមមសិទធិបញាញ   

េគបានេឆលើយថា េនះមានមុខងារបដិេសធេដើមបីទទួៈសាគ ល់ជាគំនូរឧសសាហកមមៃនវតថុមួយភាគ។ ដូេចនះ គបបីពិចារណាអំពីការែកេសចកដីែថលងការណ៍េនះ  េដើមបសីរមបេទៅនឹងចបាប់ហសុឺែណវ។ 

 

9.7 របបគំនូរឧសសាហកមមែដលពាក់ព័នធ 

េនៅកនុងចបាប់ហសុឺែណវ  មារតា សដីពី "របបគំនូរឧសសាហកមមពាក់ព័នធ" រតូវបានបែនថមេនៅែខមករា ឆាន  ំ2012 េហើយចំេពាះរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពាមរពាងេនះ អាចបងាហ ញេលខេយាងៃនការដាក់ពាកយេសនើសំុមូលដាឋ ន ឬ 

ៃនការចុះបញជីមូលដាឋ ន ឬៃនគំនូរឧសសាហកមមមូលដាឋ ន េដាយែផអកេលើចបាប់ៃនរបេទសេនាះបាន (បទបញញតតិលំអិតសដីពីការអនុវតត កថាភាគទី 407)។ 

 

កនុងចបាប់កមពុជាបចចុបបននេនះ ពំុមានរបព័នធគំនូរឧសសាហកមមពាក់ព័នធេទ។ ចបាប់ហសុឺែណវមានឥទធិពលែតេទៅេលើរបេទសែដលមានរបព័នធគំនូរឧសសាហកមមពាក់ព័នធបុ៉េណាណ ះ។ ដូេចនះ សដីពីចំណុចេនះ  

កមពុជាមិនចំាបាច់ពិចារណាេដើមបីចូលជាសមាជិកេទ។ 

 

9.8 ល័កខខ័ណឌ ដាក់គំនូរ ជាេដើម 

តាមចបាប់ហសុឺែណវ  ចំនួនគំនូរែដលរតូវបានកំណត់ឱយដាក់េពលដាក់ពាកយេសនើសំុ គឺ មិនអាចទាមទារឱយដាក់េលើស១សនលឹកបានេទ កនុងករណីៃនគំនូរឧសសាហកមម ឬគំនូរៃនផលិតផល េដាយទរមង់ពីរខាន ត 

ឬមិនអាចទាមទារឱយេលើសពី៦សនលកឹបានេឡើយ កនុងករណីៃនផលិតផល គូរេដាយទរមង់បីខាន ត (បទដាឋ នគតិយុតត ទី 9)។ 

រេបៀបដាក់េលខទំហំនីមួយៗ ឬរេបៀបដាក់េលខ រតូវកំណត់េដាយបទដាឋ នគតិយុតតលំអិត (ចបាប់លំអិតសដីពីការអនុវតត កថាភាគេលខ 401～406)។ 

 

តាមការរសាវរជាវរបស់េយើងរហូតដល់សពវៃថងេនះ  កនុងចបាប់កមពុជា  ពំុេឃើញមានល័កខខ័ណធ អវីលំអិតសដីពីការបងាហ ញអំពីគំនូរឧសសាហកមមេទ។ ដូេចនះ សដីពីល័កខខ័ណឌ ខាងេលើេនះ ពំុេឃើញថាមានបញាហ ពិេសសអវីមួយពាក់ព័នធនឹងចបាប់ហសុឺែណវេទ។ 

 

9.9 េសចកដីពនយល់សេងខបអំពីគំនូរឧសសាហកមម និង ទំហំៃនការទាមទារ 

តាមចបាប់ហសុឺែណវ  កនុងករណបីងាហ ញគំនូរឧសសាហកមម ឬពនយល់សេងខបអំពីលកខណៈពិេសសៃនគំនូរឧសសាហកមម េហើយទាមទារឱយបញចលូទំាងសមាសភាគណាពិេសសមួយេទៅកនុងគំនូរឧសសាហកមមេនាះ  

រពមទំាងកនុងករណទីាមទារឱយសរេសរអំពីទំហំៃនសិទធិែដលទាមទារ  រតូវរបកាសអំពីការណ៍េនះេទៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ (មារតា 5 (2) (ii), (iii))។ េទាះជាករណីែដលរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង 

មិនទាមទារឱយពនយល់សេងខបអំពីគំនូរឧសសាហកមម ឬទំហំៃនការទាមទារក៏េដាយ  ក៏េគអាចបញចលូការពនយល់សេងខបេនាះបាន េនៅេពលដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិែដរ េដាយជេរមើសរបស់អនកដាក់ពាកយ (បទដាឋ នគតិយុតតរួម 7 (5))។ 

កនុងករណីេសចកដីពនយល់េនាះ មានេលើស 100ពាកយ  រតូវបង់របាក់េសវាបែនថម។ 

 

តាមរយៈការរសាវរជាវេនះេឃើញថា  ចបាប់កមពុជាពំុមានបញញតតណិាមួយែចងទាមទារឱយពនយល់អំពីគំនូរឧសសាហកមម ឬទាមទារឱយបញាជ ក់ទំហំៃនការទាមទារេទ (បទដាឋ នគតិយុតតសដីពីគំនូរឧសសាហកមម) 

ដូេចនះគាម នបញាហ ពិេសសែដលរតូវេដាះរសាយពាក់ព័នធនឹងចបាប់ហសុឺែណវ កនុងចំណុចេនះេទ។ 
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9.10 ការបងាហ ញគំនូរឧសសាហកមមេដាយសំណាកវតថុ 

ការដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិពាក់ព័នធនឹងចបាប់ហសុឺែណវ កនុងករណីែដលទាមទារឱយពនយារការផសាយជាសាធារណៈៃនគំនូរ ទរមង់ពីរខាន ត  េគអាចដាក់សំណាកវតថុេនាះបាន េដើមបីជំនួសការដាក់ឯកសារបងាហ ញអំពីគំនូរឧសសាហកមមេនាះ 

េដាយែផអកេលើបទដាឋ នគតិយុតតរួម ទី 9 (បទដាឋ នគតិយុតតរួមទី 10)។ សាថ ប័នរដឋៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង អាចជូនដំណឹងសដីពីការចង់ទទួលនូវឯកសារចមលងៃនការចុះបញជីអនតរជាតិ ែដលមានភាជ ប់នូវការរបកាស  ឬឯកសារ ឬគំរ ូ

ែដលបានដាក់ពាកយសំុចុះបញជីអនតរជាតិេនាះបាន (មារតា 10 (5))។ 

 

កនុងករណីែដលគំនូរឧសសាហកមមជាគំនូសទរមង់ពីរខាន ត  ចបាប់កមពុជាអនុញាញ តឱយដាក់សំណាកវតថុេដើមបីបងាហ ញអំពីការដាក់ពាកយេសនើសំុៃនគំនូរឧសសាហកមមេនាះបាន (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ 

និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 95)។ ដូេចនះ កនុងករណែីដលរកសា ឬពរងីកនូវរបព័នធពនយារេពលផសាយជាសាធារណៈៃនវគគ 9.2  កមពុជារតូវពិចារណាអំពីល័កខខ័ណឌ ៃនសំណាក់វតថុេនាះ ដូចជាការកំណត់ទំហំៃនសំណាកវតថ ុ ជាេដើម 

េដើមបីសរមបេទៅនឹងចបាប់ហសុឺែណវ។ 

 

9.11 លិខិតបញាជ ក់ការអនុបបទាន 

កនុងករណីែដលចបាប់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង បានតរមូវឱយចុះេឈាម ះអនកបេងកើតគំនូរឧសសាហកមម េពលចុះបញជីការពារគំនូរឧសសាហកមម  របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងេនាះរតូវជូនដំណឹងអំពីេគាលគំនិត និងការទាមទារេនាះ 

តាមរយៈការរបកាស (បទដាឋ នគតិយុតតរួម ទី8)។ 

 

ចបាប់កមពុជាទាមទារឱយដាក់េឈាម ះអនកបេងកើតសាន ៃដ េនៅេពលដាក់ពាកយសំុ។ កនុងករណែីដលអនកដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីមិនែមនជាអនកបេងកើតសាន ៃដេទ  អនកដាក់ពាកយសំុចុះបញជ ី រតូវដាក់ភាជ ប់នូវលិខិតបញាជ ក់ការអនុបបទាន។ 

េបើសិនជាអនកដាក់ពាកយសំុចុះបញជ ី មិនែមនជាអនកបេងកើតសាន ៃដេទ  រតូវភាជ ប់នូវលិខិតអនុបបទានពីអនកបេងកើតសាន ៃដ េទៅឱយអនកដាក់ពាកយេសនើសំុការចុះបញជីេនាះ (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ 

និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 96)។ ដូេចនះ កមពុជារតូវពិចារណាអំពីការបដូរល័កខខ័ណឌ ៃនរបព័នធចបាប់របស់ខលួន ឬការជូនដំណឹងតរមូវឱយអនកដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជ ីគឺជាអនកបេងកើតសាន ៃដ។ 

 

9.12 ការពិនិតយទរមង់ 

តាមចបាប់ហសុឺែណវ េគតរមូវឱយេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិេធវើការពិនិតយទរមង់។ កនុងករណីែដលទរមង់េនាះរតឹមរតូវេហើយ  េគនឹងចុះបញជីអំពីការេសនើសំុអនតរជាតិេនាះ េហើយនឹងផសាយជាសាធារណៈកនុងអំឡុងេពល 6 ែខ 

គិតពីៃថងែដលបានចុះបញជីអនតរជាតិេនាះ (មារតា 8, មារតា 10)។ 

 

េយាងតាមការរសាវរជាវរបស់េយើងខញុំរហូតដល់េពលេនះ  ពំុេឃើញមានបញាហ អវីពិេសសកនុងការអនុវតតការពិនិតយទរមង់ៃនចបាប់ហសុឺែណវ ចំេពាះរបព័នធរបស់កមពុជាេទ។ 

 

9.13 េគាលបញជីៃនការចុះបញជីអនតរជាតិ 

េយាងតាមចបាប់ហសុឺែណវ  ការចុះបញជីអនតរជាតិរតូវេធវើេនៅកនុងេគាលបញជីអនតរជាតិ េដាយេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ េដើមបីរគប់រគងឱយមានឯកភាព។ ក៏បុ៉ែនត កនុងបញជីេនាះ ពំុមានចុះអំពីព័ត៌មានៃនរបកាសនីយប័រតេនាះ ឬអំពីសិទធិេលើការបញាច ំ 

ជាអាទិ៍ េទ (មារតា 16)។ 



（135） 
 

 

ចបាប់កមពុជាតរមូវឱយចុះបញជីអំពីព័ត៌មានៃនកិចចសនយាអាជាញ ប័ណណ កនុងេគាលបញជីគំនូរឧសសាហកមម (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វញិាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 115 និងមារតា 118)។ 

ក៏បុ៉ែនត េគាលបញជីៃនការចុះបញជីអនតរជាតិ ពំុមានព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងកិចចសនយាផដល់សិទធិេទ។ ដូេចនះ កមពុជារតូវពិចារណាអំពីវិធីចាត់ែចងសដីពីព័ត៌មានេនះ  ឬក៏េធវើវិេសាធនកមមបញញតតិសដីពីកិចចសនយាផដល់សិទធិេនះ។ 

 

9.14 អំឡុងេពលមានអតថិភាព (សុពលភាព) 

ចបាប់ហសុឺែណវបានែចងថា អំឡុងេពលមានអតថិភាពគឺ 15ឆាន  ំេដាយគិតពីៃថងចុះបញជអីនតរជាតិ ឬក៏របសិនជារបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងបានកំណត់អំឡុងេពលអតថិភាពែវងជាងេនះេដាយចបាប់កនុងរបេទសខលួន អំឡុងេពលែដលែវងេនាះ 

គឺជាអំឡុងេពលមានអតថិភាព (មារតា 17)។ 

 

ចបាប់កមពុជាបានែចងទទួលសាគ ល់អំឡុងេពលមានអតថិភាពៃនការចុះបញជីេលើកដំបូង 5ឆាន ំ ែតអាចសំុបនតបានពីរដងេទៀត ែដលមដងមានអតថិភាព 5ឆាន ំ។ (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ 

និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 109)។ េនះគឺរសបនឹងចបាប់ហសុឺែណវ។ 

 

9.15 កៃរមេសវាដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិ និង កៃរមេសវាសរមាប់បនត 

េយាងតាមចបាប់ហសុឺែណវ  កៃរមៃនការដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិ មាន  (i)កៃរមមូលដាឋ ន, (ii) កៃរមេសវាេធវើការកំណត់, និង (iii) កៃរមេសវាសរមាប់ការផសាយជាសាធារណៈ (អាចមានេសាហុ៊យេផសងែថមេទៀត)។ 

កៃរមេសវាមូលដាឋ ន និង កៃរមេសវាសរមាប់ផសាយជាសាធារណៈ គឺ រតូវកំណត់េទៅតាមចំនួនគំនូរឧសសាហកមម ចំនួនទំព័រ និងចំនួនពាកយែដលបានពនយល់ កនុងការដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជ។ី 

កៃរមេសវាេធវើការកំណត់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលសាថ ប័នរដឋមិនបានេធវើការពិនិតយជាសារធាតុេទ គឺករមិតទី១។ រីឯកៃរមេសវាេធវើការកំណត់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលសាថ ប័នរដឋបានពិនិតយជាសារធាតុនូវខលឹមសារេរកៅពីភាពថម ី

គឺករមិតទី២ េហើយកៃរមេសវាេធវើការកំណត់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងែដលសាថ ប័នរដឋបានពិនិតយជាសារធាតុ  រួមទំាងការពិនិតយជាសារធាតុនូវភាពថមី េដាយឆនាទ នុសិទធិ ឬេដាយការដាក់ពាកយតវ៉ាៃនតតិយជន គឺ ករមិតទី៣ (មារតា 7, 

បទដាឋ នគតិយុតតទី12)។ សាថ ប័នពិនិតយអាចបដូរកៃរមេសវាកំណត់ជាសដង់ដារ េទៅ កៃរមេសវាកំណត់ពិេសសបាន តាមរយៈការរបកាស  ែតមិនរតូវយកេលើសកៃរមេសវាែដលកំណត់កនងុរបេទសរបស់ខលួនបានេឡើយ។ េលើសពីេនះ សាថ ប័ន

ពិនិតយអាចែបងែចកកៃរមេសវាកំណត់ពិេសស ជា២ភាគ  េហើយឱយេគបង់ភាគដំបូងេនៅេពលដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិ  រីឯការបង់ភាគទី២ អាចសេរមចឱយបង់េរកាយ តាមចបាប់ៃនរបេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងបាន (មារតា 1(xvii), 

មារតា 7, បទដាឋ នគតិយុតតរួមទី12)។ 

 

េនៅកមពុជា  េគមិនេធវើការពិនិតយជាសារធាតុេទ (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 103) េហតុេនះេហើយ រតូវអនុវតតករមិតទី១ 

កនុងការយកកៃរមេសវាែដលបានកំណត់។ ការចុះបញជីរតូវបនតេរៀងរាល់ 5ឆាន ំ (ចបាប់សដីពីរបកាសនីយប័រតតកកកមម វិញាញ បនប័រតមូ៉ែដលមានអតថរបេយាជន៍ និងគំនូរឧសសាហកមម មារតា 109) ដូេចនះ 

េយាងតាមការរសាវរជាវែដលបានេធវើរួចមកេហើយេនះ ពំុមានបញាហ អវីេទ។ 

 

9.16 ការកំណត់េដាយខលួនឯងកនុងការដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីអនតរជាតិ 

របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង ែដលមានសាថ ប័នេធវើការពិនិតយ អាចជូនដំណងឹេទៅេលខាធិការដាឋ នរបកាសថា ការេធវើការកំណត់របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាង របស់អនកដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីអនតរជាតិ 

ែដលមានលំេនៅដាឋ នេនៅកនុងរបេទសេនាះ ពំុមានអានុភាព (មារតា 14 (3) (a))។ 



（136） 
 

កនុងករណីែដលមិនបានរបកាសេដាយែផអកេលើមារតា 14 (3)  អនកដាក់ពាកសេសនើសំុ អាចដាក់ពាកយេសនើសំុចុះគំនូរេដាយផាទ ល់កនុងរបេទសេនាះ ឬអាចដាក់ពាកយេសនើសំុចុះបញជីគំនូរអនតរជាតិ តាមរយៈេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ 

តាមជេរមើសរបស់ខលួនបាន េហើយជាលទធផល អាចមានការដាក់ពាកយេសនើសំុដូចគាន  ពាក់ព័នធនឹងគំនូរឧសសាហកមមែតមួយ ែដលសរេសរជាភាសាេផសងគាន  និងទរមង់េផសងគាន ។ 

 

ដូេចនះ កមពុជារតូវពិចារណាអំពីការរបកាសទទួលសាគ ល់នូវការកំណត់េដាយខលួនឯង ែដលមានែចងកនុងមារតា 14(3) ឬេទ។ 

 

9.17 សាថ ប័នេធវើអនតរាគមន៍ 

ការដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិ អាចេធវើេទៅេលខាធិការដាឋ នេដាយផាទ ល់ ឬអាចេធវើតាមរយៈសាថ ប័នរបស់របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងរបស់អនកដាក់ពាកយេសនើសំុ េដាយជេរមើសបាន (មារតា 4 (1) (a))។ ក៏បុ៉ែនត 

របេទសែដលជាភាគីៃនកិចចរពមរពាងអាចជូនដំណឹងេដាយការរបកាស សដីពីការមិនអាចដាក់ពាកយេសនើសំុអនតរជាតិតាមរយៈសាថ ប័នៃនរបេទសេនាះបាន (មារតា 4 (1) (b))។ 

កនុងករណីែដលសាថ ប័នរដឋមិនបានជូនដំណឹងអំពីការរបកាសេដាយែផអកេលើមារតា 4 (1) (b)  េហើយរបសិនជាសាថ ប័នេនាះបានអនុញាញ តឱយអនកដាក់ពាកយេសនើសំុ ដាក់ពាកយេដាយរបេយាលតាមរយៈសាថ ប័នេនាះ កនុងករណីេនះ 

សាថ ប័នេនាះរតូវជូនដំណឹងអំពីការទទួល ឬមិនទទួលនូវការេផទរកៃរមេសវាពីអនកដាក់ពាកយ េហើយបញជនូេទៅេលខាធិការដាឋ នអនតរជាតិ (បទដាឋ នគតិយុតតរួម ទី27 (2) (b))។ 

 

សដីពីចំណុចទំាងេនះ  កមពុជារតូវពិចារណាអំពីផលរបេយាជន៍របស់អនកដាក់ពាកយេសនើសំុ េហើយសេរមចយកជេរមើសណាមួយែដលមានែចងកនុងមារតា 4 (4)។ 



（137） 
 

10. jrefrm 
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